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序文

歌州議会とごま…おツパ評議会のイニシアチブで2001年はヨーロッパ多言語年と宣言されました。

ヨーロッパそ特徴づ、ける言語教育ならびに詩語の多様性の一層む挺進を呼びかける多くのイベントと

自発的な金闘がこの1年を通して次々と実行されることが予想され、私たちもそれを願っています。

実際、話語の問題は、文化と市民権を標携するヨーロッパの発展の核Jむをなすものでるることは異論

の余地のないところであります。

義務教育の接了時に、少なくともヨーロッパの言語（訳注：母語以外の〉を2つ習得しているととが今や
到達するべき主要な目標として表明されています。それは、すべての人々が自由な往来む議科を十分

に享受することができ、ヨーロッパの人々の間での相互理解の主体となることができるためにほ必要

なことなのです。

このような背景の中で、 Eurydiceによって実現したこの比較調査研究は、ソクラテス・ブ口グラム

への参加29カ閣における外国掛教育についての最初の、そしてきわめて内容豊かな報告書となってお

り、また、外国語教育に関する時宜にかなった必要不可欠の参考文献となっています。ヨ…ロッパの

罷々が共通に強い関心をよせたテ…マについて相互理解をはかるためにとのネットワ…クがきわめて

重要な役割を果たしたととに心かち感謝の意を表します。とのネットワークは、相互理解を深めるた

めのこの仕事に不可欠のものでした。

本書辻、今日ヨ…ロッパ規模で外留語教育に関して行われた最も包括的な調査研究であり、タ本冨語教

育の編成、カリキュラムの教育方法＊内容、教員の養成と採用のための措畿、さらに合数言語をサ

ポートするために教育制度の中で展開されてきた創意工夫に富む措置の詳綿な分析を報告していま

す。本書はまた、過去数十年来との分野で行われた多くの改革を壁史的牒望の中に位置づけていると

いう点でも大きな価植があります。これらの改革は各国の政治が外国語教育に対してその議要性を認

識し、その認識を強めてきたことそ物語っています。リングァ・プ口グラムの創設以来、ヨーロッパ

共同体レベルで行われてぎた数々のアクションの紹介もまたこの分野へのEUの関与の大きさを改め

て想起させることになっていると患います。

本書によって、外国語学習を挺進するためにあらゆる教育段賠で行われ、たゆまず強化されてきた

数々の取り組みがわかると思います。その取り組みとは、教授法の研究成果のカワキュラムへの反

映、つまりさまざまな教育方法がカリキュラムで取り上げられ奨励されてきた事実、多くの国で小学

校の初期段離かち外岡語が必諺科目として導入されていること、自らが教えている替語の話される国

でむ教員の研穆の機会が増大している事実に現れていると思います。しかしながら、人間としてまた

職業入としての能力開発が詳葉の陣容によって阻害されないように、吉語教育分野でのさらなる取。

組みの進展が望まれるところであります。

この点でいくつかの疑関が提起されてしかるべきでおりましょう。第1に、生徒の外国語選択におけ

る英語緩先が、さらに言えば、英語が必務第1外国語として探せられる領向そのものが苧む3ーロッ
と文化の多様性の維持を損なう危険性をどのようにしたら回避できるか、第2に、外国語に

熟達した教員の採患に関する現在の緊急の問題をどのように解決するか、ということであります。こ

れらの問題は、教員の現職研修に充てられるべき資金の問題と教育の編成そのものの再調整という問

題の解決を必要としています。

この点でヨーロッパ共同体のアクションはきわめて重要です。それ故、歌州委員会誌加盟国のアク

シ3ンを奨励・支援し、ヨーロッパにおける昔話の多様性の促進を最擾先課題のーっとし続けている

のです。

2001年 1月

欧州委員会委員教育・文化担当 ピどアンヌ レディシグ
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翻訳者前書き

本書は2001年にヨーロッパにおける教育情報ネットワークである Eurydiceが、 EUの行政執行機関とも言

える欧州委員会の教育・文化総局の財政支援を受けて刊行したものである。

Eurydiceに関しては、巻末の説明をご覧頂きたいが、ヨーロッパ・ユニットと各国ユニットから成り立っ

ている。教育の国を越えた協力関係構築のためには各国の教育制度や実践の情報を共有する必要があるとい

う認識から、欧州委員会のイニシアチブのもとにヨーロッパ・ユニットが1980年に創設され、その後、各

国ユニットが各国教育省のもとに設立された。両者は連携して活動を行なっている。

Eurydiceについては、欧州委員会のEurostat（統計局）と協力して、 1994年から2年ごとに、初等教育か

ら高等教育までのEU加盟国、ヨーロッパ自由貿易連合、ヨーロッパ経済地域、加盟申請国（1998年現在計

29ヵ国）の教育のさまざまな側面や動向を統計や指数によって体系的に示し、比較分析を加えた浩j翰な

『ヨーロッパにおける教育のキー・データ』注1（欧州委員会出版局より出版）の執筆に携わっていることでご

存知の方も多いと思う。

本書『ヨーロッパの学校における外国語教育』は、前掲書を言語教育に特化したパージョンといえる。本書

の序文にあるように、 2001年は、欧州委員会がヨーロッパ評議会出と共同で、この年を「ヨーロッパ諸言

語年」として宣言し、互いの理解のために、ヨーロッパ域内のさまざまな言語の習得の重要性を喚起するた

めのイベント、企画などの支援を展開した年である。

各国の通貨が消滅し、ユーロ貨幣による完全な統一市場が始動する2002年の前年、つまり2001年が、

「ヨーロッパ諸言語年Jとして特化されたことは象徴的である。共通の社会的・経済的空間が形成されてい

く中で、本書の序文にもあるように、お互いの相違を尊重しあいながら共生していくためには、ヨーロッパ

の遺産である文化と言語の多様性を保持することが必須かつ急務の課題であるという、多様性をクローズ

アップする年になったのである。具体的には、言語教育において多言語教育を推進するととが肝要であると

いう認識を共有するためのキャンペーンを展開する年としたのである。

本書は、この「2001年ヨーロッパ諸言語年Jを記念して出版されたものである。目次を見て頂ければわか

るように、 1章から 5章までは上記29ヵ国の、学校における言語教育の、歴史的概観、現状の様々な側面の

比較分析と進行中の改革の報告になっている。との場合の学校とは、伝統的にヨーロッパにおける言語教育

の中心的場となっている中等教育が含まているととは当然であるが、 1990年代から初等教育でも言語教育

を行う傾向が広がりをみせており、初等教育における課題と対策も本書では大きなテーマのになっている。

当面の課題を解決するための臨機応変な措置と長期的展望に立つ措置の両面からの対応など参考にするべき

ことは多いように思う。

注1英語版Keydata on teaching in Europe 

フランス語版 Les chif fres cles de l’education en europe 
注2 (council of Europe) 1949年に、人権、民主主義、法の支配という価値観を共有する西欧10カ国が、その実現の

ための加盟国間の協調を拡大することを目的としてフランス・ストラスブールに設置した国際機関。 2002年ボスニ
ア・ヘルツェゴビナが加盟したことにより、加盟国は44カ国になっている。日本は、アメリカ・カナダ・メキシコとと
もにオブザーバー国となっている。
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序文には、 f学校という場は、実際上、すべてのヨ…ロッパの若者が共通と通っているとごろであり、

能力を獲得できる主要な場所である。 Jと、学校における詩語教育の重要性はますます増大し、おのずから

多言語教育推進の中心となる場は学校であるという認識が述べられ、 「それゆえ、学校に通う生徒の外国語

熟連を｛足すことができる教育制度の諸要素を検討してみる必要がある。 j と、本書作成の動機が述べられて

いる。

ヨーロッパ共同体は第§章に見るように、言語とコミュニケーションの教育を有効に行うためには、 1つの
学校の枠内での教育にとどまらず、関を越えた学校間交流による教育そ推進することが必要であるという見

解のもとに、上記に挙げた国々関の盟境を越えた学校間交流プログラムや共通教材開発、教員養成機関間の

クト等への支援アクションを展開しているが、それらのアクションの実践のために、また、そ

れぞれの関の学校における言語教育の在り方を見つめなおし、再調整を鴎るためには、能患の実状や動拘を

知ることが必要であるという認識も本調査研究の背景をなしている。本書は序文で述べられているように

「今毘ヨーロッパ規模で外国語教育に関して行われた最も包括的調査研究 J(3…ロッパのすべての国を網

羅しているわけではないが〉となっている。

1章から 5j者までについていえば、 29ヵ国と調査対象国が多いために、各国のケ…スについては縮かい踏み

込みに欠けているきらいもあるが、全部の章を読むことにより各患の言語教育の諸轄を概観するととはでき

るし、そのためのとの上ない報告曹となっている。

1章では、学校の中での地域・少数言語の教育、タト盟語を母語とする子供たちへの言語教育支援等につい

ての調査分摂等が記述されているが、学校教育が、国内の地域・少数詩語や移民の子洪たちの母語教育も射

震に入れていることがわかる。子供の権利条約にも書き込まれている子洪たちが母語を学習する権利、地

域・少数言語を学習する権利が、器によって程度の差はあるが、学校における言語教育の問題として市民権

を得ていることは、わが患の学校の言語教育が射程に入れていない分野であるだけに、言語教育が告含ずる

パラダイムという点において我々に新たな視野と示唆をもたちすだろう。

各閣の替語教育の実状は、当然のこととして、それぞれの閣の言語教育の伝統や社会事情の延長線上にあ

り、さまざまである。義務教青修了までに、母語以外の苦語を2つ習得するという EUの奨励を受けて、フ

ランスのようにすでに1998年にすべての13才以上の生徒に母語以外の2つの言語を習得させることを実行

した匿もあれば、部分的に実行している関、努力目標の段階に留まっている国もある。提供詩語数に関して

もさまざまであるが、言語教宵問題が内包する国難や問題を抱えながらも、複雑なニーズに対応しようとす

る取り組みを器開見ることができるだろう。

6章は、ヨーロッパ共民体の詩語教育についての見解の震史的概観と、 f言語教育の量的・質的改善Jを
関るための、留を越えた言語教育の連携プロジェクトを支援するリングァ・アクシ日ンの理；念と歴史さらに

そのアクションの内容の諸相の説明と実践報告となっている。すべての分野において、参加盟の言語の中で

普及度が低く教育の機会も少ない言語に関するプロジェクトや、それらの言語が使用されている留がパート

シップを組んでいるブロジェクトを優先するという原期に賞かれたこのプログラムは、それらの言語の

学習の活性化を挺進すると同時に、英語やフランス語、ドイツ語といったメジャーな古語の教育の活性化に

も大きな賞献をしている。 「潜語教育という文脈の中に、流動性を導入したことは、生能の首語運用能力を

高め、彼らの教育の質を高めたといえる。 jと述べられているが、詩語教育の中に流動性をどのように取り

込むかという点においても参考になることが多いと思う。
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翻訳は、わが国の言語教育の在り方について関心と問題意識を共有している九州大学の言語文化研究院教官

の有志と比較社会文化学府の大学院生一人の手で行なわれた。

わが国における言語教育はさまざまな問題をかかえている。中等教育ではほとんど全員といえる生徒が英語

しか学習する機会が与えられていないこと、英語教育が生徒の将来に役に立つような形での成果を挙げてい

ない現実、グローバリゼーションの中で英語以外の言語の教育が周辺化され、わが国において伝統的に多言

語教育を担っていた大学においてさえ英語以外の外国語教育が後退していること、学校における言語教育の

問題が旧来のパラダイムの中だけで論じられる傾向にあること等さまざまな問題が挙げられる。

とうした中、諸国における言語教育の在り方、動向についての知見を深めることも、わが国の言語教育を根

本的に見つめ直すために必要ではないかという問題意識からこの翻訳作業は出発している。すでにかなりの

研究者が世界各地の言語教育について研究を重ね我々の知見を広げてくれている。翻訳を通した本書の紹介

が、先行の研究や報告と同様、わが国の外国語教育を考える上で役に立つことになれば翻訳者一同喜びとす

るところである。
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翻訳者一同

※尚、翻訳にあたっては以下のととを翻訳者間の共通確認事項とした。

・略語は、英語に統一した。

－原書（ドイツ語・英語・フランス語版）のそれぞれのパージョンで中でそれぞれの言語に

置き換えることなく原語で表記されているものはこの翻訳でもその表記を保持した。

－読者のリサーチの便宜上、いくらかの事項等に関しては、あえて訳出したり、カタカナ

表記にかえることをせず、原語をそのまま残した。

－翻訳する際、各パージョンにおいて、その訳が「外国語Jと訳すべき表現になっている

場合と「言語」となっている場合があり、これらは同義語である場合がほとんどであ

る。（本書のタイトルでは「外国語Jとなっているが、本書の第1章は、いわゆる「外

国語Jではない地域・少数言語や移民の子供の言語について記述されている。）

翻訳する際ははそれぞれの原語（英語・ドイツ語・フランス語）に従って、その都度

「外国語」あるいは「言語Jとした。
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序論

1.調査研究の背景と説明

ヨーロッパでは多様な文化と言語からなる社会が交錯している。この多様性はヨーロッパの歴史の産

物でありヨーロッパの豊かさと力となっている。その事実を認識し、人々の間にコミュニケーション

と相互理解、寛容な精神を築きあげることが何よりも大切なことである。

ヨーロッパの諸機関はヨーロッパの本質的をなすこの豊かさを常に表明し、この言語と文化の多様性

の維持を絶えず奨励してきた。そのため、教育の分野でのヨーロッパの協力関係成立当初から、ヨー

ロッパの文化の遺産である言語学習を容易にするという目標が設定されていた。 1976年に、すでに

閣僚理事会の決議はすべての生徒達に「ヨーロッパ共同体の他の言語を少なくとも一つ学ぶ機会」と

「言語教員を志望している学生が、自らが教えることになる言語の話されている国あるいは地域に滞

在をすることJを可能にする必要性を強調していた。（英語版4頁） この決議の採択の後、ヨーロッパ

の言語教育・学習の分野でのヨーロッパ共同体のアクションが相次いで創出された。 1989年のリン

グァ・プログラムの開始はこの決定を大きく反映したものである。

今日のヨーロッパにおいてすべてのヨーロッパ市民による言語能力の獲得は職業人として、また個人

として、与えられた新しい可能性に与るのに必須条件となった。この優先事項は1995年の欧州委員

会の白書『教育と職業訓練』で、以下にあげる目的として明確に述べられている。（英語版69頁）

・すべての若者に対するヨーロッパ共同体の最低2つの外国語の教育の推進

．外国語教育の革新的メソッドの開発の奨励

－すべての学校教育段階で、ヨーロッパの外国語を日常的に使用することの奨励

．生徒に共同体の多様な言語と文化の存在を認識させることとそれらの早期教育

外国語の知識の重要性を十分に認識している欧州議会とEU理事会は、欧州委員会の提言を受けて、

「人々に言語と文化の豊かな多様性の重要性を認識させること」、並びに、 「個人または職業人とし

ての個人の能力開発にきわめて重要な要素として」多くの人々の外国語学習の促進を目的に、 2001

年を「ヨーロッパ諸言語年Jと宣言した。（英語版3頁） 同様に2001年を「ヨーロッパ諸言語年」と宣

言したヨーロッパ評議会と緊密な連携のもとに、この一年間を通して、さまざまな企画・催し等が行

われる予定である。

しかしながら、ヨーロッパの若者の外国語能力は現在のところ国際基準で計られたことがない。 EU

のユーロ・パロメーターによる世論調査が実施されただけである。 2000年のアンケート注lはEUの半

数以下の市民だけが母語以外の言語で持続的に会話ができると述べていることを明らかにした。この

世論調査の結果はヨーロッパ市民の聞で多言語習得をさらに奨励する必要性を裏付けたことになる。

外国語の熟達に関わる課題に直面して、ヨーロッパの教育制度は、さまざまなニーズを考患に入れな

がら対応策を講じようとしている。学校という場は、実際上、すべてのヨーロッパの若者が共通に学

び、言語能力を獲得できる主要な場所である。それゆえ、学校に通う生徒の外国語熟達を促すことが

できる教育制度の諸要素を検討する必要がある。

そのために、ヨーロッパの国々のカリキュラムによって奨励されている教育方法はきわめて重要な要

素として是非とも考察されなければならない。カリキュラムとの関連で採用されている教育方法は、

外国語教育の教授法における現代の主流であるコミュニカティブ・アプローチとなっている。主に

注1 『ユーロ・パロメーター』による世論調査は1973年から欧州委員会の教育文化総局によって実施されている（毎年春と秋）。
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S.D，カッシャンのような創業者連から若想をえたこの方法は、外留語習得は母語習得に国有のメカニ

ズムと間じメカニズムでなされるということを前提としている。それ哉、（イマージョン方式の様な〉

自然な状読に近い経験の中で自諜言語に鱗され、コミ、ュニケ…ションの形式よりも内容に集中するこ

とが肝要とされている。コミュニカチィブ・アプローチはコミュニケーション能力に譲先的に力点を

くことによって広がっていった。しかしながら、研究者連は教育界に影響を与えたとお方法の限界

し、ポスト・コミュニカティフ加の時代についてすでに掛り始めている。

って推奨される教背方法の実践には、その主な行援者でおる教員自身の高い能力が必要

である。ぞれ攻、教員の初期義成と現議教員研修のあり万に大きな影響を与えている。

早期外関語教育の普及によってもまた、教員の帯要が高まり、特に初等教育段階での教員採用の国難

という問題を引き起こしている。

問題は、教員養成の政策決定者にとって緊急で重要な課題となり、

なっている。新しい欝袈に対応するための教員の初期養成と現職教員研諺のシス

となり、各国の麗史、文化、経務的背景に結びついた数々

いる。

2.調査研究の範囲

この研究の日的は学校における外国語教育の編成を分析することで事ち、公立あるいは閣の場成金を

る私立の教育機関だけを対象としている。企業、学校長芝、あるいは地方出馬によって提供さ

れる講盛のような学校組織以外のイニシアチブによるもむ誌対象としていない。

この研究の対象分野は教青組織、教員の養成・

ぴに、普勝教脊の分野でのEUのアクションで島

教育段階

カリキュラムの内響、少数言語のサポートなら

本書で敦ち扱われる資料は初等教背、前・後期普通中等教育をカバーしているが、告の教青段階

も触れることがある。ずなおち、第6離のEUのアクシsンは、高等教育も合めたすべてむ教育段
っている。また、第4章の教員の義成〈初等教育以前の段階は含まない）もすべての教習段階に関

係している。

上記の教育段轄の15-{分はすべての国の学校の段構庶分に対応しているわけではない。

教青の形態の器際底分（ISCED）悲能って詑較をわかりやすくしてい

対象：外国語

ヨーロッパの国々では外盟語は義務教背のカリキュラムの中できわめて重要な教幹とみなされてい

る。この調査研究の中で f外国語」と呼ばれているこの基礎教科は、一殻会舎にカリキュラムの中で教

えられる教科で~るが、他の教科を教えるための教育用言語として用いられている場合もある。生徒
という観点は、分析対象としては考還にいれられていない。

この欝査の対象となる教科が各揺の学校教育カリキュラムの中でどのように呼ばれているかを次の頁

の表にまとめている。 「外盟諸j科目が各国の教育制捜：に関有の文化的保統に基づいてさま

ばれ方をしていることがわかる。いくつかの留では、 f生きている言語j f現代語j f第2

と呼ばれている。しかしながら「外悶時j という呼び方が最も一般的で事り、この研究でもこの呼弊

を採用した。

さまざまな潮流に関する詳しい情報は1997年の欺州委員会資科

11 
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カリキュラムの中で使われている f外思語Jの呼び方のパリエーシ沼ン
※国記号！こ関してはviii東の各爵コードを参般のこと

関誌琴 厳畿の 日本語訳

正り

B fr LANGυ王MODEiミNま 現代議

自de fREMOSP災AC持E~るい滋 外盟諸あるいは

ZWEITSPRACHE F敵対ZbSISCH 第2嘗語としてめフランス語

｛後者ほフランス緩め場合〉

B nl τw日DET.納 i 第2官糖

DK fREMMEDSPROG 外留語

。 F斑MDSPRAC村正 外国謝

正t 主ENHr AOI.IA 外甑欝

正 lENGUA EXTRANJERAあるいは 外国語あお端

IOIOMA 正XTRANJERO~innzoku 他民旗揚

F lANGUE VIVANTE [TRANG主RE 主主宰た外陣語

IRL fOREJGN LANGυAGE 

LINGUA STRANIERA 外欝様

L l.ANGUE肘除NGtRE(4) 外国語

NL MODE民対EVREEMOE TAぼ対 現代外国語

A UBENDE F椛MDSP臥 C椛 主主ぎた外醸語

p LINGUA ESτRANG臼RA 外陣語

FIN VIERAS KIEU/ fRAMMAND草野臥K 外摺欝

s iごRAMMAND王SPRAK 外関欝

UK(EIW) MODERN FOREIGおLANGUAGES 灘千》本掴語

UK(NI) Moo王制 LANGUAGES 現代踏

UK (Sc) MODERN EUROPEAN LANGUAGES 現代詩…ロッパ額

恐ーロッパ自由貿易漣合IE章一ロッパ経済地場
路 王RLENTMAL OR E砥王NTTUNGUMAL 外盟語

LI MODERNE F蹴MDSPRAC椛 N 寝代外国語

詩。 FREMME邸内AKOR 外関語あるいは

AND舷SPRAK 組重欝

加盟吻傭臨

BG 4y>KA E鮒 K 外留語

CZ c1zr JAZYK 外留鰯

主主 VOORKEEL 外関舘

CY XEN芝SGLOSSES 外国語

主V Sv主主；VALODA 外閑糖

LT UiSIENIO KALBA 外欝語

HU 定LOIDEGEN NYELV 外岡橋

PL J~ZYK OBCY 生意た外関括

投。 LIMBI MODERN芝 現代語

SI すυJIJEZIKI OR 外閣議あるいは

MOひまRNITυJI JEZIKI 現代外関様

SK Cuozr JAZYK 外国言語

(3）舗のカリ：：＼＇:i.7.M：：：記殺してある獄をリストアップしている，従って、機相されているものと轍で
raされ入るものがI>るが、ぞれ紘上紀の緩衝による．
(4) f外悶跨jという表現総榔鱗のカリヰユラム併でのみ使われており、フランス緩とドイツ滋以外の
苦言語震を按している．
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ファ二／間や百代干リシャ語のような、いわゆる‘死語’あるいは‘古語’は、生徒iJ！、外国語科目に

られているのと閉じ時間帯にこれちの常語が選択可能な教科として舵供されているケース以外

は、この研究の対象としていない。例外的ケ…スは明記されている。

調査対象年

し、 70年代さらにはそれ以前に溜って言及している第2章をのぞいて、この調査が

とした学校年は1998/1999年で島る。第3章の教育組織についての統計的資料は1996/1997

年に関するものである。

1998/99年以障の改革に関しては、脚設か本文の最後に載せているのそれによって、読者はいくつか

の状況がまだ普及の途上にあるのか、あるいは近い将来完全に実施される予定であるかがわかるよう

になっている。

乱調査研究の方法

歌州議員会によって作成された第6章を除いて、各章は Eurydiceヨーロッパ・ユニット
究班によって作成されたSつの具捧的な質問事項への回答の分考？に基づいている。これら

は、多数のデータの収集と多議な要素の掬い上げができるように、 Emγdiαネットワークの各国ユ
ットに対して1998年から非業のいくつかの局面で送討さ

各盟のEurydiceユニットから送られてきたヂータ等松基iごして、ヨーロッパ＊ユニットはこ
研究が対象としているさまざまな側面の一つ一つについての比較分析を行い記述した。次に各国のユ

ニットが、その比較分析において、提保された各国の椿報が正しく解釈されているかどうかな薙認し

ながち、綿椴に読む作業を行った。本書は、必要かつ不可欠で、実り多いこれらの相互の交流の或果

である。この本は各国ユニットによる加筆・訂正を取り入れているの

各国のユニットは多くの場合、分析対象のそれぞれの分野の閣内の専門家に協力を呼びかけた。これ

は大きな提献である。これらの専門家の参加は本調査研究在充実させ補強した。国段階における人々

の協力関保と緊密な共同搾業は、ヨー誌ツパ・ユニットとの協力関係と関様、多様な要素を含む本書

の実現に大いに寄与した。本書の完成に関わったすべての人々の名前は巻末に掲載している。

第1車でなされた分析は、護問事項への密答だけではなく、多言語環境における詩語教習の促進のた

めに警かれた審物や論文等にも依拠している。それちの書物や論文は巻末の「参考文献一覧Jに載せ

ている。第S章の外国語カリキュラムの内容の分析方法についてはここではっきちと述べておく髄績

があるだろう。実擦、この章は各国からの膨大な資料の祖壌と分析が必要で議うった。この章の情報収

集のための質問事項を作成する前に、ヨーロッパ・ユユットは、このような分析の実行可能性を挫し

ための一連の質問を各国に送った。各国のユニットからの問客を得た後、外韻語教育について、

カリキュラムと公式勧告の内饗に関しての詳結な資問項目を用意することができた。カワキュラムの

顔本にできるだけ忠実で島るようにという厳密な指示が各国のユニットになされた。求めちれた情報

を含むカリキュラムの文章の在処も明らかにするよう求めた。

費問事項に罷答するために、各国の担当者は膨大な資料を読み返し、詳しく調べた。その綿密な作業

のおかげで、 Eurydieε ヨ…口ッパ・ユニットは詩語教育カリキュラムの中の教脊の目標／内容の比
較分析と推奨されている教育方法の比較分析在行うことができただけでなく、各閣の現行のカワ

ラムの原文に基づく詳細な常報を伝える

各層ユニットは5つ 自答に習わめて豊かで詳細におたった情報を盛ち込むこ ほか
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り知れない貢献をしてくれたのその仕事の内容を十分に価値あるものにするために Eurydiceの各国
ユニットは、国ごとにその特徴を明らかにする報告書を執筆したの記述方法は比較分析の場合と同じ

である。外国語教育の分野での進行中の改革および、各国の教育当局によって採用されている特別な

措置に関する一節が追加された。各国に関する記述は2001年の前半の間に Eurydiceのサイトで入手
が可能になる予定である。

4.調査研究の構成

この本は6章からなり、各章はそれぞれ独立したものとして読むことができるの各章にはその章に固

有のテーマに関するすべての情報を盛り込んでいる。章によっては、章末に国ごとのデーターを示す

付録がついている。教育編成に関する第3章の場合、付録には、教育組織の中の外国語の地位に関し

て図表で読み取るための手引きも載せている。

本書の最初の部分には、コード、略語、特殊用語の定義を載せている。巻末には外国語のカリキュラ

ムの総括的図表を載せている。（訳者註：この翻訳では掲載していない。インターネットで閲覧可）

用語解説

用語解説には、先ず、この報告書の中で一貫して使われる国名・言語名をあらわす記号と、当該国で

の原語の略語を載せている。さらに、専門用語（そのいくつかはこの調査研究に特有のものである）に関す

る注釈や定義を載せている。

第1章 多言語環境における言語支援

ヨーロッパ地域を特徴づける文化・言語の多様性という現実に直面し、教育組織は、その多様性に適

応した学校環境を提供することによってさまざまな必要性や要求に答えようと努めている。それ故、

第1章では各国が、自らの言語遺産を守るために実際に講じている措置を記述している。具体的に

は、地域・少数言語共同体に属している生徒のための一連のアクション並びに、受け入れ国の言語と

異なる母語を持つ生徒を支援する措置について記述している。国の公用語の習得を容易にするために

教育当局よって講じられている支援についても同様に調査されている。

第 2章歴史的背景

今日の外国語教育の発展に影響を与えた主な出来事の要約をこの章に記述している。 20世紀の前半の

大きな変化を概略的に記述し、 1950年代から実行された改革の主な領域について優先的にやや詳し

く触れている。読者はこの章で、外国語教育のさまざまな側面に影響を与えた教育的措置に正確に言

及されているのがわかるだろう。この章の 1節全体は、外国語教育の教育編成並びにこの教科の教員

養成に影響を与えた主な改革について記述している。章末には1974年と1984年の教育制度の中の外

国語教育の地位を他の科目と比較する図表を載せている。 1998/1999年度に関する状況は次の章に

記述されている。

第3章：教育編成

この章はまず様々な教育組織の必要最小カリキュラム教の中での「外国語」科目の位置と地位につい

ての比較分析を行っている。この分析は国ごとの状況を示すグラフにより表されている。

上記の側面以外に、カリキュラムで提供されている外国語の数、生徒の選択状況、外国語教育に充当

されている時問、 1クラスの最大あるいは最小生徒数を設定している公式勧告、ヨーロッパの学生の
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外国語学替のための交流に関ずる自主的企画も れている。

章来の付録はグラフを読みとるための手出きそ載せている。開時に、さまざまな言語を学ぷ生徒数の

割合と外冨語に充当された時間とカリキュラムの他の2つの教科に充当された時間も載せている。

この章の内容は2000年9月に、本調査研究このがカバーしているヨー口ッパ29カ国のそれぞれの留の

学校教育課躍における外国語の位置と地f立についてのEurydi印 Forcusシリ、ーズの小冊子としてま
とめられ出版されてい

第4章：専門資轄と教員養或

こ的意では教育盗品が、小学校の議学年からの外冨語教育の導入によって引き起こされた新たな問題

にどのように対応しようと試みたかを調査している。外盟語教員の初期養成と現職教員研棲のために

じられた揖置、並びに募集と選抜の方法について記述している。

、ヲ停

にー さまざまな拐期養成機関、これらの養成機関への入学の基準、カリキュラ

れている関への研修旅行あるいは捧在の島り方を紹介している。

現職教員研修についても考察されており、研惨形態を編成する機関、

の教員間の国際交流の形態などが記述されているの

グラムの 主
守
Jま大〕まさ

章末の付録は、言語教員志望者ぬ養成の中で、一般教育における外出語審得のために充当されている

時間数と、言語教育法並びに教育実習に充てられた時間数に関して、入手できた臨ごとの情報であ

る。

第5輩：外題語教育のカワキュラム

ここで、外国語教育のためのカリキュラムと公式競告の内容の深く掘り下げられた分析の結果

を知ることができるだろう。第1節においては、言語教青に関するのカリキュラムを含む資料のさま
ざまな特徴、すなわち、その地位、持成方法、その刊行年月日、カリキュラムで保証された教育部

数、外国語の種類について記述されている。

分析の主袈部分はカワキュラムの中の教育目的・内容と教育法上の措法を対象としている。

つの分野に分けてまとめている。すなわち、コミュニケーション、文法の設用、他者を知り理解する

こと、さらに、昔話学習における自律的学習と生徒僧人の能力の開発である。

さまざまな側面に関して、国レベルで、さらには盟捺的に行なわれた調査結果もこの章に

第§準：ヨーロッパ共同体のアクシ丑ン

この報告書は外国語教育の分野に立さいてヨーロッパ共同体が企醐した数々のアクシ沼ンの紹介なしで

ことはできない。紹介はEじの文書（主に決議、勧告入ヨ…ロッパ共同体の麓史の中のさま

まな時代の言語教育促進のためのアクション、そして当熱のこととしてリングァ・プログラムの検討

を通してなされている。リングァ・プtJグラムのさまざまな活動は綿密に調査分析されている。この

調査分析によって1998年にこれらの活動が展開されて以来、年毎に大きな成果を上げていることが

わかるだろう。この躍は欧州委員会の教背文化総局のリングァ・プログラム賓任担当者還が執筆して

vi 

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



いる。

総括と結論

最終章では、 6つの章で取り扱われたさまざまなテーマの枠組みで分析されたすべての側面を要約し

ている。同時に、この章は、絶えず変化してやまない世界の中で、外国語教育が採るべき方向性に関

して、今日的議論に供する一連の緊急の問題やさまざまな要素を浮き彫りにしようとしている。

付録

巻末の付録は、外国語教育の公式カリキュラムをとりあげている第5章との関連で、外国語教育のカ

リキュラムの目的・内容と教育方法、並びにそれらの形式上の特徴（当該国の言語での正確な名称・

刊行年・教育段階・カリキュラムの中の外国語の種類）について、国ごとの一覧表を掲載している。

これらの国別一覧表の前に「標準モデ、ルJを掲載し、項目ごとにカリキュラム内容を詳細に説明して

いる。

（訳注：この部分はこの翻訳書には載せていない。この部分は、インターネットで英語版、フランス語版で閲
覧・入手することができる。）
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用語解説

A.コードと略語

害関コード

EU 1三一口ッパ連合

~ iベルギ…
~－－fr ・r ベルギ… -・ フランス語鶴
8 ：~：~ 1 ベルギー -ドイツ語露
・ani T ベルギー -オランダ語霞（訳注）
DK 弓 jデンマーク
D jドイツ

正し iギザシャ
E iスペイン
ド ：フランス
i隠し

L 

NL 

A 
p 

FIN 

s 

AELE/EEA 

IS 

SK 

；イタリア

ス3ツトラン
jヨーロッパ自詣貿易連合／ヨー口ッパ経済地竣

アイスランド

；悪文では「フラマン語麗jとなっているが、フラマン語はベルギー北部フランドJv
地方のオランダ鵠諸方震の総称であって rフラマン語jという単…の存在はなく、
公用語は標準オランダ諮であるため（『雷語学大事典ZFオランダ鰭Jの項参察〉
fオランダ語罷jとした。
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各国の略語（原語による）とその他の略語

AAP A認essmentof Achievement Programme UK 

ACCAC Curricu/L』mand Assessment Authority for WaJ.邸 UK 

CCEA Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment UK 

CE2 Cours e/ementaire 2 F 

CILT Centre for Information on Language Teaching and Research UK 

CUL Content and Language Integrated Learning 

CM1, 2 Cours moyen 1, 2 

CSP OPE Cursos Secundiirios Predominantemente' Orientados para o貯osseguimentode Estudos P 

EAL English as an additional伯nguage UK 

EGB Educaci6n General Basica E 

EPLV En:鵠 ignementprecoce des langues vivantes F 

HAVO Hoger algemeen voaバgezetondenゆ NL 

HBO Hoger beroepsonderwjjs NL 

HMSO Her M司ifesty、StationeryOffice UK 

ICT Information and communication technologies 

IKV lopu凶 Kpar1K1由vYrrorpo明白v EL 

ILSSE lnsegnamento de/le Lingue Straniere nella Scuola Elementare 

INCE lnstituto Nacional de Ca/idad y Evaluaci6n E 

IRRSAE /stituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiomamento Educativi 

IT Information technologies 

IUFM lnstituts Uniνersitaires de Formation des Martres F 

KMK Stand.匂eKonf忌renzder Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutsch/and D 

LGE Ley General de Educaci6n E 

LOGSE Ley Organica de Ordenaci6n General de/ Sistema Educativo E 

MAVO Middelbaar a/gemeen voaバgezetonderwijs NL 

MEN Minis抱rulEducafiei Nafionale RO 

NCCA National Council for Curriculum and Assessment IRL 

NFER National Foundation for Educational Research UK 

OALT Onderwjjs in Allochtone Levende Ta/en NL 

OFSTED Office for Standards in Education UK 

PEK nεp1，中ε＇／）£悶KaEmμoprpwr1Ka Ktvrpα（nEK) EL 

PGCE Postgraduate Certificate in Education UK 

QCA Qualifications and Curriculum Authority UK 

SCRE Scottish Council for Research in Education UK 

SLO Stichting voorιeerplanontwikkeling NL 

SME Small and Medium-sized Enterprises 

VBO Voor台erei<!endberoepsonderwijs NL 

vwo Voorbereidend wetenschappeljjk onderwjjs NL 
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言語コード

' 

ES スペイン欝

DA ヂンマーク諦

DE ドイツ語

EL ギリシャ語

主詰 英語

FR フランス鱒

IT イタリア議

N主 オランダ語

Fτ 求ルトガル語

Fl フィンランド議

sv スウェーヂン橋

龍三 エストーア輔

LV ラトピア語

RU ロシア欝

SK スロパキア語

統計ツールと弛の分類の略語

｛：｝ 入手不可

｛岬｝ 畿道なし

Fl 外髄繍

FτE 全日制に務違

ISCED 教穿立関ずる翻隠基準

OPEC ヨーロッパ共肉体の公式刊行物出巌渇

UOE 叫N巨SCO/O王むDIをUROSTAT
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B.利用した統計ツールの定義

UOEデーターコレクション

UOE(UNESCO/ OECDC経済開発協力機構）/Eurostat（統計局））データコレクションは、毎年、 3つの

機関が教育制度のいくつかの主要な側面について、行政資料に基づいて、国際比較のためのデータを

収集したものである。データは、在籍者数、入学者、卒業者数、教育関係者， 教育機関、教育のため

の経費などについて集められている。さらに、データは、教育段階、性、年齢、カリキュラムのタイ

プ（普通コース／職業コース）、時間形態（全日制／定時制），学校のタイプ（公立／私立）、教育分野、国

籍に下位分類されている。欧州委員会の必要を満たすために、 Eurostatは、以上に加えて、地域ごと

の生徒数、外国語学習に関するデータを収集している。

教育に関する国際標準分類(ISCED)

各国間の比較をわかりやすくするために、各国の教育段階を以下のような段階に区分している。

ISCED 0 ：就学前教育

ISCED 1 ：初等教育

ISCED 2 ：前期中等教育

ISCED 3 ：後期中等教育

ISCED 5 ：学士号は授与しないが、入学のためには、高等学校（後期中等教育）を

修了していなければならない高等教育課程

ISCED 6 ：学士号あるいはそれと同等の学位が授与される高等教育課程

ISCED 7 ：大学院の学位を取得できる高等教育課程

1997 /1998学校年度に関するデータ収集後、新しい分類法が採用されるようになった。上記の

ISCED 0, 1 ,2,3に関しては変化はないが。 ISCED 4が新たに設けられ、中等教育以降の課程であ

るが高等教育課程ではないものをカバーしている。 ISCED5は大学あるいは大学以外の高等教育で、

高等教育の最初の学位を取得できる課程をカバーしている。これらの課程への入学資格を得るには、

後期中等課程修了あるいは中等教育以降に提供される同等の課程を修了していなければならない。

ISCED 6は高等教育課程で大学院課程に進める課程をカバーしている。 ISCED7は廃止された。
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C網語難解説

外国語 カリキュラムあるいは佑の教育に関する公式文書の中で、外関梧と見なされてる雷語、ある

いは「生きた言語、現代言語、 3言語、第2言語j という擁念に結びつくすべての詩穏を指してい

る。通常、外開語はカリキュラムの中で教えちれるべき教科とされているが、的の教科を教えるため

として用いられることもある。ここでは生徒の母語という携点は考慮に入れられていない。

代語あるいは死語はこの定義の麓盟には正式には含まれていない。

母語子どもが最初 一般的には両親か片方の親の言葉。

公用翻 当該国の特定地域で法律や行政のために使用されている昔鰭。公用轄の地位がその国の一

部分に線定されるケースと、国土の全域に及ぶケ…スとがある。圏全イ本の公用諮の場合、

あるいは悶家語と呼ばれる。これらの音締は国との一体感を強め、同じ国の中の異なる言語共同体関

の相互交流そ容易にする役割を果たしてい

地域・少数言語 f蕊統的にある盟家内でその告の人口より少ない集団をなす盟籍保有者たちに

って、国土の中で伝統的に捷われているJ盟の公用語とは違う言語。〈この定義は1992年のヨー

口ッパ評議会の「地域・少数ヨ…ロッパ書籍憲章Jに基づいている） この調査研究の中では、

国によって認められた地域・少数言語を考然の対象にしている。それらは、一般的に、当該国

内にそのルーツを持っている人々か、何世代も前からそこに定住している人々によって話されている

言葉である。地域・少数ヨーロッパ曾踏が公用語の地位を持つこともあちうるが、当然のこととして

定義上は、その公用語としての地伎は話される地域に誤られている。

土器的言語 幾世代にも渡ってある特別な地域に定住している住民によっ

話されている地域と緊密に結びついているもの。

れている言葉で、

非領土的嘗語 ある留の罰籍保有者により れているが、その留の領土で他の人身が話している

っている言語。伝統的にその国 るにもかかわちず、

国のある特定の地理的領域に結びつかない言語。 の定義はヨーロッパ評議会の「地域・少数言語

1992年に基づいている。）

目標設語教育の対象になっている外韻語

教膏用雷語 力I)キュラムの教科のかなりな鶴合を教えるの

2奮語併用教育 カワキこみうムのさまざまな教科を教えるのに2つあるいはそれ以上の数の言語が

として用いられる

コミュニカティプ・アブローチ 外国語静得は母語習得の課患と類似したメカニズムが働いてい

るという仮定に基づいた教育方法。従って、生徒ができる罷ち外国椅に購されていると

に近い状況で外国語を使う機会を多く持つことが援要となる。との方法の主な目的は、

でコミュニケーシsンをとることを習得させることである。それゆえ、相手が理解できるメッセージ
剖曜に伝える能力が、正しいとされる設い方よちも援要視されることになる。
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主要能力 コミュエケーション行為における聴く、話す、読む、書くの4つの能力

選択科目 必要最小カリキュラム教科の他に提供され、生徒は学習する義務のない科目

選択必修科目 必要最小カリキュラムの中の教科で、学校で提供されるものの中から生徒が選択し

なければならない科目

必修科目 中央の教育当局によって作成された最小必要カリキュラムの中の科目で、すべての生徒

が学習しなければならない科目

必要最小カリキュラム 中央の教育当局によって作成された、すべての生徒に教えられなければな

らない一連の共通主要教科からなる必修カリキュラム。これは、最終試験のために生徒自らがが希望

する教科を選ぶことができる柔軟なカリキュラムの形をとる場合もありうる。

履修コース 生徒が可能な一般的な教育課程の中、あるいはカリキュラムに柔軟性がある場合は、

最終試験の準備を見据えて生徒が作成する履修計画の中から選ぶ履修コース 。この概念はいくつか

の国において普通中等教育後期段階で現在行われている教育の実態をよくあらわしている。

選択必修悶定システム 学校が選択必修として提供する科目を自由に決定できないシステム

選択必修オープンシステム 学校が選択必修として提供する科目を自由に決定できるシステム

教育タイプ 異なるカリキュラムに基づくが、専門教育ではなく普通教育に属するさまざまなタイ

プのコース。たとえば、オーストリアのHauptschuleSchule （訳注：基幹学校＝将来職業教育を受ける
生徒が行く中学校）とallegemeinbildendehohere Shule（訳注：一般教背中高等学校＝大学進学を目指

す生徒が行く中・高等学校）は普通中等教育の異なる 2つの教育タイプということになる。

外国語専修学校／クラス 外国語の専門教育を行っている学校／クラス これらの学校やクラスは

当該国の教育省の指導のもとに設立・運営され、かつ同省から資金を受けており、外国語教育に特化

している事実が同省によって認められている。その特徴によって、次のような2つのタイプに分けら

れる。

・普通の学校制度の中で平行して開設されているが、必要最小カリキュラム教科は教えられてお

らず、比較的数多くの外国語教育だけが行われていおり、それによって修了証書を取得できる

学校／クラス。

－必要最小カリキュラム教科のすべてが教えられており、同時に、外国語の専門的教育が行われ

ている学校／クラス。目標外国語を使っていくつかの教科が教えられている（パイリンガル・

スクールあるいはパイリシガルクラス）、通常の教育以上の数の外国語の習得が義務づけられ

ている、外国語に特化していない学校よりも相対的に外国語教育にかける時間数が多いという

3つのケースがある。同一学校／クラスで上記の3要素を包含しているところ、 2要素だけあ

るいは1要素だけ等のバリエーションがある。

パイロット・プロジェクト 外国語教育のための実験的教育で、中央教育責任当局によって、制限

時間を設けられ、実施され、少なくとも部分的にはそこから資金を得ているもの。参加学校数、パイ

ロット・プロジェクトに参加する生徒の年齢は、中央の主催当局によって決められており、プロジェ

クト実施校も中央当局が選ぶ。
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第 1

多言語環境における雷諮支援

第 1j整ではこの調査研究に参加している国々

な方法を概観する。地域・

1 このような人々に国家語を奨励したりする
に援数の国家語をもっ冨や地方分権的な多言語教育制度をも

と異なる人々

るいは多言語教育会もっぱら扱うことに留意されたい。

語を維持し促進することよりも、広く使われている

育の対策にゥいては第3

々の言語環境は一般的にかなり

の状況に応じて意味や解釈が異なっ

まとめるの

という財産を維持

とする人たち

また、当てはまる場合には、

の国の具体的な状況

めのあらゆる形態の 2言語

る地域の盟民や移民の母

を向上させることを岳

るために、以下の節で使用する

非領土的言語という用語を厳密

りすることが

るために

しなければな

たい。

マーストリヒト条約（1992年）第 126条はヨーロッパの教育制度の文化的昔話的多様性に特に

ている。国 1.1は調査の対象となった 29ヵ冨の教育制度で特別な支援を受けている

を概観できるようtこまとめ、この多様性を調べようとしたものである。この図は網羅的なも

く、絞められているものは極々

1.1をぎっと

象のお9ヶ

していて、

ギ一、アイ

。調査対

として採用している。この状抵は多数の地域・少数昔話があるためにさらに雷詩的に多嫌になってい

地域・少数常詰はおU加盟申諮問に最も集中し、国iこよっては 7つもの地域・少数言語が教育に

されている。調査対象の29ヶ国のうち地域・少数言語の存在を示していないのは、アイルランド、

センブルグ、アイスランド、リヒチンシュタイン、キブ口スのわずか 5ヶ留である。ヨー口ッパ

ク状況を完全に把握するためには、移民が使用するすべての言語ならびにロマー

えなければならない。アイスランドとリヒテンシュ

クインの 2ヶ国は、 1つの公用語のみをあげ、地域・少数言語をあげていないので、単一言語圏と言

えるだろう。
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額 1.1: 嘉一口ッパの教育号謀議：に混れる主要な土潜的言語

1＜スク言霊

ペラルーシ諾

ブJレトン譲

ブルガリア語

カスティーヤ語

カタロニア欝

コルシカ諾

クロアチア鰭

チェコ癒

デンマーク語

オランダ語

築諾

ニ芯ストニア総

フィンランド語（1)

フランス議

フワジア語

ガワシア語

ドイツ諾

ギリシャ議

ハンガワ…諾

アイスランド語

アイルランド・ゲ寸ル議

イタワア藷

ラヂィン語

俊一ぜJレ地機の譲3守護（2)
ラトピア鰭

ルクセンブJI.-グ語

I）トアニア翠

ミランダ語

ノルウェー欝

オクシ~ン諒

ポーランド籍

~｝レトガル諾

アルザスの地場宮古謙治

ル…マニア語

ロマニ…露

間シア諒

ルテニア鰭

サーミ諾

スコットランドゲトル諾

セJレピア諮

ス0パキア諒

ベニア諾

ソルブ藷

スウヱーヂン語

トJレコ音響

ウクライナ語

パレンシア語

ウヱールズ譲

s 潤家話

級制τ

線災 地域祷少数養護として総められているが公錦揺ではない

フィンランド語の行はトノレネダーレン・ブインラン

(2) プランス語ではlanguesmosellaneso 

2 

MNT 関す IM絡？

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



1999年鱗驚

蹴RO地域.1>数番難として器、められていて公務懇でも為る
NT 非鰭土的蓄謹
MNT 少数言語として認められている非領土的審議

(3) アランス語ではlangues均：ionalesd二4lsacθ。
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パスク藷

ペラルーシ輯

ブルトン様

ブルガリア鰭

カスティーヤ欝

カタロニア言護

コルシカ諾

ク0アチア錨

こじストニア諾

フィンランド露台〉

フランス懇

フリジア議

ガリシア議

ドイツ言著

ギリシャ諾

ハンガリー諾

アイスうンド議

アイルうンド，ゲール諮

イタリア藷

ラヂィン議

モーぜん地域の諸言語（2

ラトぜア鰭

ルクセンブルグ語

リトアニア鰭

ミランダ諮
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1. 複数の富家語をもっ国の教商制度における君轄の役割

菌 1.1に示しているように、調査対象盟のわずか 3分の l

は一般的に辻、その由の全地域にわたって合的に使用される

地位をもっ1つないしは接数の言語から成り立っている。

としての地位は当核の少数民族の生む地域に限定される傾向があ

けたり教育用言語として奨励したちすることにより国家諸に支配的な役観を与え

ている。複数の言語に国家語の地位を与えている盟ははるかに少ない。アイノレランド、フィンランド、

キプロスは2つ、／レクセンブノレグとベルギーは3つの国家語を定めてい

アイルランド憲法では、アイノレランド語と英語はともにアイノレランド全捧で公用語となっている。ア

イルランド揺を話す地域では、すべての小学校でアイルランド語による授業が行なわれ、母語がアイ

ンド括ではない子併には支援教膏がなされている。このような地域の中等学校ではすべての教科

または一部の教科がアイルランド甜で教えられる。他の地域では、小学校段搭で、はアイノレラン

をすることができ、そうしていないすべての小学校および中等学校ではアイルランド語が教科と

して教えられている。英語は、アイルランド語で授業をしているすべての学校で教科として教えられ

ている。

1984年のノレクセンプルグ言語法によると、ノレクセンブノレグ誇が出家語であり、ブラ

あり、ノレクセンブソレグ語、プランス語、 ドイツ語はいずれも司法と行政の言踏である。ルクセン

ブノレグ語はノレクセンブルグの大多数の子棋にとって盟有の昔語であり就学前の段踏では唯一のコミ

る。しかし、初等教育になるとドイツ詣で授業が行われる場合が庄倒的に多

2年生から教科として教えられる。前期中等教育の授業では、

フランス語が徐々にドイツ語に取って伐わるが、理科や竪史や地理は引き続きドイ

ラン

し、。

つ
な数のトルコ

までにはすべての科目はフランス語で教えられるようになる。

ドイツ語とブランス語のどちらを使用するかは専攻によって決まる D 技術系口…スで

ることが好まれ、商業系コースではフランス語が好まれる。このように 3

として移民の子供には教育上の負祖となることがあり、この問題に取り組むた

されてき

2つで、あり、それぞれの言語社会は就学

1る。

として使用されている

していない。 トルコ

とができ、この教育にかかる

1なければ、関保する生捷は自

は政府が負担する。

ベルギーとスペインの 2ヶ国はこの文脈では特殊な地位を占めている。

地政学的および言語的に同ーの境界をもっ地譲（ベルギーの各雷語闘やスペイン

ることを選択してきた。この権眼委譲がきっかげとなり、言語圏や自治州は地域

、文化、政治の構造や一体感を強化するための道具として使用するようにな

った。その結果、このよう るものではないにしても、

教育で｛吏用される昔話としてしばし試好まれるようはなってきた。
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ベルギーには連邦レベルで、は国家語がオランダ語、フランス語、ドイツ語の 3つある。 1989年に教育

を含む多数の権限がドイツ語圏、フランス語圏、オランダ語圏に委譲されたのに引き続き、各言語圏

はそれぞれの言語を管轄内のあらゆることに使用される唯一の公用語とした。ベルギーはドイツ語、

フランス語、オランダ語の各言語圏と 2言語併用のブリュッセル首都圏の 4つに分けられるという事

実が事態をさらに複雑にしている。 1963年の「教育における言語の体制に関する連邦法」は、教育用

言語としての公用語の使用は第 3条に掲げられた少数言語地域を除きいずれもその言語圏に限定され

ると規定している。ブリュッセルでは、教育のあらゆる段階で使用される言語はフランス語かオラン

ダ語のいずれか一方であり、他方は必修科目として教えられる。ブリュッセル以外の 3つの言語圏で

は生徒にその地域の言語以外の公用語をどのように教えるかはそれぞれ異なっている。フランス語圏

の初等および中等教育ではオランダ語かドイツ語か英語を外国語として教えなければならない。その

結果、外国語として英語を選択することによって学校教育では他の 2つの公用語のいずれをも勉強し

なくてすむことができる。オランダ語圏では、小学 5年生からすべての学校でフランス語を教えてい

る（1963年 7月 13日の Decreetvan Basisonderwijs （基幹教育令）第9条を参照）。中等教育でフラ

ンス語が必修科目になっているのは普通科だけであり、技術系や実業系はそうではない。しかし、ブ

リュッセル首都圏のオランダ語で教育する学校では小学 2年生からすでにフランス語が必修である

(1963年 7月 13日の Deereet van Basisonderwij s （基幹教育令）第 10条を参照）。ベルギーのドイ

ツ語圏では少数派ではあるがフランス語話者を多数抱え、後期中等教育修了までフランス語で授業を

行なっているか、あるいはすべての生徒にフランス語を必修科目として教えている。これら 3つの言

語圏の学校では採用するカリキュラムがそれぞれ異なり、それぞれ別の行政当局の監督下にあるため、

複数の公用語で授業を行なっている学校はそれぞれの言語に対して別々の教育基盤と運営基盤を確立

しなければならない。

スペイン憲法第 3条は、国家公用語はカスティーヤ語でありすべてのスペイン人はカスティーヤ語を

知る義務と使用する権利を有すると規定している。さらにまた各自治州の法に反しない限りにおいて

自治州では他のスペインの言語も公用語であると規定している。自治外｜が作られてから、 17のうち 11

の自治州でカスティーヤ語が唯一の公用語のままである。残りの 6つの自治州（バレアレス諸島、バ

スク地方、カタロニア、ガリシア、ナパラ、バレンシア）にはすべてに第 2公用語があり、教育に関

する責任を自治州に移した結果、カスティーヤ語以外のこれらの第 2公用語は教育用言語として突出

した役割を与えられてきた。すべての子供をカスティーヤ語だけでなく自治州の地域言語でも教える

義務は自治州ごとにさまざまな方法で保証されている。詳細は次の地域・少数言語の節で扱う。

2. ヨーロッパの教育制度における地域・少数言語の役割

1987年に欧州議会は「ヨーロッパ共同体における地域的および民族的少数者の言語と文化に関する決

議j で、ヨーロッパ評議会が地域・少数言語憲章を作成する努力を支持し、加盟国が下記の内容を含

む数々の措置を取るように奨励した。

すべての段階の教育が当該の言語地域の地域・少数言語で公式に行なわれるように整備すること

そのようなコース、授業、学校を公式に認可すること

そのような言語を使える教員の養成に特別の注意を払い必要な人材を確保すること

地域・少数言語での教育の機会に関する情報を広めること

加盟国の地域・少数民族に属する者が他の加盟国の文化的に関係ある社会での労働市場に容易に参

入できるように、修了証書、卒業証書、免許状や職業技能証明書と同等のものを認定すること

上述の「地域・少数言語のためのヨーロッパ憲章（1992年）」第 8条は、当該の地域・少数言語によ

る教育を十分に用意し、あるいはカリキュラムの一部としてそのような言語の教育を行ない、少なく
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つ

り生徒数が十分であると患われたりする

加盟国に要求している。

2. 1. 地域震少数雷語教育導入の基準

のよう

加盟国が提出した措報を分析すると、報告された政策の大部分は上記の2

針と一致している。

調査対象の 29ヶ うち、自 ける権利金も

のは、アイノレランド、／レクセンブノレグ、アイスランド、 リヒテンシニスタイン、

で、あった。この 5ヶ毘の由民は国家語の一つですべての教育を受けているのである。

できるよ

されなかっ

に講たすべき基準を概観し

ているという

校や関係当局は地域・

れるとしづ意味である。

よく表し

されれば、

を負うということを意

されると、学校や関係当局は地域・少数言語会教育用

な支援を用意したりすることを要請さ

6一一
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図 1.2：当該の言語地域にある学校での地域・少数雷語の教育への支援措置導入のための基
準（1鈎ふ鈎年度）

法喜警護義務 法的可能強

i襲名 地域・少数童謡
す学べ校て守の 保護者の 必饗 十分な 今分な 題々 の学校

要求 最憶織の 資金 数の あるいは
~能数 驚絡を持つ 関係議馬による

教義 決定

EU 

Bfr オランダ欝 ． 16 
Bde フフンス額 ． 16 
Bnl フランス語

4’ 16 
DK ドイツ語 ー， 10 。 デンマーク語 司島 ． ． ． 

フリジア語

ーー

． ． ． 
ソjむつ1！妻 ． ． ． ． 

在L トルコ議

E パスタ議 ． 
カタロニニア鰭 司島

ガリシア騒 ． 
事 パスタ謹 ． 

ブルトン謹 ． 
カタロニア慧 ． 

IRl ｛ー｝

フランス謹 ． 
ドイツ謹 ． 
スロベニア語 ． 

L ｛叩｝

事毛主 フリジア鰭 ． 
A クロアテア謹 ． 1 

ハンガリー欝 ． 1 
スロベニア議 ． 1 

p ミランダ議 ． 
FIN ザーミ語 司島 1 ． 
s トルネダーレン・ツィ頃vランド謹 4惨 ． 

ロマ一一語 ． 1 ． 
？？ーミ謡 ． 1 ． 

UK争的 ウヱーJレズ語 ． 
υK(NI) アイルランド喜善 ． 
UK (SC) ゲ叫ん議 ． 司島

出典： Eurydice‘

図の説明
図 1.2は1ヶ躍につき最大3つの地域・少数言語をあげているが、その国の状況をよく表しているという前提で翠ばれたもので

ある。この関iこ表された情報は地域・少数3言語の生徒のための学校についてのみ言及している。それぞれの畠で雷諾は英語名で
のアルファベット照に並べられている。

ベルギー：少数雷諮の教育を導入するかどうかを決定する基準の一つは、世宇野数で、あって生徒数ではない。この基準は就学前お

よび初等教育にのみ有効であり、中等教育では法的lこは少数言語の教青を行なう必要はない。しかし、ドイツ語圏では後期中等

教背勝了まで少数言語であるブランス語を話す生徒にフランス語を教え続けている。

ドイツ：デンマーク語がシュレスrヒ・ホノレシュダインで、フリジア語がニーダー・ザクセンとシュレスrヒ・ホノレシュタイン
で、ソノレブ語がブ、ランデンブノレクとザクセンで少数君語である。ここでは公立学校のみが考産されている（シュレスrヒ・ホル
シュタインでは、デンマーク諮で教える私立学校が告らの規則で自治・運営されている）。少数言語の教育を導入する基準i計十｜

(Lぉ吋〉ごとに異なり、その雷絡が教育用言語として使用されるのか教科とじて教えられるのかによっても異なる。フワジア

語の導入に関しては、保護者の要求がシュレスゼヒ・ホノレシュタインでは基準の 1つとなっているが ニーダー・ザクセンでは

そうではない。ソルブ語も需じようiこ、ザクセンとプランデ、ンプルクでは保護者の要求が基準の 1つとなっている。

ギリシヤ：国際教育に関する条約や協定の特内で教育宗教省が出した立法措龍と規定および1923年のローザンヌ条約lこ従って、

ギリシャ政府はトルコ揺とギリシャ語の2訪問併用の少数民族学校を必要な数だけ用意しなければならない。保護者は子供がギ

リシャ語で、教える学校に通うのか2言語併用の少数民族学校iこ通うのかな灘ぶことができる。

フランス：少数言語の教脊は、一定数以上の生能が議議し必要な数の教員が確保される場合にのみ認可される。

オランダ：この諺的義務辻、免除される可能詮はあるが、すべての小学校と前期中等学校（basisvorming・基幹教育）に遥罵される。

フィンランド：すべてのサーミ人の子供は母語で教育を受ける権利を持つが、そのような教育を施す学校は一定数以上の生徒が

いる場金にのみ国からの補助金を受ける対象となる。

一？

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



国1.2 （続き〉：当該の言語地域にある学校での地域信歩数言語の教育への支援措龍導入のた
めの基準（1998－鈴年度）

法的義務 法的河能性

欝各 地域‘少数議議 すべての 保喜護要求者の
率、接 十分な 十分な 欝々の学校

学校で 畿告主懇の 資金 数の if>るいは
生徒数 資惑を持つ 開銀議議による

教員 決定

EFTA/EEA 

iさ ｛ザ｝

u ｛一｝

f唱。 フィンランド~~ 司島 3 

サー道義 ． ． 
加護衛鱒簡

BG トJレコ謹 ． 
CZ ポーランド鐙 ． ． 

スロパやア議 ． ． 
Eま ロシア繕

・ーウクライナ語 ． 
CY ｛四｝

LV ポーランド議 ． 8 
ロシア藷 ． 8 

主τ ベフJレーシ錯 ． • 
ポーランド謹 4惨 • 
ロシア譲 ． ． 

HU ドイツ欝 ． 8 司．

Jレーマニア議 ． § ． 
スロパキア鰭 ． 8 ． 

Pl ドイツ語 ． 
7 （初等｝

リトアニア謹 4静

ウクライナ藷 ． 14 （中毒事）
祭。 ドイツ諾 ． 20 ． 

ハンガ1）→善 ． ｛どのクラスでも ． 
ウクライナ議 ． 最低10知 司陸

SI ハンガIJ一議 ． 
イタ 1）ア鑓 ． 

SK ハンガ1）－諾 ． 司降
ウクライナ諾 • ． 
ルチニア藷 • ． 

出典： Eurydice.

出1.2は1ヶ閣につき最大3つの地域・少数言語をあ♂ているが、その霞の状況をよく表しているという前建で選ばれたもので

ある。この閣に表された博報は地域・少数言語の生徒のための学校についてのみ言及している。それぞれの菌で護語は英語名で

のアルファベット！｜闘に並べられている。

ノルウェー：圏全体にわたり、サーミ人の生徒はサーミ諸による教育に関して興じ権料を享受している。サーミ語地域では、生

徒は全教科をサーミ語で教えてもらう権利も持っている。

チェコ：どの設轄で教えるかに関係なく、人口密度の低い地域に学技を設立する場合は最低限の生徒数が必要となる〈就学前教

背で 15名以上、初等教育で 13名以上、前期中等教育で 17名以上〉。少数首語で教脊する学校の場合辻、教育省は個々の市詩

を填重に検討した結県この基準を緩和する権利を有する。

ラトピア：一般に、最抵数は8名であるが、学校の所在地、学校のある地域の人口締度、教育段階によって変わりうる。首都リ

ガでは、この数は 18名にも遺することが為るが、他の地域で辻特別な状況では5名に下がることもある。

ハンガヲー：政府補助金の自治体への配分は少数民挟の生徒数にIt:じて増加する。少数言語による教育を希望する生待が8名に
しないなら託、市町村ではなく地方の教育行故当縄がそのような教育を用意する義務を負う（例えば、殺諜後の少数首語の教

育にこのような生徒を鎮めるために無料の交通手段を提告さする）。

スロベエア：イタリア認で教える学校を公式に要望するのは鵠々の保護者ではなく少数民族社会である。
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少数民族に属する者は定義上居住する国の国民であるから、そのような者に適切な教育を施す責任は

その国にある。従って義務教育の子供には、少数言語で教育したりカリキュラムの一部として少数言

語を教えたりすることが、全加盟国の公的資金を受けている学校では例外なくすべてで無料で提供さ

れている。イタリアでは、地域・少数言語で教育を受ける後期中等教育の生徒はイタリア語で教育を

受ける生徒と同額の受験料、入学金、授業料が課せられる。

上述したように、ベルギーの 4つの言語圏の境界は連邦法によって厳密に定義されておりすべての生

徒は居住地域の公用語で教育を受けなければならない。しかし、連邦法に列挙されたある程度の数の

自治体は、他の公用語の話者に母語で教育を受ける権利を認めるよう義務づけられている。ただし、

その義務は就学前と初等教育に限られる。調査対象の他の固と異なり、ベルギーはそのような教育を

始める基準として生徒数ではなく世帯数を使っている。

2つの公用語をもっスペインのすべての自治州、イタリアのアオスタ渓谷、オランダ領フリースラント、

スロベニアのハンガリ一語圏では、地域・少数言語をすべての学校で必修にしている。しかしオラン

ダ領フリースラントでは、初等教育では知事によって、前期中等教育では視学官によって、学校はそ

の必修が免除されることがある。ギリシャ領トラキアでは、授業の 50%をトルコ語で、 50%をギリシ

ャ語で、行なう 2言語併用の少数民族学校を設立することが、 1923年のローザンヌ条約を含むいくつか

の法令によって制定されている。調査した残りの国や地域では、地域・少数言語の学校や授業を開設す

るかどうかは保護者の要求と必要最低限の生徒数によって決まる。地域・少数言語による教育を受ける

権利を得るには、生徒はその言語がある程度できることを示さなければならないが必ずしも母語であ

る必要はない。スウェーデンとノルウェーはこの権利を、その言語を実際に使えるか否かにかかわら

ず、少数民族であると申告した者すべてに認めている。オーストリア、フィンランド、スウェーデ、ン

では、このように少数民族が母語で教育を受ける権利により、たった一人の生徒が要求しただけでそ

のような教育を導入しなければならない。

フランスでは 1951年の「地域言語文化の教育に関する法Jにより、地域言語を週数時間教えることや、

それほど普及してはいないが、特定の教科を教えるのに地域言語を使うことが考慮された。地域言語

で教える教科の数は徐々に増加し、 1994年からはこのような学校は国家との契約（contrat

d’association）により私立学校と同じように運営することができるようになった。 2000年2月には、地

域言語の諸団体からの圧力により、政府はこのような学校を公教育制度に完全に組み込む方法につい

て提案した。全般的な合意は得られたように見えるが、フランス語を教科としてどの時点で教え始め

るかをめぐっての議論が今度は起こっている。国のカリキュラムの規定と歩調を合わせて、小学校の

基礎的学習段階から徐々にフランス語を導入するように政府は提案している。

十分な数の生徒の保護者が地域・少数言語で子供の教育を行なってほしいと表明すれば、当該の学校

は一般的にはそのような教育を導入する義務がある。ポルトガルのミランダ語地域でのみ、地域・少

数言語の授業を実施する最終決定は個々の学校に任されている。フランスでは、フランス語以外の言

語で授業をする希望をもっすべての学校は、認可と必要な資金を得るために地方教育行政当局に申請

しなければならない。北アイルランドでは、アイルランド語で教育する学校のために資金を求める場

合は、補助金を受けるための一般的基準を満たさなければならない。例えば、その学校は条件にあっ

た一定の教育水準を提供し、年間に最低25名の生徒の受け入れが達成できることを示さなければなら

ない。 2000年 11月に教育省は学校を設立する基準を、ベルファストとデリーでは新しい学校の初年

度の生徒受け入れ数を 15名に、他の地域では 12名に緩和することを提案した。この提案はアイルラ

ンド語による教育を推進するためのものであるが、現時点ではほんの少数の学校でしか実施されてい

ない。ウエールズで、は、地方教育行政当局が学校の設立に全般的な責任をもち、ウエールズ、語による

教育争推准し支援する政策は三主主天主であるハしかし個々の学校は教育用言語土してウエールズ語

と英語のバランスをどのようにとるかを決定することができる。ウエールズのおよそ 25%の子供たち

はウエールズ語が唯一の、あるいは主要な教育用言語である学校に通っている。
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2. 2. 地域・少数言語に対する支援

1.3は、少数民挟の生徒がさまざまな教青段階で母語による

権銀したものである。ただし実瞭の生徒数は考蔑していなし＼0 ここでも各国の状況を表すために最大3

つの地域・少数言語が選ばれている。ある言語が教育用言語として捷用されたり起の方法で奨励され

たりするからといって、必ずしもすべての教育機関やすべての教科で使用されるということではない。

3つの方法に区別することができる。

全面的イマージョン：地域・少数言語が唯一の教育黒言語であり、学校や授業で少なくとも一つの

として教えなければならない。この形態の教青は、特に別々の校舎で行なわれるなら、

さない者はこのような教育に従わない傾向があるので、母語によって子供を分

離することになる。

部分的イマージョン：地域・少数言語と田家語の問方が教育用言語である。このような学校や授業

は主に地域・少数言語社会から生捷を受け入れるが、同じ少数民接地域に住む組の言語を母語と

る子供を引きつけることも可能で、はある。

の抱の支援措置：地域・少数昔話を教青用言語として捷用する以外の活動。よく行なわれる

はその君臨を教科として教えること
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図1.3：教曹における地域倒少数吉語の使用（1998-99年度〉
教膏段構
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璽霊器地域・少数繋諾が特定の教科1!教替用言語として使用されるく部分的イマージョン）
際園地域・少数蜜語を支援する憾の搭麓（科患として教えることを念む）
仁ゴ地域‘少数言語に対する支携なし

泌典： Eurydice.
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題1.3 （続き〉：教育における地域 m少数言語の使用（1鉛8-99年度〉
教育設畿
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出典：王urydice.

図1.3は1ヶ国につき最大3つの地域・少数雷語をあげているが、その盟の状況をよく表しているという語識で選ばれたもので

ある。この図に表されたs情報i土地域・少数話語の生徒のための学校についてのみ設及している。それぞれの間で言語は英指名で

のアルファベット績に並べられている。

ドイツ：ニーダー・ザクセンでは、ブリジア語がすべての就学前教育機関で週 1時間教えられる。初等段踏と前期中等教育の最

初の2年間（Orientierungsstufe）辻、学校でフリジア諾での学習グループが設けられることがあるが、参加は在意であるο シ

ュレスピヒ・ホノレシュタインでは、フリジア諾は就学荷台の段賠では教えられないものの、初等教育や、現模は小さくなるが前期

および後期中等教育では教えられている。プランデンブノレクとザクセンでは、ソルブ語で教育する学校でのみソノレブ諦が必諺で

ある。ソノレブ時題のイ也のすべての学校では、ソルブ車教育は任意である。

スペイン：母語によって生徒が別々の学校に割り当てられることはない。義務教育惨γまでに生誌をカスティーヤ識と自分の拍

域言語の2言語を使えるようにすることがねらいである。カタロニア：すべての子棋たちはカタロニア語で教育する学校に通っ

ている。ガヲシア：就学前と小学校1年では生徒の大多数の母語が教育舟言語として選ばれる（ガ、ザシア語かカスティーヤ器入

小学校 2年かち後期中等教育最終学年までどの科留をガリシア詩とカスティーヤ諮のどちらで教えるかは法令によって決定さ

れる。バスク地方とナパラ：パ dスク語とカスティーヤ語の爵方を教育用言語として全科目で療用しでもよいし、一部の科自だけ

で捷思しでもかまわない。

フランス：主要な教育用言語がフランス語以外の学校は、初等教育修了までにフランス諾とき分の少数言語の両方が使えるよう

になる可能性を、生徒に示さなければ会らない。
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イタリア：アオスタ渓谷のすべての小学校と前期中等学校はフランス諮とイタリア語の2診器併用教育を行なわなければなら会

い。義務教育が諺了するとイタリア諮が唯一の教青用言語となる。

オランダ： 1955年、教育法の改正により、ブヲースラント地域の小学校で、教科としてあるいは教育用言語としてフヲジア踏を

導入する可能性が検討された。 25年後の 1980停に、この地域の小学校でブジジア語は必修科目になった。去る諺が免除される可

能性を考産しでも、小学校のほぼ 100ちもが実際にフリジア語を教えている。話期中等教育では、 1993年にフヲジア語は必修科

になった（ここでも必諺免験誌可能である）。 1997-98年度では、 3分の 1の中等学校がフヲジア轄を教えていなかった（教

育椀察団による報告 F基幹教育におけるフリジア語：；最初の5年需の評価JAかSin dθbasisvorming: evaluati，θvan de eerste 
吋7jaar,Utrecht 1999を参；船。後期中等教育ではブヲジア語は試験での選択科悶である。

ポルトガル： 2000舗01年度の時点で、ミランダ語も就学前教育で教えられている。

フィンランド： 1999年以来、サ…ミ持は基礎教膏における最も灘裂な教育用言語として使用されると法律に設定されている。

スウェーヂン：サ…ミ人の学校を除いて、少数言語は移民の雷簡と問じように援われている。

イギリス：ウェ…ノレズで、は、中等段構でタト盟結を教えることに加えて、義務教育を通してウェ…ノレズ語を第1言語として、もし

くは第2言語として教えることが法的に要求されている。北アイルランドの中等教育では外国時教育の枠でアイルランド簡を？教

えることが可能であ

ラトピア： 1999・2000年撲に、少数民族の子供に対する 2言語併用教育を目指した特別なプログラムが義務教育で始められる。

3部聞の移行期間を経て、ヨミ要な教育用言語がラトピγ諮ではないすべての学校は 1学年から 9学年では2つの科目を、 10

年から 12学年で辻3つの科目をうトピア語で教えることに令る。高等教育段階では、本立の機関でのみロシア語で教育が行な

われている。

リトアニア：全教科とも少数話器で教育することが可能であるが、歴史と地理の教育はリトアニア語で打記うことが翠ましいと

されている。

ノ、ンガジー： 1993年の高等教育法で泣ハンガリー語もしくは少数議語で高等教育を行なう可能性が考寒されている。

ポーランド：少数古語による教育は全教科に適用されることもあるし、保護者と相談して学校が選んだいくつかの教科じ限定さ

れることもある。

ノレ｝マニア：初等設携では、壁史と地理は常にノレ…マニア語で、教えられる。中等段構では、ルーマニア詩で、教える学校と毘じシ

ラパスと教科書に詰っていれば歴史と地理は少数寄語で教えてもかまわない。

スロベニア：ハンガり一語闘ではすべての学校でハンガリー語とスロベニア諾による教育を行なわなければならない。対燕的iこ

イタヲア語習では、イタリア諦で教える学技で辻スロベニア諾が必諺科毘であり、スロベニア語で教える学校で誌イタリア語が

必修科践である。このような学校は母語に関係なくすべての生徒に関かれている。

スロパキア：ウクライナ諾で教える学校では、保護者はし、カミ詰る教科であってもスロパキア語で、教えることを要求できる。

調査対象国の半分強（29ヶ国中 17）では、少なくともいくつかの学校で、地域・少数言語が唯一一の教育

用言語として能われている（全面的イマージョン）。教育用言語としての地域・少数言語の役割は政治

えや生徒数によるが、義務教青を諺了するころに最大になる傾向がある。中等教育の爵

少数言語の重要性は減少するようであり、主要な教育用昔話としては徐々に出家賠に取って代わられ

る。カタロニア（カタ口ニア語を唯一の教育用言語として能う）やイタリアのアオスタ渓谷（すべて

プランス語とイタヲア語で行なわれる）やスロベエアのハンガリ一語盟

両方がすべての学校で教育用言語として使用される）会除いて、

もっている。

2言語併用教育は、地域・少数言語と自家語の両方を教育用言語として使用するのであるが

されている。埼壊が全面的イマージョンと部分的イγー

ョンの両方を特定の教育段i習のさま~＇まな学校で実施することはよくある。地域・少数言語の中

少数民族の居住地にある教育機関で教えられるだけでなく、他の由民にも

ある。フィンランドとノノレウェーでは、サーミ地方以外のいかなる学校でも

ブノレガジアでは、 トルコ語圏にあるブルガリア簡で教育安行なう

として教えることが奨励されている。スロベニ

ってもイタリ とハンガリ一語を選択科目とし

ンでは、 EscuelasOficiales de Idiomas 

1る。

ベルギ一連邦法j第3条は、その地域の主流ではない公用

ける権利を保障する地域安挙げている。この権利は就学前

リ品ツセル郊外のいくつかの指定されたオランダ語圏の自
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治体とブリュッセルで、はブランス諾話者はプランス語で教育を受ける権利をもっO このような少数民

族の学校では当該地域の公用語をおよそ週 4時間ないし 8時間教えなければならない。この規定は初

したら少数民族の子供が地元の学校に移行できるように制定されたものである。初等教

ると母語iこよる教育を受ける権科を失うからである。しかし現実には、ほとんどの生徒は

自分の母語が多数者によって話されている能の言語闘

移って行く。ベルギーのドイツ諾閤はプランス語話者を多数かかえ、初等教育段搭ではアラ

としドイツ語を第 1~之、諺外国語としている。 ドイツ語で教育する学校ではブラ

を 3裁から始め後期中等教育の移了まで行なう。さらに、ほとんどの

ることが推奨されている。この敦策はドイツ語圏のほとん

うという事実に基づいてい

リシャのトラキアに生むイスラム教少数民族の生徒たちは 2

で教育する学校かのどちらかに入学する（同一地域に双方が運営されている場合）。どちら

ぶかは保護者の裁量に委ねられる。 トルコ語はイスラム教少数民族の学校でのみ教えられるa

ュラムの 50%がトルコ語で教えられ、残りがギリシャ

いてキリスト教徒とイスラム教徒の教師がイスラ

リシャ舗で発行されるG トラキアでは少数民族め小学校が 235校、

ご3…ラン学校が 2 されている。

1944年の教育法により地方教育行政当局（localeducation authorities）はウェーノレズ語で、教える学校の

を検討することができるようにな号、現在ウェーノレズの全生徒のおよそ 25%がウェ

ーまたは主要な教育用言語である学校に通っている。 1988年の教育改革法はウエールズで、のナシ

言吾は

き、義務教育のすべての生徒がウェ

している。北アイノレランドでは、アイノレランド

ラムの枠内で教えることができる 5つの昔話のうち

っている学校はごく少数でまうる。 1980年の

け、 1986年からスコットランドで、のゲ…ル語教青に

中等教育で、ゲ…ノレ語を使っ

ス口ットランドには初等教育段階で、ゲール諾による

業教育校で、はゲ…／レ語の授業を行なっているところもある。

ラトピア ソ連に支配されていた時代にはロシア化政策が行なわれ、

のラトピアの生徒をロシア語とラトピア語の 2

ることが意図された。 1991年には全国の学校の 23.5%、首都ヲガ市内の学校の 59%が口シア語で授

う学校で、為ったのだが、対照的にそのような学校ではラトピア語教育はほとんど重視されな

されて、ラトピア語がラトピア共和国の唯一の関家諾とされ、

ける権利が謀陣容

ハンガヲ…憲法は少数民族に自治権を保聾していて、その中には少数民挟に関する

の結果、少数民挟は教育や文化に関して高度の自治を享受し、彼らの自治体は広範菌

の地域で省している。例えば、どの言語を使って教育するかを決定し、カリキュラム

と校長の任命を行なう。省令に基づき、それぞれの少数民族の自治体は以下の 4種類の教育か

リーの言語と

文化を教える場合を除く（2）ハンガリ…語と少数民族の言語の開方が教育用言語である。ただし少なく

とも 3科自は少数民族の言語で教える（3）ハンガリ一語が唯一の教育用言語である。ただし少数民族の

として教える（4）少数民族の文化に議点を寵く特却なプ口グラムで教育する

しも少数民族の言語で授業を行なったりその言語を教えたりする必要はない。さらに、学校のカヲキ
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ュラムは「少数言語のための全国委員会Jで承認される必要があり、学校の運営者は必要な基金を用

意しなければならない。両者に合意が見られない場合は、少数民族は議会のオンブズマンに解決のた

めの協力を要請する権利をもっ。

スロベニアのハンガリー語圏の学校はハンガリ一語とスロベニア語の両方を教育用言語として使って

いるが、 2つの言語が絶えず交替することに特徴がある。例えば、教師は一方の言語で説明を行ない、

他方の言語で内容をまとめ、両方の言語で基本概念を繰り返したり質疑応答をしたりする、というの

が典型的な授業である。板書は両言語でなされ、両言語を区別するために異なる色のチョークが使わ

れる。このように 2言語が使える特別な教師には給与が増額される。イタリア語圏では、イタリア語

かスロベニア語のいずれか一方で授業が行なわれ他方の言語は必修科目として教えられる。イタリア

語で教える学校の設立要求は少数民族社会によってなされているが、自治体や固とともに教育委員会

が少数民族を代表し、少数民族は校長の任命に助言的役割をもっ。

部分的イマージョンに関しては、国家語ではなく地域・少数言語で言語以外の特定の科目を教えるこ

とを示すような情報はかつては見当たらなかった。ガリシア自治州の場合は、ガリシア語で教える科

目が就学前から後期中等教育までのすべての段階に対して 1995年の法令第247号と 1997年の法令第

66号で詳細に列挙されている。だが興味深いことに、いくつかの国や地域は、歴史と地理を教える際

に使用する言語に特別の関心を示している。ラトピアの少数民族の学校すべてとガリシアの後期中等

学校は地域・少数言語で歴史と地理を教えなければならない。ウエールズで、は、歴史と地理を教える

際にはウエールズ語を使用するのが好まれるが、決して強制的ではない。逆に、歴史と地理を教える

際に国家語の使用を積極的に勧める国や地域がある。 トラキアのトルコ語地域で、は歴史と地理は必ず

ギリシャ語で教えられ、リトアニアでは教育行政当局は歴史と地理をリトアニア語で、教えることを推

奨している。ルーマニアでは、歴史と地理は初等教育で、はルーマニア語で、教えなければならないが、

中等教育ではシラパスと教科書がルーマニア語で、教える学校と同じであれば地域・少数言語で教えて

もかまわない。

地域・少数言語の学校から授与される卒業証書は国家語で教育する学校から授与される卒業証書と同

等のものであるとすべての国で認められている。国によっては、少数民族の言語ができることが修了

試験で考慮、されることがある。 1994年からフランス政府は地域言語が第2必修言語として教えられる

ことと中等学校修了試験であるバカロレア（baccalaur句t）で歴史を受験する際の使用言語として使

われることを許可している。フリースラントのオランダ語地域では、後期中等学校修了試験で選択科

目としてフリジア語を選ぶことができる。 1990年からフィンランドでは、大学入学試験の一部である

必修母語試験をサーミ語で受けることができるようになった。ウエールズで、は、 16歳と 18歳で受け

る試験は英語とウエールズ語の両方で、受験で、きる。

2. 3. 教員養成

一般的に、地域・少数言語で教育する学校に雇われる教員は、国家語で主に教育する学校の教員と同

じ資格を持っていなければならない。少数民族学校の教員はその言語の母語話者でなければならない

としているのはスロベニアだ、けで、ある。しかし、母語話者が不足している場合は、この要件は免除さ

れる。当該のすべての国や地域では、教員は地域・少数言語が十分に使えることを証明するだけでよ

ベルギーのフランス語圏とオランダ語圏では、教員免許はその免許を得た言語圏に限定される。他の

言語圏で働きたい教員はそこの言語が十分に使えることを証明するために公的な試験に合格しなけれ

ばならない。ベルギーのドイツ語圏にあるフランス語で教える少数民族学校の教員はドイツ語で教え

る学校の教員と同じように養成される。 ドイツ語圏自体は中等学校の教員の養成を行なっていないの

戸、
】
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で、ほとんどの教員はプランス語菌で養成されることになるむこの結果、ドイツ語で教える学校の教

もアランス語で教える学校の教員も大部分がフランス語で養成されるという特殊な状況にある。

クかドイツで取得し

ク語を話す少数民族の学校はデンマ

ンマークではこのような教員はパイリ

／レでなければならないと要求されているが、 リンガルであることが盟ましい

とされているものの両言語が流暢に話せれば教員と

トラキアのギリシャ語地域の 2

キリスト教徒とイスラム教徒の教員が雇われている。

践の小学校およ

いるイスラム教徒の教員

、て、

ヲシャ語を教えている）少数民

したギヲシャ国民である。

かまたはト

／レニヨ リシャ国籍を持つ者である。さらに、少数民族の学校はトルコ

ているが、そのような教員は 1968年の2国間文化協定に含まれる

て所定の期間任命されるものである。

フランスとスペインでは、地域首語の能力を持つことが高等教育修了証書で註明されるか、特別な委

されなければならない。スペインでは、自治子、！？で話されている公男語の能力が十分にある

加とを教員がどのようにして証明するかは各自治州に任されている。イタリアのアオスタ渓谷で教え

いがアオスタの外で研修を受けてきた教員はフランス語の能力が十分あること

格しなければならない。オーストリアのスロベニア語、ク nアチア語、ハンガリ

の教員は、一般の教員養成に加えて、その言語を教える資格を持ってい怠ければならない。

イギリスでは、初期教員養成ではウェーノレズ語やアイ

…スもあるむウェ…ノレズで、は、ウェ

めに補助金が用意されている。スロットランドでは、ゲ…ル語を使っ

スコットランド行政府が打ち

を当て

り支援し

たいゲ

ェコにおける

とができる。

ランド系少数民族学校の教員はチェ立とボ…ランドのいずれでも研修を受ける w

2国間合買によりポーランドの教員がチェコι臨時に派遣されること
が考慮される。

3膨 外国語が母語である子供に対する雷語支援

る生徒が、

増亮ける

移民社会がその国の少数畏挨と

間じ教育基盤の恩恵を受けること

国籍の有無にかかわらず、 を向上さ

。場合によって

も少数民族も

ければ利用できtない

7月 25日にヨーロッパ共同体理事会が加盟国に出 移民労働者の子供の教育

関してヨーロッパ共同体が初めて取ゥた立法措置で、あっ

されていた。その指示は、始めの受

加のような子供が授業料の免除を受けられるように適切な詩置が取られること

が含まれている

受け入れ臨の公用語（の 1 を教えること

16 -

と加

になるため

し、以下のこと

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



と こと

欧州議会の調査ωによると、この指訴が十分に実行されなかったのは移民社会の増大に裏面
こうむった主に財政的および講造的問嫡によるものである。従ってヨーロッパ共間体は異文化教育

に中心を置いた新しい方策を採用した。受け入れ毘に開化させるためにもっ試ら移民社会の子

した以前の方法とは対照的に、典文化教育はすべての子供を対象にしている。異文化教官

め、寛容の精神を挺進し、異なる言語や文化の背景を持つ子供が互いに尊重

する態度合脊戒することを目指している。教育はもはや別個の問題とは見なされず、社会的、経詩的、

政治的統合の不可欠な部分と考えられている。このよう

ス・プ口グラムの第 2アクショ

異文化教育へと全般的に方向転換したこととあわせて、

課罰が報告した取ち組みは以下の対を

ること。ことばの躍を克壊し、

にし、 めの道を開くた

り奨揚すること。彼ら

出身国に腐ることがあるときにそれを容易

し、出身地の文化とのつながりを維持し、

めである。この考えは、子洪が自告があり自分

の民族の独畠性を好ましく思っているならば しようと学校での教育は容易になる

という認識に沿っている。そしてそのような民族の独自

るのである。

は母語が必要不珂欠な要素をなしてい

いる れ

ばれたいくつかの科目 として使われることもある。インターナショナノレ・スク

本国のカリキ品ラムを海外で適用して外国語で授業

うところ（Lyceesfran号ais、deutscheSchulen、BritishSchoolsなど）は、

を離れた人々の子供が通っている。

3. 1. 居住冨の公用語に対する支援

ヨーロッパのいたるところで、外臨時老母語とする

費生国が授業時間や授業計画の内容や雇用する

はそのような公用語教育は一般的に按業時間内に学校の中で行なわれる。

した子供は授業時間外に集中コースを受けなければならないことがある。

を受ける

あるが、

学校教育の最初の

よりも後の段階

られる。最初の段搭では分離する

分離する方法を瀧ぶ国々は外盟諸を母語とする クラス〉で受け入れて、

われるからである。同時に、生徒は一般カリキュラ

母語がいろいろと異なる子洪たち者一般的に 1年ないし 3

け入れ冨の子供たちといっしょのクラスに移す。このクラ

中または放課後北行なわれることになる。言語的背景に

公用語の能力合鍛える。後

ムの一部である他の教科の指導を受け

してからは、

(4) rnuにおけ 1998年、 p.43. 
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よって生徒を分離することに反対し、外国語を母語とする生徒を登校した初日から普通学級に組み入

れる国もある。一般的に、この場合生徒は授業で使用される受け入れ国の言語の補習を受けることに

なる。外国語を母語とする子供をすぐに同じクラスに入れるがそのような子供の言語発達のために特

別な取り組みをしない国が少数ではあるがある。公用語の習得は授業や同級生との交流や学校外の環

境に毎日ふれることによってなされると考えているからである。

どの方法が選ばれるにせよ、学級担任はある状況では、生徒の母語に通じているかもしれないし通じ

ていなし 1かもしれない他の教員（他の正教諭か学級助手）の援助を受けることがある。ベルギーのオ

ランダ語圏、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア（基幹学校 Hauptschule

のみ）、フィンランド、イギリス、ノルウェーは、このような子供の特別な学習に効果的に対応するた

めに補助教諭や授業助手を用いている。

2000・01年度の時点ではデ、ンマーク、ノレクセンブノレグ、オランダ、フィンラン ド、スウェーデン、 リ

トアニアのわずか 6ヶ国のみが、国家語で教える義務教育に備えて移民の子供を訓練するために就学

前の受け入れクラスを用意していると報告している。

図 1.4：受け入れ国で義務教育を受け始める外国語を母語とする生徒の受け入れ
(1998-99年度）

札

U
噌’

口 最初は分離するが後で統合する
終始言語支援がある

圃 言語支援を行ないながら
最初から統合する

口言語支援を行なわずに
最初から統合する

生* 4砂司

補註

ドイツ・採用される支援は州 （Lanめによって異なる。

フランス：所在地によって、学校は受け入れクラスを用意してもよいし、すぐに統合することを選んでもよい。

チェコ ・1999年以来、通学区域内に亡命希望者センターがある学校はそのような人たちの子供のために受け入れク ラスを作る

ことができる。 2000年には 6つの学校がそのようなクラスを用意した。

ハンガリー ：外国語を母語とする生徒のために受け入れクラスを作るか、ハンガリ一語のために必要な支援をしてそのような生

徒を普通学級に組み入れるかは、学校に決定が任されている。

ポーランド： 「教育制度に関する法Jの改Eが計画されていて、 受け入れクラスの導入と外国語を母語とする生徒への補習授業

の両方もしくは一方が予定されている。

nxu 
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ベルギーのオランダ語圏では、フランドル政府によって指定された初等および中等学校での 1年間の

受け入れクラスはオランダ語による授業に十分についていけないレベルの生徒を受け入れている。編

成上の理由で最低 10名の生徒が必要とされる。教育上の優先計画のもと、社会的、経済的、文化的背

景に関連した学習上の困難をもっ生徒の割合が高い学校は教員を増員するために特別な資金を与えら

れる。この計画は、母親が 18歳以降教育を受けておらず祖母がベルギー以外で生まれたような生徒を

特に対象にしているので、主な受益者は移民の子供である。

国民学校（folkeskole）に関するデンマークの法律によると、デンマーク語を学ぶための支援を受ける

権利を決定するのは子供の母語であって国籍ではない。義務教育を受ける年齢に達すると、デンマー

ク語を話せない子供は現地校に通えるだ、けのデ、ンマーク語のレベルに達するまでは一般的に受け入れ

クラスに入れられる。しかし、国民学校法の最近の改正によって、地方当局は 4歳以上のすべての移

民の子供のためにいわゆる言語奨励事業を組織しなければならなくなった。この事業の恩恵、を受けた

子供たちの 95%が受け入れクラスに行かなくても国民学校に入ることができ、この事業は大成功であ

ることが示された。 15歳以上の若者はさらに第 8学年から第 10学年に関連するすべての科目を教え

られる。 1999年には、義務教育年齢を越え、後期中等教育に入るには十分なデンマーク語の能力がな

い若い移民のために、特別なプログラムが始められた。このプログラムは個人の要求と将来の望みを

考慮したものである。

ドイツでは、国家語を学ぶための支援は州（Land）ごとに異なり、予備クラスやドイツ語の集中コー

スやドイツ語の補習から 2言語併用クラスまで幅がある。 2言語併用クラスは母語を同じくする生徒

を受け入れ、その母語がドイツ語とともに教育用言語として使用される。母語が選択外国語の 1つで

ある場合のみ、そのような授業は単位が認定される。

ギリシャは、外国語を母語とする生徒の言語能力の向上とギリシャの教育制度への組み入れを促進す

るために、以下のような支援体制を確立した。（1）受け入れクラス（1年目と 2年目に対応）で、子供

が普通学級に移れるまでギリシャ語の集中教育を週 3、4時間行なう。子供は教育上の進歩と必要に応

じてこのクラスに最長 3年間出席できる。（2）支援クラスで特定の教科の補習授業を受ける。受け入れ

クラスは最低9名、支援クラスは最低3名の生徒が必要である。

アイルランドは最近まで移民を受け入れるよりも送り出す方の国で、あった。アイルランドにまとまっ

た数の外国人がやってきたのはボスニアとベトナムからの難民が最初で、あった。英語の話し方に関し

て教員の研修と支援を行ない適切な授業計画と教材を開発するために難民言語支援センターが設立さ

れた。小学生は地元の学校で教育を受け、英語やアイルランド語に毎日接しているので、すぐに英語

や時にはアイルランド語も上手になる。小学生より上の生徒たちの場合は、分離して集中的に言語教

育を行なう期聞が必要なことが確認されている。分離する期間は学校当局によって決められるが、そ

の決定は生徒の年齢、過去の言語経験および教育経験、先天的能力、家庭環境に基づいている。

ルクセンブルグで、は、教育における3つの公用語の使用が移民の子供に問題を引き起こしていたため、

言語教育制度の見直しが必要となった。真剣な検討がなされた後で、 1995年に移民の子供を小学校に

受け入れることを促進するパイロット・プロジェクトが始められた。フィンランドでは、 1997年から

義務教育年齢の移民の子供は普通基礎教育に受け入れられる前の 1学期間は準備クラスで学ぶ権利を

もつようになった。

オランダでは、オランダ語を第 2言語としてどのように教えるかについては学校に決定権がある。外

国語を母語とする生徒を 1つのクラスにまとめて分離することもできるし、専門の教員による支援を

受けさせながら普通学級でオランダ語を話す生徒といっしょにすることもできる。この 2つの方法を

組み合わせる学校もある。特定の授業ではオランダ語を話さない生徒を受け入れクラスにまとめ、他
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の時間は普通学級に他の生徒といっしょにするのである。当該のすべての学校は教職員を増員する

めに中央政府から資金援助を受けている。地方信治体は地方における教育上の譲先政策の費居をまか

なうために追加資金を受けている。その政策では外国語を母語とする生徒が対象となる集団の 1っと

して挙げられているのである。

オーストリアの義務教育は、国籍に関孫なく永住権をもっすべての子棋に適用される。 ドイツ語で教

育を受けるにはドイツ語の能力が十分ではない子棋は、オーストリアの法律では

(ausserordentliche Schuler）として学校に通わなければならない。正規外の生徒として 2

、ていける科目の成績評価がなされるだけである。正規外生徒とし

た期間は義務教青に換算される 9 正規外生徒は（基幹学校Hauptschuleのみであるが）

あろうと時間外であろうとドイツ語の補習を選 12時間まで受ける権利があ

(Land）の規定による。 ドイツ語能力が満足のいくレベルに達したならば、正規の生徒（ordentliche

Schiiler）として受け入れられるが、その場舎でもおよそ遍 5時間のドイツ語の補習授業を受けること

できる。さらに、母語としてのドイツ踏の授業では担当教員を助けるため2人目の教員をつけるこ

ともるり得る。

イギリスでは、英語が補助言語沼AL）である生徒の特別な要求に応じるため

ランドとウェーノレズでは政府の補場金が利用で、き、スコットランドでは地方3昆
なされ、教職員の増員や現職教員の研務や適切な教材にかかる費用に捷うことができる。

るのは各学校や自治体で為る。例えば、

ら言括支援を受けるため

ーノレズでは、 ウz

w とができるようになるため

う子棋でギリシャ語の能力が不十分な者はギヲシャ語の補習授業を

ける。補習授業は授業時間に行なわれることもあり、その場合は…般に美術や音楽の授業と代わる

のだが、あるいは｛患の教育機関で放課後に行なわれることもある。授業料は無料で、このような支援

を必要とする子供が集中しているすべての地域で実施されるような努力がなされている。

エストエアとラトピアで外国語を母語とする最大の集団はロシア人である。口シア人は自分たち

校のネットワ…クをもち、ロシア語を話す少数民族が共通に利用している。佑の移民グループは規模

が小さいので学齢期の子供に公用語を奨揚するような措置は特に取られていない。チェコでは、移民

の子供は最初からチェコ語を話す子棋と同じクラスに入れられ、すべての授業はチェコ語で行なわれ

る。経験的に、チェコ語を話す友人に催日接することはチェコ語を菅得するとても有効な方法である

ポーランドでは、外国籍の者は今でも涼那として授業料を払わなければならなし

ランドでも言語に関係なく子供は同じクラスに入れられる。「教育

されていて、外国人に対する授業料はなくなり、ポーランド語を話さ

ポーランド語による普通教育に容易に入っていくことができるようになるための準嬬クラ

る予定である。

3. 2. 生徒の母語に対する支援

とする る して、 さまざまな方法を採用してい

ベルギー、 ドイツのいくつかの州（Lander）、スペイン、フランス、ルクセンブルグ、ポノレトガノレ、

ストニア、ハンガヲーでは、受け入れ悶と出身国との 2関間協定に基づくことが可能で、あるし、し

ばしばそうなっている。結果としてどのような取り組みになるかは協定に応じてさまざまであるが、

一般的には、移民社会と緊密に連絡を取って記、要な基盤整錆を行なったり教職員を募集したりするの
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は（大使館や領事館を通して）出身国である。受け入れ国は敷地や建物を提供したり、場合によって

は、特に授業時間内に母語教育が行なわれるならば教員の給与に関して財政援助をしたりする傾向が

ある。デンマーク、ドイツのいくつかの州、ギリシャ、イタリア、オランダ、オーストリア、フィン

ランド、スウェーデン、アイスランド、ノルウェ一、キプロスでは、受け入れ国がそのような母語教

育に責任をもっている。母語教育が学校の授業時間内に行なわれるのか時間外になされるのかは参加

する生徒数によって決まるようである。さまざまな学校から子供を集めてきて教える場合は授業時間

外になされる傾向がある。教員は一般的に受け入れ国が募集し給与を支払う。スロベニアやリトアニ

アのように当該の移民集団の言語や出身国に応じて方法が異なる国もある。イギリスでは、母語教育

は主にボランティア団体が行なう。例えば、地域社会に根ざした団体であり、そのような団体は地方

当局や慈善財団からの援助を受けることもある。

アイルランド、ブルガリア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、スロバキアは、移民の子供に対する

母語の支援措置を特にしていなかった。アイルランドがまとまった数の外国籍の者を初めて受け入れ

たのはボスニアとベトナムからの難民で、あったが、当時は母語と出身国の文化の授業が彼らに対して

用意されていた。現在ではアイルランドには 120ヶ国からの外国籍の人たちが住んでいるが、彼らに

対して母語支援をどのように行なうかに関しては何の決定もなされていない。前述したように、ブル

ガリアには他国と比べると移民社会が小さいので特別な措置はとられていない。チェコ、スロバキア、

ポーランドの公教育は自国民であろうが移民であろうがすべての子供たちに対して同じように行なわ

れ、教育は国家語によってのみ行なわれる。しかし、チェコでは敷地や建物を提供し教員の給与を補

助することで移民社会の教育が支援されることがある。

ベルギーのフランス語圏とオランダ語圏では、移民社会の中には（特にトルコ人、モロツコ人、イタ

リア人の社会では）子供に支援教育と時には母語による特定の教科の教育を用意しているところがあ

る。このような教育は出身国の教育当局が雇った母語を話す教員によってなされ、単位が認定される。

デンマークでは、少なくとも 12名の子供が興味があると申請すれば、義務教育のすべてにわたって（書

きことばのある言語であれば）し1かなる言語で、あっても母語教育を行なわなければならない。もしそ

の数に達しなければ、そのような教育が受けられる他の自治体まで無料の通学手段が提供される。

ドイツでは、移民の子供に母語教育を実施する規則が州（Lander）によって公布されている。そのよ

うな教育が州（Land）の教育文化省の権限によって行なわれるのであれば、一般的には授業時間内に

なされ、教員は教育行政当局によって雇用される。そのような教育がさまざまな領事館の責任で行な

われるような州では、課外活動の一部をなし教員の給与は出身国が支払う。異文化教育の促進はドイ

ツの学校では重要な役割をもっている。 1996年、「（各州の）教育文化相（を集めた）会議」はこの件

に関して、とりわけドイツ語母語話者が移民のための母語教育に参加することを促す勧告を出した。

2000-2001年度の始めから、ギリシャの教育宗教省は旧ソ連からの引揚者に彼らの母語を教えるため

にロシア語が話せる教員を募集している。フランスでは、主要な移民社会の言語も教科として教えら

れ国家試験により証明書が与えられることもある。イタリアでは、普通教育においては移民の子供に

対する母語教育は用意されていないが、学校は自治の範囲内で課外活動として授業時間外に母語教育

を行なうことができる。外交担当者や移民団体の協力を得て移民の言語を維持するための地方レベル

の取り組みが、いくつかの法規によって奨励されている。

ルクセンブルグの移民社会で、はポルトガル語とイタリア語が最もよく話される 2つの言語である。初

等教育では、ポルトガル語やイタリア語を母語とする子供は自分の言語や文化に関する授業を受ける

ことができるが、そのような授業は教育省がポルトガルとイタリアのそれぞれの大使館および地方自

治体の協力を得て組織したものである。さらに、いくつかの科目（例えば科学入門）は子供の母語で

教えられることがある。後期中等教育では、イタリア語のみで、ポルトガル語はそうではないが、外国
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目として教えられている

移民社会の子供に対する ンダの学校教育の一部で、あった円 1998 OALT法

る法WetOnderwijs in Allochtone Levende Talen）の成立により新しい方法

が導入された。移民への母語教育は、教育というよりも文化に関する公共事業の一部であるという

由で、その責任を自治体に移すもので、あった。子供は母語教育を受ける権利を引き続き与えられてい

るものの、 る。

トリアでは、（如、iLandによって異なるが） あれば移民の子供は義務教育で

えられている。資格をも

責任である。 2000乞001年度の時点では、 トノレ口語とセノレボ・クロアチア語

セルピア諾）が普通中等学校で外国語どしてすべての生徒に教えること

中等学校ではセノレボ・クロアチア語のみを教える場合もある。

ポルトガノレは、オランダやギリシャと協力して、ポルトガルに注むオランダやギリシヤ

トリア政府の

と文化を広めるパイロット・プ口ジェクトを始めた。この支援措藍は謀外活動の形金取ってい

ブインランドでは、 1998年の新基礎教育法が採択される前は、移民の子供は基礎教育を受ける権利は

た。 1998年以降、義務教育は永主権をもっ子供すべてに広げられた。子供の教

りは、授業で使用する言語や授業に出j窮する生徒数についての制限は加えられな

い。四97年には、 66%もの自治体が移民の子供にそれぞれの母語で教育を施してし 1る。サーミ

供と同じように、移民の生徒は後期中等教育の終わりに受ける大学入試の母語の試験は自

けることもでき

ことができるということ

ン語以外を母語と

自治体はそのよう

ある。このような子供はまたスウェ

を与えている。5名から

いが、子供の参加は在意で

レベノレで学習するのではなく第 2言語と

択することも可能で、ある。｛患のすべての科昌辻、

デン入と同じ授業を受ける。

スウェ らtLるのであるが、スウェ

イギリスでは、英語以外を母語とする生徒に対する

援を行なうことによって、できるだけ早く通常のカリキュラムによる

になることに重点が置かれている。少数の学校では、 2

していくのを援助することもある。しかし、

けながら、携えば少数民族社会のよう

の中には外国語教育の枠の中でこのよう

の支援や授業中の迫加支

を受けること

アイスラン

子供の利益に

局は移民の子｛共に母語教育を行なう義務はない。しかし自

任意でアイスランド語以外でもいか在る言語合教育してもかまわない。

ジシャ系キプロス人の学校ではギリシャ語を話さない生徒の数が増えているので、異文化教育のパ

クラス全員

の文化的背景を教えること

に放課後に学校を使いたいという

ら始まった。このブEジニにクトは113ソ連から来た口

としている。相互理解を進めるために、彼らの文化の主要な躍を

自意識を？高めると同時に、地光の子供に同級生である移民の子供

しているのである。教育文化害；士、移民の子併に母語を教えるため

じる方向である。
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少数の国は国外に住む自国民やその子孫の言語の習得と維持を助けるために特に強力

めてきたむ 世界中のギリシャ入社会の子洪に母語教育を行なうために 68ヶ国で約 2,000人の

語教員が｛動いている。必要な基盤整舗の教育的行政的資任は器外に配置されているいわゆる

ある。教育宗教省は教員を派遣し、現地職員を雇用し、すべての教材を提棋している。 ドイツ

ドイツ入学校Auslandsschulenの協力を得て、フランスはlyceesfrarn;a誌を通して、自分たちの

と文化を国外に普及するネットワークを作り上げてきた。このような学校は公的および私的資金

、教員は本菌から派遣される。

ポルトガル憲法は、国内に住んでいようと国外に住んでいようと、すべての国民にホ。ルト

ぶ権利を与えている。必要な基盤整備は教育省と外務省が共需して責任をもち、両省は大使館付けの

特別担当官を躍っている。本来は帰国したときにポルトガル社会に受け入れられることを容易にする

めのもので、あったが、この教育組織は閣外に永生する者にとっても本自の文化との接触を維持する

と

口ス政府は、キプ口ス教育使諮冨を通して、悶籍のいかんにかかわらずイギリスに住bキプロス

リシャ語の授業を行なっている。このような子供に控史、宗教、社会をギラシャ語で教

えるために小学校教員がキブ沼スから派遣されている。このようにキブ口ス人の子供にギリシャ語を

教える取り組みはオーストラリア、カナダ、米国、 i日ソ連のいくつかの共和患でもなされている。教

青文化省はこのような思外のキプ口ス人の子供のために恒例の夏のキャンブをキプロスで主催してい

る。

よると、

スロベニアの教青ス

している。

3. 3. 帰国子女に対する支擁措置

特に興味をひくのが、一定期間冨外に住み子供を現地の自家語で教育を受けさ

る。被らは帰国すると、前に住んで、いた閣の言語で教膏をする学校を探したり、

るための支援を探したりする。ほとんどの震は移民社会のために作り

でこのような靖国子女を受け入れることになる。その中で子供は国家語の言主力を向上さ

きる

ISソ連の政治的変化を受けて、ドイツ系の多くの家族はドイツに戻ってきた（Aussiedler）。 ドイ

の龍力に関係なく、子供は対恋する学年の普通学級に入れられている。 ドイツ社会にできるだけ十分

にかつ速やかに溶け込ませることがねらいである。講習会や補漕や宿題の手詰いはすべてこのよう

とした措置の一部である。必嬰であれば、子供は特別な全寮制の学校で 3ヶ月から 1年の

クラスを受けることもできる。

ギリシャは特に帰国子女に合わせた異文化学校を 23校設立したが、さまざまな国籍の子洪を受け入れ

加の典文化学校はギリシャ語を母語としない子供の比率が高い地域にある。うち 6校はもと

もと英語圏から帰国した子棋のために作られたので、ギラシャ語と英語の 2

るc 異文化学校の数は今後数年間にわたって急増すると予測され、 200

くなるために鵠人的にス口ベニア語の構習

けたりすることができる。
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一定期間外国で暮らした後でリトアニアに帰冨した家庭の子供には国家語学翠の支援が施される。

都ピルニュスでは、リトアエア入の家（Lietuviqnamai) Jと呼ばれる特別な学校がかつてソ連内で

強制移住させられたリトアニア人の子孫のために用意されている。

4. 非領土的言語話者に対する書簡支援

29ヶ国の教育制度の中で確認された非領土的言語はロマニ一語だけである。ロマの社会の

子供に対する言語教育の背後にある一般原則は学校教育を容易にするために国家語安法めるというも

のである。沼マニ一時はさまざまな方言で話されおり 1970年代までは書き言葉がなかったために国家

語が支配的役割を果たしている。子供が民族意識を強めるため

受けることも可能な冨もある。

EU諸国の中で、ロ

ストリア、スウェ

められている。

り組みを報告しているのは、ブインランド、ドイツ、オー

ブインランドを除く 3ヶ富では口マニー諾辻少数昔話と

ハンガヲーではロマは、教育問題に関して広範な権力をもった地方自治を確立する権利を有すると憲

法に規定された少数民族の一つに数えられている（ハンガリ…における少数民族の自治について

組はこの章の 2.2を参照のこと〉。ロマ社会のおよそ 70%はハンガリ…揺を母語としているので、

は一般にハンガリー語で行なわれ、口マの言語、文化、歴史は課外活動で教えられる。しかしロマニ

される後期中等学校が2校ある。

ている。口マ

がなされている。ブラチスラパ、ニトラ、

る学校で働く教員会？養成する特別コースがある。リトアニアはかつては口マ

していなかったのだが、現棋は適切な教科書を昨成している最中である。

ェコ、ラトピア、スロベニア、スロパキアも、ロマ社会の子供に対する特別な支援措置を報告して

る。ラトピアにはロマエ…諾で、教える学校がいくつかあちロマニ…語で、書かれた初めての

出販されたばかりであるが、ロマの家庭の大部分は子供なラトゼア諾で教脊する学校に行か

ェコの小学校には口マニー語を話す教青場手がいるので、口？の子供の社会への適応と

得とが促進されている。 2000年8月に、政府は口マニ…諮の研究と教育を行ない新しし

るために大学にロマエ…語学科を設立する勧告を出したc ルーマニアは、自らロ

視学官がロ
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第2章

歴史的背景

序文

この章の第 1節においては、ヨーロッパにおける外国語教育を歴史的に概観する。 1.1節では、 20世紀

前半について扱い、外国語教育に関する進展が生じた経済的、政治的文脈を簡潔に記述する。また、

この分析が明らかにしようとするのは、外国語の地位とその教授法が、当時の政治的、人口動態的状

況に影響を受けていたということであり、それは新しい国家の建設や再建にしばしば関係があったと

いうことである。

この章の 1.2節では、およそ過去 50年間に渡って行われてきた主な改革について述べる。調査対象の

29ヶ国は発展モデルの違いによって特徴づけられた 5つの地理的グループρに分類される。しかしなが

ら、これらの 5つのグループρを固定的な実体で、あると見なすのは誤りであろう。本分析は、これらの

国々における恒常的な発展の段階を比較対照するものであり、いくつかはいったん位置づけられたグ

ループロから別のグループに移ることもありうる。

今回の調査研究で取り上げる 29ヶ国において過去 30年間に渡って行われた主要な教育改革の中心と

なってきた外国語教育の諸相が、第2節のテーマで、ある。さらに概略表によって、 1970年代、 1980年

代、 1990年代という、詳細な分析を加えた3つの重要な時期を描き出す。

第 3節では 1974年と 1984年の状況を比較した国別の図を用いて、ヨーロッパの外国語教育の編成の

動向を明らかにしている。 1998年と 1999年の状況は第3章の図に示している。

他の章のように 29ヶ国について EU、ヨーロッパ自由貿易連合・ヨーロッパ経済地域、加盟申請国の

順に記述するのではなく、第 2章ではしばしば歴史上の出来事の記述に基づく時間的順序に従ってい

る。このような形式によって、歴史の流れに沿って当該の国々を再検討できるであろう。

1. 主要な改革の概観

1.1. 20世紀半ばまでの状況

長い間、古典語の教育が、言語的にも文化的にもヨーロッパの教育制度の背景となってきた。 18世紀

にようやく、外国語教育が中等教育において勢いを持ち始めたのである。そのころから、教授法と教

育制度の組織改革を目的とした新しい法律がいくつかの国々で可決された。このような発展にともな

って、外国語への興味も高まり、その結果、学校のカリキュラムの中に外国語教育が組み込まれてい

ったのである。その中の例としては、ドイツにおける General-Land-Shul-Reglement白rPreuBen (1763）や

Schulordnung fur die burgerliche Erziehung der Stad-und Landschulen in Bayem (1778）などの条項があげら

れる。このような改革によって、外国語や自然科学などの科目が、古典的科目を志向していた中等学

校のカリキュラムに導入された。

しかしながら、ほとんどの国では、 19世紀になってようやく、体系的な外国語教育が本格的に始まっ

た。したがって、スペインでの 1845年のカリキュラム（PlanPidal）の導入が、学校での外国語教育の

始まりであり、外国語がカリキュラム上の教科としての地位を新しく確立したことを示している。

F
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の増大によって、コミュエケーションがこ

に理解できるものである。概して、

他国から来た人々とコミュニケーションの機会が増え、外国語を用い

ンダがよい例である（オランダは、 19世紀以来、英語、 ドイツ語、ブラン

目になっている）。ベルギーも問様で、 1863年以来、冨立の中等学校（A也知的s

Royaux）では 3つの外国語（ワロン語地域ではオランダ語、英語、 ドイツ語が教えられていた）を教

える「現代人文科目Jという教科区分が設けられてきた。

中、民族運動が続いたために、新たな地教学的な実捧が生み出され、それに伴い、閉じ領

ていた常語集団は不可避の影響を被った。そのため、多くの国でいまだに、領土内での

の状況が見られる。この多雷語装用の原因は様々であるが、中でも重要なのは経捺的な理

由による移住である。領土に居住する異なる昔話集団聞でのコミュニケーション者可能にするため

なった悶もある。

は、間違いなく、ノレクセンブノレグで、外国語教育に重点が置かれていることの主たる理由で

ある注らそれは、他にはない歴史的な状況の結果である。ベルギーが独立した時、フランス語圏であ

ったノレクセンブ／レグの西部はベルギーの一部となった。その結果、（／レクセンプノレグ〉大公国

Franco 

／レクセンブ、ルグの西と甫の隣接地域はブランス語罷で、あり、さらに援史的イ去統；こ鑑み、（ルクセンブノレ

グ）大公留は 1843年時点でecoledu peuple （訳注：国民学校）のカリキュラムにアラ

んだ。 1881年には、フランス語がドイツ語と苦手せて必修科諒になっ

新しくできた出家でもまた、言語上の少数者に公用語を教えようとした。オランダ連合国では、 1815

らワロン語地域でプランス諮を母語とする少数者に対してオランダ語が教えられた。しかし、 1830

年のベルギー独立によってオランダ語が権威を失ったため、この試みは長くは続かなかった。オラン

ダ語は20世紀には再び権践を取り戻すので、この失敗は一時的なものであっ

ツ語でVielvolkerstaatつまり f多民族の間jと呼ばれるような種類の揺は、注目に値するn そのよ

うな国では、言語にかかわる問題や言語教育政策の取り扱いはし試しば大変護雑に

19世紀にオーストリアーハンガリーの二元君主政権は、帯国を構成する国の曾語であるという

件で、外間語の教育を認めた。｛患の西洋言語はかなり後になって教えられた。まず初めはアランス

それから 20世紀初頭には英語が教えられた。オーストリアは 1620年にドイツ語を公用語と

19世紀の国民国家は、統一の道具として公用語（ある住民グループにとっては外国語であるが）

るという伝統を守ってし

ノミノレト のさらなる例である。ごにストニア

教育用言語立ドイツ語か口シア語であった。 1918年から 1940

イツ語、スウェーデン踏がそれぞれの言語を捷用する少数者によっ

として用いられていた。 ドイツ系住民は 1938革に、スウz

1944年から 1989年の間に、口シア系の少数者の数が著しく増加

ラトぜアi士、 13世紀以来、ドイツ、ロシア、ポーランドとの対立に代表されるような、多く

変動を経験してきた。ヲトアニアもまた、 15世紀まではドイツ人の武装集団と衝突し、歴史上の異な

る時期においてドイツとロシアによる占領を経験した。リトアニアも、 16世紀のルプリン条約の締結

後、ポーランドの統治下にあった。これらの震史的な出来事によって、バルト諸国の民族が外国の文

と常に接触し続けてきたことがわかる。

住 1 Jレクセンブ／レグは公的には3 るが（ノレクセンブノレク語、ドイ ブラ 、地元の住民；土、
プランス語とドイ
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したがって、主に相当数のロシア系の民族が存在することにより、バルト諸国の民族構成はたいへん

複雑である。そのため教育の編成は多元的なものになり、この三国ではそれぞれロシア系学校が別の

制度となっている。

ヨーロッパの国の中には、大きな人口の移動によって生じる多言語使用状況に一度も直面しなかった

国もある。例えば、英語圏の国々では、他の要因が教育制度における外国語教育の歴史的発展を生み

出した。アイルランドでは、 2つの特別な要因が決定的となった。第1に、 19世紀に、カトリック系

の学校が増えるにつれ、フランス、スペイン、イタリアで、教育を受けた牧師がやって来て大陸との繋

がりを維持していたことである。第2に、英語とアイルランド語が、 1924年に必修科目になったこと

である。アイルランド語は、アイルランドが独立するとすぐにカリキュラムに取り入れられた。その

結果、それ以前はもっとも学習された外国語であるフランス語の地位が、第 2外国語の地位になって

しまったのである。 18世紀に、フランス語は外交のための言語になったが、イングランドの学校の外

国語教育には 19世紀中頃まで大きな進展はみられなかった。その後、大陸から政治難民が流入してき

たことなどでし、くぶん刺激を受けることになった。

結局のところ、外国語教育がヨーロッパの国々でどれほど重要であったとしても、この種の教育は、

長い間、普通中等教育で学ぶ生徒やそのような学校に通う準備をしている生徒にしか関係はなかった。

1.2. 1950年以降の発展

ヨーロッパの教育制度の編成は、 1950年代と 1960年代に大きな変化がおこった。これらの改革が外国

語教育に影響を与えることは避けられなかった。 1950年代以降、外国語教育が全ての生徒にとって基

本的に重要であるということがより広く認知され、徐々に当然のこととなっていった。

しかし、外国語学習者の安定した増加にもかかわらず、外国語教育が直線的に発展してきたわけでは

ない。政治的な事件が、特定の言語の教育と言語一般の教育に大きな影響を与えてきた。そのため今

日の加盟申請国は、特殊な発展の道をたどった。 1950年頃には、ロシア語がたいへん重要となった。

当時ロシア語は数ある外国語の中の lつというよりもむしろ、第一の、場合によっては唯一の学ぶべ

き外国語で、あった。 1949年以降、ロシア語はこれらの国の大部分で小学校で教えられていた。初等段

階においてロシア語は急逮導入され、時には、十分な教員養成や教科書や教授法がない場合もあった注

2。今日、加盟申請国において、ロシア語が廃れ、他の外国語が好まれるようになったのは、言語的、

政治的な変化のただ中でのこれらの国々の新たな選択を反映している。

この調査研究が対象としている 29ヶ国で起こった、国の状況と改革を分析することによって、多くの

類似や共通の傾向だけでなく、相違も明らかになる。したがって、それぞれの国は、 5つの地理的なグ

ノレーブρに分けられている。そのいくつかは、言語集団にも対応しており、共通する教育の特徴をもっ

ている。それぞれのグループ。については、以下のようなことがわかる

・教育制度の類似（共通主要科目を中心に構成される義務教育である中等段階、前期及び後期中等
段階における教育の多様性、義務教育の単線構造、など）

・外国語教育導入時期の類似（最近になって導入された場合でも、長い伝統のある場合でも）
・選択できる外国語の範囲の類似（狭し1か広いか、特定の言語の普及）

注2 このため、ハンガリーでは、 2、3年の聞に、ロシア語を学ぶ生徒の数が数千（中等教育）から 35,000（初等・

中等教育を合わせて）に増えた。 1945年から 50年にかけて、 2,500人の教員が「教えることを通じてロシア

語を学んだんすべての年齢の生徒たちが西側の言語に目を向け始めたとき、この現象は40年後に以前とは

違う規模で、再び起こった。
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このような地理的なグループ。は、また、雷語的状汎を共有している場合がある。そのため、英語やド

イツ語は、それが公用語とされ、それぞれの教育制度における教育用古語として広く使用されている

場合、これらの国々を結びつける手がかりとなっている。北欧におけるスカンジナピア諸昔話のよう

同じ語族に属する昔話が相五lこ理解可能なこともいくつかの間をまとめる根拠となりうるかもし

れない。

しかしながら、ある留が、これら 5つのグノレ…ブ。のどれに入るかは、部分的にしか正当北できなし功￥

もしれない。分類されたグループ。とは異なるグループoの特f設を持っている場合もあるのだ。したがっ
て、グループは常に変わりうるものと見なすべきであり、分析されたどの特徴が考獲されているかに

よって、既に確立しているモヂノレに近いものとなることもあり、また、かけ離れたものとなる場合も

ある。

1.2.1. ドイツ措盟の霞々とベネルクス3盟

この第 l番目の地理的グルーア。を形成する国々は、多くの特数を共有している。まず第一に、中等教

育の前半において教育の多様性という考えを共荷し、生徒に対して襟々な方向性を提撰している。

なタイプ〈しばしば3つ〉加 の教育における中等教育の編成は、 19堂紀に始まり、

をもっている。学齢期のある時期において、普通中等学校に在籍する

外国語のコ…スを取る（それは、 3つであることが多く、時には4つである場合もある）。加

徒たちは、少なくとも lつ、場合によっては 2つの古典語（一般的立はラテン詩であり、

ャ語の場合もある）を学ぶ。また、どの言語を学ぶかによって、生徒が異なるタイプの教育の中でど

のように分けられるかがある程度決まる。これらの盟々の接線型の教育の構造が確立されて以来、

本的には変わっていない。

って続いている外国語教育の倍統i士、普通教育においても職業教育においても、中等段階

において顕著である。これらの国のほとんどは、初等段階のカヲキニェラムに必修科自と

している場合があるとしてもつい最近のことである。

外国語科貯の開講に

おり、現代語が徐々

ら選択すること きるようになって

新ドイツ連邦共和冨では、 1948年に、州の常設教育文化相会議（St註ndigeKonferenz der Kultusminister der 

Lander in der Bundesrepublik Deutschland －玄MK）が設立された。KMK内部における各1・Mの協力により、

いくつかの合意が待られた。 1955年には、デュッセノレドノレア企意として知られる

する合意によって、中等教育に最初の外国語（大捧において英語）が導入された。 1964年には、この

最初の言語があらゆるタイプの中等学校で必修科晋となった（ハンブノレグ合意）。それ以来、最大2つ

の外国語が第？学年次から、 Realschule（訳注：実科学校）と Fachoberschule（訳注：実業高校）では

として選択科目、 Gymnasium（訳注：進学校〉では原則として必修科自として、

後者では、第 3外国語が第 9学年次からの選択科自となっ

neusprachliches Gymn部 iumも1955年に導入された。 1971年には、これらの合意は、ザーノレラント

ランス諾がすでに第1外冨語として教えられていることに合わせて修正がなされた。こうして、

フランス語は少なくとも Gymnasiumでは第 l外霞語としての地控を得たのである。（訳注：もともと

Gymnasiumでは古典甜が第 1外国語で、あったが、この壌になって現代詩を外国語とする変化が起こっ

ということである。）

KMKほ1993年に前期

ら第9または 10

注3 例としては、

して新しい合意に遣した（1996年諺正） 0 ,_ 

ュラムの基本的な枠組みが提示され、

・畏ealschule・ Gymnasiumがある。
しただけである。
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いて、外国語を含むいくつかの基礎科目が設置された。 Gymnasiumの後期段階（Gymanasiale Oるerstufe)

の改革は、 1972年のKMK合意に始まるが、 1997年に最後の修正がなされた。 1997年以来、

コース（G附ndkurs）か集中コース（Leistungkurs）として、中等教育卒業資格取得前に、

と第 13学年で履修しなければならなくなった。

ドイツの州議会による学校法制の採択に伴い、西部ドイツの多機な教育制度が 1992/93年（訳注：

らの学年。以下関様）の学年初めに東部ドイツの 5州すべてに導入された。これらの州で

Eに基づく旧制度であるお相echnischeOberschuleを田部ドイツ諸州、｜の制度と開等のも
も、 Realschuleや日泌がschuleに通う生徒たちに外盟諸を教える時間が減少するという

1991年にドイツの新ししψトiでGymnasiumの再導入されたことにより、ラ
こうして、この古典語は外国語と競合することになったのである。

ベルギーで、は、 1963年の言語関連諸法によって、ブリュッセル首都圏地域やドイツ語圏で早期の外国

」の結果、プリュッセノレのフランス措およびオランダ語話者やベルギーのドイ

8歳から〈自分たちの母語とは異なる）公用語を必修科目として教授される

けている。彼らはまた、希望すれば、 6歳から学び始めることもできる。 1998年には、

ブランス諾閤で、は初等教育にお＇ tる夕ト国語教育が必
renov己が 1970年に導入され、多様な道が開かれ、生能は前期中等教育において 3ヶ昌語ま

が出来るようになった。この改革の目的は、中等教青に対してより包括的なアプ口一チが出来るよう

し、あまりにも早い設時で選択することを避けることであった。その結果、 2年間に渡って行われる

3つの段階が設定された。それは、観祭、方向づけ、決定と時ばれている。最初の 2年聞は、生徒をい

くつかの異なる撞類の教育にわけることはもはや不可能と 3なった。この選択制度はあまりにも費用が

かかりすぎたために簡衆化された。

ノレクセンブ、ルグ、で、は、 1912部以来初等教育の外出語教育に大きな変化は見られない。この間の多言語

費用は、日…ロッパの告の国には見られない状説を生みだしている。つまり、 3つの公用語のうちの2

つ、すなわちドイツ語とフランス踏は初等教育の第2学年から必修となっており、この2

他の科目を教えるときにも使われるのである〔ドイツ献は初等教膏で、プランス語は中等教育で絵々

に使まつれるようになる）。

1ては、

英語がすべて

られる第 3

域に導入されることとなっ

1968革に茶摘された。

とした必修科岳となち（領域により 2年生もしく

とイタリア言吾は

オランダでは、かなりの教育制度の変化があり、 20

(Lycee) 

ら）、学

らの外国語領

な変化は、間違いなく 1963年の Wetop het voortgezet onderwijs （中等教育法）であり、 1968

された。この条例は、1968年以前は別々の法律によって統括されていた異なるタイプの学校を定義し、

しい普通学校のタイプ（HAVO）を作った。この法律によって、 2つの外国語（英語とフランス語）

1学年のすべての生徒に必修となり、それは、すべてのタイプの中等学校に共通する事項となっ

た。

4 第二次大戦中、ドイツはベルギーの東部（Eupen岨Malmedy-Sankt附Vith）を併合し、その地域は、 Reich
ドイツ第3帝爵〉の一部となった。戦後から 1963年まで、ドイツ語はベルギーの公用問ではなかった。した
がって、初等教育はドイツ語で行なわれていたが（質の高い教員が不定していた状況を考えれば、できる限
りという翠度）、中等教育はプランス語で行なわれた（宗教の授業以外i泊。 1963年に、 ドイ

され、その後、状況が徐々に変むっていっ
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は、就学前教育および小学校が統合され、 basisonderwijsになり、現振はS年制であるn この

より、英語教育は、全ての生徒に対し2年前倒しされることとなった

から行っていたのが、初等教育においてゆ裁から開始されることとなった）。

1993年には、三 3年に渡る共通主要科目・カリキニェラムが前期中等段踏に導入された。生徒たち

それぞれ異なる進度で学ぶことが可能であるが、学校は、到達自標（kemdoelen）に生徒たちが到達で

きることを保註しなくてはならない。必穆外国語を全ての生捷に 2科呂課すことにより、すべてのタ

イプの教育が向じ基盤に立つことが部証されるむ同様の必修居件が basisvormingの

(VBO）においても適用されている（免除は可能である）。

トヲアでは、戦後のカジキュラムが 1960年まで暫定的なもので、あった。長期の政治的論争のす

1962年の改革によって、外国語に特に力を入れた学校、 n開 sprachlicheGymnasium、が、改革の l

っとして導入された。 1974年以来、この教育進路は長期裂の普通中等教育に学ぶ生徒の半数が選択し

ている。

カジキ江ラムの決定において、学校の自由裁量権がより大きく

に広が号を見せた。撞々の中等学校の半数がこの喜由裁量権を行使し、ラチ

代わりに第 2外国語を教えた。その結果、第 2外盟語は従来よりも 2年早く教えられるようになった

（以前の 15歳からではなく 13歳から）。

同様の発展が、小学校においても見られた。 1970年代に行われた数多くの実験的な試みの後、 1983年

には第 l外出語（英語またはフランス語〉が小学校3年（8議）から必修科目と

ヲヒテンシュタインにおける外関語教育の発展は、教授される

のが特徴的である。初等段階では、 1996年から 97年にかけて、大きな変化があった。その年に、英語

がすべての生徒に対して 8歳から必修となったのである。 1999年には、小学校で英語の授業

したり英語は、いまや、全ての生捷にとって第 1外盟語になったのであ

る。

中等段階では、 1971年にOberschuleでフランス語が選択科目として導入され、 1974

に加わった。アランス語i士、 1980年代まで＼第 l選択外国語としての地位を維持した。

Oberschuleの1年生から必疹科目となった。 Realschuleでは、唯一の必修昔話であるブラ

第 l外昌語のままで教えられている。英語は、このタイプの学校の2年生から教えられている

選択科目のままである。最後に、 Gymnasiumでは、 1970年代初期に、フランス語がラテン語に取って

代わり、第 1外閑語として教えられるようになった。英語は第3店、｛彦外国語のままで、第3学年から

られてい

1.2.2. 英語使用国

であるが、スロットランド、ウェ…ノレズ、北アイルランド、

となった。もっとも、近年、各地方の昔話が再興してきている。地

ジキュラム上の科昌を教えるための雷語としてしばしば能用されている。この目立った

特徴のほかに、英語使用盟には、他にもいくつかの共通の特徴がある。教育の構造が 2段階になって

いること〈初等と中等入初等教育では外国語教育が全く普及していない（学校裁量の一部か実験的プ

ロジェクトとして行われているに過ぎなしすかもしくはごく最近普及し始めたということ（スコット

ランドで入学校で教えられる外国語としてのプランス時の地位が譲勢であり続けていることである。

アイノレランドでは、アイルランド語が必鯵で教えられるようになったため、

入る余地はあまりない。大多数のアイルランド人の子どもはアイルランド諾を家躍で話すこと
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日常生活でも触れることはほとんどない。アイルランド語はアイルランド人の母語ではなく、多くの

生徒にとって第2言語なのである。

ウエールズで、は、 1988年の教育法により、ウェーノレズ語の教育が必修化され、現在では、義務教育期

間の全ての生徒に対し、第 1言語もしくは第 2言語として、必修となっている。北アイルランドにお

いて、アイルランド語は、中等段階で外国語教育の枠内で教授できる。アイルランド語を使って教え

る学校もいくつかある。

イングランド、ウエールズ、北アイルランドでは、外国語は伝統的に、 gramm訂 schoolsに通う最も学

問的才能のある生徒たちにだけ教えられていた。しかしながら、 1960年代にイングランドとウエール

ズで、中等段階における comprehensiveeducationが普及したことにより外国語教育が全ての中等学校の

生徒に聞かれたものとなった。北アイルランドでは、 grammarschool制度は維持されていたが、同様の

外国語教育の発展があった。 1960年にはまた、外国語運用能力が大学入学に必須のものではなくなっ

た。イングランド、ウエールズ、北アイルランドでは、 1980年代の終わりまで必修のカリキュラムは

なかった。しかし、学校では 11歳から 14歳のほとんど生徒に対して外国語を教えることが奨励され

た。 1988年のNationalCurriculumと1989年のNorthernIreland Curriculumは 11歳から 16歳（ウエール

ズは 11歳から 14歳）のすべての中等学校の生徒に外国語の学習を課した。もっとも、この要件はそ

の後、少数の生徒に対するもっと柔軟なものとなってきている。公式には教える外国語が多様になる

よう奨励しているにもかかわらず、フランス語は依然として、イングランド、ウエールズ、北アイル

ランドで第 1外国語として優勢である。

歴史的な観点からみると、スコットランドの状況は他の 3地域とは異なる。イギリスの一部ではある

ものの、スコットランドは、独自の法律と教育省とともに、独自の教育・研修制度をもっている。こ

のようなわけで、スコットランドの言語教育政策はイギリス内の他の地域とは異なっている。スコッ

トランドでは、外国語教育は 1970年代以来、 12歳から 14歳までのすべての生徒に奨励されている。

1993年には、この要件は、 10歳から 16歳までの全ての生徒に適用範囲が拡大された。そして、 10歳

から生徒に外国語を教えることを希望する小学校の教員に対する、現職教員研修プログラムが始まっ

た。外国語は、依然として 16歳から 18歳の生徒に対しては選択科目であり、第2外国語は、 14歳か

ら18歳までの問、選択科目として学ぶことができる。イギリス内の他地域と同様に、フランス語が最

もよく教えられている外国語である。

1.2.3. 北欧諸国

北欧諸国の特徴は、 1960年代と 70年代には、初等段階と前期中等段階が連続した単線構造の義務教育

が導入されたことである。これらの国々では、教育を受けられることの民主性を重視し、全ての生徒

に対して同じ機会を与えようという意図が外国語教育においても重要な影響を与えていた。そのため、

外国語教育は、上記の 20年の聞に必修科目となった。

北欧の国々では、英語は、他の外国語よりも普及しており、第 1（または第2）外国語として全ての生

徒に課せられている。ドイツ語もまた、これらの国々では、カリキュラム上重要な位置を占めている。

デンマークには、英語教育の長い伝統がある。早くも 20世紀初頭において、英語はmellemskole( 6学

年から 9学年までの前期中等教育）で最もよく教えられる言語で、あった。 1958年までに、現在ある

folkeskoleが創設されると、初めて全ての生徒が、 6学年から、少なくとも 1つ外国語を学ばなくては

ならなくなった（ほとんどの場合、英語かドイツ語であった）。 1970年には、英語がそれまでよりも 1

学年早く 5学年から必修科目になった。ドイツ語は、 7学年から教えられることとなった。 1975年に

は、ドイツ語が 7学年からの選択科目となり、フランス語は 10学年から選択外国語として登場するよ

うになった。 1994年の folkeskoleの改革に伴い、英語が 4学年から 9学年までの聞の必修科目となっ

た。フランス語とドイツ語は、 7学年から 10学年の間教えなくてはならない第 1選択外国語と、 8学

年から 10学年までの問教えなくてはならない第2選択外国語の地位をめぐって争うようになっている。

今

3
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しかし、他の北欧諸国のように、ドイツ簡は英語の後に学ぶ第2言語としての地位な竪く

この状抗は、後期中等教育においても問じであ

ている。

フィンランドの中等教育で、外関踏は伝統的に重要な役割を占めてきた。しかし、 1970年代初期に単

練講造北（peruskoulu/grundskola）したことによ号、全ての年齢の生徒にとって選択科目として 1つの

外国語を学べるだけでなく、初めて 2つの外国語〈そのうち lつは、公用語であるフィンランド語か

スウェーデン語で、あった）が必修外国語として導入された。 1985年のカジキュラム改革以来、第2

択外国語はperuskoulu/grundskolaで提供されている。

バルト諸盟の場合と同様、ドイツ語がアィンランドでは重要な役割を果たしている。第 2次世界大戦

後ドイツ語が衰退し始め、 1960年代までに英語がドイツ諸に取って代わち、学校で学ばれる最も

のある雷語になった。それでもなお、ドイツ語は第 2番目の「本当のJ外国語としてその地位を維持

している。

スウェ…ヂンで、は、早くも 20世紀前半には、 13歳または 14識の生徒が、英語とドイツ語を学ぶこと

ができた。 1962年に新たな単線構造（grundskola）が確立すると、英語が 10-13歳の生徒たちを対象と

した必修言語となった。 1969年には、英語教育が 1年早まったうえに 15歳まで教えられることとなっ

1994年に、薪しいgrundskolaのカリキュラムが導入されて以来、第2外出語は 13般から必修科目

として学ぶことになっている。これで初めて、生徒はプランス語、ドイツ語、スペイン語のどれかを

るのである注50 

ノルウェーで、は、教育制度と外国語教官の発展はスワェ

小学校で外国語が 1つ教えられているが、それは、

る形で進行してきた。 1889年

る生徒だけに限られてい

自となり、全ての生徒を対象として教この選別制度は 1969年に療止され、

えられる第 1外盟諸となった。 1950

外国語の地位が強固なものとなり、全ての生徒に対して必修科昌としての年数が延長された。

の北欧諸国と関様に、義務教育泣比較的早期に始まり、外国語が必核科医になる年齢もそれに合わせ

くなっている。 1997年以来、就学年齢は6最まで引き下げられ、同じ年齢で必修の外層語教育も

さ才もるようになった。

すべての生徒を対象とした必修の第2外国語の導入も、間じ方向’挫で発展してきた。新しい 1997

カリキュラムの目的の lつに、全ての生徒が第2外冨詩を学べるようにすることがあげられているが、

現段階では、依然として選択科目である。

アイスランドの教育制度は、龍菌では、アイスランド語の使用が限られている

してしてきた。アイスランドは、 1944年にデンマ…クから完全に独立したが、

アイスランドで最初に教えられる外国語のままで、あった。 1940年代後半以持、デンマーク語は 13識か

ら必修科目として教えられ、英語は、 14歳から必修科目として教えられた。 1970年代の初期の傾向と

しては、ヂンマーク語はさらに阜期iこ（10識から）教えられるようになった。しかし、 1980

ク語は l学年遅らせて教えることになった。新しいカリキュラム

され、その年に英語がデンマーク諸に取って代わることとなった。英語は第 1必修外国語として徐々

10裁から教えられることになるが、デンマーク語は 12歳から全ての生徒に教えられることになる。

設5 学校は、さらに、アインラン ミ簡など能の言語もカリキュラムι入れられる。生徒は自分たちが
できるし、また、次のような言語の知識を深めることもできる。ス

英語、それに手話がある。
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1.2.4. 地中海沿岸諸国

ポルトガノレを挽くすべての地中準沿岸諸国では、義務教育は2段階（初等と中等）に分けられている。

中等教育は、一般教養のコア・カジキニLラムを提唱しているが、その中のいくつかの科目は選択で取

ような制度にすることによって、カリヨ？ュラム内での多様な選択を可能にしている。

比較的最近になって発展してき

ゅ年開で、この状況を変えるためにかなりの努力がなされてきた告そのため、

とキプ口ス者除いて、地中権沿岸諸冨では、 1980年代後半もしくは 1990年代初頭に、

語が必修科目として導入された。一方、古典語の教育はイタヲア、

ムで、 1て高し えられてい

さらに、これらの全ての国々は、 となっている スとギリシャ 1ては、第 1

相の選択範屈が比較的広くなっている。

ンでは、通常の学校制度のカリキュラムに外国語がないため、学校外で外国語を学ぶという伝

統が長らく続いていた。 20世紀の始め（1911年）に、スペインは、外国語教育を専門に行う最初の公

的教膏施設で、ある EscuelasOficiales de Idiomasを設立した。当時、この櫨の複線裂の制度は、スペイン

の言語教育分野における大きな変革を象徴していた。それはまた、百一口ッパで、も独特のもので、外

国語技能をま獲得したいという強い動機の現bれでもあった。これらの学校は、 1980年代から 1990

にかけて著しく増加し町、その結果、今では、多くの町、あるいは村にさえ、それぞれの EscuelaOficial 

de Idiomasがある。長年にわたって、 EscuelasOficiales de Idiomasはまた、中等教育と大学の需段階に

けるタト罷語の専門教員を養成した。

1970部代から、 EGB(Education General Basica）が導入され、新たな教育戦絡が承認されたことにより、

フランス踏と英語がEGBの最初の段階（6-9議〉で選訳科自として導入されることになっ

実際には、これらの科昌は普通 8-9歳、あるいはもっと漉く 10・11

に学校で外出語に触れる生徒はほとんどいなかったのである。

金徒の選択の傾向にあわせて、中等教育で教えられる外国語の範習もまた変化した。アランス語は 1970

で、は人気があったが、英語に取。て代わられ始め、現在では英語が第 1外国語として教え

1975年には、新設されたBachilleratoUnificadoy PolivalenteとCursode Orientaci6n Universitaria ( 14-18 

歳の生徒が学ぶ）でも第 1外国語が必修で教えられるようになった。それ以来、全て

第2外盟諸も開講しなくてはならなくなった。 1990伴の教育制度の組織に関する法律によっ

語教青は初めて、初等教膏において必諺となり、 11歳ではなく 8歳から教えられるようになっ

7-12歳の子供に初等教育を受けることが義務づけられた。義務教育は 1965

った。 1967年には、この延長された2年間は、 f中等教育に向けての共通の

の生徒がフランス語か英語を学ぶことを議接づけられた。 1947年の改革によ

11歳から EnsinoLicealの生徒は外国語を学ぶことを義務づけられていた。改革のスピー

ドは、 1970年代の政治的な動乱｛カーネーション革命）によって鈍ってしまった。 1986年の教育制度

に関する法律は、 1987/88年に擁行され、義務教育期簡を9年間（6・15搬）に延長した。こ

って、 1989年のカリキュラム改革により、第2外国語が 12識からの選択科目となった。

注6 ポノレトガノレでは、 1970年代に、外国語学饗が 11裁から必修と
( Ciclo preparat6rio do ensino secund説。〉と対応する形である。

注71974/75年では、 EscuelasOficiales de Idiom舗は回全体で6校あっ
で数が増えた。
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地中海沿岸諸冨において、最近、必修外国語教育に影響を及ぼしている急速な変化は、イタリアの状

況に最もよく現れている。前期中等教育における第 1外国語教育は、則的lamedia unica ( 11・14歳）が

導入されたことによって、1962年にすべての生徒に必諺になったにすぎない。かつての scuolamediaで

は、第 1外盟諸はある特定の教育機関でしか必修になっていなかった。

30年後の 1992年に、 1つの外国語が小学校で、 7裁から必修となった。しかし、資格を持った教員が

不足したため、 65%の学校でしか行われず、その分布には錨りがあった。それにもかかわらず、イタリ

ア入は早期のタト摺語学習な重複したのであ

リシャもまた、外国語教育はここ数十年の間で、盛んになってきた。 1955年から 1960年の間に、英語

が導入されるまで、唯一の外出語であるフランス諮だけが中等教育で教えられていた。 1992／何年に、

外盟諸教育は初等教育カリキュラムの中に組み込まれるようになち（初等教育の4年から Gymnasioの

3年まで生徒に英語を教える 6年間の統合的カリキュラム入英語は必修科目となった。第2必修タト昌

（プランス語またはドイツ語）は 1993年に Gymnasioで導入された。 1996/97年において、 Lykeio（後

中等段階）でドイツ語が導入された。 1998/99年には、 EniaioLykeioで閑語されている 3つの外国語

（英語、フランス語、ドイツ諦）のうちから 1つを選び、必修科告とすることになった。

加の地域の国々の中では、外国語教育の伝統が能の国よりも長いために、際立っている出が2つある。

必イ彦の外国語教育は 1880年代に国の教育制度（Educationnationale）が確立したとき

は、外国語学習が提進され、普通教育で長い間必修とされていた第2外国語の

1998年に、外国語またはその地域の言語である第 2言語が、 college（訳注：日

に通う 13哨14歳の生徒を対象とした必修科目となった。初等教育において、未だ段階

必修の外型語教育が最近導入された（1992年）ことによりブランスは他の地中梅沿岸

1ものとなり、この地域のグループに分類することは正当だと考えられる。

キプ口スの特徴i士、 1878部以来、イギリスに楠民地として統治されていた問、

されていたため、能の言語が入る余地がないほど欝勢な地位にあるということ

ら初等教育で必修外国語として教えられてきた。抱の言語に関しては、フランス語が中

リキュラムで普及している。 1996年以来、フランス諾は、離期中等学校であるめrmnasioの

初年度、つまり 12戯ごろから必修とされている。それ以前は、 14歳から必修で、あった。ブランス

また、後期中等学校（Lykeio）においても必修である。このように、歴史的な事構により、キプ出スで

の外出語教育の状況は、英語圏の間々と似ている。

1.2.5‘ 中央および東ヨ一己ッパ諸国

中央および東ヨーロッパ諸国は、 1940年代の半ばに教育制度の再編成を行い、しばしば、初等および

した。これらの国々では、商側諸冨の雷語の教育が重視された。

ランドではフランス語とドイツ語を、ハンガヲーではドイツ語を教えた。英語も、今世紀前半に

は中央ヨーロッパで教えられることはほとんどなかったが、問じく 1940年代に人気が出始めた。しか

し、この状況はほんの数年しか続かなかった。 1950年ごろになると、ロシア語が一般的に取り入れら

るようになり、急速に外国語教育の構図が変化した。ロシア語が東ヨーロッパ中で（スロベニアは除

く）部第l外国語として教えられるようになり、その地位を40年間に諜ゥて維持し続けたのであるc

それでも、入々の問では、西側の雷語に対する関心は営にあった。もっとも、西側の言語を教えるこ

とは、教育の主たる自的で、はなかった。ポーランドのようなある特定の由々では、個人教授がこのよ

うな諜要を満たしており、学習者の要求と教育制度とのギャップを組めてし

注8 スロベニアでは、 1960年代中期まで、口
あまり選択されることはなかった。それ以後は、
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1989年には、新たな激変が起った。 2、3年の聞に、西側の言語は、かつてロシア語に譲っていた地位

を取り戻した。しかし、西側の言語が教育現場に登場しただけで、はなかった。統一ドイツで新しくで

きた州、ハンガリ一、ルーマニア、また、その程度は前出の 3ヶ固と比べると小さいが、旧チェコス

ロバキアなど、いくつかの国では、 Gymnasium注9 強化のための方策（そしてこの種の学校の新しい形

態）によってラテン語の再興が促進された。

一方、教育制度においてかつてロシア語が優性で、あったために、外国語教育を専門とする学校の複線

型システムの発展が妨げられたということはなかった。ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、旧チ

エコスロバキア、エストニア注10、ラトピア注11、リトアニア注12などの多くの国々には、最も優秀な外

国語学習者のための、各国独自の複線型の 2言語併用学校制度があった。この制度は、 1960年代以来

ずっと続いている。さらに、加盟申請国の中のいくつかでは、中等教育に導入された（新しし、）数種

のGymansiumに専門的な外国語教育を提供している部門がある。ハンガリーでは、 27%の生徒が、現

在 Gimnazium系の学校に通っている。旧チェコスロバキアには、前期、後期中等教育の両方に、外国

語を授業で使える程度の専門的な外国語教育を提供している学校もある。この制度は維持され、専門

的な外国語教育の提供は、新タイプの Gymnaziumが導入されて以来さらに拡大している

ポーランドでは、 5つの主要都市に 1965年以来、 3つの言語、英語、フランス語、ドイツ語を教える

ために各市の 2言語併用学校がある。この先進的な取り組みは、 1990年の改革よって、さらに大きく

拡張された。

ルーマニアでは、 1968年以来「特別クラス」としても知られている「外国語強化クラス」を設置する

ことが可能になっている（ロシア語は 1965年に必修ではなくなった）。このクラスは、フランス語、

ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語の上級の授業を行うもので、主に大都市の学校に設置され

た。しかし、 1978年の教育条例により、この手の言語授業は中等教育の最初の 2学期間だけに縮小さ

れた。特別クラスは、 1980年代には、完全に全ての学校から撤退した。 1990年代になってようやく、

初等および中等教育でこのクラスは復活した。 1990年代には、 2言語併用の中等学校も導入された。

これらの全ての場合において、中等学校の生徒は、 1950年代以来、常に 2つの必修外国語を履修して

きた。

スロベニア人の間での外国語人気には、多くの要因がある。商業的利益、国の大きさ、現在の多言語

併用状況（ハンガリ一語話者、イタリア語話者が少数者として存在する）、他言語との歴史的つながり

（スロベニアはオーストリアハンガリーの二元君主国に属し、スロベニア語と並んで、セルピアークロ

アチア語が必修であった「ユーゴスラピア時代」を経験した）である。外国語は 1951年に、初等およ

び中等学校のカリキュラムに必修科目として初めて導入された。英語、 ドイツ語、フランス語、ロシ

ア語が第 1外国語としてカリキュラムに組み込まれている。イタリア語、フランス語、ドイツ語、英

語は、第2外国語となっている。 1960年代には、第 1外国語の選択範囲は事実上、英語とドイツ語だ

けに狭められた。

外国語教育の大幅な拡大がなされたのは、主として後期中等段階である。 1981年の改革によって、外

国語教育に強く焦点を当て、広範囲にわたる言語を教える 4年間のカリキュラムが導入された。

Gimnazijaが 1989年に再導入され、 2つまたは 3つの外国語が必修となった。 1995年には、中等教育

における言語教育の地位が強化され、外国語が新しい学校修了試験（Ma印ra）の必修科目となった。

注9 ここではドイツ語表記している。ハンガリー語、チェコ語、スロバキア語では、それぞれ、 Gimnazium、
Gymnazium、 Gymnasiumである。

注10 1962年に、エストニアでは、 12の学校で2言語併用のカリキュラムを導入できるようになった。しかし、そ
の数はむしろ限られているようである。しかし、住民の数（1978年現在で 1,500,000）を考えると、このプロ
ジェクトは全く別の見方ができる。
注目 1940年代から 2言語併用の学校。

注12 1989年まで生徒のほぼ3%、現在は10%。

戸、J
弓
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2. 1970年代から今日までの主要改革

本躍の前節で述べたように、 1970年代と 1990年代はともに外国語教育に露響を及ぼす改革が盛んな時

ったハこの開時期に着手された教育構造改革全体が言語教育の分野に重要な影響を及ぼした。

ほとんどの国でこういった大きな改革は程変の殺はあれ、カリキュラムにおける広範盟主変化に歪つ

ともどこかの段階で開設教科の幅を改めており、その擦に児童の教育に基礎・基本と見なさ

れる科昌分野、特に外国語に特段の力点が置かれた注ヘ

それで、もなお過去30年にわたって、外国語教育において大きく変化した鎚冨もあればそれほどでも

かったところもある。これは外国語教育に漉照される教授法が絶えず変化するということばかりでは

なく、ヨー口ッパ諸国における政治的、経済的、そして社会的な動きによる結果でもあった。

過去30年間の改輩における優先的な対象となった教育の側面には次のようなものがある。

． 初等段~告での外国語教育の位置づけ
． カリキ ラム内で教える
． 
． タト盟語の教育用言語としての捷用
司島 パイロット・ ジェクト

． 外国語教員の養成および研修
． 情報通信技術の外国語教膏への応用
． カリ ュラム内で外国語に充てられる時間数
E雪之lは初等及び中等義務教育段階での外国語教育史における主要な出来事をまとめたものである。
も顕著な改革すなわち外国語教育に著しく影響を与えた改革の年のみが記されている。続く 2.1鯖から

2.8節では様々な国におけるこれらの改革をとりまく状況と改革の内容を簡単に述べる。初等段階での

外国語教育の位置づけの変化を（2.1節の〉国2.2に示す。

注 13 るカリキュラ Eurydice, 1997a こと。
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図2.1:
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初等および中等（普鴻義務〉段潜における一般的な教育のみについて分析している。外国語を専門とする学校などはとの通史議

離には含まれないが，タト罷諾を教育用言語として使用する場合を載った2.4節はその限りではない。

関2.1は外国語教曹に饗饗をおよiました改革の正確な年のみを記したもので、ある。しかし、 2.1節から 2.8節では改革や具手学的な

手段によらない変化に曾2えしているので年を正確に特定できない（例えば 11980年代jや「1990年代中盤lこjなど）。
ある改革がタト冨語教育iこ多方閣で影響を与えた場合には閣の関連分野ごとにその都農取り上げてある。機数停；こわえるパイロッ
トeプロジェクトの場合には開始初年震のみが記されている。

1993年以離のヂータはチェコおよびスロパキア（！日チニにコスロパキア）に関しでは問ーである。
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2.1. 初等段措における外醤語教育の位龍づけ

の国で外国語教育の泣量づけは変化しており、外摺語教育をカヲキュラムで必惨と位置づけ、そ

の必修の教育期間の拡大を目指してきた（一般的に第 l外国語教育をより羊い時期に開始しようとす

るのが一較的）注1¥

関2.2を見るとタト冨語が小学校に導入された時期が国ごとに異なることが分かる。ルクセンブノレグとベ

ノレギーのドイツ諾罷ではそれぞれ 1912年からと 1940年代からドイツ語とアランス諮問方あるいは一

方が教えられていたが、それらの地壌を除くと北歌謡菌が飽問に先駆け、義務教育の初期に外国語教

脊を導入した。教育制度の全体的改革の中で、デンγーク（1958）、フィンランド（1970）、スウェ

ン（1962）、アイスランド（1973）、およびノルウェー（1969）では小学校の低学年で必修外患語を l

つ、できれば2つ学ばせることが必要だと考えられた。

加盟申 リキュラムで外国語教脊を長き って取り入れていたことも触れてお

1.2.5節で先に指揺したように、ロシア語がこれらの国々（キプロス

く）注 15 で初等段階において必修第 l外国語とされたのは 1940年代後学のこと

つ7こつしかしながら、これちの間々の大部分では、ロシア語以外の外国語を導入したのは最近のこと

る。生徒に提誤する外国語の範囲が広がったのは 1990年代になってからである。

1980年代や場合によっては 1990年代になってEU諸国の大半が外国語を小学校のカリキュラムで必修

とする改革を行った。したがって、オーストヲア（1983）、オランダ（1985）、ポルトガノレ（1989）が

外田語教育を初等段時で基礎必修科臣群に組み入れたのは 1980年代で、あった。多く

1990年代に似たような段措を踏んだ、たとえば、スペイン（1990年）、ギリシャ（1992年）、フ

ランス（漸次 1992伴から）、スコットランド（1993年）、リヒテンシュタイン（1996年）、ベルギーの

プランス語圏（1998年）である。

よっては初等段階での外冨語教育を必要最小カリキュラムの範囲外で提供している。 ドイツは特

で、いくつかのパイ口ット・プロジェクトをもとにKMKが 1970年代初期に第 1外国語は

小学校の 3年で導入することを奨励した。 1994年には豆MKは初等段措での第 1外盟語のより

った教育を求める勧告を出した。残りの国で、は初等段階での外国語教育は少数の学校で、パイロット・

プ口ジェクトの段賠（アイノレランド）で、あったり、学校のカリキュラムの自主裁量に任されていたり

（ベルギーのオランダ諾閥、イングランド、ウェーノレズ、北アイルランド）である。

3節では初等教育および（前期および後期普通）中等段階での外国語教苦手探制を 19昨年と 1984
している。 1998/99年の状況は第3

注目キブロスとスロベニアで詰外国語教育はそれぞれ1965/66年と 1951年の学年以降初等段階で必修となっ
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図2.2: 初等段階の必要最小カリキュラムへの外国語教育の導入時期
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出典，eEurydice. 

園笠通盟
単線型の制度を持つ国については，初等段階の定義は当該の 3期間について初等教育（一般的に最初の 6、7年）に相当する。

この図ではカリキュラムに（現在，あるいは以前に）含まれている外国語の相違は区別していなし、。このため第一外国語（通常

ロシア語）が 1940年代に初等段階で必修であった加盟申請国は「1970年代以前Jの範時に入っている。

補註

ポルトガル： 1970年代に外国語学習が ll歳から必修となり、これは以前の教育制度では中等教育の準備段階に相当する（Cicio

preparat6rio do ensino secundario）。当時この段階は前期中等教育の一部であった。

2.2. カリキュラム内で教えられる外国語の範囲

これまで主要な努力が払われてきたのは義務教育期間に提供される外国語の範囲をできるだけ多様化

することであった。 1980年代の終わりから特に 1990年代にかけて始まった多くの先駆的な政策によっ

て、外国語の選択の幅が広げられた。しかし国によってはこの分野の変更を 1970年代もしくはそれ以

前に開始している場合もあった。ポーランドでは 1965年の教育改革の一環として東ヨーロッパ諸言語

の学習を促進しようと数々の実験が開始された。同時期、 旧チェコスロバキアでは普通中等教育の 2

分割 （理科系と文科系）に伴い、早い時期の外国語学習の導入が限られた数の学校で導入された。こ

れが学校教育制度内でロシア語以外の必修言語を学習する最初の機会となった。ルーマニアで教えら

れる外国語は 1968年にロシア語以外の言語も加わり、またロシア語はその数年前 （1965年）にはすで

に必修ではなくなっていた。前期および後期中等段階で提供される言語は英語、フランス語、 ドイツ

語、ロシア語、イタリア語そしてスペイン語であった。
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英語の第 1

どの外国語も第 l外臨語として教

うるとしづ条件付で。

った門 1970年代中期

スペインでは 1970年のLeyGeneral de Educaci6nによりアランス語と英語が Educaci6nGeneral Basica ( 6 

歳から 9議）の第 1段階に自出選択として導入され、これ以外の昔話を泊加される余地も殺したもの

だった。アィンランドでは 1970キ代の peruskoulu/grundskolaの創設以来、その他の公用語に加え、第

l必修外国語として英語、ドイツ語、フランス語、口シア語の中から 1つを選択できるようになってい

る。以来、児童ほ英語会最も多く選択している。ノルウェーで吋 1974年の全盟義務教育カリキュラム

(M暢74）によりドイツ語、フランス語、スペイン語、ヨシア諮が選択科巨として麗修可能な外国語のヲ

ストに加わった。アイスランドでは 1976年に施行された義務教育カリキュラムによ号、学校では3

告の言語（通常ドイツ語）が最終学年の児童の選択科自として取り入れられてい

を1980年代に改正した。 19お

時の義務教育の 5

昌を学習できるようにすることで、教育行政当局は生徒が最も人気の高し

えてさらに射の外国語を選択するよう禁競してきた。ポルトガノレでは 1989

る外国語を 3つに増やした。児童はその中の 1つの言語を ensinobasicoの第2ステージで必修

患として、あるいは第3ステージで必修カリキュラム内の選択として選択しなけれ；まならない。

ンドとウェーノレズ）では 1960年代以来たくさ

おける多様化が求められてきた。 1988年には敦清の政策により、イン

地域の学校や教育当罵は能力別グノレーブ。の児章の一定割合が第 1

ることを保証するよう替励を受けた。しかしながらその法案により言語の選択の輔が広がっ

1外国語としては支配的である。より近年では 19何年ιイングランド
を郵設する先駆的な取り組みが付託事項の一部として、提洪される外国語

の範囲を多議化することを盛り込んだ。スロットランドでは 1989年以来ScottishOfficeの政策により

地域の教育機関や学校はフランス語以外の外盟語を教えることが奨競されてい

加盟申

盟語と

、ては、スロベニ

した。

1981年にイタヲ 1985年にフランス諾を初等段階で溜訳外

19持年代初期に多くの国々が提供する外閣時の範囲を広げる手段を講じた。オランダではMAYO、

RAVO、 vwoに対する 1991年のカリキュラムが新趣向を導入した、すなわちスペイン時、アラゼア
トルコ語、ロシア時（口シア語は RAVO、 vwoのみ）の中から学校で提供されていれば試験科

目として選択できるようになった。同時にこの法律は前期および後期中等教育における外国語の数を

3っと制限しており、これは外国踏を不必要に強調することを避けるためである。それで、も

試験で必修科目以外に抱の科自を提玖するか、あるいは試験の追加科目として外菌語を選ぶこと

能である。 1999/2000年のすべての普通後期中等学校における新カジキュラムの導入以来、イタり

がRAVOとvwoの提供科拐範開に加えられている。 1994年には folkeskole改革の一環と
2外国語としてプランス語を導入した。ギリシャでは

される言語の範盟が 1993/94年に広げられ、 gymnasioで第 2必修外冨語（フランス踏またはドイ

された。スウzーデンで、は 1994年に児童は初めてプランス語、ドイツ語スペイン語の中

ら第 2外国語として何の制約もなく選ぶことができるようになり、現在に至っている。フィンラン

ドでは外国語教育の多様化を目指した 5ヶ年計画の全留的なブ3ジェクトが 1996年に開始された

(Kim詮okeproject 1996聞2000）。

注目 2000 11ヶ国語が提供され、 (Abitur）で、選択可能で、あっ
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加盟申請国では大きな政治的変化の当然の帰結として 1990年代初期にこの分野での広範囲にわたる変

化が起こった。ハンガリー（1992年）、旧チェコスロパキア、リトアニア、ポーランド（1990年）、ラ

トピア（1991年）、エストニア（1992年）、ブルガリア（1993年）各国ではロシア語は教育制度の中で

優先外国語の地位を失い、他の外国語と同等の 1外国語となった。

しかし国によっては提供される外国語の範囲の多様化へのこういった傾向は、履修要件特に第 1必修

外国語の選択が義務づけられたことによって軌道修正された。したがって英語が優先的地位を占めて

いる。スウェーデン（1962年）、キブpロス（1965年）、ノルウェー（1969年）、デンマーク（1970年）、

オランダ（1985年）、ギリシャ（1992年）、リヒテンシュタイン（1996年）、ラトビア（1997/98年）で

は、英語は義務教育期間の第 l外国語として必修である。ルクセンフ、ルグで、はドイツ語とフランス語

が 1912年以来初等段階では必修となっている。 1940年代後半からデンマーク語がアイスランドで第 1

必修外国語となっており、 13歳から教育が始まり、第2外国語の英語は 14歳から教育が始まる注170 

2.3. 教授法

教育行政当局はまた外国語教育に用いられる教授法注目 にも関心があった。 1971年は転機となった年

で、この年、ヨーロッパ評議会により任命された専門家の一団が、成人向けの外国語教育に各国で互

換性のある累積コース単位を備えたヨーロッパ・システムを計画するる任務を課された。それ以降1970

年代全般と 1980年代初期を通じ、ヨーロッパ評議会は非常に精力的に専門家による研究を出版してお

り、入門レベルに関する出版に精力的で、あった。特に多種の「関値（thresholdlevels）」というものを出

版し、そこで初級者が習得する必要のある基本的な言語の概念と機能の一覧を提示した。複数の言語

について作成されたこれらの文書はヨーロッパの一部の国々における外国語カリキュラムと教科書の

策定に影響を与えた。それらの国々では学校での外国語教育でコミュニカティブ・アプローチを徐々

に採用していった。

ギリシャでは、英語の教科書は 1971年当時著しくもてはやされていたコミュニカティブ・アプローチ

を採用していた。アイルランドでは一連の外国語カリキュラム改訂が 1973年以降行われ、新評価規定

はIntermediateCertificateに導入された。教授法に関して重点がおかれたのは児童の口頭技能に関する

指導と評価で、あった。 1979年に LeavingCertificate （訳注：中等教育修了証書）レベルで、の試験的な口

頭試験が制度化された。フィンランドではヨーロッパ評議会による成果が 1978年に政府策定のカリキ

ュラムにおける外国語教育の目的と具体的内容をきめ細かにする際に利用された。

イギリス（イングランド、ウエールズ、北アイルランド）では、ナフィールド財団の学校カリキュラ

ム教材プロジェクトが 1963年に4ヶ国語について視聴覚教材を用いたコース注 19 を創設した。ヨーロ

ッパ評議会の出版物が出るより数年前のことである。 1960年代後期と 1970年代前期を通じて、学校は

翻訳と文法よりもコミュニケーション技能に重点を置くようになった。スペインでは「普通教育法j

(LGE）が既に生徒の口頭技能を高める重要性を強調していた。

アイスランドでは1976年の義務教育カリキュラムにより外国語学習での聴解技能の重要性が強調され、

デンマーク語と英語の全国試験では聴解技能を評価する試験が導入された。

注 17 1999/2000年以降、第 1必修外国語として英語がデ、ンマーク語にとって代わった。英語は 10歳から教えられ、

一方デ、ンマーク語（第2必修外国語）は 12歳から教えられる。

注 18現行カリキュラムにおける教授法についての諸勧告についての情報は、第5章を参照されたい。

注 19視聴覚教材法は外国語を実生活場面で提示するもので、外国語の使用はより現実味が増す。生徒は使用され

ることば、文、そして視覚化される文脈の相互のつながりを視覚化することによりあるメッセージの意味を

学ぶ。
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エストニア

識とコミュニ

果で、あったs

目的とした省令が 1961

る教授法、そ 、という説察の結

ランドでは 1965年の改革は教授法に焦点をあてた。オーヂィオ・リンガノレ法が導入され、社会文

化的な穣lj崩が必要不可欠であるとみなされるようになった。ルーマニアでは 1974キ外国語の教室での

練習を盤視する教授法の活用が始まり、視聴覚教材が教育の全ての段階で広範囲に用いられた。ハン

ガヲ…では 1978年のカリキュラム改革に伴い、ロシア簡を教えるのに用いられていた方法は教育目標

関連する変更が加えられた。もはや社会主義体制の価値観を生捷が身につける

らであ

1980年代、複数の匿のカリキュラムで外国語教育に用いられる教授法を明確に定義する

された。先に述べた 1970年代の出来事に続き、 1981年にギリシャが採足した英語とアラ

る新カリキュラムでは公式にコミュニカティブ・アプロ…チが取り入れられ、コミュニケーショ

ンに集点をあてた教材を自由に選べるようになった。同年アイルランドはLeavingCertificate試験の

めの評舘手JI填を開発する持に、よりコミュニカチィブなアブローチを採用した。 1986年には口頭試験

が導入された。 IntermediateCertificateレベルでも同様の変遷があり、 1984年にブラ

カヲキュラムが開発され、のちにドイツ語、スペイン語、イタリア語（ただ、しスベイ

より文法中心のアプローチで、あった）にも採期された。ボ…ランドでは 1986年のカリキュラム

改革でコミュニカティブ－アブローチの挺進が強調された。

その他の国々も外冨語教育法の見寵しを行った。ノレクセンブノレグでは 1989年の新カリキュラ

伴い異文化の概念が外留語教育に応用され始め、現在iこ宣っている。ポノレトガルで、は 1989年の改革以

降可能となった ensinobasicoの第 1段階への外国語の導入は、オーラノレ・アプロ…チの枠内で構想さ

れ、遊びの要素が最重要視される培況にあった。イギリス（イングランド、ウェ…ノレズ、北アイノレラ

ンド）では先に述べた変遷は、 1988停の GeneralCertificate of Secondary Education( GCSE）の導入によち

し、どのような能力の生徒も対象となり、コミュニカティブ・アプローチと現実味のある教材の

が強調された。その結果NationalCurriculumとNorthernIreland Curriculumは教育用の言語には目

ることを強調した。スコットランドでは 1984年に StandardGrade Examinationが導入さ

－聞く技能を全面に押し出した。アイスランドでは 1ヲ89年に導入された新カリキ

における口ミュニケ…ション技能の獲得が強調さ

加盟申請留については、キプロスではコミニェニカティブ・アプ口一チが 1981年以来学校では｛砲の外毘

語教授法に取って代わった。 1982/83年にス沼ベニアがコミュニカティブ・アプ口…チに関して変更を

加え、日一ロッパ型の指導法を導入して評価法に影響が及ぶなどした。 1985年には、初めて外冨語の

教科事が生捷に無償配和された。また、外国人著者による本も教材として初めて承認された。

1990年代、ベノレギーのオランダ語圏 (1993年）とスウェーデ、ン（1994年）が具体的な教授内容を明記

せずに、 f到達度目標jとしづ表現で外留語カリキュラムを導入した。教授法は w

…チの lつの機能として再点検された注200 ドイツ

された。こ

1996年以持のジヒテンシュタインと同様に、小学校の第3学年と第4学年（リヒテンシュタ

5学年）でのタト爵諮のコースは独自の教授法を錆えた正式教科として確立した。遊びと｛宇

業を取り入れた学留の形式は、児童各自に応じた準歩が遂げられるように組み立てられているc この

アプ口…チは他の教科に用いられる教授法と関連し、口頭表現を重視し全児童に参加を促し、伝統的

な評価形式を路止するものである。ギヲシャでは初等および中等段賠での外国語教育に対する 1996年

リキニLラムにより生徒舘々人の発遣を強調する教授法が取り入れちれた。

徒信人の体験を梶すように具体的な活動が考案された。スペインでは 1990年の教育制度（LOGSE）の

注20 ヲキュラムについて辻第5
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全般的な体制の改革には外国語教育に用いられる教授法の改訂が含まれおり、コミュニカティブ・ア

プローチが広く採用された。

加盟申請国では、過去 10年間の間に新カリキュラムの導入の枠組みの中で教授法に関しては数多くの

変化が起こった。 1990年以降、チェコとスロパキアでは外国語教育に用いられていた教授法はカリキ

ュラムに新たな外国語が加えられたことで改定がなされ、コミュニカティブ・アプローチに力点が置

かれた注210ポーランドの 1990年の改革では教材の自由選択が正式に認められた。またロシア語教育に

対する教授法も影響を受け、現在でコミュニカティブな視点から教授がなされている。リトアニアで

は 1993年から 1996年の聞に外国語の新カリキュラムの導入に伴い、実用的かっ機能的な言語技能の

習得が最優先された。中央集権的に組み立てられていたそれまでのカリキュラムとは対照的に、こう

いった新しい指針は選択された外国語の文化や社会についての情報が入手可能になり、民主主義的価

値観に重点がおかれるようになった。

スロベニアでは 1991年の新カリキュラムはヨーロッパ評議会による勧告、とくに言語教育に対する

Common European Framework of Reference注22 とEuropeanLanguage Portfolio注23 を念頭に詳細にまと

められた。ヨーロッパ評議会が主導するこれらの計画では学校教育修了後の言語学習も視野に入れる

ことを強調している。スロベニアの教育関係当局はまた教科書の発行についても指針を出し、 1995年

には外国語技能の習得難易度の違いを区別するような教科書を採用した。 1年後の 1996年、英語教授

用に 3種類の教科書が使用可能となり、その内 2つは外国で出版されたもの、残りの 1つがスロベニ

ア人の著者によるものであり、この教科書は英語教育における異文化交流の側面を強調したものであ

った。

ハンガリーでは 1998年に導入された全国基本カリキュラムにより外国語教育に対する革新的な教授法

の提案がなされ、学校に生徒が能力に応じて小グループ。に分かれて学習することを求めている。この

体制のもと教員は外国語の授業でより活動を取り入れた教授法を使うことが可能になっている。この

国家的カリキュラムは段階的で、柔軟性のある習熟レベルを設定している。

2.4. 教育用言語としての外国語

外国語学習が重要であるということから国によっては 2言語併用教育あるいはより具体的に教育用言

語として外国語を用いた教育を 1つあるいは複数の教科分野で教えるということを狙った先駆的試み

を採用するようになった注24。ベルギーのドイツ語圏は特異なケースである。 1940年代以降、ここでの

教育制度はカリキュラム内の様々な教科を教えるのにドイツ語とフランス語双方を常用することを前

提としてきた。政治的、社会経済的、地理的な理由のため（早い段階からの） 2言語による教育を奨励

するこの基本政策は現在まで変化していない。この地域では高等教育を受けようとするほとんどの生

徒がフランス語圏の大学に入学するという点では教育的要素も現状を維持するのに一役買ってきた。

1960年代と 1970年代、あるいは、それ以前からも加盟申請国の中の多くの国が成績優秀者に対しては

2言語併用教育をとるという制度も並行して取り入れた。フ、ルガリア、旧チェコスロバキア、エストニ

ア、リトアニア、ラトピア、ポーランド、ルーマニア各国における 2言語併用教育制度では地理、文

学、歴史、経済学、数学、さらに化学といったような教科で通常の教育制度における教育用言語以外

の言語を 1つ以上用いて教育がなされていた。 1990年代、最も優秀な生徒向けで、あったこの制度はよ

注21エストニアでもコミュニカティブ・アプローチは 1990年代初期に教授法に組み込まれた。

注22外国語教育の目標と教授法、および評価に関する各国間の比較のための政策決定用手引。

注23パスポート、言語関係の履歴書、人物調書からなる。ヨーロッパ評議会のロゴ入りで所有者が有する正式な

資格と外国語学習経歴が記録されている。持ち主の生涯にわたる言語学習を記録し格づけする手段を作るこ

とで市民がヨーロッパ内を移動しやすくすることを狙ったもの。

注目このセクションでは後期普通中等（すなわち義務教育ではなし、）段階についても一部取り上げている。

今
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り民主的な制度が女子ましいということで廃止されJ言語による教育は入学試験に合格することを条件
に、通常の教育制度においても全ての生徒が受けられるようになった（場合によって

によるλ

コとスロパキアでは2言語勢用教育委？行う普通中等学校が 1990年以降開設された。この2国では

2言語併用教育を施すGymnasiaが 1990年に作られ、ドイツ語、英語、プランス語、イタリア語、スペ

イン語などの言語が対象で、あった。ポーランド、特に大都市部では、 1990年の改革により 2言語併用

による教育ができる学校の開設が可能となった。ルーマニアで、は一部の学校で、 1990年以降初等およ

び中等段階で集中プ口グラムが導入され、英語、フランス語、 ドイツ語はさらに集中的に（つまりよ

り少人数で時間数を増やして）教えられていた。参加を希望する学校は資絡を備えた教員の配置とい

ったものを始め多くの基準を満たさなければならなかった。閉じ年に後期中等段階でも 2

育プ口グラムが導入され、プランス語、英語、ドイツ語、イタヲア語、スペインが組み合わされて使

用された。ブルガリアでは 1993年および 1994年iこ導入された外出諾の早期学習に対する新カリキュ

ラムによって、同カリキュラムで学んだ生徒には後に（普通中等段階で〉初期の段階で学習した言語

者用いて非言語系の教科の授業が行われた。 1997年の法令により、早くも 1985年に始まっていた実験

的段階に続き、ハンガリーは2言語併舟による教育をおこなう学校を教育機関として認めた。ただし、

田内の少数者の古語を提供する2首相併用学校と外国語を教える2書語勢用学校とは区間をしてい

EU内ではプランス、オーストリア、オランダ、フィンランドが特に 1990年代に 2

先駆けとなっていた。しかしドイツでは（前期および後期〉中等段階における 2

年代後期から行われていた。このような形態の教育では外韻語教育に対する

などの教科を外国語で教えることも生じてくる。 1993年に創設された Franco欄German教育コースでは

ドイツのAllgemeineHochschulreifeとブランスのbaccalaureat（訳、注：ともに大学入学資格）を獲

ことを昌指しており、そういった 2言語併用概念の特別な形態である。このような機会はいく

つかの州で広く享受できるようになってきてい

フランスは sectionseurop伐nnes（訳注：中等教育における 2言語併用教育コ…ス）を創設し、

る多くの昔話教育誤練を提供し、 baccalaureat証書にこの履修形態を特記することになっ

この sectionseuropeennesは独自の特徴を有している。つまり、学校ブρ口ジェクトに関しては、

とり、教員匝と事務職員間の協力や教育的・文化的な先駆的企画における

ることを狙っている。 1991年にオーストヲアでは教育省が英語以外の教科で教育用

(Englisch als Arbeitssprache）を奨揚するプ口ジェクトを始めた。オランダでは2

1992年以降初等および中等段賠両方で創設された。ブインランドでは早くも

peruskoulu/grundskola学校法により外国語の使用が他教科で、も可能になっている。

年以持、 2言語併用教育にさらに注意を払うようになったが、これは2

育を多様化するための自家的フ。ロジェクトが 1996年に承認されたことに伴うものである（K加nnoke

project, 1996-2000）。

2.5. パイロット盤プ口ジェクト

は特定の外国語教育をより広く導入する前に、実行可能性を検証することが非常に重要

るということを認識することになった合このような試行はしばしばパイロット・プロジzクトと

いう形態をとる。すなわち、実験的なプロジェクトで、期間が限定され、少記くとも部分的には公的

資金を投じたものである（教育行政当局が関わるということ入資金によって参加校、参加人数、

生徒の年齢を決めることになる。こういった実験は体系的評価がなされるのが普遥であ
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2.5.1. 初等段階

実験の数が最も多く最も早く開始されたのは初等段階で、あった。 1960年代、 1970年代には影しい数の

先駆的試みが行われ、肯定的もしくは否定的な評価を受けることによって、その後の運命は様々なも

ので、あった。ドイツでは早期外国語教育の実験は多くの1'Mで 1970年に導入された。大原則となったの
は、外国語の模倣、適切な場面の設定、基本的な発話技能（聞くことと話すこと）と読解技能の育成

で、あった。諸実験結果を踏まえ、 KMKは勧告を用意し小学校の第3学年（8-9歳時）のカリキュラム

で第 1外国語の導入を目指した。しかしながら、初等段階での必修外国語教育はまだ標準的ではない。

フランスでは外国語の早期教育に関する様々な実験が 1954年から 1989年の聞に行われた。実験対象

となったのはCE2、CMl、CM2(8-11歳）で、これとは別に就学前段階（4、5歳）もあった。対象年

齢となる子どものうちこの実験に参加したのはわずか 2～3%で、あった。対象となった外国語はおもに

英語とドイツ語であった。教員はボランティアが当たった。教授法は小学校段階では統合オーディオ・

ビ、ジュアル法（話し言葉と発音）からなり、就学前段階では身体活動を伴うもので、あった。 1974年と

1980年に行われた2つの評価で、は効果が限られていることが指摘された。 Collとgeの生徒では大きな進

歩がほとんど見られなかったが、これは主に collとgeレベルの外国語教員が生徒のそれまでの外国語習

得と外国語学習経験をあまり考慮に入れないということが原因であった。また、生徒の外国語学習経

験はcollとgeのl年生のカリキュラムと教科書では事実上無視されていた。状況は明らかに改善に向か

つており、 5年以内に外国語の早期義務教育を導入することが最近決定された。これにより外国語教育

は、小学校カリキュラム内の正式の教科の 1っとみなされることになる。

オランダでは1968年と 1982年の聞に英語がユトレヒトとドーティンハイムの小学校のうちの最後の2

年間（10-12歳）で実験的に教えられた。これらの実験に続き、英語は 1985年に小学校で必修とされ

た。オーストリアでは小学校で外国語を導入する試行実験が地方単位の規模で 1971年に始められた。

1976年の評価で児童の聴解力が最も伸長したことが判明した。

この分野で多くの注目を集めた先駆的試みがイギリス（イングランド、ウエールズ）で 1963年に開始

された。小学校の 8歳から児童にフランス語を教えるパイロット・プロジェクトが教育省によって立

ち上げられた。これにはSchoolsCouncil、 地域の教育行政当局、ナフィールド財団の協力があった。

このプロジェクトはFrenchfrom Eightと銘打たれ、 1970年代の開始時に全小学校の推定3分の lがフ

ランス語をカリキュラムに取り入れるとしづ活況振りを呈した。しかし 1974年に出された全国教育研

究財団（NationalFoundation for Educational Research (NFER））によるこのブロロジェクトの評価はこのよ

うな早期外国語学習を広く導入したことによる特筆すべき利点は何らなかったというものであり、早

期外国語教育の導入は中止された。それ以降この教育（早期外国語教育）を続けるか否かは地域の教

育行政当局と各学校に委ねられた。この報告書は8歳からフランス語を教えられた児童たちが 11歳か

らしかフランス語を教えられていない児童たちに比べ到達度において実質的な優位が見られなかった

とした。 8歳でフランス語学習を開始した児童が習熟度を増したのは聴解のみで、あった。中等段階では

フランス語の早期導入が他の外国語教育に負の影響を与える傾向があることがわかった。早期導入に

よりフランス語が主要外国語としての地位を固め、更なる外国語学習は必要ないと確信して中等教育

に達する生徒の数が増えたということで、あった。 1977年ナフィールド財団はNFERによる評価は不当

に否定的であると考え、反対にこの計画について肯定的な評価報告を出した。同じ時期（1962-67年）

に小学校へのフランス語導入のパイロット・プロジェクトがスコットランドで行われた。評価では、

このプロジェクトは失敗であり、これは特に資源不足（訳注：人材、教材・教具、資金などであろう）

のためであった。

フィンランドでは 1960年代後期に peruskoulu/grundskolaの1年生に外国語を導入する目的で、パイロッ

ト・プロジェクトが行われた。

アイスランドでは初等段階での外国語教育は 1970年代に検討された。デンマーク語と英語を 10・12歳

の児童に教える実験が行われた。結果として、これら 2つの言語の教育の制度を改め、次第により早
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ノノレウこに…では一連の実験が 1954年と 1974

実験が行われた。

に行われ、

ルーマニアでは 1968年と 1970年の関に小学校で外国語を教えることが実験的に行われ、それを受け

て 1970年から 1978年の関には一般的方針として実行されるようになった。 12年の空白期聞を経て、

小学校段階での外国語教膏は 1990年に再び広く行われるようになった。

1980年代には、この分野では、ほとんど進展は児られ記かった。それでもベルギーのフラ

ギヲシャ、イタヲア、スごコットランド、ノノレウェ…の事例は注昌に鑑する。 1986/87

ランス話題は 10裁から 12厳にかけて広くオランダ語の教育を取り合入れる短期間の実験合行ったが、

専門的知識を持つ脊能な教員がし1なかったため失敗に終わった。ギリシャでは 1987/88年に小学校にお

いて実験的な外国語教青〈フランス諮と英語〉が始まった。イタリアでは ILSSEプロジェクト

(Insegnamento delle Lingue Straniere nella Scuola Elementare）が 1985年に立ち上げられた門この

ェクトのねらいは小学校に外層語教育を導入することで、あった。

スコットランドでは小学校に外国語を導入する新ブ口ジェクトが 1989年に開始された。こ

種の教育（10畑 12議の子供が対象）は 1993年以隣広く行き渡るようになった。

ノルウェーでは 1988年と 1991年の間

このプロジェクトはごく

2 クトを開始

自主性を

し、児童が自らの外国語学習

プランス語、口シア語、スベイ

肯定的な結果ができるだけ出るよう

しか関わらないもので

ることを目指してし クトで用いられた

口ジェクトに割り当てられた時間

この実験は成功とみなされた。

ドイツ言吾で、あっ

談々に増やさ

1990年代に始まったのが話一口ッパの一部で、義務教育の l年生からの外国語教育導入であった。 EU

内でこのプロジェクトが行われたのはドイツ、プランス、アイノレランド、オーストヲア、ポノレトガル

ドイツでは小学校の一年生から外国蹄学習を導入することを狙っ

された。

ブランスは予欝的実験に基づいて外国語会広く導入しようとする国のやり方を知るための好例であ

1989年から 1992年にかけて行われたパイロット・プロジコニクトが本格的な f手ほどきJ指導の段階的

な導入につながり、現在では全ての 10歳児にまで広げられつつあり、既に9接見の半数を対象として

される言語は主ι英語とドイツ語であるが、これらはcollege
けた外部の専門家が指導を行つ

日15分需の授業形態で導入され、

これを行いたいとし、う教員が授

に外国語教育を段諮的に導入すること

オーストヲアとスロベニアも、実験の結果をもと

の例として雷及iこ笹する。オーストリアでは、
しようとするパイロット・

。スロベニアでは、

この教青は2000/01年の学年か
注262005年までに、生徒は、

collとge(II裁から）にはいると
注27 -

らこの政策の患恵を被ってい
2外国語を学習し始めることができる。

ら一般に取り入れられる予定である。
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その後の評備では（1997年に行われた〉プロジェクトは効果があったとされ、他の小学校においても

外国語教育をカヲキュラムに組み入れちれるようにな。ている注280

地の留では、パイ口ット・プロジェクトから始め、その後学校に外国語教育をカヲキヱラムに組み入

ることができる裁量権者もたせている。例えば、ポルトガルで、は、教育省が円91/92年に、ensinobasico 

l段階の児童を外盟諸に触れさせる実験的プログラムを始めた。このプロジェクトの一環として、

それぞ、れの学校は、外国語3ースの授業をおこなうために、カリキ二五ラムの自由裁量権と教育的資源

に応じて、中等教育の教員や外部からの人材を自由に招くこと

アイルランドの近年のプロ

る試みをしてし、る。

クト（1998/99 いくつかの小学校で、外田語学習

パイロット・ブ口ジェクトが 1990年代初頭に開始され、ブルガリア（1993

(1990年）、ポーランド（1990年代初め）では lつまたは複数の外国語を義務教

2.5.2. 中等段階

中等段階では、外国語教育がかなり以前から標準的記実織されており、過去30年間、パイ口ツト・

んど行われなかった。教育行政当局は、上級学校段階で新しい教授法を試みるより

てきた。それでも、 1974年には、イタリアは、第2

中等教育課桂において第 2外国語を実験的に教えるこ

1980年代から、第2外国語は実験的に教育されるのではなく、学授が希望

選択科目としてカヲキュラムに入れられるようになっ

オラ

その結果1991

された。この実験で、対象になったの

ア語とトルコ諾（1987年から）

1970年代から 1980年代に

リキュラムや最撚試験にま

ら）、スペイ (1975年から）、アラピ

ベノレギ）のブラ

もしくはドイツ語のいずれかの組み合わせ）

2言語同時農務に待う混乱の危険性）

って（1988年から）、スロベニアは 1ト15歳の生徒に第2 る グ

2.5.3 就学前段階

就学前段階では、実験的試みは、ごく最近になってから始まり、ごく少数の菌で行われているにすぎ

ない。オーストヲアでは、ウィーンの探育関の30%で、 1995年に始まった実験の一環として3歳から

5歳の子どもを対象とした英語教育が導入されている。スペインでは、 1996/97年に、スペインの教青

省とブヲティッシュ・カウンシルの合意のもと、生徒が、義務教育修γ時点で、双方の留から同時に
もらえるようなプ口グラムが始まったむこのブ口グラムでは、 3歳かち義務教育修了ま

語を学ぶことができるむ現段措では、ほんのわずかの就学前教育学校がこのプログラムに参加してい

るにすぎない。

2003/04年からさらに一般に取り入れられる予定である。そこから、第 1
告となる。

9裁から必疹にな

巧

f
A
斗
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イタリアでは、 1997/98年に、韓学前の子どもに外国語の初歩を教えることを司的としたパイ立ット・

プロジェクトが始まった。子どもを l担30分間、 1週間に 5自需英語に触れさせようとするのがこの

プ口グラム

によって行われている外国間教膏の実験は、多くの場合、国レベノレで委託された調査に

付随するものかもしくは、その一環として行われてきたものであり、ア。ロジェクトの結果に対する科

学的な裏づけを割的としている。習得すべき技能を定義し適切な評価手法を策定しながら

を測定すること、また制度の弱し1面を特定し修正していくことが、この分野における当局側の

る。現在は、加盟申請悶がおそらく最も言語教育に対する調査に投資している冨々

であろう。ブノレガリア、チェ口、ス口パキアがその好例で、どの国も、 1998年に国家レベルの調査に

著手

2.6. 教員養成

前述の外国語教育における様々な欄揺は、間違いなく外盟諸教員の資繋向上に影響を及ぼしてき私設鵠

言語教育の地位に対してもたらされた変化や制度化のあり方と豊簡な革新的教育実験によって、

す被雑になってきている教授方略を採用する必要に迫ちれている。 1990年代に外

じた多くの変化は、教員たちに大きな影響を及ぼしたのである。

としては、 1980年代議半から、特に初等段階において、初期教員養成における

が行われていることがわかる注300 それは、将来の教職者を養成するための課程の再編成や新しし

の設立にイ半うものである。このような変化は、現存のカリキュラムの修正、あるいは全く新しい

カリキュラムの導入と相まって生じた。

2.6.1. 初期養成

特にカリキュラムの変化によって、大きな影響を受け

ントである場合もあれば、教員志望者の教

1970年代の例としてはドイツがあげられる。その当時、ドイツにおいては、

的な変化が起っていた。その頃までは、教員養成は、主に昔話学を基本と

歴史、古典的主文体に関する知識、原真理解とその翻訳文献との詑較な

1970年代に、社会の変化、あらゆる分野での進歩、

1960年代から、

また、あらゆる

この見直しによって、学術評議会 ( Wissenschaftsrat）が、教員養成金棒にかかわる勧告書？出すことと

なった。ドイツ教育評鵡会（（DeutscherBildungsrat）は、 1970年の Struktu単純で、第 2段轄の訓練

(Vorちereitungsdienst）だけでなく、第 1段階の訴練においても、教育専門職の奇i練に力を注

聞の導入を奨励した。このようにして、外国語教員の養成は教科関連教授法と目

関する訓練を含台ものへ拡大されたのである。教員養成の望ましい形は、

に、専門性、科学4性、社会性を志向したもので、あったむ 1980年代までに、 PadagogischenHochschulen 

を、幅広い選択が可能なコースが履諺可能で、大学と関等とみなされる教育機関に転換したりする弁i

と経験、 現職教

1て詳しく述べている。
注30 さらに詳しい清報誌、 Eurydice,1997 aを参照。
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や、 PadagogischenHochschulen 

たせたいという意図を反映したた

したりする州があったのは、

1970年代後半に、単線型教育の導入に持い、教員養成の内容が改革された。

の学位について異なる法令が 1978年に採用された。この改革の中心と

る教授法に関する教員の専門性を高めることで、あった。この改革は、

ける共同教育そヂノレの発展において特に重要で、あった。

1980年代ι入ると、オーストリアで、 1985年に将来小学校の教員になる者を養成する P泌姥ogischen
Akademienに必修の英語が導入された口同じ年、オランダでは、外国語が初等段階で初めて必修とな

った。同時に、小学校教員の初期養成において英語が必諺カリキュラム科目として導入された。

スランドでは、 1980年代後期に、

された。

ヲキュラム として、 スコ

スロベエア 1982/83年に、外国語教育をコミニエニカティブ・アプ口…チを導入する方向に変えたc その

結果、教員養成のカリキュラムは新しい教授法に合わせたものとなっ

最も変化が集中して起るの辻、 1990年代である。 1990年の LOGSE改革の一部として、スペインは、

小学校の単独クラス教員向けに、噂門招当を制度化した。つまり Maestroen la especialidad en lengua 

ex回 njera（訳注：外関語専門教員）である。これによって、そういった教員が身につける専門性に変

もたらし、彼らは外国語教育を担当する専門の科目

プランスでは、 1992部に、 InstitutsUniversitaires de Formation des 1¥制 tres(IUFM) （これは 1989年の教育

したものだが）、つまり教員養成のための大学機関、が噂入されたことの一部として、外

1くつかの変革がなされた。学校教員が外国語を習得する必要が出てきたことによ

り、 IUMFでは、教員養成規定を対応させることになった。多くの場合おFMでは学生のため

教員選抜試験における選択外国語科目のための準備こコースを設震している。この試験の合格者は、

国語教育の言11練だけでなく、補充的な外国語の訓練を受けることができるという恩患を受けている。

このため、専門性を身につけた外盟諸教員は、ほとんどの立JFMから採用されている。

イタリアでは、 1996年に、就学前教育、初等、中等学校教員の初期養成の改革（1990伴の法律）の一

部として、大統領令が出された。これは、初等段賠の言語教員を目指す者に対して、最低 3年間外国

ものであ

1993年にオランダで基礎中等教育が導入されたことは、外題語教員の養成iこも影響を出さ

なかった。そのカリキュラムはコミ品ニカティブ・アブ口…チに対応して更新された。内容の更新に

情報通信技術の利用も含まれてい

1996年に、オランダの教育相は、小学校教員を対象と

を対象としたHBO養成プログラムの両方にわたる

ManagemeほLer紅白opleidingen（教員養成転換のための工程管理）

1998年に初等教育と前期中等学校の教員のための初期養成を行う

全ての教員養成機関で、自発的に取り入れられている。共通カリキュラム

ベき基本的な技能を基本iこして作られており、研諺の沌%を占めるよう
が小学校のカリキょスラムの3%を占めているため、小学校の教員を対象とした饗成カリキュラムの3%
同じように英語に費やされるようにすることが提案された。これは、基幹ブ口グラムの中

1基本単位相当となり、上級学年での教育を専攻する者にとっては、 2または3基本単誌となっ

は、教授法の褒先順位が高く、言語告体の習得にそれほど力は注がれていな

HBO養成プログラムと前期中等

ンを作成する閥的で、 Process

した。共通カヲ今ニスラムは、

として開発され、以来、

新人教員が身に付ける
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い注3＼前期中等学校の教員養成男の新しいカヲキュラムには、外国語教員の養成金体に関わる共通部

分があり、教育技詑を強化することに重点がおかれているという特徴がある。新しい要素として

1段階で実習期間が導入されていることである。

スウェーヂンでは、新しいカリキュラムが、 1994年に、義務教育（単線型）と後期中等教育の両方を

された。それには、 12・13歳からの必修第2外国間の導入が含まれている。これが、新規の

教員養成の変化につながり、1998年に、新しい養成カリキニLラムに正式に組み込まれることとなっ

（義務教育）で教えることになっている教員は、 2つの選択肢の中から選ぶことができ

grundskolaの 1年生から 7年生に教えることを専門とした訓練と、 4年生から 9年生を教えることを専

とした誤錬のいずれかである。どちらの場合も、将来の教員たちは、スウェ

とするか選ぶことができる。

ノルウェーで、は、 1998年に、新しい枠鑑みの教員養成ブ口グラムが実行された。英語は、依然として、

ぎないが、最も重要な変化は実践的な訓練の分野に見られ、また、教育理論に関する単

方法論的な面の強調が減少

加盟申措置に詰を向けると、 1990年代以来、チェコとスロパキアで、教員養成プログラムが増えてきて

り、カリキュラムは、新しい教授法の必要’i主を反映して、大掘に変化している。設問教員に求めら
れているものを満たすために、大学の学士号と間程度の学習プログラムが導入されるようになってき

ている。ポーランドでは、 1990年の改革によって、 3年間の外国語教脊の専門家養成課程を提供でき

る新しい大学ネットワークをつくり、教員養成が近代化された。この改革では、教員養成課程を持つ

あちゆる養成側部をバランスよく構成する組織を作らせてきた。課税のほほ 45%の時間は外国

語の技能向上にあてられ、 25%が教職に関連する科目に、 20%が教育全般に関わるものに、 10%が選

択科目にあてられている。新しいカリキュラムでは、昔話および教育に関する学習と問題度の重点が、

目標言語の国の文化、壁史、地理、制度などにもおかれている。教員養成大学の選択科目のなかには、

外国文化、経済面、ビジネスへの外国語の応用といった付加的な面も取り入れられているむハンガリ

ーでは、 1991年以来、教育省が、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スベイ

3年間で速習する養成課糠に資金援助をしてい

リトアエアでは、 1993／例年において、以前から就学前教育および小学校の教員穣成コースを設けてい

る外国語教員を対象とした養成ブ。ログラムも開設した。 1995

された。ノレ…マニアでは、 1996年に、外国語コースが教

3年間のブ。口グラムに組み込ま

スロベニアでは在日己、 1998

ラムが、3年生と 4年生を指導する

2.6.2. 現職教員研穆

過去30年間、ほとんどの間が、外国語教員の現職教員研務の推進に特に力をいれてき

とした現職教員研疹プ口グラムを開発する動きは 1970停代と 1980年代に勢いが増

は、 1978年に、 2年間の選択制の外留語教育現職教員研修フ。ログラムが英語とフランス語の教員を対

として導入された。スペインでは、 1984年に教員センターが作られたことに伴い、教員たちは、よ

けられるようになった。これらのセンターはまた、外国語教員のため

数年後には、このようなセンターはポルトガルでも設立され

た。アイルランドでは、 1989年にJuniorCertificateが導入されたことによって、外冨語教員の場合のよ

うに、担当科告の内郡が進化している教員向けに国立の現職教員研修プ口グラムがつくられた9 オー

注31Process Management Lerarenopleidingen 

注32 1994年以来、 えるよう ている。
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ストリ く履修していなし1小学校の教員は、 Padago事ischen

もれ、 90%以上の教員が利用した。

スランドでは、 1970年代に、教育省が義務教育に携わる外国語教員に対する特別現職教員研修コ

…スを設置し始めた。 1973年には、教員穣成機関がこのような現職教員研修コースの担当責務を引き

継し

1990年代iこなると、イタリアで、 1992

令が採択された。この政府令によって、

った小学校の教員が行うと規定された。同じ年、

ラムが、ギリシャで実施された。その中には、全て

現職教員研修があった。 1995年には、

別現職教員研修プ口

ニェラムに入れること

とのや号取り

ヲヒチンシニェタインでは、 1996年以来、英語コ…スや英語菌の留での研修が、英語が底、諺科目ではな

い大学で（例えば、スイスのいくつかの州など）訪日諌を受けた小学校の教員を対象iこ用意されている。

ノルウェ…で、は、 1997年の 11月ι、外国語教員が話標設語を練習することを奨勤するためにプログラ
ムが開始さ

ロシア語以外の話語の教員が不足していることに対処するために、ロ

グラムを作った。！日チェコスロバキアでは、口シア語の教員は、 1990年の再

ょっ ヲトアニアでは、 1989年に初めて再教育プログラムが導入された。

そのおらいは、専門科毘

修制度と再教育計画に関する

ことであった。 1991年には、現職教員研

のときから、現在も行むれているプ口グラムが実

施され、 くのロ とドイツ諾の教員として再教脊を受け

ヲーでは、 6ヵ年計画が 1990年に開始され、ロ し、中央およ

ヨー‘ロ られるようにしている。

ノレ…マニアでは 1994

し リキュラム

外国語教育の現職教員研諺において、種々の変革があり、新技術、新し

新しい評価方法の採用、新しいチキストの準錆といった問題に関係して

2.7. f警報通告技術の利用

縁者や録画、目標設語によるテレ

である。これらは、故黙として、

献の可能性がもっと重要なものであると

くの投資がなされるようになっている岱

どの視聴覧技術は、

く使われている

り、指導と

りにしてきたもの

くの国ではコンピ品ーター技術の黄

ソフトウェアの開発にま

沼…口ツパの国では、学校で害報通信技術の利用を提唱する勧告を公表

しい技術を活用するよう奨励された。

ますます多くの国が薪しい技術を外国語教授法に適用し始め、その中のいくつかの間では、

的な政策がこの方向で実施されている。例えば、スペインl士、 1983年；こ、新技術の分野で世界規模の
口ジェクトに着手し、初等および中等段i昔、特に外国語教脊について、利用を促進している。オー
ストヲアでは、構報技術が 1988年のカリキュラムで初めて教科として取り入れられた。新技術は、

数学、ドイツ路、ラテン語などの基本教科を教えるためのこヨンピューターを能った演習を開
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発するために利用されている。 1992年には、教育行政当罵が、英語、ドイツ語、数学などの教科を媒

体として、漕報技術を学ばせる決定を下した。 1993年以来、ギヲシャも、外国語教育への新技術の応

合促進する攻策をとっている。教員たちは、特に中等学校において、ソフトウニにアを支給されてい

ブインランドでは、 1996年が、構報通信技術の分野での閤家的プロジェクトを打ち出した年とい

るが、実際には、 1985年の国定カリキニLラムで、すでに、新技術の利用は誰奨されていた。オラン

ダでは、 1998年に、静報通告技術の利用が中等教育だけでなく初等教育の到達毘諜（kemdoelen）の中

に、はっきりと組み込まれた。

リヒチンシュタインでは、外国語教育への新技術の応用は、語学教育が初等教育で必務となった 1996

された。ノノレウニに…では、教育省が、 1996年以来、外国語教育への新技術の応用に関する 3

の研究計画に予算を投じている。アイスランドでは、外国語教員による新テクノロジー利用を対

をとした特別現職教員研諺プログラムが導入されたのは、この分野でいくつかの江…スがそれ以前

も行われたことがあったが、 1997年のことである。

スロベニアでは、 1985年に初めてこ立ンピューターが外国語の授業で使用された。 1990年代初期以来、

この分野における先駆的な取り組みが行われている（1991年、 1995/96年、 1998/99年）。

2.8. 外国語への配当時間

も、この概観研究の対象期間内のある時期に、外盟諸に割り当てられる時間が変更されてき

たことを指捕しなくてはならない。一般に、過去30年間で、タト盟語がカリキュラム全｛本にさめる

は大きくなってきている。 1960年代と 1970年代に、外国語に割り当てる

ある。オランダでは、 1963年の中等教育法が出されたとき（1968か

ドイツ語）と MAYOで教える 2つの外関語（英語、ブラ

り当てる時間を指定した。学校は、該当する教育課程全体の期間のなかで、どのように配

自由に決めることができる。

最近の 10年間に、第2外国語により多くの時聞を割けるように、教育課程表が再編成されてき

例えば、スウェ…デンで、は、 1994年に新カリキュラムが導入されると、必修第2外国語により

くの時聞を割ち当てる必要があるとされた。能の国でも、時間配分は柔軟なものとなり、外国語科詩

を加えることは、以前よりも容易になっている。また、オランダは、 1993年に基礎教育が導入される

と、既存の最低必修時需配分を推費時間配分に変更し、その中に、基礎教育全期間内で l

のが望ましいとされる総時間数を組み入れた。英語を例にとれば、全ての校種の 3伴間の

basisvonningで、英語（およびHAVOとvwoの英文学）に配当すべき最低推奨時間数は、 50分授業
の 280::Iマになる。この時聞をどう分裂配当するかは学校に任せられている。ハンガリ…でもまた、

1995伴に閣の基本カリキニェラムが導入されると、時間配分は柔軟なものとなり、外国語にかける時間

したり、減ら

にもかかわらず、状況によっては、

1-t安会めに、アイスランドでは、
生徒に教えるとしサ、 1973

時間数は以来変更されていなし＇ o

り当てられ時間数が減らされる

ンダ語と英語の配分時間が減少した（英措とオラ

よって、時間数が増えていた〉。英語とオランダ語に配分された
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3. 1974年と 1984年における外冨教膏の繍成を示した図表

よび普通中等教育｛前期と後期）における外盟諸教育の編成の

1984年、 1998年の状況を表した国表によって示すことができる約九この図表は、

ヲキニスラムの中に組み込まれる年齢を図示し、外悶語教育科昌の位龍づけを示してお

り、必修科目であるか、者、核カリキュラム内の選択科目であるか、実験的なものであるか、などを表

している注340

この毘表にポされる 30年間に、アイルランドを除く

つの外国語を藤修することが義務づけられた（図表のオレンジ色の部分）。

初の必修外国語の履修状況は、ほとんどの国でも男じである。全体として

ちょうやく外国語会学び始めているが、例外i士、かなり

イツ語圏とブジュッセノレ地域、 8歳で関委齢、ルクセンブノレク（6歳入フィンランド（9

るのは、加盟申精国にも典型的に見られる特徴である。 1974年と 1984年には、これらの菌々

は、初等教育の低学年から外国語を 1科昌必修とし、バルト諸冨では、 1年生から開始さ

れらの簡々の大多数では、外関揺はロシア語であり、普通教育制捜で義務づけられてし

1998年には、

して学び始め

その当時も、知の外国語を必修外国語と

20年と比べると大きな変化が担っていることが分かる。初めて外国語を必修と

EUとヨ一口ッパ喜由貿易連合・沼…口ッパ経済地域の大多数の国で引き

いる。ギヲシャ、スペイン、イタヲア、リヒテンシュタイン、ノルウェーといった国々で、

渡り、初めて外国語に触れる年齢は、 3年、場合によっては4年も引き下げられた。反対に、

特にパノレト滋沿岸諸国では、外国語を初めて学ぶ年齢はかなり引き上げられている。ロ

お教えなければならなかった状況から転換して、 9歳から 11裁で自由に選

ることになった。この転換は、口シア語を阜期iこ学ぶ必要がなくな

注33 1998/99年の状況を恭している図は、第3輩、第2節にある。

吾、必修カリキュラム内の選択科岳、パイ口ット・プロジェクトの中で教えられる科目の定義は、第3
f図の読み方じついてのガイドJ

-53 

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



図2.3: 就学前、初等、普通中等教育の外国語教育編成
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スペイン．図の後期中等教育（14歳から 18歳）に関する部分は、 1975年の状況を示している。

ドイツ・ 12の州で、一般の全日制義務教育（allgemeineSchulpflicht）は 18歳で終了し、他の4州では、 16歳で終了する。定時

制教育は（職業学校（Berufsschule）への義務的通学）は 12の州で、 18歳で終了し（図の赤の棒グラフの黒い点の部分）、他の

4州では 19歳で終了する。

オーストリア：黄色で、示されている状況は、 FremdsprachlicheGymnasia （外国語を専門とする Gymnansia）のものであり、当時

のGymnasia生徒のほぼ50%をしめる。他の中等学校には第2外国語はなかった。

イギリス（イングランド／ウエールズ／北アイルランド） : 1988年の法制定にしたがって、 NationalCuniculumが導入される以

前は（北アイルランドは 1989年）、宗教教育をのぞいて、必修科目はなかった。しかし、ほとんどの中等教育が、少なくとも

1 l歳から 14歳までの問、生徒に外国を学ぶことを奨励した。16歳から18歳までの生徒には、法で定められたカリキュラムは

これまでない。生徒は、学校で提供される科目を自由に選択できた。ほとんどの学校が、この段階で一つまたは複数の外国語を

提供している。

イギリス（スコットランド）：政府が制定するカリキュラムがなかったため、（外国語を含めて）必修の科目はなかった。しかし、

ほとんどの学校は、 12歳から 14歳の問、生徒に外国語を学ぶよう奨励した。16歳から 18歳の生徒に対しては、法で定められ

たカリキュラムはこれまで、になかった。生徒は、学校で提供される科目から 5つを自由に選択できた。
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図2.3: 就学前、初等、普通中等教育の外国語教育編成
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開彊盈温盈鍾画盛凶抱彊盟問謡量彊圃圃 1 -3 

UK , : ? ~ 7 ？号？号号 1,0 1,1 1,2 1,3 1バ 1,5 1.6 '? 1戸 1,9 2,0 2,1 
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UK(Nり
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UK (SC) 0 m翠霊璽翠罰

ドイツ： 12の州で、一般の全日制義務教育（allgemeineSchulpflicht）は 18歳で終了し、他の4州では、 16歳で終了する。定時

制教育は（職業学校（Berufsschule）への義務的通学）は 12の州で、 18歳で終了し（図の赤の棒グラフの黒い点の部分）、他の

4州では 19歳で終了する。

オーストリア：黄色で、示されいてる状況は、FremdsprachlicheGymnasia （外国語を専門とする Gymnansia）のものであり、 当時

のGymnasia生徒のほぼ50%をしめる。 他の中等学校には第2外国語はなかった。

フィンランド：選択科目として開講されている第 lまたは第2外国語は、後期中等段階の l、2年生の時には、数学の短縮カリ

キュラムに従ってきた生徒すべてについて必修である。

イギリス（イングランド／ワエールズ／北アイルランド） : 1988年の法制定にしたがって、 NationalCmTiculumが導入される以

前は（北アイルランドは 1989年）、宗教教育をのぞいて、必修科目はなかった。しかし、ほとんどの中等教育が、すくなくとも

1 1歳から 14歳までの問、生徒に外国を学ぶことを奨励した。 16歳から 18歳までの生徒には、法で定められたカリキュラムは

これまでない。生徒は、学校で提供される科目を自由に選択できた。ほとんどの学校が、このレベノレで一つまたは複数の外国語

を提供している。

イギリス（スコットランド）：政府が定めるカリキュラムがなかったため、（外国語を含めて）必修の科目はなかった。しかし、

ほとんどの学校は、12歳から 14歳の問、生徒に外国語を学ぶよう奨励した。 16歳から 18歳の生徒に対しては、法で定められ

たカリキュラムはこれまでになかった。生徒は、学校で提供される科目から 5つを自由に選択できた。
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1984 （続きJ

ヨーロッパ自由貿易連合 巷ヨーロッパ経潰地域
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ロー学控で外国語を開講するかどうか富由に決められる

口 外国語の地位！ま教育白謹類や
学習分野に怯存する

口 パイロット・ブロジェヲト

ロ カリキュラムに関しては学校の自治権がある

E三三ヨ外国轄の教 工ーーJ_ 義務教育（全日制および定時制

出典 Eurydice 
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第2必修外国語の履修に関しては、 1970年代に義務教育の中等段階でカリキュラムに組み込む国はほ

とんどなかった。この状況は、 1990年代に幾分変化した。 90年代には、 EUのいくつかの国が第 2外

国語を必修科目に含めたのである。加盟申請国が常に 2つの外国語を義務化していたことは注目に値

するが、ただし多くの国では第 2外国語の履修はかなり遅く始まる（義務教育の終わりか義務教育修

了後の中等段階）。バルト海沿岸諸国とルーマニアは例外である。ルクセンブルクも特筆すべきである

のは、 1970年代以来、 7歳の児童に対してフランス語を第 2外国語としてこれまで、ずっと義務づけて

きたし、今も続いているからである。

1つまたは複数の外国語を必修カリキュラム内の選択科目（水色と青）として教えることは、 1974年

と1984年のいずれにおいても広がらなかった。必修カリキュラムの選択科目としての外国語は、就学

期間の高年次段階で提供されていた。一般には、 14歳からで、特に、学校が必修カリキュラム内の選

択科目（青）として外国語を入れなくてはならない場合は常にこのような形態であった。スペインは

例外である。スペインは、 8歳から、全ての生徒に対して、必修カリキュラムの選択科目として外国語

を入れているからだ。 1990年代には、この必修カリキュラムの選択科目は第 l必修外国語となった。

必修カリキュラムの選択科目としての外国語教育が初めて多くの国で登場したのは、実際には 1990年

代である。ルーマニアでは、 15歳から 19歳の生徒が 1998年以来、外国語を 1科目、選択必修外国語

として選択しなくてはならなくなっている。

外国語教育に関する試験的な試みを、教育行政当局が先駆的に行っている例はほとんどなかった。 1974

年には、わずかに 4つの国（ドイツ、オランダ、オーストリア、イギリスーイングランドとウエール

ズ）がパイロット・プロジェクト（図表の緑色）を行っているにすぎない。とのプロジェクトでは、

外国語教育が実験的に導入され、そのいくつかが、全ての必修化につながった。 10年後には、ドイツ

だけが唯一残った固となった。しかし、 1990年代には、この種のパイロット・プロジェクトは、対象

範囲が非常に限られてはいるが、再び取り上げられるようになった。このため、 8ヶ国のみ 1998年に

パイロット・プロジェクトを行っていて、主に初等段階においてである。

図表は、該当の 3年分の外国語教育の状況を示しているにすぎないが、主に 2つの傾向を特徴として

浮き立たせている。それは、少なくとも lつの外国語を（必修あるいはそれ以外で）ますます早期に

提供するようになっていることと、学校に認められる自由裁量を大きくすることでカリキュラム内で

の科目編成を容易にしていること、の2点である。 1980年代後期から 1990年代初頭にかけて実施され

た教育改革によって、とりわけ、教育内容全体における段階的な地方分権化が進んだ。これは、必然

的に、外国語のようないわゆる「基本J教科の教育に影響を与えた。特に変化が起ったのは、長い間

カリキュラムは中央行政によって決められ、ほんの数年前になって柔軟な方針に転換した国々である。

この潮流によって、生徒に提供する選択科目だけでなく、カリキュラムによって取り扱われる科目全

体にわたって、学校が独自に決めるという事態が数多く出てきた。各学校はまた、外国語教育を始め

る年齢も決めることができる場合もある。 1998年の図には、学校裁量の範囲が明らかに大きくなった

状況を表している。
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第3章

教育の編成

序文

この章では、ヨーロッパの教育制度の中の就学前、初等、普通中等教育レベルにおいて外国語教育の

編成方法が持ついくつかの重要な側面を検討する。

この章ではまず、図表でまとめた一連のデータに基づき、さまざまな教育の仕組みの中での外国語の

位置と地位の比較分析を行う。第1節では、必要最小カリキュラム、あるいはすべての生徒に必修で

あるカリキュラムの中で系統立てられ、かつ実現可能な自由裁量権を持つ学校が作成した外国語教育

の編成を主として扱う。

第2節では、カリキュラムを超えた外国語教育の分析が行われる。各々の教育制度が理論的に提供で

きる言語の種類に加えて、学校が実際に提供する言語と生徒が選択する言語について詳細に述べられ

る。

第3節では、カリキュラムの中の他の必修科目に対して、外国語に割り充てられる週当たりの時間数

と1学年の課程の中で外国語に充てられる時間数についての比較分析も行なう。第4節では、外国語の
クラスの最大、最小生徒数に関する公式の勧告について説明する。

最後に、第5節では、言語学習という枠組みの中で行われるヨーロッパの生徒のグループ交流につい

ての先駆的試みを比較分析する。

1.教育制度の中での外国語の位置

この節では、 1998/1999年度の図表が示すように、外国語教育の現在の編成についての分析を試みる。

凡例で使用されているさまざまな色と記号を説明した手引きはこの章の付録で参照することができ

る。

これらの図表は、就学前、初等、 （前期、後期）普通中等教育における外国語教育の現状を表してお

り、職業中等教育や高等教育に関する情報は含まない。さらに、これらの図表では公立学校と公的

助成金を受けた私立学校しか扱わない。

それぞれの国のカリキュラムが外国語と見なしたもののみを分析の対象として考慮に入れる。地域言

語と古代言語、あるいはその一方が含まれるのは、同じ時間割の枠内で外国語の代わりになるとカ

リキュラムが見なした場合だけである。

言語的少数派の言語を提供し、独自のカリキュラムを持つ学校が行なう外国語教育については、との

分析の対象外である。

この節に含まれる情報は、中央と地方の教育当局、あるいはその一方が系統立てた公式の勧告から抜

粋したものである。地方の教育当局が全面的にあるいは部分的に外国語教育の編成に責任を持つ場合

には、外国語教育が必修であったり、外国語を含むさまざまな選択科目の中から生徒が科目を選ばな

ければならないような状況だけに言及するものとする。

この分析では、外国語教育を必修とする教育体制に焦点を当てる。また、多くの国々でカリキュラム

の中に外国語が含まれるのは、カリキュラムを編成する際に学校が行使する一定の柔軟性によるもの
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で議うるということも示す。こうしたカリキュラムの糠成方法法特に1990年代に顕著になった。この分

析では、生徒が希望する場合には、信の科目以上に外国語に重きが誼かれた特定の履修コースをどの

粗皮選択した号、あるいはその履惨コースを専攻できるのかも示している。最後に、パイロット・プ

口ジェクトという形式で行われる外聞掛教育に注意が向けられる。

1.1.外国語教育を義務教育とする教育体制

1.1.1.第1~ち修外国語

アイルランドを絵いたどの国においても、 t長務科目として少なくとも一つの外田語をすべての生徒に

教えることを義務付けている。こうした状況は関表のオレンジで表されている。アイルランドでは、

外国語教育は必修ではないが、外盟諸としてではなく英語とアイルランド語がすべての生徒に教えら

れている。

ほとんどのヨ…百ッパ諸国において、第1外国語を必修とする教育が、初等教育の終了と

初年度に相当するS歳から11搬の聞に始まる。次の5ヶ国だけがとのパタ…ンから外れており、ルクセ

ンブルグ、ノルウェ一、オ…ストリアでは6歳、イタリアでは7歳、オランダ語圏のベルギ…では12歳

から第l必修外国語の教曹が始まる。

フィンランド、スウェーデン、スコットランドの状況も、中央の教育当局が第1必務外国語の学習を

開始する特定の年齢を設けないという点で特別である。フィンランドとスウェ…デンでは、中央の教

育当局は一定の学校レベルへの弼連日擦を定めることしかしない。これは、学校がどの時期ピ第l必

修外国語教育を開始すべきかを自由に決めることができることを意味する。フィンランドのほとんど

の学校では、第l必務外関語の教育は9歳で始まる。スウェーデンでは、生読が第l必修外国総

し始める均三齢は遅くともIO援であり、大多数の生後はもっと早く学留し始める。スコットランドで

は、 curriculumguidelines記より、学校は10歳か11歳で第1必鋒外国掛を導入するよう求められるo

curriculum guidelinesは宗教を除いたいかなる科目の教育も強制しないということは強調すべきであ

る。しかし、たとえそうであっても、学校は10歳から16歳のすべての生徒に外国語そ提供するよう強

く勧められている。

1.1.2第2必修外関語

すべての加盟申請国やヨ一位ツパ自岳貿易連合・ 3…ロッパ経済地域加盟国と問様に、 EUの大多数

の爵は、カワキュラムのある時期で第2必修外悶踏を教えている。とうした一般的な緩向の例外とし

て、フランス語圏とドイツ鰭臨めベルギー、スペイン、イタリア、ポルトガル、イギリス、アイルラ

ンドのようないくつかのEU諸国で誌、長務外臨語は何ら教えられてはいない。ポルトガルの状況は

特別な説明が必要である。後期中等教育レベルのすべての生徒は少なくとも一つの外悶掛を学ばなく

てはならない。 2000年までは、 ensinobasico （訳註：基礎教背にあたる〉の最終学年ですべての

が学ばなくてはならない1つの外国語の他に選択必諺科目としての外国語を学ばなかった生徒は、後

期中等教育レベルで2つの外盟諸を学ばなくてはならない。託って、後期中等教育を終える生誌は、 2

つの異なる外国語を学んでいることになるであろう。 2002年以堅、第2外国総はensinob桑sicoのすべて

の生徒にお接になるであろう。ドイツでは、 12識からの第2必諺外留懇の導入はGymnasiumの生提に

限られる。

EUの中で、オランダ語轄のベルギー、ギリシャ、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、オースト

ワア、フィンランド、スウェーデ、ンの8つの国が義務教育のまるる時期に第2外留語的学習を強制してい

る。加盟申請国や沼…むツパ自由翼易連合・ヨーロッパ経済地域加盟国のグル…アでは、それ以上の

多数の霞々が第2外閑語の学習を強いている。例外は、ノルウェ一、チェコ、ハンガリ一、ポーラン

ド、スロベニアであり、義務教育終了後の教育で第2必修外関語を導入している。
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第1必修外国語教育の開始と第2必修外国語教育の開始の間には何の関連性もない。したがって、第1

必修外国語の導入が6歳から始まるノルウェーでは、義務教育終了後の16歳の生徒に対して第2必修外

国語の教育が行われる。一方、ルクセンブルグでは、第2必修外国語（フランス語）の教育は、第1必

修外国語（ドイツ語）の教育が始まって1年後の7歳から始まる。しかし、外国語として教えられるこ

うした2つの言語は、国家語である。

比較的遅い学年で第1必修外国語教育を開始する国の中で、オランダ語圏のベルギーとアイスランド

は、比較的早く第2必修外国語の教育を始める。両国において、第2必修外国語の教育は第1必修外国

語の教育に続いて間もなく行われる。

1.1.3.選択必修科目としての外国語

ほとんどの国で、学校は選択必修科目として提供可能なさまざまな科目の中から外国語を提供するこ

とを求められている。これは、そうした国の生徒は選択必修科目の中から常に言語を選ぶことができ

ることを意味している。言い換えれば、選択科目群の中に含まれる科目は必要最小カリキュラムの中

で既に決められているので、選択必修固定システムがあると言える（これは図表の暗青色で表されて

いる）。こうした状況はEUの国々においてより特徴的である。スロパキアを除いた加盟申請国で

は、選択必修科目の中で少なくとも一つの外国語を提供することが義務教育終了後の教育でもっぱら

行われている。 EUやヨーロッパ自由貿易連合・ヨーロッパ経済地域加盟国では、外国語の提供は前

期および後期中等教育レベルの両方において行われている。

1.2圃カリキュラム編成の際の学校の柔軟性

1.2.1.選択必修オープンシステム

多くの国々で、学校はカリキュラムを編成する際にさまざまな柔軟性を持っている。従って、学校に

よっては、科目の種類を自由に決定し、生徒がその中から選択必修科目を選ぶことができる。言い換

えれば、選択必修科目の中で言語を選ぶ可能性はすべての生徒に保証されているわけではなく、学校

に任されている。こうしたシステムは、学校自体が選択必修科目の中にどのような科目を含めるかを

決定するので、選択必修オープンシステムを構成している（この状況は図表中の明青色で表されて

いる）。

およそ15のヨーロッパ諸国は、生徒に提供する選択必修科目の決定権を学校に任せている。こうした

状況は主として中等教育レベルで見られる。しかし、フィンランド、ハンガリー、スロベニアのよう

な国では、このシステムを義務教育の初年度から用いている。

1.2.2.必修補充オープンシステム

国によっては、中央の教育当局が学校に対して認める自由裁量権のひとつの側面として、必要最小カ

リキュラムを補足するために、学校は生徒に外国語を学ぶか、あるいは外国語を含む科目群から科目

を選択するかを自由に命りることができる。これは必修補充オーフンシステムであり、図表の藤色で

表されている。このシステムを提供している学校の数は国によってかなり異なり、国の中でも学校の

レベルによって異なる。

このシステムは、ドイツ語圏のベルギー、スペイン、チェコといったEU加盟国の特に初等教育レベ

ルと就学前教育レベルで普及率が高い。こうしたレベルでは、学校はもっぱらカリキュラムの白白裁

量権を利用して、必要最小カリキュラムがすべての生徒に外国語学習を強いる年齢になる前に、必修

科目あるは選択必修科目として外国語の教育を開始する。これは、既に中央の教育当局が提供してい

る以上に外国語教育を促進したいというこうした国々の願望を反映したものである。イギリス（イン

グランド、ウエールズ、北アイルランド）では、学校が自らのカリキュラムを作り上げてきた長い伝
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統校持っているので、多くの小学校と大多数の中等学校では、制変で決められた最小娘度の袈件を超

えて言語教育を行っている。

1.3.履修コースと外国語専門コースの中での外国語

外国語教育む締成は選択した履修コースあるいは教育のタイプによって決まる（こうした状況は密表

の黄色で表されている〉。言い換えれば、選択する緩諺コ…スや教育のタイプにより、生徒はさま

まな数の外国語を学ぶ。閣によっては、外国語を専門的立教える学校あるいはクラスもある（こうし

た状設は図表の点線で措かれた枠で示されている。〉

1.3.1“農修コースと外国語専門コ…ス

EUのいくつかの国々では、外留語の知識の強化、あるいはさらに外韻語の分野の噂攻を諜む生徒

は、後期中等教育レベルで、 fo詑i伊 lan伊agesはもとよりclassical、lite路町、 economicsand social studies 

のような、外留語学習iこ特に重ぎを置く護穆コースを選ぶことで、その自的を達成することができ

る。 jレクセングルグでliteraryという履修コースを学ぶ生徒はかなりの数の外国語科つの必修替

を学ぶ。

アイルランドとイギワスでは、義務教育終了後の中等教背レベルで特別な状況が見られる。こと

は、生徒は、卒業試験のために学びたいと思う科目を選択するととで、自身のカリキュラムを組み立

てる。選択次第では、生徒は外国絡を学ぶかもしれないし学ばないかもしれない。

ドイツ、オラン夕、オ…ストリア、リヒテンシュタインでは、教育のタイプにより、外国語教育は後

期中等教育レベル以降で異なってくる。最も学術的なタイプの学校に入学した生徒は、最も多くの外

国語を学ぶ。加盟申請閣でも異なるタイフの教背を行なっており、その中のいくつか（例えば

gymnasia）誌能のタイアよりも多くの外爵語を提供する。

1.3.2.外毘語専惨学校

スペインでは、 EscuelasOficiales de Idiomasが176の言語学校のネットワークを作り、普通の学校制度

と平行して教膏を行っている。それらの学校は、信身のカリキュラムに基づいて、さまざやまな数の外

(20まで〉を繍成し、修了証明書の授与を行う。地のヨーロッパの教腎制度に基づく外盟諸

専諺学校では、必要最小カリキュラムをすべて教えると同時に、外国語の専門教奇を提供する。こう

した教青制度は、教育手段として外盟諸をイ吏用したり、去、修外国語が追加されたり、強の科目よりも

多くの時間が外国語に費やされるととが特徴である。

外国語を専門的に教える学校は、すべての中央・東ヨ…ロッパ諸国に存在する。一般的に、こうした

学校では、義務教習終了後の教育を行い、留によっては、前期中等教育レベルの一部の教育まで行

う。ラトピアとスロベニアを捧いて、生誌は入学試験に合棒しなくてはならない。こうした国々の中

には、外国語を専門とするクラスが初等教育レベルでも提供されている留がある。外国語専鋒学校の

数は国によって大きく異なる。例えば、ルーマニアでは、それぞれの州に、特にアランス語、英語、

ドイツ鰭の 2か国語教育を行う中等学校がある。チェコには12、ポーランドには40の外国語専修学校

がある。

EU諸国の中にも、外国語を専門とする学校がある。オランダ話題のベルギー、ドイツ、オランダ、

フィンランドでは、期等教青の開始時かち専門的な外国語教曹が提供され、ベルギーやアィンランド

では就学前教膏レベルでも行われる。ベルギ…では、 1998年に政府の法令により外患語専修学校の開

校が認めちれた。イギリス（イングランド）では、政府のS予ecialistSc胸 lsProgrammeの下で、既存の

中等学校はLanguageCollegesとなるよう申誇することがぜきる。その場合、とれらの外国語専務学校

では、能力の異なるすべての生徒に対して外岡語の到達度の水準を上げるだ、けではなく、追加の言語
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の学習も奨励するよう期持されている。そうした学校はやはりNationalCurriculumをすべて教えてい

る。

フランスの学校のsectionsinternationalesには、主として外国の生後が遡っているが、 6歳からは歳までの

フランス人の生徒も通っている。その目的は、外関の生誌がフランスの学校制慶と自摺へ照る擦に備

えて自閣の学校制度の爵方へ挫け込むことを促進するととにある。同時に、フランス人の生徒に対し

ては、外盟諸の高度訟学習のための効果的な学習環境を作り上げることを目的としている o sections 

europeennesは、 13歳から18歳までの生徒に、目標とする外国語で科目を襲修する機会を提摂してい

る。

1.4.パイロット・プロジェクトにおける外国語教育

現在、パイロット・プロジェクトは、ぬほどの国の教育当局により議成され、議金が提供されてい

る。 〈この状況は関衰の蒜色で示されている。〉とうした実験的試みはすべて体系的評価安受けるた

めに、責任者はこうしたタイプの教背の効果を測定することができる。

スペインとスロベニアのものを除いたすべてのパイロット・プロジェクトは、主として義務教育以前

のレベルで外国総教育を導入することを目指している。イタリアとオーストワアでは、パイロット・

プロジェクトの対象は就学前教育機関の勢い子供で挙る。ドイツ、アイルランド、ブルガリア、ポ…

ランドでは、とのプログラムに関わる小学生はlつの外国語〈ブルガリアでは2つ）を学ぶことができ

る。パイ口ット・プ口ジェクトでは、とうした試みが英語に限ちれるオーストリアを除いて、

には少なくとも2つの言語、ほとんどの場合は4っか5つの替諮が教えられる。

スペインでは、スペイン教育省とBritishCouncilの関で取り決められた合意に基づいて、特}jljなプログ

ラムが作ちれた。このプログラムは主として、義務教青の終了時に生徒が関持に2つの国の卒業証書

を手にすることを可能にすることそ百的としている。 1998/1999年には、就学前の生徒だけがこのプロ

ジェクトに参加し、英語による教育を受けた。スロベニアで導入された実験的プログラムでは、 11歳

から15歳までの生徒に第2必修外留語を教えることを目的としている。
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図3.1：就学前、初等、普通中等教育レベルでの外国語教育の提供 1998/1999年度
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外国語の状況は、教育のタイプ（大文字）と

口履修コース（小文字）、あるいはその一方

により決まる

E主主ヨ外国語の数

口パイロット ・プロジェクト

口カリキュラムに関する事柄における学校の自律性

図 外国語は段階的に取り入れられる

~ -: 外国語専修学校／クラス

［ さまざまな開始年齢

義務教育
→ーーー国一 （全日制と定時制）

I 入学のための
選抜

出典 Eurydice

撞註

デンマーク：すべての学校は、 13歳から 16歳の生徒に選択科目として外国語を提供しなくてはならない。生徒

は、必要最小カリキュラムの一部ではないので、その選択科目を必ずしも受講する必要はない。実際、 98%の生

徒が選択科目として外国語を受講している。義務教育レベルを超えて外国語学習を継続したいと希望する生徒

は、必要最小カリキュラムの一部ではないが、 13歳から第2外国語を学ばなくてはならない。 Folkeskoleに関する

法令は、 14歳から16歳の生徒に選択科目として第2外国語を提供するように学校に強く勧めている。生徒が受講

するかしないかは全く自由である。

ドイツ：全日制の普通科義務教育であるallgemeineSchulpflichtは、 12州では15歳、 4州では16歳で終わる。定時

制教育（Berufsschuleへの義務的な出席）は12州では18歳 （これは図表の赤い棒の上の黒い点で表されている）、

4州では19歳で終わる。2ヵ国語学校は主として中等教育レベルで存在し、初等教育レベルにはほとんど存

在しない。近い将来、 8歳から10歳の生徒への外国語を必修とする教育は、すべての州に広がるであろう。
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図3.1：就学前、初等、普通中等教育レベルでの外国語教育の提供 1998/1999年度
（続き）
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Sections mternationa/es 13 18 

Sections europeennes 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 3 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 1 

14 15 16 17 18 19 

LICEO CLASS/CO 

LICEO SC/ENT/FICO 

11 19 

外国語専修クラス

フランス： 2000/2001年度現在、外国語を必修とする教育は10歳以上のすべての生徒に広がっている。地域に

よっては、生徒は、 13歳では第2外国語の代わりに地域言語を選ぶことができる。実際に、要望に答えて、 15歳

からは歳までのlyceesでは、普通コースにおいて、選択必修科目として提供される多くの科目の中には少なくと

も2つの外国語が常に含まれている。 2000年には、 2つの外国語がlyceesの普通科第l学年から必修科目となった。

literaryという履修コースの生徒は、第2必修外国語として現代外国語と古典語のどちらかを選択することができ

る。 2000年には、教育省は外国語が初等教育レベルで導入される年齢を徐々に下げる決議を行ない、その結果、

2005年までには生徒は就学前教育機関の上級クラスから外国語教育を享受することになるであろう。彼らはll歳

でcollとgeに入学するとすぐに第2外国語を学習し始めることができるであろう。

アイルランド： 15歳から18歳の生徒は、 5つの科目群（言語、科学、ビジネス科目、応用科学、社会科学）の中

から選んだ少なくとも5つの科目を学ぶ必要がある。科目がグループ分けされて生徒へ提供されるやり方は学校

により異なる。一般的に－は、すべての生徒は数学、英語、アイルランド語を学び、 3つから5つの科目をさらに選

択することもある。生徒は、進路指導の教師により、職業選択の幅ができるだけ広がるように、少なくともlつ

の現代ヨーロッパ語、科学科目、ビジネス科目を含めるように指導される。このように、自身の選択により、生

徒は2つ、稀に3つの外国語を学ぶとともあれば、 1つも学ばないこともある。

イタリア： 1992/1993年以降、 7歳のすべての生徒に対して必修外国語教育が徐々に導入されている。 liceo
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artis恥oの生徒は、実験コースに在籍していなければ必修外国語を受講しないため、学校は、公式のカリキュラム
を変更し、外国繭教育をお修とすることができる。 1ヲ99/2000年度には、教育当局は革新的な外間語教育を就学前

教育レベルから後期中等教育レベルまで導入することを邑的としたプロジェクトであるProgettoLingue 2000に着

手した。こうした新しい試みはカリキュラムの編成、方法論、教員の研棒に関するものである。
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図3.1：就学前、初等、普通中等教育レベルでの外国語教育の提供
（続き）

1998/1999年度

EU （続き）

L 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

.. ~ . 
..’ ... 

15 16 17 18 

一Oげ生e一nt一・ati一on litteraire 
3 

Orientation scientifique 

L YC EE 

NL 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I 1 ~ o-17zzzzl 3 

12 13 14 15 16 17 

20 21 

19 

20 21 

18 

~3ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ1 
vwo 

て♂zzzzzzzzzzzzn,

仁：＇，王＂：二O0 三iV三BO 

5 18 
「ー ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一1

一一一一一一一一一ーーーー一一一一一一一一一一ーーーー＿，
T凶eetaligonderwifs I Verster大ttalenonde円vifs

A 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

口必修科目

選択必修科目

ー全ての学校は外国語を提供しなければならない

口 ー学校は外国語を提供するかしないかを自由に

決めることができる

外国語の状況は、教育のタイプ（大文字）と

口 履修コース（小文字）、あるいはその一方

により決まる

区三三ヨ 外国語の数

出典：Eurydice

盈註

0 -1 

12 13 14 15 16 

REAL GYMNASIUM 

」三一一一一
GYMNASIUM 

｛了一一一一

WIRTSCHAFTSKUNDLICHES REALGYMNASIUM 

口 パイロット ・プロジェクト

ロ カリキュラムに関する事柄における学校の自律性

図 外国語は段階的に取り入れられる

~ -: 外国語専修学校／クラス

［ さまざまな開始年齢

, ,. 義務教育
~ー （全日制と定時制）

I 入学のための
選抜

ルクセンブルグ： classicsの履修コースでは、英語は13歳ではなく14歳で始まる。

17 18 

オランダ：学校は、小学校の最後の3年間は、既に決められた外国語教育の時間数を分配して提供することがで

きる。実際、外国語教育は10歳から 12歳に行われる。実験校では1998/1999年度から、すべての学校では

1999/2000年度から、 15歳から18歳までのすべてのvwoの生徒は3つの必修外国語、 15歳から17歳までのHAVOの
生徒は2つの必修外国語を学ばなくてはならないだろう。

オーストリア： 6歳からの外国語教育は、 2002/2003年度にはすべての子供にまで広がるであろう。
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図3.1 就学前、初等、普通中等教育レベルでの外国語教育の提供 1998/1999年度
（続き）
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盈註

ポルトガル：後期中等教育レベルのすべての生徒は、少なくともlつの外国語を学ばなくてはならない。

1998/1999年には、すべての生徒が学ばなくてはならないlつの外国語の他に選択必修科目としての外国語を選択

しなかったensinobasicoの最終学年の生徒は、後期中等教育レベルでは2つの外国語を学ばなくてはならない。し

たがって、後期中等教育を終えたすべての生徒は、 2つの異なる外国語を学んでいることになる。いくつかの履

修コースでは、 ensinoMsicoで学ぶ必修外国語は、必要最小カリキュラム外の選択科目として提供される。2002

年以降は、第2外国語はensinobasicoのすべての生徒に必修となるであろう。

フィンランド： 義務教育にあたるperuskoulu/grundskolaのカリキュラムでは、必要最小カリキュラムに加えて、

10歳あるいはll歳時に選択科目として外国語を、続いて14歳で第2外国語を提供するよう学校に強く勧めてい

る。生徒が受講するかしないかは全く自由である。Iukio/ gyrnnasi umの必要最小カリキュラムでは、学校が提供し

なくてはならない外国語の数を指定してはいないが、 4つの異なる外国語を提供するように学校に強く勧めてい
る。

スウェーデン：第l外国語を学び始める年齢は、 3分のlの生徒が7歳、さらに3分のlが9歳、残りの3分のlは、 8

歳から10歳の聞に均等に散らばっている。第2必修外国語に関しては、 80%の生徒が12歳、残りの20%が13歳で
学び始める。

イギリス：教育当局が16歳から18歳の生徒に定めた必修の共通コアカリキュラムというものはない。生徒は、学

校が提供した科目の中から、最終試験のために学習したいと思うどの科目も自由に選ぶことができる。ほとんど
の学校は、後期中等教育レベルで1つ以上の外国語を提供している。
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イギリス〈イングランド） ：生徒が職業に関連した学習プ口グラムに参加することができるように、

学ぶ制度上の要件は14歳から16嫌の生徒にはあてはまらない。

イギリス〈スコットランド） : Scottish ExecutiveのCurriculumguidelineは強制ではないが、地方の教背~馬に、
学校が10識から16議までのすべての生徒に外国語の提供を要請するよう強く勧めている。これらの思表では、

Scottish Executiveからのカリキュラムに関する勧告は、必要最小力ワキュラムに等しいと考えられる。
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20 

アイスランド： 1999/2000年度以降、第l必修外国語である英語は10歳から漸次教えられ、第2必修外国語である

デンマーク語は12歳からすべての生徒に教えられている。languagesという履修コースを受講するすべての生徒

は、 17歳から19歳の聞に3つの外国語を学ぶ必要がある。19歳で3つのうちlつの外国語のカリキュラムを終えた

生徒は、残り2つの外国語の学習を続ける。 3つの言語のうちどのカリキュラムも終了していない生徒は、 20歳ま

でそれらの学習を続ける必要がある。

ノルウェー： 13歳から16歳の聞に外国語を選択必修科目として選んだ生徒だけは、 18歳から19歳の聞は必修科

目として外国語を学習する必要はない。およそ80%の生徒が13歳時に外国語を選択科目として選んでいる。
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撞註

キプ口ス： 15歳から18歳の間に、ほとんど、の生徒はLykeioEpilogis Mathimatonに出席し、それは少なくとも2つ
の必修外国語を学習することを意味する。

司
／

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



図3.1：就学前、初等、普通中等教育レベルでの外国語教育の提供 1998/1999年度

（続き）
加盟申請国（続き）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

I 1 I 2 ~ 1 戸政務務省
Ea-1/ZZノゾ

14 15 16 17 18 

LT 1 

Realinis pro百VisI Men11 profilis I TechnologiJiυprofi/is 

G/MNAZ/JA 、V/DUR/NEMOKYKLA I G/MNAZIJA 

7 18 

z：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：二：：：：：；；；：：：；；：；；；：：：；；：：：：；；；：：：：3
~中外国語プログラムをもっクラス

HU 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 11 12 13 14 15 16 

ALT，メUNOSISKαA

GIMNAZIUM 

10 19 

1：：：：二：：：：二：二；；：：：；：：：：：：：二；；：；；；；；：：：：：：：：：L
K岳ttanr.明 lvOis.知la

PL 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15 19 
r－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、
’一一一一ーーー一一一一一ーーーーーーーー－＇
D削 tjczyr;zne/ic，開。∞加okszta.同時

RO 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15 19 
［－ーーーーーーーーーーーーーー ー－-~ 

Liceu bilingv I 
Liceu cu clase cu program bilingv 

口必修科目

選択必修科目

全ての学校は外国語を提供しなければならない

口 ー学校は外国語を提供するかしないかを自由に
決めることができる

外国語の状況は、教育のタイプ（大文字）と

口履修コース（小文字）、あるいはその一方

により決まる

ロパイロット ・プロジェク 卜

ロ カリキュラムに関する事柄における学校の自律性

図 外国語は段階的に取り入れられる

~ -: 外国語専修学校／クラス I 入学のための
選抜

［ さまざまな開始年齢

巨三三ヨ 外国語の数 ν 義務教育
－ーーーー← （全日制と定時制）

出典。Eurydice

撞註

リトアニア： 199811999年度は過渡期であり、後期中等教育と、最初の2年が義務教育の最後の2年に相当する4年

間（14歳から18歳まで）からなるGimnazijaの両方において能力別クラス制度が導入されることになるであろ
v

つ
ハンガリー： 6歳から16歳の生徒に対して行われる外国語教育の状況は、 1998年の国のコアカリキュラムにより

定められている。16歳から18歳の生徒の状況は1985年の政府の法令により決められている。新しい枠組みのカリ

キュラムは2000/2001年度には一部の学校で、 2001/2002年度からはすべての学校で導入される。

ポーランド： 1999/2000年度より、外国語は10歳から必修科目となるであろう。
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撞註

ス口ベニア： 1999/2000年度から2003/2004年度にかけて、 Osnovnavsolaという新しい9年一貫教育が徐々に実施さ
れるであろう。その新しいカリキュラムは、 9歳時のすべての生徒にlつの必修外国語を導入したり、 12歳時のす

べての生徒に選択必修科目としての外国語を導入したり、 6歳から選択必修科目として外国語を学ぶ機会を増や

すことなどを含む多くの改善点を含んでいる。その目的は、できるだけ多くの学校が、生徒が6歳から選択する

科目の中で外国語を提供できるようにすることである。
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2.義務教育で提供される言語の種類

第2節では、中等教育における外国語教育が抱える問題の3つの側面を検討する。まず第一に、第l、

第2必修外国語に関して公式文書が言及する外国語の種類について述べる。しかし、この理論上提供

される外国語の種類は、実際に学校で提供されているものとは必ずしも一致しない。提供される言語

の数は、本節の2.2で分析される理由によってしばしば制限される。 2.3.では、初等、中等教育レベル

において生徒により選択される外国語に関する一連の統計について論評する。

2.1.理論上の選択

第1必修外国語を実際に選択する場合、 （一般には、カリキュラムという形の）公式文書に含まれる

言語の種類は制限されている。図3.2が示すように、 EUのほとんどの国で第1必修外国語として提供さ

れる言語は6つまでである。例外として、オーストリアでは8つの言語、フランスでは12の言語、そし

てイギリス（イングランド、ウエールズ）では19までの言語が提供されている。すべての加盟申請国

では、言語の数は6を超えない。

スペイン、フィンランド、ハンガリーは外国語の正確なリストを設定していない唯一の国である。理

論的には、どんな言語でも教えることができる。

例外として、オランダでは生徒は理論上7つの言語から、フランスでは15の言語から選択ができるも

のの、 EUの国々では、第2必修外国語として選択できる言語の種類はそれほど多くない。加盟申請国

で提供される第2外国語の種類は、第1外国語の場合と同様に、 6を超えない。ほとんどの場合、学校

は第1外国語あるいは第2外国語として同じ外国語を提供する。

国によっては、生徒は第l外国語を選択することができず、すでに決められているところもある。デ

ンマーク、ギリシャ、オランダ、スウェーデ、ン、リヒテンシュタイン、ノルウェー、キプロス、ラト

ピアでは、英語が第1外国語として決められている。ドイツ語圏のベルギーではフランス語、ルクセ

ンブルグではドイツ語、アイスランドではデンマーク語が第1外国語である。第2必修外国語に関して

は、ルクセンブルグ、リヒテンシュタイン、キプロス（Gymnasioの場合）ではフランス語、一方アイス

ランドでは英語に決められている。

ドイツ語圏のベルギーとルクセンブルグを除いた外国語のリストを規定するすべての国では、第1必

修外国語と第2必修外国語、またはその一方として、 EUの11の公用語の中で英語だけが選択されう

る。フランス語とドイツ語もまた多数の国で提供される言語のひとつである。スペイン語とイタリア

語、またはその一方もまた、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア、ポルトガル、スウェー

デン、イギリスのようなEU諸国、ブルガリア、チェコ、ルーマニア、スロバキアのような加盟申請

国で提供されている。ロシア語もまた、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア、イギリス

（イングランド、ウエールズ、スコットランド）と同様に、キフロスとスロベニアを除いたすべての

加盟申請国で提供されている。
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図3.2：義務教育についての公式文書に含まれる外国語（第1および第2必修外国語）の種類
1998/1999年度

ES 

DA 

DE I.I I I I I. 
． 

｜｜ 

国 ． ． ．｜｜． DA 

・ II・｜・ ｜・ IDE 

EL ． EL 

EN 川l・l圃 ・圃 ・・圃 l圃
FR I・

． ． ． ． ． ． ． ． ． 圃 ・ 1・ ｜・ 1・ IEN 

・ ｜・ II・ ｜・ IFR 

IT ． ． ． ・｜ ｜・ I IT ． NL 

PT ． PT 

Fl Fl 

sv sv 

RU ・ ｜｜ 圃 ｜ ｜・ ｜・ ． ・｜・ ｜・ ｜ ｜・ ｜・ ｜ ｜・ II・｜｜ 圃 IRU 

その他 ． ・II・ ・1・II・ その他

対付。ぃ、＼、い~~~ :<u~~~'f?/ {:) v ~o/ 村村ふと－＜－v ~＂ <(-o ~ e:;*-
ダミザぐFー ／ 

EU ヨーロッパ自由貿易連合／ヨーロッパ経済地域 加盟申請国

外国語の提供形態 ．第1外国語 ．第2外国語 置 第1、第2外国語

出典 ：Eurydice.

通誌
ドイツ：規定は州により異なる。一般的に、英語とフランス語が第1必修外国語として選択可能であるが、生徒

は義務教育のある時期に英語を学ばなくてはならない。ラテン語は、あるタイプのGymnasiumで第1あるいは

第2言語として選択することができる。

スペイン：この閣は、外国語のリストを規定していない。理論上、学校はどのような言語も提供できる。

フランス：アラビア語、中国語、現代ヘブライ語、日本語、ポーランド語、トルコ語が「その他Jという範時に

入る言語である。 （トルコ語は第2必修外国語としてもっぱら提供されている。）第2必修言語については、生徒

は13歳になると外国語と地域言語のどちらかを選択できる。

アイルランド：どの外国語も必修ではなく、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ギリシャ

語、ヘブライ語が選択科目として提供されている。

ルクセンブルグ：英語は第3必修外国語である。

オランダ：アラビア語とトルコ語は 「その他」という範囲轟に入る言語である。

オーストリア：スロベニア語、クロアチア語、ハンガリ一語、スロバキア語、チヱコ語は「その他」という範

鴫に入る言語である。 Gymnasium、Realgymnasium、Wirtschaftsrealgymnasiumの生徒は、第2必修外国語用に指定

された時間割上の空いている時限に、外国語とラテン語のどちらかを選択することができる。

フィンランド： 1999年に施行された新しい法律では、提供されなくてはならない外国語の種類を規定してはい
ない。第2国家語（スウヱーデン語またはフィンランド語）は義務教育のある時期に学ばなくてはならない。

スウェーデン： 「その他」の範鴎には、スウェーデ、ン語を母語としない生徒の母語が含まれる。最低限5名の生

徒が要望書を出せばコースが編成される。もし十分な数の生徒の申し出があり、それを教える資格のある教師が

いれば、学校は図3.2で表されている外国語以外の外国語を提供することがある。

イギリス（イングランド、ウエールズ） ：アラビア語、ベンガル語、中国語（広東語または標準中国語）、

グジャラート語、現代ヘフライ語、ヒンディー語、日本語、パンジャブ語、 トルコ語、ウルドゥ一語が「その

他」という範礁に入る言語である。学校は、生徒に少なくともEUの公用語の一つを提供しなくてはならない。こ

の条件が満たされれば、個々の生徒はその中に挙げられている19の言語のどれか一つを学ぶことで、 National
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Curriculumの要件を満たすことができる。
イギリス〈北アイルランド〉 ：アイルランド識が「その的Jという範鱒に入る言語である。
アイスランt:: 1999年春の新しいカリキュラムでは、英語が第1必務外関語、デンマーク絡が第2必｛彦外題語と
なっている。スウェーヂンやノルウェーで馨もしたことがあるか、あるいi玄関親がどちらかの生まれである生徒
には、ヂンマ…ク懇の弐わちに、スウェーヂン鰭とノルウェー鵠が機外授業で提供されることがある。
りとテンシュタイン： 1996/1997年度の教育t改革以捧、初等教背レベルの第3学年から教えちれる第1外国語がフ
ランス語から英総へと代わった。中等教育レベルでは、 1998/1999年にこの新しい規定はすべての生徒に適用され
なくなったQ
チェコ：；英態とドイツ語の提供が望ましいが、フランス鰯、スペイン語、ロシア絡の提供も可能である。
ラトゼア：ヂ…タはうトピア鰭を教賓罵言語とする学校に欄するものである。
リトアニア：第2必鋒外国舗に関して、公式文議では、英語、フランス謡、ドイツ語、ロシア諦に加えて、選訳
したいかなる曾諮も学校は自自に提供できると述べている。
ハンガリー：この留は、外国語のリストを規定していない。理論上、学校はどのような雪語も擬供できる。
ス民ベニア： 2000/2001年以棒、すでに提供している誉議の種類に加えて険、イタリア議がすべての生徒に第1必修
外接語として提供されている。

2.2.曾織の選択を制限する襲図

学校が生徒に提供する外韻語の種類は、公式文議で提案されているものよりもしばしば少ない。いく

つかの理由により、建前と現実のこうした麟たりを説明することができる。イギリス（イングラシド

とウエールズ）では、学校法主ationalCurriculumに挙げられている19の言語を提供することを期待さ

れてはおちず、ただ少なくともEむの公期務のひとつを提供することが要求されているだけである。

選択に制限が島る主たる理由の一つは、特定の言語のコ…スを編成するためには、関心のある

最低人数集める品要があるというととである。選択された言語を専門的に教える教師の欠如もまた言

語の選択に制限を加えている。こうした現状は、アイルランド、イタリア、加盟申誇留で見られる。

主鎖的な他の基準によって、学校が特定の潜翻を選択するとともある。フランス、オ…ストリア、ポ

…ランドでは、大多数の生徒やその謀議者により出された要求奪溝足させることが傑先基準ぜある。

時に、伝統の力により、学校は長年教えられてきた言語を継続して教えることになる。ルーマニアの

学校でのフランス語教替がこのよい例でおる。ドイツ、フランス、イタリア、ポルトガル、ス口ベニ

アでも、特定の設諾の教育安行う際に、近擦の国々や地域によりもたちされた言語的かつ文化

的背景を考燃すると述べている。

経務世界の麓し迫った要請に適切立対応するために、ほとんどの閣の学校は、第1外接語として英語

を提供する鎖向にある。事潟、ぬほどの鵠々では英語教育を強いることさえしている。しかし、経済

現爽主義を主張しながらも、外国語教育の多機化を日的とした政策を導入している教腎当鰐もおる。

それらが多種の外援語を提供するために近年講じてきた対策は第21言（2.2.2.）で示されている。

理論上の擬供と学校により実際に揖供される言語との舗たりを意識して、教背当埼はこの状況を改替

しようと対策を締じている。嬢期的に見れば、ほとんどの留が採用している解決策は、学外のスタッ

フ〈地域に住む母語話者や大使館議員など）が行う隷外コースを編成することである。一方、長期的

に見れば、誌とんどの国では、まだ学校で広く取り扱われていない替語そ教えることができる新しい

教師そ育てることに資金を注が始めている。

2.3 ..もっとも学ばれている言語

初等教育レベルマは、 8つの国〈デンマ…ク、ギリシャ、オランダ、スウェーヂン、リヒテンシュタ

イン、ノJvウェ…、キプロス、ラトピア〉が英語を第l必修外題誘としている。
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いくつかの外爵諦から選ぶととが可能な関々でさえも、統計によれば、故黙として英語は最も選択さ

れる言語である。留3.3と3.4.は、初等、普灘中等教育レベルで最も教えられる昔話とそれらを学ぶ生

議の割合を表している。

ポルトガんでは93%、スペインでは71%という大多数の生徒が英語を学習している。フィンランドで

は63%、スウェーヂンでは62%、オーストリアでは56%といった半数以上の生徒が英語を学轡してい

る。加盟申鰭関では英語はしばしば第l外関語として提供されているが、主むよりもその観舎は低い。

最も高い割合でも、エストニアで材料、キプロスで36%である。リトアニア、ハンガワ一、ポ…ラン

ド、スロベニアマ；ま20弘極度の生捷が英語を学留している。

フランス語を第1外閣総として学んでいる生穫は、ルーマニアで43%、オランダ諦憾のベんギ…で33%

であり、ヂンマ…ク語を第1外閑語として学んでいる生徒は、アイルランドで25%、ドイツ絡を第1外

として学んでいる生徒はフランス語圏のベルギーで15%で事る。

中等教育においても英語は優勢である。ドイツ、スペイン、フランス、オーストワア、フィンランド

では、英語は90%以上の生徒にとって第l外題語である。加盟申請国でも、チェコの55%からこにスト

ニアの82%に張るまで、英語学曹は普及している。

英語学習が必修である国において、例えば100%であるデンマ｝ク、スウェ…ヂン、ノルウェ一、キ

ブロスと83弘であるギリシャや73%であるラトピアとの簡に晃られる学習率の楚は、後者の関々では

英樹は後期中等教育レぺんではもはやお銭科目ではないという事実により説明される。

閣によっては、オランダ糖、フランス橋、ドイツ語が、普通中等教育レぺんで最初に選択される3つ

の替識である。フランス諮轄のベルギーでは、生徒の70%がオランダ諾を学習している。オランダ鰭

麟のベルギー、アイルランド、ルーマニアでは、それぞ、れ95%、70%、74%の生稜がフランス揺を第

1外欝言語として学習しており、一方、ハンガリーやス口パキアで誌、それぞ、れ42%、62%の金捷がド
イツ舗を第1夕、ト閤語として学習している。

中等教育レベルでの第2外関鱒になると、 4つの留が言語の特定化を行いーすなわち、ルクセンブル

グ、リヒチンシュタイン、ヰプロスではフランス舗、アイスランドでは英語を強いており…フランス

鱒はドイツ議とその賭閣を二分している。フランス鰭は特にギリシャ（76%）、イタリア（34%）、ドイツ

(24%）、スペイン（23%トオーストリア(13%）で灘択されている。ドイツ語はデンマーク（76%）、スウェ

ーデン（44%）、ノJvウェ…（35%トアイルランド ο5%）の生徒が学んでいる。加盟申請閣で最も学ばれ
ている欝語はロシア語〈ブJvガリア、こにストニア、ラトピア、リトアニア〉であり、次にドイツ鰭
（チェコ、ポーランド、ル…マニア、スロベニア〉と英語（ハンガワ…、ル…マニア、スロベニ

ア）である。
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図3.3：国別に見た初等教育 (ISCED1）で最も教えられている 2つの外国語とその外国語を
学ぶ生徒の割合 1996/1997年度
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出典 ：Eurostat 

図の説明

百分率の生のデータはこの章の付録で見ることができる。

この図は、それぞれの国の初等教育レベルで最も頻繁に教えられている2つの言語を示している。2つの言語は

学ぶ生徒の割合が多い順に並んでいる。

百分率は、初等教育レベル（ISCED1）で外国語を学ぶ全生徒数を、外国語がカリキュラムに含まれない学年に属

する生徒を含めた初等教育入学者の総数で割ったものである。

1%以下の些末な事例は載せてはいない。

例外を除いて、国家語の一つがそれを教育用言語としない学校で教えられている場合、それは外国語とは見なさ

ない。

撞茸

フランス、オーストリア： 1997/1998年度のデータ。

オランダ、ポルトガル： 1995/1996年度のデータ。

リヒテンシュタイン：政府のデータでは、 20%の生徒が英語を学んでいる。

ノルウェー： 1998/1999年度のデータ。

ポーランド： ISCED2 （前期中等教育）の生徒も含まれる。

エストニア、ラトピア、スロパキア：教育用言語としない学校で教えられている国家語は外国語として数えて

いる。
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図3.4：国別に見た普通中等教育（ISCED2とISCED3）で最も教えられている 2つの外国語と
その外国語を学ぶ生徒の割合 1996/1997年度
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出典 Eurosta t 

図の説明

百分率の生のデータはこの章の付録で見ることができる。

この図は、それぞれの国の普通中等教育レベルで最も頻繁に教えられている2つの言語を示している。2つの言
語は学ぶ生徒の割合が多い順に並んでいる。

コースが必修かどうかに関わらず、百分率が計算されている。
1%以下の些末な事例は載せてはいない。

例外を除いて、国家語の一つがそれを教育用言語としない学校で教えられている場合、それは外国語とは見なさ
ない。

撞註

フランス： ISCED3 （後期中等教育）では、技術教育を受ける生徒は普通中等教育を受ける生徒に含まれる。

アイルランド：全日制の生徒のみが含まれる。

オランダ：国の学校教育監査団によれば、国家試験を受けるために英語、 ドイツ語、フランス語を選択する

vwo、HAVO、MAVO/VBOの生徒の割合は、 1999年の場合、英語は99%、ドイツ語は41%、フランス語は21%で
あった。1997年では、その数は英語で93%、ドイツ語で39%、フランス語で20%であった。
オーストリア： 1997/1998年度のデータ。

フィンランド：教育用言語としない学校で教えられている国家語は外国語として数えている。

スウェーデン： ISCED2 （前期中等教育）の生徒だけが含まれる。

リヒテンシュタイン： 1997/1998年度の政府のデータでは、 79%の生徒が英語を学び、77%の生徒がフランス語
を学んでいる。

ノルウェ－ : 1998/1999年度のデータ。

アイスランド、ス口ベニア： ISCED3 （後期中等教育）レベルでは、職業コースの生徒も含まれる。
チェコ：全日制の生徒のみが含まれる。

ポーランド： ISCED3 （後期中等教育）の生徒のみが含まれる。
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3.外国語教育に充てられる時間

3.1.週の教育時間

図3.5は、第1必修外国語の1週間の教育時間数を、 生徒の学年の中の4つの重要な年齢について示した

ものである。それらは、第1必修外国語が導入される年齢（10歳以前）、初等教育期間（10歳時）、

前期中等教育の開始時（13歳時）、中等義務教育の終わりあるいは義務教育終了後（16歳時）であ

る。概して、週3、4時間は第l必修外国語の学習に充てられる。この数字は教育の初年度では少し低

くなることもある。

図3.5は、ほとんどの国で外国語に充てられる授業数は、時が経つにつれて徐々に増えることを示して

いる。生徒の教育が進むにつれて言語教育に費やされる時間数が減少するのは非常に稀なことであ

る。しかし、こうした現象は、ルクセンブルグにおいて生じており、ドイツ語が徐々に教育用言

語になる場合には、第1外国語としてのドイツ語の週当たりの授業数は減少する。

国によっては、外国語に充てられる時間は学校教育の初年度から最終年度まで変わることはない。ス

ペイン、イタリア、チェコ、スロベニア、ルーマニアでは、生徒の学年を通して同じ授業時間

数（最初の4ヶ国では3時間、ルーマニアでは2時間）が外国語学習に充てられる。

最後に、国によって、外国語に充てられる時間は、比較的継続して一定ではあるものの、決まった時

期に、ポーランドのように幾分増える国もあれば、ギリシャのように幾分減る国もある。こうした変

動が起こるのは、おそらく時間割を再調整することでカリキュラムの他の科目に影響を与えるためで

あろう。

図3.5 ：第1必修外国語の 1週間当たりの教育時間数 1 9 9 8 /1 9 9 9年度

EU 
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週当たりの最大授業時間数

出典 。Eurydice
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図3.5：第1必修外国語の 1週間当たりの教育時間数 1998/1999年度
（続き）

ヨーロッパ自由貿易連合／ヨーロッパ経済地域 加盟申請国

口 第l必修外国語が導入される年齢 口10歳時 口 13歳時

週当たりの最大授業時間数

出典 Eurydice

図の説明

口16歳時

授業時間の長さは国により異なる。アイスランドでは40分、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、リヒテンシュタイ

ン、チェコ、エストニア、ポーランド、スロベニア、スロパキアでは45分、ベルギー、ルクセンブルグ、オース

トリア、ポルトガル、ルーマニアでは50分、フランスとイタリアでは60分である。授業時間の長さの違いは、調

査が行われた1998年と1999年によっても具なり、スペインではそれぞれ55分と60分、アイルランド、キプロス、

ラトピアでは40分との分、リトアニアでは35分と45分である。また、ノルウェーは学校によって異なる。

撞註

ベルギー（フランス語圏のベルギー）：ブリュッセルを首都とする地域では、 10歳の生徒は週5時間の授業があ

る。

ベルギー（オランダ語圏のベルギー）：中等教育レベルでは、教育機関は自由にカリキュラムを作成することが

でき、それぞれの科目に充てる授業時間数を設定することができる。

ドイツ： 13歳の生徒の場合、すべてのタイプの教育を受ける第8学年の生徒の授業時間を基に、平均時間が計算

されている。

イタリア： liceoclassicoでは4時間であり、 liceoscientificoでは第l、第3、第4学年で3時間、第2、第5学年で4時間
である。

オランダ：初等教育レベルでは、学校は自由にそれぞれの科目に充てられる時間を設定することができる。中等

教育レベルでは、学校は最低限度の教育時間数を確保するよう求められる。学校はこの教育時間を学年でどの

ように配分するかを自由に決めることができる。

フィンランド：必要最小カリキュラムは、 9年間の義務教育全体の必修科目と、科目当たりの最低限度の総授業

時間数を決めている。学校は、何齢で生徒はそれらの科目を学習し、その授業が義務教育の聞にどのように配分

されるかを自由に決めることができる。

スウェーデン： 1995年の教育改革では、義務教育全体における科目当たりの授業時間数を設定している。学校

は、いつの時期に科目を導入し、その科目の時間を9年間でどのように配分するかを自由に決めることができ

る。

イギリス：学校はそれぞれの科目に費やされる時間を自由に決めることができるが、充てられる時間はカリ

キュラムの要件を十分に満たさなくてはならない。

アイスランド、ポーランド、スロベニア：赤い棒は、 10歳時ではなく11歳時での第l必修外国語の週当たりの

教育時間数を示している。

ノルウェ一：第l必修外国語が導入される年齢（10歳以前）での教育時間数に関しては、 95時間が4年問、すな

わち1学年から4学年に配分される。

チェコ： 1998年9月l日現在、 13歳時になると、外国語を含むすべての科目の時間割は柔軟性のあるものになる。

つまり、学校は、それぞれの科目にどのくらいの時間を費やすべきかを自由に決めることができる。しか

し、充てられる時間はカリキュラムの要件を十分に満たさなくてはならない。

ハンガリー：必要最小カリキュラムは、他の履修コースに対して外国語教育の時間が占める割合の幅を単に決

めているだけである。この幅は、 10-12歳では11・15%、13-14歳では9・12%、15-16歳では仏13%である。

ラトピア：データはラトピア語が教育用言語として用いられている学校に関するものである。

ルーマニア：週2時間が最低限度である。後期中等教育レベルでは、文学のような履修コースでは、第l必修外
国語は週3-4時間の割合で教えられている。

ス口ベニア：新しい9年一貫教育Osnovnav so laは、 1999/2000年から2003/2004年にかけて段階的に取り入れられて

いる。カリキュラムは修正されており、現在の改善点として、 9歳の生徒は週に2時間、 10歳の生徒は週に3時

間、 13歳でも週3時間の外国語教育を受ける。
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3.2. f患の科目に対する年間の教育時間数

関3.6により、生誌の学年の3つの異なる時点（IO歳、 13歳、 16競〉における外国裕、数学、母語に充

てられる教育時間数の韻合を比較することができる。国によっては、外罷語学習は生徒が10歳を過ぎ

て初めて必修となる。こうした状況は、オランダ語麓のベルギー、アイルランド曲、イギリス、

イスランド郎、ブルガワア、ポ…ランド、スロベニアに晃られる。したがって、 10議の生徒な比較

する場合、上記の国を含めることはできない。

によっては、中央の教育当局が、カリキュラムの必修科目に充てちれる教青時聞を決める自由裁量

に与えている。こうした理由で、オランダ諾鶴のベルギー、アイJvランド、フィンランド、ス
ウェ…ヂン、イギソス、ハンガリーの場合、母語、数学、外国簡の教育に充てられる時間数を比べる

ことはできない。

大多数の国で、 10歳時には、教膏時間の6%から15%が必務外盟語に充てられる。つまり、名諺外国勝

の教育時間が的の国に比べて2措となる器もありうる。オーストリアでは、その割合はこ

や下回り4%である。逆に、多くの科目が外盟諸（国家公用語でもまうるフランス語とドイ

使って教えられているルクセンブルグでは40%とはるかに高い。

ほとんどすべての閣において、外国語教育には数学や母語ほど多くの時聞が充てられてはいない。ル

クセンブルグに加えて、次の3つの地中海の悶々はこの議勢から外れている。スペイン、イタリア、

ポJvトガルでは、外国鰭教育に充てちれる時間の割合は数学む場合と問じである。

13歳時に外国語教腎に充てられる時間は、 10%から17%の間である。とれは10裁

に充てられる教背時間数がかなり増加しているためである。この範囲外では、 7%の

ポーランド、 24%のドイツ、教育時間の半分以上が外国語教育に充てられるルクセンブルグのよう

に、国同士で見られる外毘語学習の占める割合の差は撞めて重要である。

なっても外国絡に充てもれる教育時間の割合は梧変わちず抵いままか、数学や母語に充てら

れる教育時開と等しいような盟もある。しかし、こうした現状は10歳時ほどは一般的ではない。多く

の閣で、外霞語教育に費やされる時間数は母語や数学に費やされる時関委えよりもはるかに多い。

16歳時に外国語教背に充てられる時間の割合は、大多数の留で10%から23%の関であるが、相変わら

ずとの範囲松下回る冨と上自る国がある。オランダとギリシャの2つの闘ではそれぞ、れ9%、7%と

怨い割合を示している。それに対して、アイスランド、ノルウェー、ルクセンブんグでは、それ

ぞれ29%、30%、47%とかなり高い割合を示している。

この年齢では、誌とん 外国語教育に充てられる時間の割合誌数学や母語に充てられる時間

よりも高いか関等で品る。

注1必修タ主題語教背試行われないが、英語とアイルランド語（ゲ…ん諮〉試すべての生徒に教えられる。

注2ひとつの惑務外国語（英語）の教腎が199ヲ12000年以降、すべての10歳の生装にまで広がっている。

82 -

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



図3.6：勧告により、 10、13、16歳時のすべての教科の総時間数に対して割り充てられた
外罷語、数学、母語の最低教蕎時間数 1998/1999年度
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上旬典： Eurydic仏
議軟性のある時需君事i

留の説明

外国語に充てられる教育時間試選択必修科目の範欝の中にも含まれるが、それ誌との閣では表されてはいない。

滋択必修科自の範嬬に関するデータは、地の生ヂータと同様に、この章の付誌で晃ることができる。

この撃の持諒を参照。
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4.外国語のクラスの生徒数に関する基準

大多数の国で、公式の勧告は、ークラスや生徒のーグルーフ内での最大生徒数と最小生徒数、あるい

はその一方を示している。最大クラスサイズに関する基準は国により著しく異なることもあるが、ー

クラスが36名を超えることはない。ほとんどの国で、クラスサイズに関する勧告は初等教育レベルと

前期中等教育レベルで変わらない。こうした基準が異なる場合、勧告されたクラスサイズは中等教育

レベルの方が初等教育レベルよりも大きい。ただ、し、ドイツ語圏のベルギーとスロバキアでは、中等

教育レベルの方がクラスサイズが小さい。

一般的に、クラスサイズに関する条件はカリキュラムの科目の間で異なることはない。言い換えれ

ば、同じ基準が数学のクラスあるいは外国語のクラスに当てはまる。しかし、少数の国では、外国語

のクラスのークラスあたりの生徒数を特別に規制している。

オーストリア、ポルトガル、チェコ、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、ポーランドでは、初等教

育レベルの外国語のークラス当たりの最大生徒数は、他のカリキュラムの科目の最大生徒数よりも少

ない。外国語クラスの標準的サイズは、全体の標準的サイズよりも生徒数が少ない複数のクラスサイ

ズをもつこともある。ハンガリーでは、 2つのクラスサイズ（一般的な制限26、特別な制限13）をも

つ。

図3.7：初等教育レベルにおける最大クラスサイズに関する規制や勧告 1998/1999年度

~~ ；，回目mill冊目i i昌国m冊•1~~~
B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E立望組三♀ I IS LI NO I BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK 

x 勧告なし

出典 Eurydice

UK 

口一般的制限（最大クラスサイズ）

口 外国語のクラスの特別な制限（最大クラスサイズ）

前期中等教育レベルにおいて、 EU内ではオーストリア、そして特に加盟申請国では、特定のクラス

サイズが決められており、全般的に勧告されたクラスサイズよりも小さい外国語のクラスが一般的に

設けられている。チェコ、ラトピア、リトアニア、ハンガリー、ポーランド、スロパキアは中等教育

レベルでの外国語のクラスの大きさに関して特別な制限が設定されている。

図3.8：前期普通中等教育レベルにおける最大クラスサイズに関する規制や勧告 1998/1999年度

~~市川l~l~~ llXX j司11恒－－~~~
BfrBdeBnlDK DEL  E F IRL I L NL AP  FINS E立笠盟主主 I IS LI NO I BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK 

UK 

x 勧告なし 口 一般的制限（最大クラスサイズ）

口 外国語のクラスの特別な制限（最大クラスサイズ）

出典： Eurydice

姐註

ドイツ：それぞれの州におけるクラスサイズの制限の平均。
アイルランド：小学校でのクラスサイズは、恵まれていない地域では29名を超えない。
イギリス（スコットランド） ：前期中等教育の最初の2学年は33名で、最後の2学年は30名に減る。実用的な科
目では、最大20名のクラスサイズが勧告されている。
ブルガリア： 理論上は、外国語に特別な基準はない。しかし、実際には、クラスサイズは生徒が何の言語を学

ぶかにより決まる。一般的には、言語のクラスサイズは小さい。
スロパキア：前期中等教育レベルでは、 全般的な基準は母語と数学だけに当てはまる。
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5.特別な試み：外国語を学ぶ生徒摺の交流

との節では、 EUでのグループ交流の舗成と教育の特徴に焦点を当てる。こうした交涜ほ、

的かつ文化的な目的を持っている。一般的に、グループ交流はある期間、

ミリーと日常生活を共にする機会を与える。この節では、学校と地方あるいは中央の教青当局の先駆

的拭みにより編成された交流について触れ、器際関とヨーロッパ緒開問の交流ブ訂グラムのもとで運

ざれ資金が提洪される活動は含まない。後者のフログラムについては第5章で別個に分析される。
ととでの分析では、サービスに対して支払いを受ける私的団格が運営する交流事業も含まない。

すべての鴎は、生徒のグループ交流活動に関して規制とガイドラインを持つ。とうした規制とガイド

ラインは詳細なものであ号、かつ交流に関する多くの鵠寵に影響を与えるものである。この比較分析

の対象でありこれらの規制が抱えるさまざまな側語に泣、交流の運営、編成上の特徴（関連する教育

のレベル、交流の期間、生徒と学校あるいはその一方の選択）、教育的特設（関連する言語、生徒と

教師の事前の準錆とその詳細）がある。

5.1.交流の運営

すべての間において、学校と地方あるいは中央の教育当局が編成する生徒のクループ交流というもの

がある。その溜堂と麓或の大部分は地域レベル、すなわち学校により行われ、ある場合には地方自治

体と教育当局またはその一方により支援される。編成に際して、そうしたグんーブ交流は姉妹都市ブ

口グラムだけではなく、普通は互いの盟の教員同士の個人的な関孫から始まる。他の冨の学校と

の接触を留るために、学校の中には大使館の文化課やそれを専門とする旅行会社のカを語りることも

あ

地域レベルで発案され運営される交流フログラムに訴えて、全国レベルで大規模に縮成され運営され

ているプ口グラムもある。伊iえばオランダでは、 EuropeesPlatformのような生徒の交流を繍成する全
国的問体がある。北歎諸国では、 NordicCouncil of Ministersが運営するNordplusJuniorというプログラ

ムが1989年に押られ、北欧諸国間の交流活動を組織している。

5.2.編成よの特徴

大部分の交流プログラムは、本質的に中等教育レベJvの生徒を対象としたものである。オランダとベ
ルギー（替語コミュニティ…間の交流ではあるが〉では、小学校でもそうした活動があると公表して

いる。

中等教膏レベルでは、ほとんどの交流はL 2週間続く。しかし、この一般的な傾向が当て詰まらない

冨も忘る。ドイツでは、滞在は4週間まで続く。 NordplusJuniorフログラムのもとでは、北欧諸国のほ

とんどの生徒は外国に2遊間援ど滞在する。しかし、わずかではあるが、ホスト器に2週間から8週間

滞在する生徒もいる。

交流は主として学校により溜営され擬成されるために、学校は生徒の選抜基準を設けるべきかどうか

も決め、もし設けるべきであれば、自身でこうした基準を定める。逆に、交流が全国的あるいは菌際

的レベルで麓営される場合、これらを編成する政府の機関、怠るいは非政府団体が自らが設定した基

準に基づいて学校を選別する。こうしたやり方はオランダのEuropeesPlatform、北致諸国のNordic

Council of Ministersにも当てはまる。

5.3.教育的特徴

こうした交流活動に最も関係がある ドイツ語、フランス語である。スペイン語泣オラン
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ダとオランダ語轄のベルギ…の場合に関探している。オランダ語圏のベルギーでは、イタワア語のク

ラスでもそうした話動を行っていると報告している。北欧諸国間の交流フログラムの場合、関探する

言語はヂンマーク語、スウェーデン語、ノルウェ…語である。

一般的に、教師は自ち生徒に交流活動の準舗をさせる責任を負う。こうした準舗の方法と内容は学校

ごとに大きく異なる。それは生徒に予定されている活動についての構報を与える集まり、ホスト留に

関する研究プロジェクト、あるいは相手冨のホストファミリーとなる予定の家族との手紙のやり取り

を含むことがある。国によっては教師に交流活動に関する現職教員研惨を行わせることはあるが、ほ

とんどの閣で、教部は自らが学校によち繍成された研修以外に特別な事前研諺を受けることはないc

現職教員研修を行う一つのケ…スはチェコである。ポーランドでは、こうした交流に携わる教師ほ、

旅行者グループのリーダーとしての資格が必要である。オランダでは、 EuropeesPlaぜormが教師のた

めのま整備会合を組織する。
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付録

図表を読むための手引き！

A.必袈最小カリキュラム！こ含まれる外国語

オレンジ色：必疹科目としてのタト韻語

外患語は中央で決定された必要最小カリキュラムの中の必諺科話の一つで、すべての生徒はそれな学

ばなくてはならない。

青色：選択必惨科臨むーっとして

局で考案された必擦最小カリキュラムでは、生徒は学校が選択した科目の中からいくつかの科

目を選ばなくてはならない。外国語に関しては、次の2つのうちのどちらかである。

。学校は、選択必穆科目として提供されている科目の中から少なくともlつの外冨語を提供しなく

てはならない。 （暗青色〉

首い換えれば、選択科目に含まれる科自はお要最小カリキュラムにより予め決められているおで、こ

のシステムを選択必修国定システムと呼ぶことができる。

2）学校は、希望すれば、選択必修科目として導入される科自の中に外国語を自由

ぎる。 （明青色）

ることがで

言い換えれば、学校自らが何を選択必修科目にすべきかを決めることができるので、このシステムを

選択必修オーブンシステムと呼ぶことができる。

選択お諺科自は、こうした図表に表されていない任意の選択科毘と明確に区別され怠くてはならな

い。在意の選択科目とは、必要最小カリキュラムの告に提供され、生徒が学習する義務のない科目の

ことである。

黄色：外国語の状況は、 タイプと；覆諺コ…ス、あるいはその一方により決まる。

選択した綾諺コースあるいは普通教曹のタイプ次第で、生徒は外盟諸を学ばなくてはならないかもし

れないし、学ぶ必要がないかもしれない。こうした異なる譲穆コースや教育タイプかちなる

カワキュラムには、必諺科呂、選択必修科目、あるいは、金誌の希望をいかしたコース（柔軟なカリ

ラムモデj凶作号のために生徒により選択された科目として、外国語が含まれるかもしれない

（あるいは含まれないかもしれない）。

黄色の帯は、選択した履修コースと関連する教青のタイプ、怠るいはその一方に応じて外盟語教育が

異なることそ示している。教育のタイプや履修コースで同ーの外出語教育が提供された場合、黄色の

替の上に示された帯がそれを示している。

異なる履修コースや普通教育のタイプ、あるいはその一方において外国語教育がもっさまざま

性がさらに詳絹に示されている。詳細闘では、それぞれの！被修コースと教育のタイプあるいはその一

方の弁耳目的特徴と他の履修コースや教育のタイフと共通する特識が明確になる。また、学校教青にお

ける偲々の時期に特別に焦点を当てておち、そむ時期での外国語教育がもっすべての可能な状況を示

してくれるために、図表の残りの部分と切り離して理解されることであろう。

ウ
1
0
0
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B. ！ち饗最小カリキュラムに含まれない外国踊（2つの可能性〉

緑色：パイロット・ ジェクトで教えちれている外国語

外国語は、少なくともある程度は政府（あるいは、教育に賢任をもっ公的機関）が立案し、資金

供する期限付ぎの実験フロジこにクトの一部として教えられる。ブロジぉクトを組織する教育当局は、

参加する学校数と学校名、プロジェクトに関わる生徒の年齢を決める。こうした実験は体系的な押価

を受ける。

藤魚：；外盟諸教育の決定権は学校にあり、カリキュラムに関係した事柄誌学校の自

される。

に基づいて

これは、学校がカリキュラムそ持成ずる機会をもっ場合である。学校は、 t必要最小カリキュラム

まれる科目の他に、すべての生徒が外盟諸を学ぶか、ひとつの外国語を含んだ機数の科自から

るかのどちらかを自由に定めることができる。したがって、こうしたシステムをお穆譜充オープン

システムと呼ぶことができる。

c.特別な慣桝

点線で描かれた枠：外国語を専門に教える学校／クラス

こうした学校／クラスは外国語の専門的な教青を行う。それらは、学校やクうスの専門化を正式に認

める国の教膏者むより運営され資金が提役されている。個々の特徴により、次の2つの範轄に控室せさ

れる。

－完全な必要最小カリキュラムを提供し、同時に、 (2ヶ国語学校やクラスのように）目標とする外

日を教え、もう一つの外菌語の学留を要求し、専門的ではない学校やクラスよ号も詑較的多

くの授業数を外国語に充てること、あるいはそのうちのどれかを行うことで、外国語の専門的な教育

う学校やクラス

・通常の教育システムと類似したシステムにより運営おれるが、必要最小カリキュラムを持たず、外

国語を幾分多く教えることによって統明書を授与する学校

これちの学校に入学するために選抜の手続きがある場合には、赤い縦線で沢されている。

線影：外盟諸法（必修科目か選択お諺科目として）段階的に設ち入れちれる。

によっては、近年の法制化の結果、一定の教育レベルで外国絡を教える義務が生じている。外患語

関する新しい法捧の規定がすべての学校ですぐには実行されえないので、過渡期として学校が

その新しい要求に対応するための時間が与えられる。その結果、外国語教背は徐々にすべての学校に

広がっている。

数字：

いくつかの帯に見ちれる数学は、必要最小カワキュラムの中の必楼科自〈オレンジ色の帯）に含まれ

る外国語の数か、選択必修科毘（暗青色の帯〉の中に含まれなくてはならない外盟諸の最低数のどち

ちかを示している。後者の場合、生徒は選択科目として外盟諸疫学ぶか学ばないかを自出に決めるこ

とができる。

との数字は、必要最小カリキュラムの中の必修外国語あるいは選択必修科目の外国語だけを示してい

る。しかし、学校が外国語を選択必修科目〈明青色の榊）に含めるかどうかそ自由に決めるととがで
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きる場合には、数字は示されない。

黄色の帯では、ハイフォンにより分けられた2つの数字は、すべての生徒が学んでいる外国語の他

に、既存の履修コースと教育のタイプあるいはその一方で学ばれる（あるいは、選択必修科目に含ま

れる）外国語の数の下限と上限を示している。 （すべての生徒が学ぶ外国語については、図表では黄

色の帯の上に示された帯が表している。）例えば、黄色の帯の0・3という数字は、履修コースや選ん

だコースに関係なくその教育レベルのすべての生徒が学ぶ外国語に加えて、履修コースや教育のタイ

プに応じて、 0から3つの外国語が学習できることを示している。それぞれの履修コースと教育のタ

イプに関する外国語教育の状況は、その下の詳細図で述べられる。

［：開始年齢が指定されない（必修科目あるいは選択必修科目としての）外国語

との記号は、教育当局は必修科目や選択必修科目として外国語を教え始める年齢を決めることはせ

ず、一定のレベルを達成する目標を学校に対して定めることだけを行う。したがって、学校は、教育

のどの段階で外国語を教え始めるか、自由に決めることができる。

赤い横線： （全日制と定時制の）義務教育の期間の長さは、当該の年齢の範囲を覆う水平の赤い線

により表される。
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数量データ

図3.3: I雪期に晃た初等教宵（ISCEDりで最も教えられている2つの外国語とその外国語を学ぶ
生徒の嵩合 1996/199 7年度

EU 

B fr B nl DK 。EL E ド 依し A p 

第1タト関諮 NL 15 FR 33 EN 32 EN 8 EN 47 EN 71 EN 33 EN 93 EN 

第2外部穏
（四）

EN 1 FR 3 FR 2 DE 7 FR 21 

務総竣 加盟申請国

IS しi NO BG CZ CY 1剛V しτ HU PL RO SI SK 

1外国語 DA 25 EN 100 EN 5 DE 20 EN 36 日I34 EN 21 EN 21 EN 22 FR 43 EN 19 SK 7 

為替2外国語 EN 14 
｛：｝ 

RU 2 EN 29 庇 7 DE 20 災り16 EN 21 。E6 EN 4 
出典： Eurostぶ， υoι

この闘は、それぞれの患の拐等教育レベルで最も頻繁に教えられている 2つの言語を示している。 Zつの議語は学ぶ生徒の割合が多いJI僚に波んでいる2

1%以下の些米な事例は載せてはいない。

例外な除いて、国家語の一つがそれを教育用言語としない学校で教えられている場合、それは外悶穏とは見なさない。

初等教育レベル(ISCED1）でタト罷語を学ぶ全生徒を、外閑語がカリキュラムiこ金三まれない学年に属する生徒を含めた務等教育入学者の総数で

翻ったものである。

悶3.4:I車問に毘た普通中等教育 (ISCED2とiSCξD 3) 
その外盟諸を学ぶ生徒の割合 1996/1997年度

も教えられている2つの外国語と

EU 

A 

第1

第2外隠穏

加盟主将諸国

しV LT 氏。 SI SK 

第1外国語 EN 73 EN 65 FR 74 EN 80 阪 62

第2外国語、 100 I RU 39 RU 49 EN 47 民 53 EN 52 DE 37 EN 61 

出典： Eurostat，υOE.

この聞は、それぞれの墨の普通中等教育レベルで最も頻繁に教えられている2つの言語を示している。 2つの言語は学ぶ生徒の割合が多いJI領に並んで
いる。 1%以下の些末な事例は載せてはいない。

が必修かどうかに龍わらず、百分率が計算されている。

続外をど徐いて、国家語の一つがそれを教育用言語としない学校で教えられている場合、それは外儲識とは見なさない。
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図3.6：勧告により、 10歳時頃の外国語、数学、母語教育に割り充てられた年間最低時間数
1998/1999年度

L … •••••• m・・・揺がご 持4宅~－f崎歩A • ·••·、 F 日〈、 t ～ z >91'・ ..... ，羽田昼』～ 山：，1 主、J毛
九三 J

呂、
d、や d、

EU 

B fr 212 25% 152 18% 61 7覧 848 100% 

B de 212 25百 151 18% 90 11% 850 100目

B nl 849 100% 

DK 180 23% 120 15% 60 8% 780 100% 

D 164 23% 135 19% 713 100% 

EL 211 28% 105 14% 79 10% 761 100% 

E 138 17% 85 11拍 85 11% 810 100% 

F 293 35目 179 21目 47 6% 845 100% 

IRL 342 40目 145 17% 854 100% 

121 13出 90 10百 90 10% 900 100百

L 29 3% 159 17% 374 40% 936 100% 

NL 1 000 100百

A 210 28% 120 16% 30 4百 750 100% 

p 146 17% 117 13% 117 13% 875 100% 

FIN 656 100% 

s 100% 

UK (E/W) 893 100% 

UK (NI) 855 100% 

UK (SC) 143 15目 143 15% 950 100目

ヨーロッパ自由貿易連合／ヨーロッパ経済地域

IS 136 19目 91 13% 703 100% 

LI 180 20唱 149 17% 58 6% 900 100% 

NO 147 19目 109 14目 67 9拍 770 100% 

加盟申請国

BG 152 28目 76 14% 551 100% 

CZ 207 28% 148 20% 89 12% 739 100% 

EE 138 21% 118 18判 98 15拍 656 100% 

CY 225 29% 135 17% 45 6% 789 100% 

LV 163 33弘 93 19% 70 14% 490 100% 

LT 179 31% 102 17% 51 9% 586 100% 

HU 624 100% 

PL 166 26% 138 22% 635 100% 

RO 198 30% 114 17% 57 9出 652 100出

SI 131 20% 131 20% 661 100% 

SK 144 19% 144 19% 115 15% 749 100% 

出典： Eurydice

撞誌
ドイツ：与えられた情報は、外国語学習が必修ではない9歳の生徒に関するものである。 9歳の生徒が外国語を
別個の科目として受講できる州もあれば、外国語教育が他の科目の教育に統合されている州もある。

スペイン： 2つの公用語（コミュニティ一言語とカスティリア語）をもっ自治州では、時間割の中で柔軟性をも

っ部分は45%であり、第2公用語に充てられる時間を増やす手段となる。
アイルランド： 「母諮Jという科目は英語とアイルランド語を含む。 1999/2000年度現在、 2つの言語のそれぞれ
に充てられる時間は、当該学校における第1、第2外国語としての地位を反映している。

フィンランド：必要最小カリキュラムでは、必修科目と、 9年間の義務教育期間における科目当たりの最低総授
業時間数が決められている。学校は、生徒がそうした科目を学習する年齢、義務教育期間における授業の配分方

法を自由に決めることができる。
スウェ…デン：学校は、第5学年と第9学年終了時に目的を連成できるという保証があれば、新しい科目の導

入時期と、 9年間のgrundskolaにおける授業時間の配分方法を自由に決めることができる。

イギリス：かなりの程度、学校は科目に充てたいと希望する時間を自由に決めるととができる。

イギリス〈イングランド〉 ：科目への時間の割り充て方法に関する勧告はない。唯一の例外は、 1998年9月に

導入された、読み書きに一日1時間を充てるべきだとする勧告である。
イギリス（イングランド、ウエールズ） ：与えられた情報は、勧告された遡当たりの最低限の教育時間であ

る。ほとんどの学校は最低限以上の教育時間を提供する。

イギリス（スコットランド） ：小学校のカリキュラムはScottishExecutiveにより決められている。 5つの主要な

履修コースが、それに充てられる時間とともに指定されている。その科目はnationalguidelinesのふ14で示されて

いる。外国語学習の時間は、柔軟な時間割を操作して追加された時間と、母語の時間から捻出した時間を割り充

でなくてはならない。
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エストニア：科昏当たりの教育持関に関する常幸設は、ヱストニア鵠を話す生徒に当てはまる。母語がヱストー

ア語ではない生徒辻、外国語としてのヱストニア語の捜業時間数が多い持開制に従う。

リトアニニア：学校の選択やクラスの特別な要望次第で、柔軟性のある時模型に含まれるl遅23時間のうちの1持

関は母語、外出語、数学か体育の3つのうちのどれかに割り充てられる。
ハンガリ…：隈度内であれば、学校はそれぞれの科目に充てられる時間数を由自に決めるととができる。
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図3.6：勧告により、前期普通中等教育における13蹴時頃の外国語、数学、母語教育！こ
（続き）鶴ヲ充てられた年間最低時間数 1998/1999年度

B fr 8 de 152 18覧 152 18覧 121 14弛 121 14覧 849 

Bれi 849 

DK 180 20覧 120 13覧 180 20目 900 

D 114 13覧 114 13話 210 24覧 874 

EL 105 11時 105 11発 131 14見 923 

E 105 12弘 70 事覧 105 12覧 866 

F 153 16覧 136 15覧 102 11覧 6詰 7百 935 

JRL 1 074 

187 20鷲 事3 10出 93 10覧 933 

L 90 10覧 480 53% 900 

NL 111 10覧 111 10覧 144 14% 233 2空襲 I 1 067 

A 120 12覧 165 16覧 90 9弘 I 1 020 
p 117 13覧 117 13覧 87 10% 87 10覧 急守4

FIN 855 

s 807 
UK（巨／W) 912 
UK (NI) 855 
UK (SC) 209 20拡 105 10詫 1 045 

ヨーロッパ自由貿易連合／ヨーロッパ経済地域
IS 113 事。 11% 136 17詫 793 

LI 150 。 15部 120 12詫 1 020 

NO 133 12覧 話§ 10覧 76 §覧 855 

加盟申務鐙
BG 128 17覧 102 13出 765 

CZ 887 

EE 102 13弘 110 14莞 I134 17覧 24 3話 787 

CY 持？ 23判 74 き覧 111 13覧 866 

しV 16弘 140 19詫 140 19覧 724 

しT 146 17覧 117 13話 146 17覧 878 

HU 8詰4

PL 138 18覧 110 14弘 55 7覧 772 

RO 113 13莞 113 13% 113 13覧 28 3覧 878 

SI 99 13覧 告書 13覧 79 10覧 37 5覧 7器3

SK 115 14覧 115 14覧 86 10祐 29 3覧 835 

出典：丘urydice.

組註

100覧

100毘

100覧

100覧

100覧

100覧

100覧

100覧

100覧

100拡

100弛

100覧

100覧

100% 

100% 

100覧

100覧

100覧

100覧

100% 

100弛

100覧

100% 

100莞

100覧

100覧

100覧

100覧

100喝

100% 

100% 

100% 

ベルギー〈フランス語頭のベルギー）：数学と外韻語の時間数は最低時爵であり、生徒は自ら選んだ、科目に~じ
て修了することができる。生徒が選択科話を決めると、時間数は設定された最低時間数の4倍まで増える。

ベルギー〈オランダ翻隅のベルギー〉：中等教育レベルでは、教事ぎ話題が島由にカリキュラムを作ち上げ、それ
ぞれの科告に時間数合制り充てる。

デンマーク： 1週当たりおよそ30時間の配分に基づく教育省のガイドラインだけが、科目当たりの時間配分を定

めている。しかし、実務に辻、地方自治体と学校が選当たちの最低、最隅時間数を決める。

ドイツ：：科目当たりの年間時間数は、それぞれの持！とおいてすべてのタイプの教育を受ける第8学年のクラス当
たりの 1溜間の時間数に基づく平均俄である。
スペイン： 2つの公用語をもっ自治州では、時間割の中で梁軟性をもっ部分泣45%であるので、それによち第2公
用語をカリキュラムに含めることができる。

アイんランド：カリキュラムとガイドラインにより、学校はそれぞれの科目に費やす時間安欝り充てるの

分な言自裁量をもつことができる。母語には英語とアイルランド語が含まれる。

オランダ： vwoではラテン語とギリシャ掛、日生VOとれ万0では第3外国語が選択必接科自己含まれる。
オーストリア： Hauptschuleの第4学年に闘するもので~る。 allgemeinbildendehohere Schuleでほ、年間の授業時
間数は母国語で120持関、外国語で90時間、数学で120持酷である。

フィンランド：去要最小カリキュラムでは、共通科自と、 9年間の義務教習期間での科自当たりの最低総授業時

間数が決められている。学校は、生徒がそうした科自を学習しなくて誌ならない年齢、義務教脊期龍での授業

の配分方法を自由に決めることができる。

スウェーデン：学校は、生徒が第5学年と第9学年の終γ時に自察を達成できるという保証が芸うれば、新しい科
呂の導入時期、 9年間のgrundskolaにおける授業時聞の配分方法者自由に決めることができる。

イギリス：学校は科目に充てたいと希盟する時間を、かなちの程度自由に決めることができる。

イギリス（イングランド、ウエールズ） ：与えられた静報は、勧告された適当たりの最低眼の教育時間であ

る。ほとんどの学校詰最抵摂以上の教育時開会提参考する。

イギリス｛スコットランド） ：中等学校のカリキュラムは、 nationalguidelinesのιMにより中等教育レベルで
決められている。 5つの主擦な科目分野が、それに充てられる時間とともに指定されている。外国語学習の時間

は、梁軟な時間割を操作して追加された待関と、母絡の時間から捻出した時間を劉り充てなくてはならない。

ノjレウェー：選択科目に用意された76時間は、もう一つの外留語の学留か擬用的なプロジェクト研究のどちら
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かピ充てられうる。もう一つの外盟語の学曹と実用的なプロジェクト研究は加えて、生徒は上競レベルのノルウ

ェ…錯か英語の学習のどちらかを選択できる。

チェコ： 1ヲ98年9月1日以陣、外国語を含むすべての科目は柔軟性のある時間割をもっ。学校はそれぞれの軒自に

される時間を自治に決めることができるが、割り充てられる時間はカリキュラムの襲件を十分に満たさな

くてはならない。

エストニア：科目沼たりの教青時間に関する1警報は、エストニア語を話す生徒に当て詰まる。母語がエストー
ア語で；まない生徒は、より多くの授業が外国語に充てられた持間割に従う。

ワトアニア：学校の選択やクラスの特別な要望次第で、 I)謹30時間のうちの2時間は母語、外罷語、数学か体育
の3つのうちのどれかに割り充てちれる。

ハンガリー：カリキュラムでは教えられる科目が述べられているだけで、学校は、指定された議議時間と最高

時間を守れば、科岳に割り宛てられる時簡を自由に決めることができる。
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図3.6：勧告により、後期普通中等教膏科学部門における16最時壌の外国語、数学、母語教育
に説り充てられた年間最偉時間数 1998/1999年度

盈註
ベルギー〈オランダ語圏のベルギー｝ ：中等教育レベルでは、教育当局が自指にカリキュラム

りよげ、それぞれの科自に時間数を鶴ち
ドイツ：年間564時間の必修科自辻、宗教と体腎を含む3つの科自分野〈言語・文学・文化、社会科学、数学・自

然科学・技術〉に分類される。これちの科闘の中で、母語、数学、外国語に重きが震かれる。 n道関の時間割の
10%が3つの科目にそれぞれに観り充てられる。年間282時間の選択必修科目は、これらの接接コースを専門的

るよう立作成されている。
ニミペイン： 2つの公用語をもっ自治州では、時間離の中で柔軟性をもっ部分は45%でるるので、それにより第2公

用語をカリキュラムに含めることができる。
アイルランド：カリキュラムとガイドラインにより、学校はそれぞれの軒目に費やす時間を割り充てるのと十

分な自惑裁議をもつことができる。
ルクセンブルグ：データは、 modernhum滋iitiesという履修コ…スの中の普通中等教背科学部門に関するもので

きうる。
オランダ：後期中等教育レベルでは、 1ヲ99/2000年以降、あるいは学校の選択によっては1998/1999年以降、すべ

てお履修コースの共通コアカリキュラムが修正された。 vwoでは、この共通コア科患の教育時間は3年間で1960
時間に達する。必｛事タ事態語教育児は720時間が用意され、 3つの必修外閑語会おわせて年間の総授業時間数の12%

。RAVOでは、 1480時間！と達する。そのうちの520時間が必惨外問題教育のため児用意され、 2つの必諺

あわせて年間の総機嫌時間数のおよそ12%に連ずる。外国語専門コースと選択科目しだいで誌、 〈必惨

科目あるいは選択科自としての）外患語立もっと多くの時聞が充てられる。
フィンランド：必要最小カリキュラムの輯最内で、学校と生徒はかなりの自由披講をもっ。
イギリス：学校はそれぞれの科関誌割ち充てられる時間数を、かなりの程度自由に決めることができる。

イギワス（スコットランド〉 ：母舗の数字は外国語も含む。 ScottishExecutiveは教えちれる科目とその科目立

割り充てられる時間数告示している。
チェコ：すべてのカワキュラム科目が教えられ、最器時間が守られ、最高時簡を超えなければ、科目当たりの

教育時間数辻、教育当関との協議の上で学校長により決められる。
ヱストニア：：科呂当たりの教育時間に関するa情報は、ヱストニア語そ話す生誌に当てはまる。母語がヱストニ

い生徒は、外国掛としてのエストニア諸に多くの時間が充てられた時間割に従う。

ラトピア：総授業時間数は、 16議の生徒が選択しなければなちない最抵践の授業数に一致する。総時間数の最大
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は斜9時間である。母穏に充てられる時間数は、文学の時間を含んでいる。この情報はラトピア錯を教育用言

として用いる中等学校のカリキュラムに当

リトアニア：遇32時間のうちの6時間が、母語、外関語、数学、コンピュータ科学、物理学、化学、生物学、鹿

芸術、体育に、 （学校の選択やクラスの特別な要望に応じて）制り充てられる。

ハンガリー：カリキュラムでは教えられる科目が述べられているだけで、学技法、指恕された最低時開
時間を守れば、科目に誤り充てられる時聞を自由記決めることがで者る。
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第 4 章

専門資格と教員養成

序
現在外国語教員に対する締要が増えており，ぞれは初等教育にも中等教育にも影響を与えている

が，特に初等教育においてより大きな問題になっている。外国語教背を初等教育全体に拡大すること

は，高度な外国語能力を駆使できて，年少の生徒に外国語を教える能力も有する教員に対して，今ま

で以上に多くの要求を課すことになる。

本章では，との初等教育に毘有の問題について解明する。まず外国語教員の専門資棒に関連する

図について述べ，それからこの初等教育での教員の選抜方法および採用方法を解明する（第1節）。

さらに教員は外盟語教育法に熟知し，対象言語の十分な連用能力を駆使できることがいかに重要で

あるかに光を当てる。この視点で第2節で誌，外国語教員が初期養成をする擦のさまざ。まなタイプの

機関，その受講条件，カリキュラムの内容，教員養成のための外留滞在の組織について考察する。

最後に第3簡では，外国語教員に対する，教員自身の国ないしは対象言語が話されている援での現

職教員研惨コースを調査する。ととでは現職教員研修の内容と現職教員の話語龍力そ再教育する機関

について述べる。

1 . 初等教育の外国語教員の専門資格
初等教育（りの外閣総教育に適する教員のタイフについては，さまざまな方法の試みにより，最近

10年間の初等教育で複雑な変化が起こっていることがわかる。義務教育での早期外臨語教育は徐々に

多くの関々に広まって行者，教員に対しても多くの変化をもたらした。

中等教育（2）での外国語教育には長い伝統がある。それゆえ組織的な変位はほとんどなかった。中等

教育教員は外欝語を含め，カリヰュラムのすべての専門科目に対する専門能力を持っている。

初等教賓の特殊性を考議して，本節ではこの初等教育の外国語教員に関する各国のさま

が紹介される。また，最近30年間の拐等教育での外国掛教育の地設を変えた麓嬰な改革と関連して，

とれらの試みを決定した経緯についても解説される。外国語科目を必修としてコアカリキュラム

めたことで，大多数の国々で大きな成果を収めるととになっ

1 . 1網 外国語教員のタイプ分け
初得教育の最初の期間では，通常1入の教員はクラスとすべての科目を担当している。しかしなが

ら例えば，外関語のような特別の能力が求ゐられる特定の科呂では，しばしば砲の教員が代講してい

る。

とれに関連して，初等教育での外国語教員の専門能力には様々なタイプがあるが，次の3つのタイ

プに大加できる。

(1) 単一教育課謹の義務教育の閣では，教員のタイプはそれぞれの教育レベルで異なっているとともある。

1欝の記述泣，初等教育レベル（ISCED1）の学年に相当する内饗である。 この内容は，デンマークの
folkeskoleの初期の6年間，ポルトガルのensjnobasico sよびノルウェーのgrunnskoleの第1，第2
レベル，フィンランドのperuskoulu/grundskola，スウェ…ヂンのgrundskolaの初期の§年間，
アイスランドのgrunsk6liの初期の7年間に相当する。 EU加盟申請閣の初等教育レベルは，ポ…ランド
の単一課胞の初期の3年間，ラトゼア，ハンガリー，スロベニア，ス口バキアの初期の4年間，チェコの
初期の6年間，ヱストニアの単一棟穂の初期の8年鰐に相当する。

(2) 中等教育レベル比前期中等教育レベルおよび議期中等教育レベル (ISCED2および 3）に相当する，

2.2.節を参態。
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ジェネラリスト教員：外留語を含め，カリキュラムのすべての科目を教える資棒を有する教員。

セミ・スペシャリスト教員：外関語を含め，一連の科目群を教える資格を有する教員。外題語の

み，あるいは舗の科目も加えて担当できる。

スペシャリスト教員： 1か国語または数か韻語の外国締を教える資格を有する教員。

との3タイプの外国語教員は異なった教育レベルの資格を持っている。すべての国々で，ジェネラ

リスト教員は初等教育についてのみ資格がある。セミ・スペシャリスト教員は通常初等教育を拙当す

るが，中等教背（たいていは前期中等教育）でも教えることがある。スペシャリスト教員は初等教育

もしく泣中等教育のどちらかの教員として養成する。中等教育教員として養成するととiえすべての
国々で最も頻繁に見られる状況である。そのような教員は たいてい初等教育で自分の専門科目を教

える資格も有している。

図表4.1に示されているように 大多数の留々では外国緒教育には，主にジェネラリスト教員か

スペシャリスト教員が採用されている。ベルギー〈フランス錨地域， ドイツ語地域）， ドイツ，フラ

ンス（ 8歳～11臓の生徒），アイルランド，イタリア，連合王国（イングランド，ウェ~Jvズ），

ェコ，ヱストニア，ラトビア，ワトアニア，ス口ベニアでは，教員の模合的な配置を決定した。すな

わち，もしジェネラリスト教員が求められている設締能力を有していえまい時は，スペシャリスト

が授業をすることができるa チェコでは，義務教腎操組で外国語を教える2つのタイプのジェネラリ

スト教肢がいる。すなわち，単一教育課患の最初の期間での外国語を含めて すべての科目を教える

資惑を有する教員と，単一教育課程の前期教脊レベルですべての科目を教えるだけでなく，後期教育

レベルでも外国語を教える資格を有する教員がいる。

EU加盟申請悶の半分の留では，外国舗のスペシャリスト教員が好まれている。ギワシャやスペイ

ンのような他の国々でも，同様の資務を持つスペシャリスト教員が採用されている。スペインでは初

等教育の外国語教員は，との教育レベルで外国語のみを教える，資諮を有している。

デンマーク，ポルトガル（ensino bおicoの第2教育レベjレ）の2か国のみがセミ・スペシャワ
スト教員を用いている。

ポルトガル（ensinoE法sicoの第1教育レベル〉，フィンランド，アイスランド，ノルウェー，
キプロスでは，外国語教育の体制はより柔軟性がある。すなわち。必擦に応じてすべての3タイプの

を組み合わせて採用することができる。

どのタイプの教員が選択されるかは，初等教育での外国語教背が義務教育かどうかとは無関様であ

る。教員に求められる資格は，外関語教育を行う教育レベルによって決定されるp とのととはー器の

中でも状況が一様でないことを示している。これは学校の創立からの年援の相典や外国語教育の教育

法の見地からの特別な要求に関連している。このことは，義務教育が単一教育課程で，教員が前期教

育レベルと後期教育レベんとでは異なる資格を必要としている国々に対して特に当てはまることであ

る。ノルウェーでは，単一教脊課程（grunnskole）全体に支をして，ジェネラリスト教員またはセ
ミ・スペシャリスト教員に相当させている。しかしgrunnskoleの第2教育レベルでは，スペシヤ
リスト教員も外国語教育に加わっている。フランスでは，学校内部で交換や共有が認められていて，

クラス教員は大学で外国語教育を履修しており，他のクラスでも外留語を教えられるならば，毛cole 
elementaire ( 8麗～11識の生徒）の第3教脊レベルでの外国籍教育法，クラス教員の自由に任さ
れている。同様のことが同一地域の前期中等教育・（college）の外国語教員， （話語能力認定の）
格のある外部専門教員，タ主冨語助手にも替える。特に外留語習得を支援する体制が開題である。第2

教育レベル（5織～8歳の生徒〉では ジェネラりスト教員が生徒に外国婦の最初の指導をするとと
ができる。
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図表4.1 : 初等教宵での外国語教員のタイプ分組… 1998/99年度

全科目を教える

資格のある

ネラリスト

外国語を合め数科目安教える資擦の

あるセミ・スペシャリスト教員

L NL A S 卦[t::

UK.1(Nl!#S時 書 一四一一一一一…一 襲 撃（eisinobasico 
の第ZレベJレ〉

EL 'E 

護K

外国語スペシャリス

出典： Eu巧rdice

捕監

ベJvギー（Bfr）：前期中等教育のために養成された外国語スペシャル教員は，溜常初等教脊で教えている。しか
し当該外国献の上級認定を受けた初等教育教員の少数集団がある。との認定は括統的な教員養成外で，器家試験
の合格を含む。

デンマーク；セミ・スペシャリスト教員は単一教育撚程（folkeskole）のどの学年の生徒も教えられる。

アイスランド：ジヱネラリスト教員が最も…般的で~るが， 3 タイプすべての教員が採期されている。後期中等
教育で教える資棒のある教員は，最年少レベルの義務教宵で教える資格を有する。そのような教員が義務教育の

ために採用されると，たいてい単一教育課程（grunnsk6li)の後期3年間の生装を教える義務がある。

ノルウェー：ジエネラリスト教員とセミ・スペシャリスト教員は単一教膏課程（grunnskole）全体の外関揺を
教える義務がある。しかしながち，スペシャリスト教員もgrunnskoleの第2教青レベルの外国語を教える資格
がある。

スロバキア：単一教背課程め前期4年開では，外国語はお諺ではないので，

コースのクラス担当の教員のみが示されている。

4.1ではインテンシブ外展語

1 . 2緩 教員の選択と外国語教曹の伝統
多くの5ヨーロッパの国々では， 1980年代の終わりから1990年仕立かけて外国語教育の大改革が行

われた（第2章参顛）。しかしながら1970年代に多くの盟々では，すでに外盟諸を義務教青の初期

レベルむ必修科目に含めた。とれらの国々の外国語教育には長年にわたる伝統がある。

醤表4.2は教員のタイプと外国語教育が初等教育のコアカリキュラムに含まれるか合まれないか

の関儲な示してい
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思表ヰ織芝： 教員のタイプと初等教育！こ外国掛が導入された10年間一 1998/99年度

外国語教員の
外国籍教育がコアカリキュラムiこ

コアカリキュラム外

タイプ
導入された10年間

の外国語

(1998/99年度） (1998/99年度）

1970年代およびそれ
1980年代 1990年代

.C..l鱗

L,S NL,A り長（Sむ｝ B nl 

ジェネラリスト教員 しl F (5～8騰の生後〕
UK (NI) 

セミ・ジェネラリスト DK P ( ensino basicoの

教員 第2教育レベル｝

ジヱネラワスト教員か NO (grunnskole全

セミ・スペシャリスト 体｝
教員

スペシャリスト教員
NO (grunnskoleの EL,E BG,HU,P し，SK

第2教育レベル） RO 

Bde 
務fr,F (8～11歳の生 D, i畏L

ジヱネラリスト教員か 後｝ UK (E/W) 

スペシャリスト教員 SI 

CZ, EE,LV,LT 

セミ”スペシャリスト
教員かスペシャリスト
教議

円N P ( ensino basicoの

3タイプの教員 IS 第1教育レベJv)
CY 

出典： Eurydice

留の説明

4.2 では，外国語が初等教青レベJv(ISCED 1）にコアカワキュうムの必修科目として関設された国の
みが f1970年代およびそれ以前J, rrnso年代J' 「1990年代jの携にあげてある。右の擁立は，外国語教育
がコアカリキュラム外で行われた国があげてある。これらの国々では，外国語教育は自主的に行われたり，パイ

ロット・プロジェクトとして行われたり，外国語専門の学校で行われたりしている。 （キブ口スとスロベニアを

除く） E U加聾串議留では， 1940年代の終わり立ロシア語が必修科自になった。しかしながら図表4.2で詰，
これらの内のいくつかの器々は， 1990年代に起とった事態に対応して，変更がなされた。 1990年代の初めに，
抱の外国語がカリヰニュラムに入れられた。

撞註

ポルトガル： ポルトガルでは，以前的教育事i度での中等教育の準錆レベJv(Cidopreparatbrio do ensino 
secundario）に担当する。 11歳以上の生徒に対して，外国語は必鯵科目であった。当時のこのレベルはISCED

2に相当した。
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初等教育での外国語教育に比較的長い訟統がある弱々では，外国語教青法は初等教育教員が持って

いなければならない技能に発展していた。外国語がすべての教育レベルで教えられる制度では，初等

教育教員養成期間を終えた教員志議者は，外関語教腎法による訓練：で捕われる外国語能力を，すでに

学生時代に習得してしまっている。これらの国々では，外国語は約30年前から初等教育教員の文化的

背景の一部になっている。北ヨーロッパの国々では，教員忠望者は義務教育レベんと後期中等教育レ

ぺんで少なくとも1つの外国語〈たいていは英語〉を学聾している。そしてその外悶語を習得するこ
とが，後期中等教育修了の前提になってい

外国語教育に長い長続がある国々の教員の文化的背景は，様々な方法で作られている。外国語の習

得の擦には，養成機関が重要でるるが，その他にも必要とされるものがある。その1つは詩語環境で

あり，ぞれは特に麓要である。例えばルクセンブルクでは，初等教育教員志望者は教員養成を始める

前に，中等教育修了時に3つの公用語すべてを完全に習得しなければならない。ベルギーのドイツ語

地域と首都ブリュッセルでは，初等教育教員はフランス語ないし誌オランダ語も教えなければならな

い。そのため初等教育教践は教員養成修了時に，その替掃の特別試験を受けなければならない。

キブロスでは，初等教膏で教えるのはほとんどジェネラワスト教員であるが，セミ・スペシャリス

ト教員かスペシャリスト教員が教えることもある。 1980年代末から中等教育に対して養成したスペ

シャリスト教員が初等教育レベルで教えている。当時は失業中の中等教育教員が，教員不足の初等教

レベルでの職を求めていた。そのような入は初等教腎識の資格な得るために，集中養成コースを修

了しえまければならなかった。しかし現在は教員は不足していないので，もはやとのような緊急解法方

法をとる必要はないのである。

1980年代に拐等教育で必務外閑語を導入した悶々は，すでにあげた詔々と舷たような状況であっ

しかしながら，その校況は大きく異なっていた。オランダとオーストリアでは，初等教育の必穆

外国語教育は，ジェネラリスト教員に全科目を担当させている現在の制度と一致している。ポJvトガ
んではそれに対して，初等教青での学校制度，教青組織，教員養成に関する設革の中で，外患語教育

が導入された。さらにこの教育改革は，思擦的な首語の開放という臆史的な転換期に起こった。ポル

トガんでは，外国語はensino basicoの第2教育レベルでの主要科目の1つであり，科目群担当の
セミ・スペシャリスト教員が教えている。

外国語を悲惨科目として1990年代に導入した国々は， 1980年代とは異なった状況に度面してい

た。たいていの場合，初等教育教員は外患語の専門誌力に欠けていた。それらの器々はこのような現

実だけでなく，初等教育に必修外国語教背を導入した乙とにより，必然的に捧うととになった組織の

変化を考癒記入れなければなちない。このことはスコットランド（3）に当て詰まる。すなわち初等教育

で外国語教育をするために，現職のジェネラリスト教員はそのための養成コースを受講しなければな

らないのである。 1993年以後（拐等教育への外援語教育の導入を支援するために〉，特別養成コ…

スが行われている。その重点誌，教員が生徒と相互に影響し合いながら，タ主摺語を能動的に使えるよ

うにすることである。このように，初等教膏教員の養成の問題は，主体性を持って解決されなければ

ならない。しかしながら現在教員養成のカリキュラムには，初等教育で外国語を教える教員に対し

十分な外国語能力養成が含まれていない。

ソヒテンシュタインも同様に，十分な外国語能力を持っているという前提で，ジェネラリスト

に外国語教育を任せることを決定した。教育省は教員に対してさらに現職教員研務コースに参加する

機会を与えている。

フランスでは，生徒の年令に在右される授業の多様性に対応するために，さまざまな解決方法がと

られた。 1992年の改革は，フランスで最初からさまざまな改革実現のためのイニシャティブがとら

れた。

初等教育レベJvの必修科目として外国語を導入した多くの国々では，その外国語を教えるスペシャ

(3）スコットうンドでは，初等教育レベルの外閑語教育に対するパイ口ット・プ口ジェクトの効果が1991年から
1993年の関に評額された。拐等学校での外臨語教育は，初等学校教員が行うのが最も良いという独立した
研究が発表された（Stirling大学（1995），初等教育学校での外国語；スコットうンド パイ訂ツト・
クトの評価， 1993-1995）。
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リスト教員が採用された。そのような教員は，たいてい中等教育レベルで教えるために養成してい

た。ギリシア，スペイン，ルーマニアでも，事情は同じである。スペインでは，初等教育のために養

成したスペシャリスト教員が，同じ初等教育レベルの外国語教育として採用されている。この決定

は，異なった教育レベルで教えられる資格を規定し直した1990年のLOGSE(Ley Organica de 
Ordenacion General del Sistema Educativo）に収められている。
別のグループの国々では，ジェネラリスト教員もスペシャリスト教員も外国語を教えるととができ

る。このような国々には，ベルギーのフランス語地域，フランス（8歳～11歳の生徒），イタリア，

チェコ，エストニア，リトアニアがある。 1998年に外国語が初等教育で必修科目になったベルギー
のフランス語地域では，乙の外国語教育のために，前期中等教育の外国語教員が配属されている。イ

タリアでは，すべての初等教育学校のジェネラリスト教員は，必要に応じて授業を分担している。そ

れぞれの学校では，他の科目とともに外国語も教えているジェネラリスト教員ないしは外国語のスペ

シャリスト教員が外国語を教えている。外国語のスペシャリスト教員は，数クラスで 1つの対象言語

のみを教えている。 1990年代（4）の初等教育改革の中でこのように決定され，その結果授業は各クラ
スで2, 3人の初等教育教員がいろいろな科目を分担するように編成された。とのような刷新を補っ

たのは，重要な教員養成の改革であった。この改革は大学教育ヘ移行され，外国語は必修科目として

教員養成カリキュラムに組み込まれた。

E U加盟申請国では，数10年前からスペシャリスト教員が配属されている。とれらの国々には，特

別な歴史的背景がある。長い間学校ではロシア語が必修外国語であった。すでに第2章で述べたよう

に， 1990年代初頭にこれらの国々のカリキュラムでは，ロシア語は複数の外国語のうちの 1つに
なったしまった。この変更によって生じた需要に対して，スペシャリスト教員が投入されている。ブ

ルガリアでは， 1997年に初等教育教員養成学部で，外国語専門教員の養成が始まった。近い将来中
等教育教員に頼る必要なく，初等教育レベルで専属の外国語スペシャリスト教員が誕生するであろ

う。例外はバルト諸国である。これらの国々では，外国語教育の担当にはジェネラリスト教員が優遇

されている。エストニア，ラトビア，リトアニアでは， 1998/99年度以後ジェネラリスト教員は，初
等教育レベルの外国語教育の追加資格を取得できることになっている。

比較的柔軟に作られている初等教育カリキュラムの国々では，外国語教育がコアカリキュラムの枠

内で行われているとしても，初等教育学校で広範囲に普及されている。そこから生じた教員の需要に

対応するために，これらの国々では異なった解決方法を選択した。ドイツ，アイルランド，連合王国

（イングランド，ウエールズ），ス口ベニアでは，ジ、エネラリスト教員もスペシャリスト教員も共存

するととがある。ポルトガルでは， 3タイプすべての教員がensino basicoの第1教育レベルで外
国語を教えることができる。ドイツでは，スペシャリスト教員かジェネラリスト教員が各学校に採用

されている。そのジェネラリスト教員の場合は，外国語教育法の現職教員研修を修了するか，試験に

より資格が与えられる初期養成の追加科目として外国語を履修しなければならない。連合王国（イン

グランド，ヴェールズ，北アイルランド）では，外国語導入を決定した初等教育学校は，現職の教員

を柔軟に活用することにより，外国語能力のあるジェネラリスト教員が，数クラスで当該外国語を教

えられるようになっている。その他の場合（イングランド，ウエールズ）には，パートタイマーのス

ペシャリスト教員を採用することができる。初等教育学校の外国語教育は，地域主導で導入されると

とがしばしばあり，そとではジェネラリスト教員は，地方教育省（イングランド，ヴェールズ〉また

はEducationand Library Board （北アイルランド）による継続した支援を得て，現職教員研修
を受講している。イングランドでは，いくつかの中等教育学校は外国語を専門科目にすることで，そ

の地方の初等教育学校を支援することができる。 1999年に政府は，イングランドとウエールズで既
存の提案や新計画を促進するための財源を用意した。

最後にスロベニアでは，数10年間大部分はスペシャリスト教員が担当していたが，教育省は最近ジ
ェネラリスト教員に，早期外国語教育の教育法の養成コースを履修する機会を与えた。この早期外国

（勾 政治的決定の担い手たちが当時考慮した主要な背景の要因は，著しい出生率の低下によって引き起こされた

初等教育教員の余剰であった。
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語教育は， 1999/2000年度から新しい初等教育制度で徐々に導入された変更の1つである。

1. 3” 外関語教員の採用
外国語教育がずっと以前から必修科詣である中等教育では，外国語教員の採用はたいていの国で，

政策決定者にとってもはや問題はない。すなわち教員は，ヨぎる所で採用試験か取持資格に基づいて諜

される。それに対して，初等教育の外国語教員を採用する擦には，いろいろな方法が選択される。

それゆえいくつかの可龍授が共存する国々で，初等教育の外国語教員を選択する方法や採用する方

法が，本節のテーマである。まず要求されている資格のある者のみを，教民として採用する方法を

とっている国々，すなわち初期養成コースの鋒了議，国か地方の選抜拭験に合絡後，得られた資格に

基づいて教員を選択する冨々を区分しなければならない。

図表4.3は少なくとも外国諦能力を証明する悲望者の修了説明書に基づいて採期するととが，教

育畿を得やすくすることを示している。その理由誌との外国語教育の分野である種の教員の専門化が

始まっているからであるか，カリキュラムに必鯵外国語コースが合まれているからのどちちかであ

る。オ…ストリアでは，との目的で採用された初等教育教員は，外患語がカリキュラムに含まれてい

る教育大学の修了生である。フィンランドでは，カワキュラムが学校内で作成される時は，

の科目修了証を所持している教員に外国語教脊を在せている。

いくつかの由々では，中等教育の外国語のために養成した教員のみを採用している。このととは例

えば，ほとんどのEU加盟申請国，ベルギーのオランダ錨地域とドイツ語地域に当てはまる。とれら

の盟々の教員養成学校の修了生は，外国語の特別養成を説明する諺了斑を所持している。ベルギーの

ドイツ語地域では，初等教育教員J志望者は自分のクラスで外部舗を教えられるように，持別な外国語

試験を受けなければならない。ベルギーのフランス語地域では外菌語スペシャリスト教員は，ゲJv
マン語部門の f前期中等教育での教員資格j (ag詑ge d己 l'enseignement secondaire 
inferieur）の称号を持っており，初等教育での外国語教育能力証明替で祷足される。ジェネラリス
ト教員は，初期養成の枠外で特別試験を受け，初等教育の外国語教員資格を得ることができる。

選抜試験による採用は，そんなに広く普及してはいない。この方法が用いられている国々は，たい

てい十分に教員の需要に応えることができるので，その他の採用方法を夜う必要がない。選抜試験は

通常たくさんの志望者が罷られた数の職を求めて競争する，国レベルで実施されるテストである。ス

ペインでは，各外接語の教員志望者に対して，選抜試験が実施されている。ルクセンブルクでは，少

なくとも3つの言語の習得が，選抜試験の受験許可の前提条件である。

ギリシャでは，最近議要な改革のために教員の採用方法が変更になった。 1997年までは初等教

育と中等教育の外国語教員の採用は，もっぱら順番待ち一覧表に基づいて行われていた。このことは

国立学校での求職のために申請した日付にしたがって，教員が採用されることを意味している。

1998年からお02年までの関，教員を選抜する自的で，国による選抜試験が実施された。訪問年以後

は選抜試験が，初等教育と中等教育での外国語教員の唯一の探用方法になる。

祷等教育で教える資格のある外援語教員が不足している国々で泣，場合によっては初期養成を受講

していなかった初等教背教員に対して，補充の現職教員研修コースを行うことになっている。とのこ

とにより，正式な教育資格はないが，外国語に習熟している人々を採用できるようになる。

ドイツ，連合王国，リトアニアでは，第1の解決方法を選択した。すなわち初等教育教員は，外調
語の補充の現職教員研修を履接するように勧めちれている。ドイツでは例えば，ジェネラワスト教員

は外国語教脊の現職教員研諺を競修するとともできるし，初期養成で追加科目として外国語を学習

し，試験により資格をもらうこともできる。連合王盟〈イングランド，ウェ…ルズ，北アイルラン

ド〉では，学校はさまざまな方法で教員を採用している。例えば学校は外国語能力のあるジェネラ

リスト教員を数クラスで教えさせることもできるし，いくつかの学校で教える教員を採用することも

できる。ジェネラリスト教員はしばしば地方の主導力に支援されて，現職教員研修を受けることがで

る。いくつかの地域では，中等教育のスペシャリスト外国語教員がその地域で採用されるように，

主導力が発揮されている。
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正式な教員養成は受けていないが，外国語能力のある人々を援用する第2の解決方法がある。ブル

ガリア，チヱコでは，外国語のスペシャワスト教員が需要に応えられない時に，緊急解決方法が選ば

れる。たいていはその地方に住んでいるネイティブ・スピーカ…か，数年間学潤している大学生が養

成を受ける。ブルガリアでは， 1993年以議拐等教育での外悶語教育についてのパイロット・プロジ

ェクトが行われたが，そのためにざまざまな資諮を持つ教員が動員された。まず外国語教育は中等教

曹のスペシャリスト教員に任された。しかし外関語に壌能で，中等教育で教える資格のある初等教育

教員，ネイチイブ・スゼーカー，ブルガリアの大学に在籍している外国人大学金も採用された。チェ

コでは現夜，初等教育の外関錯教員に対する新カリキュラムが導入されている。今のところ採用条件

は，中等教育での教育能力である。教員が不足する場合は当該の資格がなくても，外国語に堪能な入

も採用されることがある。

図表4.3: 初等教警の外毘語教員の搬用方法または選抜方法… 1998/99年農

外器離課程修了生のための選抜方法

外国語教育の義成を受けた，

資格者有する教員

臓踏襲；踏ま＂ A ’p PIN説

；魁；L 量五 L 

(2  

草野

出，，叫

外留語教育の養成を受けてはいないが，

当該の現職教員研修を修了した教員

出典： Eurydice

題盟麗型

教員養成を受けては

いないが，外国語

能力のある教員

携充の現職教民研修がある場合は，外国掛教員の採用または選抜は，この現職教員研務を修了した志望者に関

連している。

被麓

アイJvうランド： 1998/99年度に行われたパイ口ット・プロジェクトに参加するジヱネラリスト教員は，タ事態語
教育の資格を持っていないので，本図表に載せていない。
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図表4.3に求されているように，いくつかの間々マはすでに述べた解決方法を組み合わせて，多

様化された教員採用政策が実施された。このことはフランス，イタリア，アイスランド，ワヒテン

シュタイン，ノルウェ…，エストニア，ス口ベニア，スロバキアに当てはまる。

フラシスではさまざやまな採男方法が用いられている。すなわち初等教育の外国語教員の45パーセン

ト誌中等教育から移行した入であり， 45パーセントは外留語教育の資格を持っている初等教育教員で

あり，残りの10パーセントは教育資格を持った外国人である。リヒチンシュタインでは，必要に感じ

てネイチイブ・スピ…カ…か，資棒はないが外顕語能力のある入を援用することができる。エストニ

アでは，スペシャワスト教肢が不足している持は，外国語を教える能力のある教員の中かも採躍され

る。ス詰ベニアでは，選択科目の外題語教育のために，例えば潜訳家などの他の分野の専門家が援用

されるととがある。しかしながらとの人たちは前もって教背識に対する準備のために，特別な，国が

承認した養成コ…スを穆了しなければならない。学校での実銭教育がまだ終わっていな

ースの修了生や客員教員も同様に採用されている。初等教育の外国語教員養成コ…スの最初の修了生

は， 1999/2000年度以後に採用されている。スロバキアでは，教育省が2000年まで有効な新しい制

令な公布した。とれにより他の科目教える資擦のある教員が，特別試験で外国語能力を有することが

れれば，外国語を教えることができるようになる。

EU加盟申請国の教員採用状設には，いくつかの特徴がある。理論的にはスペシャリスト教員が外

援語者教えるべきであるが，その外国語教員はかなり少ないので，実際には外国語を教えられるすべ

ての教員が被用されている（すなわち，外国語と教背法についての教員養成に関する最小限の袈求を

満たしている）。

2隠 外欝語教員の初期養成
教員養成制度が新しい外国語教育能力への要求を満たすのに，どのように寄与しているのかを考察

には，教員を義成する機関の種類，養成コースの期間，構成，内容，組織についての構報を知ら

なければならない。

初期養成での理論的および専門的知識の習得についての情報の他に，学校での外国語教育の実習に

どのくらいの時間が欝り当てられているかをもっと詳しく調べることも重要である。

最後に対象詩語の留で滞在するととは，外国語のコミュニケーション能力の養成に不可欠な要素で

あるので，どれくちいの外国滞在期間がカリキュラムに割り当てられているかをみてみる。

もちろんこれらのことは，初等教育および、中等教育ぬための教員養成とのあらゆる関連で，

れなければならない。ことで2つの教員義成方式を概略する。第1方式では，理論的，実践的な教宵
学に基づいた教員養成が，全科目教育あるいは科居関連教育に並列して行われる〈並列方式）。第2

方式では，教育学に基づいた教員養成は，全科信教育に引き続いて行われる〈連続方式）。たいてい

の国々マは，初等教員養成は並列方式で行われている。それとは逆に，中等教員養成はほとんど連続

方式で行われている。 EU加盟申請関では，初等教育も中等教育も主に並列方式で教員養成がなされ

ている。

2. 1 . 初等教育

2. 1 . 1 . 教員接成機関のタイプ
初等教育の外国語教員は他の科目の教員と向じ機関で養成される。ほとんどの国々では，乙の機関

〈大学，あるいは大学でない機関〉の一部である。

本節の目標は，初等教背教員の養成制度の構成についての全般的な情報を述べることではなく，前

述の外関語教員の3タイプを教員養成機関と関連づけるととにある。

間表4.4では，外国語教員む養成機関の種類にしたがって，異なっている弱々を分類している。

誌とんどの国々では，初等教育教員は大学あるい法大学でない教員養成機関で養成している。多く

の国々では，文学部や教育学部がその寅授を負っている。とのことはドイツ ギリシア，フランス

(8～11歳の生築〉，フィンランド，連合王関（イングランドタウ平ーんズ，北アイルランド〉，
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イスランド，ノルウェー（grunnskoleの第2教育レベJv），ブルガリア，チェコ，キブロス，ル
…ザに当てはまる。フィンランドでは 教育学の養成は教育学部の教員養成部門によって行わ

れ，外国語能力養成は文学部が担当している。との2学部は密接に協力して教員蕊盟者を義戎する。

ノルヴェーでは，単一教育課程の義務教育む第2教育レベルで教える教員は，大学で養成されるが，

教員養成機関は， grunnskole全体のジェネラワスト教銭およびセミ・スペシャリスト教員に対し

てラ教員養成の資詑を負っている。

教員義成機関では，スペシャワスト教員も養成している。とのことはベルギ｝〈フランス語地域，

ドイツ器地域〉，スペイン，アイルランド，イタリアに当てはまる。例えばベルギーのフランス語地

域では，スペシャリスト教員はもっぱら大学ではない高等教育の教員養成機関で養成する。外国語の

スペシャリスト教員は，前期中等教育の教員資格（agrege d巴 l'enseignement 総むondaire
inferieur）を取得している。

ほとんどのEU加盟中議題および、ボルトガル（ens註10bおico の第1および第2教育レペjレ），
アイスランド，ノルウェー（grunnskole全体）では，教員養成機関と文学部が，外国語のスペ

シャワスト教員あるいはセミ・スペシャリスト教員を含め，教員養成の責任後共有している。ポ…ラ

ンドでは，静jえばこの二重の教員養成体制は，次のようになっている。一方では外国語教員養成機関

で3年コ…スがあり，他方では文学部で5年1ースがある。との5年コ…スは教育学の養成の議襲な

要素を合んでいる。教員養成機関と大学は，この2つの養成機関の簡での移行を容易にし，学祭的な

カリキュラムを挺進するために協力することが可能である。

入学条件に関しては，教員養成機関では外国語能力についての特別な条件はないが，文学部や他の

学部では中等教育教員と同様な条件が求められている〈第2.2.2.節）。

図表4.4 外国譜教員のための初期養成機関と初等教育の外毘語教員のタイプー1998/99年護

初等教育の 初等教育の外題語教員の初期養成のためを〉機関

外出賠教員の
教員養成機関 2つの教習が共存

タイプ
（大学，大学でない機関）

文学部または他の学部
する場合

日de, B nl, F (5～11議〉 D, FIN, UK, (E/W/NI) P (ensino bおicoの第UベJ{;)

ジェネラリスト教裁 L, IRL, I, NL, A, S, UFく（SC) CZ,CY IS 
LI, NO (grunnskole全体〉 EE, LV, LT, SI 

セミ・スペシャ
DK FIN P (ensino basicoの第1，第計

ベM
リスト教員 IS, NO (grunnskole全体）

日fr,B de, E, IRL, I D, EL, F (8～11歳〉 UK (E/W) 

スペシャリスト教員
P (ensino bおicoの第1レベル〉 EE, LV, LT, HU, PL, SI, SK 
IS, NO (gnumskoleの第2レベM
BG, CZ, CY, RO 

出典： Eurydice

撞註

ベルギ…（Bfr) ：ここでは前期中等教育の外国語教践に養成されたスペシャリスト教員のみが考議された。ジ
ヱネラリスト教員が考麗されなかったのは，初等教育の外閑語を教えられる特別な資格証明番札
ス外マ機与されたからである。

ポルトガル： 外国語教育が必修科目でないeusinoるおicoの第1教育レベルでは， 3タイプすべての教員が採

窮される。 eusinobおicoの第3教育レベルのために養成されたスペシャリスト教員も第1教育レベルの外国語
教育に配属される。

連合王謹（E/W/NI) ：カリキュラムの一部として， れている教員義成機関で学翠する
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教員は誌とんどいない。

アイスランド：単一教脊課程（grunnsk6li)の前期教育レベルに予定されている大多数の教員は，教員養成機
関で義成を受けている。しかし後期中等教育のために養成を受けた教員もgrunnsk6liの前期7年課程の教員と
して探用され参大学で養成を受ける。

チェコ：教員養成機関での養成は， 1992部かち1998年まで可能であった。

やブロス：外国語専門科目があるキプロスの教員養成機関は， 1990年代初めにその活動を停止した。それ以後
初等教育教員の初期養成に寅任を負っていたキブ口スの大学は，外国語専門科自を再導入しなかった。

ス口ベニア：大学の学部では， 1999/2000年度以後改革された初等教育で教える新しいジェネラリスト教員が特
別に義成を受けるた拾に，最近外国語教育論がカリキュラムに導入された。

スロパキア：外国語科目は単一教育課程の最初の4年間必修科目ではないので，外国語者集中的に教えているク

ラスの教員の資棒と経騰のみが含まれている。

2.,. 2. 教員養成内容
ここでは実践的な言語翌樽と教育能力に関連して，教員養成での外臨語の地位が分析される。まず

外国語欝得に関するさまざまな科目が，教員の全科目教曹と養成のカリキュラムの中で主専攻科目と

みなされるどうかを検討する。次立外国語教育法と学校での教育実習を内容とする養成カリキュラム

を，詳しく調べてみる。

外臨語教員養成カリキュラムの中の能の科目も考察する。

専門科目の教員議成での外国語の地位
ジェネラリスト教員の養成のために設定注れた目標の枠内で，大多数の教員養成機関と学部，また

はそのどちらかは 生捷たちの全科目の向上を容易にする方法論を選択している。このような状祝

で，外悶語科目詰必穆科目か，教員志望者が選ぶ選択科目かのどちらかであり，スペシャリスト

養成コ…スで，教育学の知識とともに教えられる。これらの方法のどれが選択されるかは，カリキュ

ラムの全体的な目標設定とその制度に依持している。

諸表4.5では，調査した国々の半数で，初等教育のジェネラリスト教員のための教員養成機関で
は，外国語は必穆科目で挙る。ベルギーのドイツ語地域と首都ブリュッセルでは，拐等教育教員蕊望

者全員が，能地域の言語のうち 1つ〈フランス鰭かオランダ語）を習得し，その言語を教えなければ

ならない。それゆえベルギーの能地域の公用語の1つを学溜ずることは必修である。
jレクセンブルクの多言語状祝は，教員蕊望者のためのカワキュラムにも反映している。この国で

は，初等教育教員は3つの公用語，すなわちルクセンブルク語，フランス掛， ドイツ揺を習得するこ
とが不可欠である。それゆえ教員義成コースではすでに中等教育で学んだこれらの詩語を，特立教

育法に識点を賢いてさらに学習していく。イタリアでは，教員志望者は少なくとも3年間は1つの外

国語を学習しなければならないことが，新カリキュラムに含まれている。

教員養成機関は外国語のスペシャリスト教員養成コースも設置できるが，それによって初等教育教

員悲望者が，外罷語教宵のスペシャリスト教員養成で資格を謡うことができる。このような方法を

とっているの誌，デンマ…ク，ポルトガル（ensinobasicoの第2教育レベjレ），フィンランド，ア
イスランド，ノルウェー〈セミ・スペシャリスト教員），エストニア リトアニア スロベニアであ

る。デンマークで誌， 1997年以議（1998年8月に施行されている） folkeskoleの教員の初期養成
は， 4つの主要科目，そのうち 1科目はチンマーク掛か数学，で構成されている。教員喜望者は自分
が教えたい外国語も主専攻科目として選択する。

ワトアニアとスロベニアでは，拐等教育の外臨語教員志謀者は，ジェネラリスト教員獲成も行われ

ている問じ養成機関で，スペシャリスト教員養成コースを修了できる。そのことで初等教青での外国

語教育の能力立ついての資搭が補充される。スロベニアでは， ζのスペシャリスト教員養成は，初等

教育で増加傾向にある早期外国語教青に照準を合わせている。

スペインには，猿自のスペシャリスト教員養成コースがある。との国ではMaestroは，吾楽，体
育，外国語以外の科目のジェネラリスト教員である。この3科目に対しては，特別な養成が盛要であ
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る。外国語科告の場合は，その養成が修了すれば， Maestroen la espesialidad en lengua 
extranjeraの資格が与えらえる。このスベシャワスト教員養成コ…スは，外国語とその教育法を深
めることに議点を讃いている。しかしながら数科霞は，すべての教員志望者に対する共通コアカリ

キュラムにも対応している。

教員養成カリキュラムでは，外国語はおずしも必修科目になっているわけではない。フランス，ア

イルランド，ポJvトガル（ensino basicoの第1教育レベル），連合王国，アイスランド，ノルウ
ェ…（初等教育のジェネラリスト教員）では，外国語は選択科目として嬢修されている。選択科目に

せよ，外国語が教員養成カリキュラムにあることは，将来の職業のことを考議すれば重要なことであ

る。学校に外国語教賓が導入されれば，行政機関は教員養成立ースで外国舗を履接した教員を採用す

るととになる。少し前（1993年）に外国語を初等教育に必修科目として導入したスコットランドで
は，教員養成機関が白出参加の外国語コースを開設しているが，それは初等教育で外国語を教えなけ

ればなちない教員悲強者にに対する養成として，十分なものではない。との問題は，関心のある現職

教員に外国語教育法の特別コースを開設することで，一時的に解決される。イングランドでは，わず

かな高等教育機関だけが，初等教育教員に対して外国語スペシャリスト教員義成を行っている。初等

教育教員誌初期養成で必ずしも外国語スペシャリスト教員として養成されてはいなかった。それゆ

え， f患の教宵，養成，職業経験により，外留語能力を習得しているのでみる。
ノルウェーでは， grunnskoleのジェネラリスト教員義成カリキュラムでは，外国語は選択科目
である。しかしながら大学の新入生全員が，必修外関錯の試験成績が載っている中等教育諺了資格証

明識を所持している。

アイルランドでは，初等教育および、中等教育のカリキュラムでは外語語は必修科目でiまないが，教

員志望者は自由参加の外国語コースを履修することができる。

図表4.5: 初等教育の外題語教員のタイプと外国語教員の初期養成カリキュラムでの外出話の

地住… 1998/99年度

外臨語教員の
タト毘語教員り初期養成カリキュラムでの外母語科自の地位

タイプ 必修科目
スペシャリスト

選択科目
教員養成科目

ジェネラリスト
B de, B nl, D, I, L, NL, A 主E,LT,SI F（お～11議の生徒），IRL 

教員
FIN, S, LI P (ensino bおicoの第1レ-1'¥.JJ,),UK 
CZ,CY,LV IS.NO怯ruuskole全体）

セミ・スペシャ
DK 

リスト教員
P(ens註iobasicoの第2レイJv),FIN 

IS, NO （~runn味。le全体〉

スペシャリスト E 

教員

出典：Eurydice

躍り豊聞

本額表は，拐等教育 (ISCED1）で教えるために（教員養成機関か大学の学蔀で〉養成を受けた外国語教員に

ついて示している。初等教育でも教える資接があり，中等教育（ISCED2とおのために養成を受けたスペシャ
リスト教員は，本間表には含まれていない。そのような教員に対する初期養成は，中等教育を扱っている第2.

2.節で述べられている。
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撞註：

ドイツ：ジェネラリスト教員は外国語教育のための特別な現職教員研修を修了しているか，初期養成で追加科目

として外国語を履修し，認定試験に合格していなければならない。

連合王国（SC) ：初等教育での外国語教育を行うために， 1993年に初等教育教員のために養成プログラムが導

入された。

アイスランド：初等教育教員のための養成カリキュラムは，志望者が専門科目にしなければならない2つの選択
科目を含んでいる。この2科目は必ずしも外国語である必要はないが，将来外国語を教えたい志望者は，もちろ

ん外国語を選択する。

外国語教育法の地位と教員養成での教育実習
外国語教育法はキフロスを除くすべての国々で，教員養成の主要科目であるが，いくつかの間々

は，教育理論を直接学校の実践養成に含めている。キプロスでは，関心のある教員は，現職教員研修

ゼミナールに参加できる。このコースは英語教育法の習得を目的としている。

ギリシア，リトアニア，キプロスを除くすべての国々では，初等教育での教育実習は外国語教育の

スペシャリスト教員を含め，すべての教員に必修である。しかしながらギリシアでは，英文科の学生

は，教育実習と教育学研究の中から選択できる。教員志望者はしばしば教育実習を選択している。

外国語習得，教育法，教育実習の養成時間
外国語教員志望者の場合，全科目教育養成での外国語習得に使われている時間と，教育学・実践的

養成での外国語教育法に使われている時間を比較分析することは，不可能である。なぜなら，そのよ

うなデータは必ずしも入手可能ではないし，同一国の養成機関ですら非常に異なっているからであ

る。にもかかわらず本章の付録の図表には，国ごとに分類された，外国語教員養成の3タイプに対す

る養成時間についての入手可能なデータが載っている。

その他の科目
外国語習得と外国語教育に必要な能力の重要性は，すべての国々で重要とみなされている唯一のも

のではない。他の外国語に関する知識も外国語教員志望者養成に含まれている。ほとんどの国々のカ

リキュラムには，一定のテーマがくり返し載っている。

そこで教員志望者のためのカリキュラムの中の心理学と教育学を専門的に学習することは，必修に

なっている。いくつかの間々では，子どもの外国語習得の過程を理解できるように，教員は心理言語

学の知識も必要である。スロベニアでは，例えば心理言語学が最近主要科目として初期養成に取り入

れられており，心理言語学は言語体系の習得や対象言語の社会文化的な分野のような伝統的な部分を

補っている。

多くの国々では，さまざまな分野が中心に置かれているけれども，言語学の学習は広くカリキュラ

ムに取り入れられている。そこで例えばデンマークでは，文法，音声学，意味論の分野が深く掘り下

げて学習される。このことにより教員志望者は，十分な外国語習得の他に，明確なメタ言語的意識も

得られる。スペインでは， Maetroen la especialidad en lengua extranjeraの新カリキュラ
ム（1991年以後実施）は形態論，意味論，統語論の研究の形で，言語学を含んでいる。

最後に対象言語の国の文化と文明についての知識は，歴史的あるいは社会学的観点から，ほとんど

の国々で重要と考えられている。多くの国々では，多文化社会と異文化コミュニケーションによって

生ずる問題がカリキュラムに入ってきている。オランダでは， 1993年から1998年までの聞に導入さ

れた改革は，コミュニケーションと増えつつある多文化社会への移行に関連した問題点を中心に据え

た外国語教育の新方法論を産み出している。ルクセンブルクでは， 1989年以後カリキュラムの内容

に若干の変更があり，そとでは移民の子どものドイツ語習得の際の問題が中心になっている。
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密袈ヰ震6 初等教育外関諮教員志望者のためのコアカリキュラムiこ含まれる他の盛修科謹一

1999/99年度

心理学／教育学 心理言語学 言語学 文化と文明

Eυ  

B.da イ3

5込書ti ＜言

DK 〈》 C) を3

D “：） aコ 0 

E イ〉 ‘（~ I'.) 

F <'.:) i") 

IRL コ () 

を：：事 () 

主 コ ;:) ヨ よ予

N主 て：3 i：事

A L》 i》

p ‘；3 ぇ：2 に3

例制 () ：~） ¥) 

も 4ご3 〈予

υK(ENI調。 a》

む戦託3 {) t：通

EFTA/EEA 

IS ・'.') う 主主

u <.) 匂~：＞ ') 

”。 t：ー ・.') 正予

ευ総鐙高慢議題

明 <) ぺ出 iJ幸

経察 ぐ3 ，予

ま自F 循コ .;'.) 

LW {) 司：：3 (!I 

日 ’》 ミ3 I:) 

51 <l ミ3 -:::i () 

出典： Eurydic;e

璽立2説標
本間表に註初等教育 OSCED1）で教えるために（教員養成機関か大学の学部で）養成を受けた外国語教員だ
けが載せて事る。初等教育でも教える資楼はあるが，中等教育 OSC主D 2とおのための養成を受けた教員は載
せていない。このような教員の養成に関しては中等教育がチーマである第2.2.欝で述べられている。
大学レベルの教青機関〈教員養成機関および学部〉に与えられた商度な狸立設のためi乙本図表にあげた科践
については，カリキニ工ラムの内容をただ概観しているだけである。この一覧表には飽の科践を加えることができ

る。

撞主主
デンマーク：セミ・スペシャリスト教員誌， folke.skoleのすべての教育レベル CISCED1とおで教えられるよ
うに，養成を受ける。

ポルトガル：O印の科告は， (eisino basicoの第1および第2教背レベルの教員が養成を受けた） Escuelas 
Superiores de Educa≪；ゑoのカリキュラムにも（eisinoもおicoの第2教育レベルの教員だけが義成を受けた〉
大学のカリキュラムにも含まれている。なお公式に定められた教員義成のカリキュラムはない。

フィンランド；O印の科院は， peruskoulu/grundskola (ISC記D 1）の初期6年間を教えるジヱネラリスト
教員志望者とセミ・スペシャリスト教員悲望者を養成する大学の学部のカワキュラムに含まれている。
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アイスランド：O印の科自は， grunnsk6li(ISCED 1)の初期7年間を教えるジエネラリスト教員とジヱネラ
リスト教員事盟者とセミ・スペシャリスト教員志望者を養成する教員義成機関のカリキュラムに含まれている。

ノルウェー： O印の科目は， grunnskoleの3教育レベル恐教えるジヱネラリスト教員とセミ・スペシャリスト
教員そ養成する教員義成機関のカリキュラムにも，第2教育レベルも教える資第のあるスペシャワスト教員安養
成する大学のカリキュラムにも合まれている。

エストニア，ラトピア，リトアニア，ス口ベニア：O印の科目は，教員養成機関のカリキュラムにも，大学のカ
リキュラムにも含まれている（スロベニアでは，教員養成機関は大学に併設されている〉。この2つの機関は，

初等教育のジェネラリスト教員を義成する。

2.2. 中等教育
中等教背教員（5）の養成では，以前は教育学の学習よりも詳細な専門科目の学留に重点を韻いてい

た。その後そのような状況は疑問視され，現在はすべての科目で教青法と教育学の視点が強調されて

いる。このととは外国語教育との関連でも明らかになっている。教員は外国語の知識もそれに関連し

た文化も教わっていなければならない。教脊法を広めるととや世界へお扉を開く方法として，外国語

を学ぶという考えは，養成カリキュラムにある鍛も護要な点である。教えられる外国語数の増加，カ

リキュラムの目標と方法，外国語教育の典なった学習基準，若者にさまざまな留のことばと文化を学

ぶ意欲を起こさせる動機づけ，とれらすべてはそれぞれに重要であり，中等教育の教員養成に影響を

与えている。

2. 2. 1 . 養成機関のタイプ
ほとんどのヨーロッパの国々マは，中等教育の外顕語教員は，伝統的に大学あるいは大学でない高

等教育機関で，文学，教育学，言語学，外凶器の分野での養成を受けていた。これらのさまざまな科

目は，養成の護点と外国語教員の将来の役割に関して予想される見解を反検していた。文学の養成は

乙とばの文学的，膝史的な視点を伝えるζとに議点を置いており，文献学，言語学に焦点を絞っ

成は，特にことばの構造と雷掛学的な視点の重要性を強調していた。

現在ほとんどのヨ…ロッパの臨々では，前期および、後期中等教育の教員はタ大学の教育機関で養成

している。いくつかの臨々〈ベルギー，デンマーク（6），オーストリア（詰auptschuleの教員），ハ
ンガリ…〉では，前期中等教育の教員は大学でない高等教育機関で養成している。義務教育が単一教

管課濯の悶々では，前述のように教員養成はこの制度を取与入れて，徐々に各教員に対して， 1科

目ないしは数科目の専門の養成が行われている。ポルトガルでは， ensinobasicoの第3教育レぺん
で教えるために養成している教員志望者は，後期中等教育で教える教員と同じ大学務ア資格を取得で

きる。ノルウェーでは， grunnskoleの第3教育レベルの教員蕊望者は，（grunnskole全体での教
員資絡を取得したいならば，）教員義成機関で，あるいは〈単一教背課程の第2，第3教育レベルお

よび後期中等教育マの教員資格を取得したいならば，〉大学の学部で養成することができる。

中等教育の教員志望者を大学の教育機関で養成する場合は，連続方式が用いられる。それに対して

大学でない高等教育機関で養成する場合は いつも並列方式が用いられる。

(5) 本節では，前期および後期中等教育 (ISCED2とおのジヱネラリスト教員の養成を分析する。 f中等教
育j という用語は，この2つの教育レベルそ示す時に用いられる。必要に応じて， （「前期jまたは f後
期jの〉レベルを明示する。単一教育課捜で義務養替を行っている国々では，教員のタイプはさまざまな

教育レベルで一様ではない。それゆえ，本部では， ISCおD 2の教背レベルに対応する学年に関する内容の
みを取り扱う。これは，ヂンマ〕クのfolkeskoleの終期3:£t三間 ポルトガルのensinobasicoとノルウェ
ーのgrunnskoleのそれぞれ第3教背レベル，フィンランドのperuskoulu/gruhdskola，スウェーヂン
のgrurrdskola，アイスランドのgrunnsk6liのそれぞれ終期3年間に招請する。 EU加盟申請閣では，エ
ストニアとリトアニアの単一教育課題の終期3年間，チェコ，ハンガリー，スロベニアの終期4年間，ポ

ーランド（1999/2000年度まで〉，スロパキアの終期6年間に桔当する。
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連続方式を用いている大多数の国々では，科目関連の養成は，たいてい言語学研究と外国語教育法

の専攻がある大学の学部や学科で行われている。しかしこのような機関は教員資格を与えていない。

つまり教育学の養成は 大学での外国語履修の後に行われる。その場合，大学の養成機関はたいてい

言語関連の学部が担当しているσ

ほとんどの国々で詰，中等教育の外国語教員は，そのような養成ゴースを履修する。とのととは，

ベルギー〈フランス語地域とオランダ語地域，後期中等教育のみ），デンマーク〈後期中等教育の

み），ギリシア，スペイン，フランス，イタリア，アイルランド，アイスランド，ホ…ストワア

(All群meinbildende hohere Schulen），連合王国〈大多数の教員），キブロスに当てはま
る。フランスでは，伊jえば中等教育の外国語教践を採用するために，事謀者に試験を課している

Institut Universitaire de Formation des Maitrぉ（IUFM）への入学条件は， licence（学
士〉か同等の資格を有しているζとである。規期には，それは外国語的分野の学位でなければならな

いとは明記されてはいないが，実際には（例えば自分の母語を教えたいEU加盟申諸国の国民のよう

な）例外を除いて 外国語コース修了生のみが，外国語教員の試験に合格するのに十分な学識を有し

ているのである。

スペインでは， EsぐuelasOficiales de Idiomas (EOI,公立外国語学校）のの教員は，中等教
育の外国語教員と問じ文学言語学捜修コースを穆了していなければならない。この2タイプの教員の

唯J の相異は，採用方法にある。すなわちEOI教員は採用の擦に，教育法専攻の惨ア資格が必要ない
のである。

ドイツでは，外国語教員悲望者は最初の資格を取得するために，大学での教員養成の第1コ…スを

鯵了する。この接了が次の準舘コースへの入学資格となっており，その準嶺コース修了の際に，最終

的な教員資格が得られる。この両コースとも理論と教育実習を含んでいる。

多くの罷では，二議体制を取り入れている。すなわち教員志望者は，外国語の専門科目を履修でき

る文学部，教育学部，教員養成機関の中から選択できる。との状況は，オランダ，ポJvトガル，フィ
ンランド，スウェーデン，アイスランド（grunnsk6liの終期3年間の教員に対して〉，ノJvウェー
ならびに並列養成方式を取り入れているEじ加盟申請国で見られる。フィンランドでは，例えば外国

語教員（めの養成は，文学部外国語学科と教宵学部教育学科との協力に基づいている。ブルガリアで

は， 1997年の新規則施行後，教員は外国掛教育法の専門科目のある教育学部ないしは文学部で養成

することができる。との改革前は，外国語教員は主に文学言語学科で養成していた。

ルクセンブルクの教員は，外国で養成している。教員志望者が中等教員になるためお教育実智養成

が許可される前に文学昔話学履修コースで得られた修了と成績が，公式に認定される。

2鎗2瓢2. 入学許可条件
すでに述べたように，大多数の中等教育の外国語教員志望者は 大学の養成コースを務了してい

る。外国語教員の初期養成への入学許可条件は，留によって異なっている。関表4.7で示されてい

るように， 2つのグループに大別される。その1つのグループでは，高等教育の養成コースヘ入学で
きるには，後期中等教育の修了証明書を有しているという一般的な条件を満たしていればよいが，も

う1つのグル…プでは，志望者がさらに特別の入学試験に合格しなければならない。

（匂 folkeskoleの教員はISCED1と2で教えるために養成しており，教員養成機関の特別資格所有者のみが公
共のfolkeskoleで教えることができる。

(7) 視期養成と現職教員研修についての2つの節でのすべての内容は，主OIの教員にも適用される。

伶 この内容は中等教育と初等教背の教員悲謀者に当てはまる。
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図表4.7 （前期および後期）中等教育の外国語教員の初期養成への入学許可条件ー

1998/99年度

わ

' 
口 高等教育への入学許可の一般的な条件
（通常は後期中等教育の修了証明書）

圏外国語試験が入学許可条件

入手できるデータなし

A
A
 

d 

出典： Eurydice

国型車関
本図表のあげた入学許可条件は，もっぱら初期養成コースへの入学許可に関することであ石。連続養成方式で

は，外国語教員に対して複数の資格が求められる時は，最初の養成コースへの入学許可資格だけを示せばよい。

構主
イタリア： 1999/2000年度以後，中等教育教員が修了しなければならない大学院養成コースへの入学のための

numerus claususがある。

連合王国（E/W/NI) ：ほとんどの中等教育教員志望者は，最初の養成（3～4年間）に引き続いて，大学院養
成（連続方式）を修了する。 PostgraduateCertificate in Education (PGCE）は通常1年間の養成の後で授
与される。その養成では，教員は外国語の教育法を学習するが，たいでいは外国語そのものを学習することはな

い。大学院養成の入学許可条件は，その教員志望者が教えたい外国語の大学修了資格である。

エストニア： 2つの大学が中等教育の外国語教員を養成している。それらの大学はそれぞれ独立しているので，
入学許可条件は各自で決めている。ある教員養成機関では， （外部の外国語試験の成績が記載されている）後期

中等教育の修了証明書に基づ、いて入学が許可される。別の教員養成機関では，志望者はさらに希望する外国語で

の入学試験（筆記試験と口述試験）を受けなければならない。
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すべての国々では，志望者は少なくとも後期中等教育修了証明書を取得していることが，要求され

ている。しかしながらいくつかの国では，追加条件が満たされなければならない。すなわちアイルラ

ンドでは，文学部に入学するためには，後期中等教育の修了試験での外国語科目の成績が，決定的な

要因になる。デンマークでは，文学部に入学するには，中等教育で外国語の上級コースを履修してい

るという条件がある。ポルトガルでは，ほとんどの養成機関は志望者が，国の中等教育修了試験で，

1つ以上の外国語の試験に合格していることを要求している。

若干の国々では，通常の高等教育の入学条件に加えて 外国語試験が課せられる。とれらの国々の

多くは， EU加盟申請国である。ブルガリア，チェコ，ヱストニア，ラトビア，リトアニア，ポーラ

ンド，ルーマニアでは，学部入学の前に選択した外国語の試験に合格していなければならない。各養

成機関が入学許可条件を独自に決定できるチェコでは，入学試験で型どおりに，志望者の外国語能力

ならびにその国の歴史，地理，文学のどれかについての知識を試験する。ハンガリーでは，各養成機

関が入学許可条件を自由に決められるにもかかわらず，入学試験は増加の一途をたどっている。

ギリシアでも，志望者は文学部への入学許可のために，大学入学資格を満たすだけでなく，学部が

要求する外国語試験に合格しなければならない。 2000年以後は大学入学許可に対して，志望者の中

等教育の当該科目での2年次と3年次の試験の成績が，合否の決定的要因になる。中等教育修了に加

えて，文学部での履修志望者は，特別試験に合格しなければならない。キプロスでは，国立大学かギ

リシャの大学への入学志望者は，教育省が実施する入学試験に合格しなければならない。とのことは

外国語だけではなく，現代ギリシア語のような他の科目も含んでいる。

最後にフィンランドでは，大学にはさまざまな入学許可条件があるにもかかわらず，外国語は文学

部への入学許可の標準的な条件になっている。

2.2、3. 養成内容
ことでは中等教育の外国語教員の養成での2つの基本事項が述べられる。すなわち 1つは外国語そ
のものを習得し，向上させること，もう 1つは教育法と教育実習が重要であることである。この養成

に含まれる他の科目も，それに引き続き同様に明らかにされる。

教員養成での外国語教育法と教育実習の地位
図表4.8では，外国語教員志望者が，養成中に必修または選択で履修しなければならない外国語

の数にしたがって，分類されている。

外国語はアイルランドとノルウェーを除くすべての国々の教員養成機関で必修科目である。ほとん

どの場合， 2つの外国語を履修しなければならない。エストニアとリトアニアでは，外国語教員養成

カリキュラムで，すべての科目が対象言語で教えられることも，述べておく価値がある。

若干の国々では，大学生は必修外国語か専門外国語に加えて， 1つ以上の外国語を選択科目として

履修できる。このことは，デンマーク（folkeskoleの教員に対して）， ドイツ，フランス，イタリ
ア，フィンランド，スウェーデ、ンに当てはまる。

教育実習養成の地位は，教育法の役割を理解するために重要である。実習が選択であるギリシア（9)

とスペインを除いたすべての国々では，教育実習の養成は必修である。教育実習の期間は，各国で非

常に異なっている。しかしスペインでは，教員志望者は文学部修了後，教育学の養成コースを修了し

なければならない。とのコースは教員志望者の選抜試験に対する受験許可の条件である。

ノルウェーでは，外国語は必修科目ではないけれども，大学生が外国語を選択科目として履修する

ならば，教育実習は必修になる。

(9) ギリシアでは， 2003年から教員志望者は大学修了後，必修の教育学養成コースを修了しなければならな

。
、、43ν 
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図表4.8 （前期および後期）中等教育外国語教員の初期養成での最初の資格を得るための

外国語の数－ 1998/99年度

ぞコ
... 口 1つないしは2つの必修外国語

園必修外国語十選択外国語

回選択外国語のみ

A
品 ヴ’

出典； Eurydice

園企説明
本図表は，もっぱら外国語教員の初期養成での最初の資格を得るためのコースへの入学許可に関するものであ

る。もし連続方式で，中等教育教員になるためにいくつかの資格が要求されるならば，最初の資格を得るための

入学許可条件が示されている。

措註

ドイツ：すべての中等教育教員志望者は，少なくとも2つの科目か専門分野を学習しなければならないb 外国語
教員志望者は， 2つの外国語，または1つの外国語と 1つの他の選択科目を学習しなければならない。

ルクセンブルク；中等教育教員志望者は，外国で養成する。

連合王国（SC): 1つの外国語が必修であるが，大学生は通常2つの外国語を履修するように指導されている。

キプロス；英語（1998/99年度は，英語は認定されている唯一の外国語の資格であった）専攻の大学生は，他の
外国語（フランス語， ドイツ語，イタリア語）で教えられる3コースを選択しなければならない。
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外国語習得，教育法，教育実習のための養成時間
初等教育の外国語教員の養成について，外国語教員志望者の科目養成での外国語習得に使う養成時

間と教育学・教育実習養成での外国語教育法と教育実習に使う養成時間を，ことで比較分析すること

はできない。というのはそれらデータが必ずしも入手できるとは限らないし，同一国内でさえ，養成

機関ごとに異なっているからである。にもかかわらず本章の付録に，教員養成の3つの重要項目のた

めの養成時間に関する入手可能なデータが，国別に分類されている。

その他の科目
すでにさまざまなタイプの養成機関を比較した時に見たように，養成は文学か教育学か言語学を基

礎にしており，カリキュラムはそれに相応して作られている。学校側から要求される養成内容や外国

語教育法に関する研究成果ももっと考慮されなければならない。

研究成果が養成カリキュラムに及ぼした実際の影響を見つけ出すことは難しいし，同様に教員養成

のどの科目に最も強く中心が置かれているかを容易には確定できない。とのことは一方では各養成機

関の独自性が増加していることに起因し，他方では教育現場の実際の姿がほとんど知られていないこ

とに起因している。養成カリキュラムの理論面の研究が，少なくとも部分的に質問に答え得る唯一の

方法である。多くの国では，明確に外国語習得と言語学に重点を置いている。

言語構造の研究という意味での言語学は，すべての国々でカリキュラムに載っている。しかしいく

つかの間々では， （形態論，音韻論，統語論のような）文法の諸相の学習ないしは（応用言語学，対

照言語学，社会言語学のような）独立した科目に発展した言語学の分野がより大きな比重を占めてい

る。図表4.9は，文法だけでなく，応用言語学（10）も外国語教育志望者のカリキュラムの主要な分野

であることを示している。外国語を生徒の母語と比較研究する対照言語学および、，言語と社会状況と

の関係を研究する社会言語学は，カリキュラムにはあまり普及しているとは言えない。

対象言語の国の歴史，文学，文化の学習は，多くの国々で，中等教育教員の養成の重要な科目と考

えられている。ドイツ，ポルトガルでは，大学生は対象言語の文化や文明だけでなく，他の文化や文

明との関連や対比から生じる問題も研究している。ルーマニアでは，カリキュラムに文化間関連の問

題もある。

外国語教育での情報工学とコミュニケーション工学を使った養成も，多くの国々で行われている。

教員志望者の養成科目について全般的に概観することで，言語学の諸相とともに，現代語と古典語

の両方を学ぶヨーロッパの伝統の中で，対象言語の国の歴史や文化の知識も確実にカリキュラムの一

部になっていることがわかる。同時に外国語教員の教育能力の獲得や教育実習での養成に，かなりの

学習時間がさかれている。この分野では，教育実留と新しい科学技術の利用の習得が，ますます重要

な役割を演じるようになる。

(10）さまざまな社会との関連の中での言語形式を研究する学問分野。言語学の他の分野とは逆に，応用言語学は

言語そのものを研究するのではなく，むしろ言語を社会的観点から定められた活動の対象または道具とし

て研究する。
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図表ヰ.9 （前期および後期）中等教育の外国語教員志望者養成のコアカリキュラムに

含まれる弛の必修科自－ 1998/99年度

言議学
盤史， 構報工学，コミ

文法 応用書簡学 対照言鵠学 社会雪語学 文化，文明 ュニケイシ三ン工学

E U 

81き，Bd縫 、3

経CED2)
Bnl 
tlSCED I警
811'.，蕩dlll 丸事 くE d；ご主
結盟D:3;1
Int •.) 

側出Di陸
臨；（I鉱：m;JJ () 可、主 0 {) ょ3 〈主
D り ぇ3 ζ2 毛主3 〈〉
民 ま主 C;t 0 {) ‘〈主 <) 

E 0 (,) 舟

F ま3 て3 ヲコ ぐ》 -:'.) 

i隷t 0 i.:) i) －~） 

《B {) 

L , ... 
理主L え》 0 《J告 《主 α 
A t..) () も：3 <) 

p !'J {) ・.:J ・：1
nN  () え.：＞ 0 窃 J ・:.1 〈主
=a lJ ¥J -:.J 

U砿（E糟議事 ウ ’（） 

UK(SQ iヨ 、ヲ {) 

EFTA/EEA 

15 て3 () 量 ち：3 量 <) 

u t：》 重 {) 重

E軍主3 ~ .... 

ー

ちを：＝ •:,,J 

ー

~.） 

ευ主語源革担寵国

岡儲剛~~越tl1路n渇 fJ CrJ 売主
fl え3 {) よ3 T主

ほ ィ：事 C) 九》 ・；：3
臨 CJ () lJ {) ‘；J 、D
4：可F 〈〉 () ミ3 〈予 () 

I.Ii" Q 議，） ；；享 イ＇.） く，）
ロ そ；書 () ワ 宅：1 ミ二書 {) 

”u ll~語ζtUli!J •\:) 

05岱IUJ ~＇） i主 ),) {) ”：） 

民（ISiCED1) I_) () {) 

加怪恐喝 込 () ll ・3 J快》

蹴）（I鉱語2J 《主 () 

締結IUJ i) 0 ゆ .:l 
51 0 {.) () {) ペ： τ”E 
議砿 C) () ・:l :) 

出典；Eurydice

陸型説明

大学機慢の広範題な狙立性に基づいて，本図表にあげた科目は，カリキュラムの内蓉の全般的な概観のみを示

している。この一覧表に，砲の科呂を強加できる。

櫨註

ペんギー（Bfr, B de）：心理学，教脊学は実践的雷諮習得と外国語教育法とともに，前期中等教育 (ISCED2) 
の外国語教員養成のカリ中ュラムでの義務科目である。

ギリシア：心理学，教育学，心理雷語学は，実践的言語翠得と外関語教育法とともに，中等教育の外韻語教員養

成のカリキュラムでの必修科目である。

ポルトガル： O印の科詰誌， ensinoゎasicoの第1および第2教背レベルの教員の養成を諮当ずる Escuelas
Superiores de Educac;aoのカリキュラムにも， (ensino bおicoの第2教育レベルの教員のみを養成する）
大学のカリキュラムにも含まれている。初期養成のための臨が定めたカリキュラムはない。
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連合正鵠 (E/W/NI）：北アイJvランドでは，初期務成のための震が定めたカリキュラムはない。諺了時にPost田
graduate Certificate in Education (PGCE）が得られる養成コースへの入学蕊望者は，たいてい教えたい言
舗での大学穆7資格が入学条件である。しかし外開語と他の科目との総み合わせも可能である。外国語の大学修
了（PGCE）コース涼，経済，文学，政治，援史のような対象脅掃の閣の生活や文化に対する理解を発展させる
学習内容を含んでいる。そこには言輯学も合まれる。

ブルガリア，ハンガリ…，ポーランド：心理学，教育学は実践的苦語習得と外国語教宵法の組に，前期中等教脊

(ISCED 2）の外国鵠教員のカワキュラムでの必修科目である。
Jvーマニア：心理学，教育学，心理曾語学は実践的脅語習得と外国語教育法の他に，前期中等教育 (ISCED2) 
の外盟諸教員養成のカリキュラムでの長諺科居である。

2.3. 初期養成の…部としての外箆滞在
外国語教員志望者の養成にとって，対象話語の留での滞在は，とても重要である。そのことによ

り，外国語教員志謀者は自分の言語能力をより完全なものにし，異文化の中での生活を体験できる。

そのことが将来ととばや文化の転連能力をより良くするはずである。

しかしながらそのような活動には多額の費用がかかり，ほとんどの国々では，教員養成機関も他の

公共の機関も，すべての外国語専門の大学生にその費用を負担することはできない。おそらくとのと

とが，大多数む罰々でそのような外国務在が選択になっている理由であろう。

例外なの誌，対象言語の国々での滞在が，初期養成中かその前に義務づけられているドイツのいく

つかのLander(1的，スウェーデン，連合王国の多くの大学である。スコットランドでは，教員志
望者は初期養成前に，選択した第1外国掛の閣での8か月間（第2外国語の留では3か月間）滞在し
ていなければならない。さらにGeneralTeaching Council of Scotlandに受講登録するために
は，第2外関語の悶で6か月間滞在していなければならない。イングランド，ウエールズ，北アイル

ランドでは，ほとんどの中等教青の外留語教員志望者は，まず大学諺了資格が捜与される3～4
ースを修了した畿で， 1年間の連続方式の大学韓養成コ…スに入学する。対象言語の国での1年以内
の滞在は，通常最初の大学修了資格が与えられる養成コースに不可欠なもむもある。

フィンランドでは，外関語教員に一定期間対象替語の留で滞在することが推奨されている。との外

開滞在が必修であるかどうか，またどのくらいの滞在期関があればよいかは，各大学が倒々に決定す

る。

ベルギーでは， 3つのすべての地域の教員に対して， 3地域の教育省とボードワン悶王財団によっ
て組織されているOperationTrefleの一部として，交換が可龍である。最後にベルギーのドイ
地域では， 1999/2000年震以後初等教育教員の養成カリキュラムに 対象言語の闘での滞在が必惨と

して含まれる。

この滞在期間は，数日間から数か月あるいは1年閉まで（スペインe アイルランド，スコットラン
ド，アイスランド） いろいろな可能性がある。教員芯望者は目標国として，たいていはま~uの国々

を選ぶが，アメリカ合衆悶や碕アメリカを選ぶ者もいる。

外国語教員が外国で滞在することがとても議要であることを考え，務在に付随する財政的国難を克

服するために，さまざまな国々で多様な試みが行われている。ヨーロッパの国々では， 「助手期間j

の制度が好まれている。この場合外国語学受にほ，対象言語の閣で一定期間滞在する機会がある。通

常彼らは，初等教育か中等教育の学校で1年間滞在し，自分の母語を教えるその国の教員を

うJ0 

国表4.10に示されているように，さまざまな機関が外国語教員恋望者の外国滞在に対して，財政

援助をしている。特に大学と教員養成機関は，そのような対策を講じる際には，決定的な役事jを演じ

ている。これらの機関には，学生の外国潜在の計轍，財政を支援する部門がある。一般に大学は，教

員蕊強者のための相互交換プログラムを実施している。

国際関係の分野の公共機関も学生のための特別部門を持っており，時々詰治費を引き受けている。

連合王国では， CentralBure設ufor International Education and Trainingが，英語の外間
語教員助手のためのプログラムに関わっている。スペインでは，外務省と教育省と的協定により，
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定数の大学生が外国に行くことができる。ギリシアでは，留学のための財政に対して泣，教育省の監

督下で，国立の奨学基金財団が担当している。

露政支援をしている私立機関のある国は， ドイツ，ギリシア，フランス，ポルトガJv，フィンラン
ド，ブルガリア，チェコ，ヱストニア，ラトピア， I)トアエア，ハンガリー，スロベニア，スロパキ

アである。

図表4.10 初等教育と〈話題および後期〉中等教育の外題語教鼠の外題滞在を実施し，

財政援助する機関と助手期間－ 1998/99年度

大学／養成機関 公共機関 私立機関 助手期間

ευ 

B fヤ C) 

Bd申 t二〉

Bnl :_::) 

DK 0 

D () き3 f) ;:'.) 

EL 1》 。コ C) 仁〉

震 () と〉 I) 

事 fl 亡主 仁3 0 

IRL !:) ,-:_-;, 

と3 と3

ミー 詰

f~L C) 0 ：；〉

,I¥ i.:) f.') 

p 三E こ2 r》

事甑 0 ;,::) こ3 仁事

事 0 

UK組.＂N.itlif ζ主 () 主主

UK話。 ；〉 三》

EFTA/若返A

IS () Cl C) 

LI 0 

r.so t) C) つ

·~－~ 
ευ加盟申請隠

BG ζ主 1二3

CZ C.) 乙主

笠宮i C) 

℃:Y ふ f主

LV C) ’3 () 

主主 C) ご3 0 ぇ3

純u :::) 三主 こ3

伊t 亡3 C) 

側》 (.) 0 ,:) 

SI 改 1；主 1駒3

事K C) 三主 f働3

出典：：Eurydice

捕註

Jレクセンブルク：中等教育の外留語教員恋望者は，対象昔話の留で高等教育を諺7していなければならない。
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最後に，外国語教員が養成期間の一部を外国で過ごす機会について分析すると，確かに個人の主体

性と公共および、私立機関が重要であるが。それらはまだばらばらで，まとまりがない。一貫した財政

援助があまりにもまれなととなので，外国滞在を規則的な活動や外国語教員養成の不可欠な部分とは

考えられないことが明らかになった。

すべての国々が， EUのフログラムの存在と重要性に注目している。第6章に見られるように，い

くつかの間々では，そのような外国滞在は，広く EUのフログラムの範関内で行われている。

3. 外国語教員の現職教員研修
外国語教員の現職教員研修は，広範囲なイニシャティブとさまざまな科目内容を含んでいる。ヨー

ロッパでは長い間，外国語教員の現職教員研修は数多く，しかも他地域よりも多く行われていた。さ

まざまな公共機関や私立機関は，率先して教員に，彼らが教える外国語の言語能力の向上と教育法の

改善の機会を与えてきた。各国では，大使館が受け入れ国の教員を活用することによって，自国の言

語を普及させようと努めている。同様に大学や文化センターも他国の教員に対する現職教員研修をを

行っている。さらに教員自身もヨーロッパ諸語に視点を置いた組織を創設した。そのようなイニシャ

ティブは，現在のヨーロッパすべての国々にあるように思われる。

念入りに準備しておくために，コースの種類や期間の長さを正確に調査することが，とても意味の

あることである。そのことで，コース内容の特徴を知ったり，各国でどの機関が外国語教員のために

上級コースや再研修コースを開設しているかを見て取ることができる。その際それらのコースの準備

は，私立機関と官公庁のどちらがするのかという問題も興味がある。

3. 1 . 現職教員研修の特徴
ほとんどすべての国々では，教員の権利や義務と見なされている現職教員研修は，公的文書や採用

契約書にさまざまな形で規定されている。

現職教員研修は，特に外国語教育の場合は，多額の費用がかかる。官公庁は多様な現職教員研修の

ほんの一部にしか財政支援をすることができない。それゆえいくつかの国々では，現職教員研修とそ

れに伴う教員に対する費用の重要性を考慮して，若干のコースを必修にして，それ以上のコースへの

参加は，教員に任せることを決定した。

図表4.11は外国語教員の現職教員研修への参加が必修であるのは，全体の半数にすぎないことを

示している。

ギリシアでは，現職教員研修は，教育省， Pedagogiko Institouto，教育研究センターの管轄下
で，地域養成センター（PEK）によって実施されている。しかしながらコース内容は，教育助言者や
大学教授によって決定され 3か月ごとに改定される。

アイルランドでは，新プログラムが導入されると，教育省は国レベルで必修コースを実施するが，

一方地方の役所，文化施設，外国語教員連盟，学校が実施するコースは選択である。

ハンガリーでは，最近の規則 (1998/99年度以後施行）で，すべての教育レベルの国公立学校の教

員は， 7年ごとに試験を受けなければならないことが確定された。現職教員研修コースに参加するこ

とが，受験許可の条件になっている。

教員に対して選択である現職教員研修コースしか開設していない多くの国々では，率先して教員が

より多く現職教員研修に参加できる条件を作ろうとしている。スペイン，ポルトガル，ブルガリア，

スロベニアでは，選択コースに参加する教員は さまざまな形で特別賞与がもらえる。

現職教員研修の期間は，各国で異なっている。また同一国内でも コースの実施形態と内容により

異なっている。
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図表4.11 初等教驚および（前期および後期〉中等教賓の外閑語教員の現職教員研穆の地位と

年間最小期間－ 1998/99年度

コース 年間の最小期間

E U 

B仕 。 ｛：〉

Bde 。 （：） 

B nl ． 〈：〉
DK 。 ざまずま

D ． さまざま
1999/2000年度以後，若年の外観語教般に対して100時間必修；

EL ・0 新教育誌に慨する現職教関研棒プログラムiこ対して，約201侍罷〈選択）
1～3日間の議成コース，しばしば外器機関 (BritishCouncil, Alliance frarn,;aise）と協力して
選択のインテンシブコースに対して40時間

E 。 さまざま〈現職教員萌修に対して10～100時爵〉

F 。 さまざま，現蟻教員研檎プログラムの嬢修計画により

（短期養成期諮： 1週間；長期養成期開： 4週間）

IRL 
0・さまざま。 さまざま

L 。 40時期のcreditformation （履務単続）

NL ．。 さまざま

Allgemeinbildende hOhere Schule：教践は最大2i露関の研修のための体暇を取轄する
A 。 教段は持鰐数を自分で決められる

Hauptschule und Polytechnische Schule: 80持謁

p 。 さまざま

FIN 
0・さまざま

s 。 120時間

UK (E/W/NI) 。 教員が教育を担当する58開のうち9 少なくとも3日間は環i議教員研修のために使われなければな

らない｛イングランドとウエールズのみ）

むK(SC) ． 最抵80持関
EFT九IEEA

IS ・0 2年間で80待関

日 ．。 タ生態謡教裁に対する特射な議員せはないが，教員は4:{f・ごとに自分が教えている外関諦のコース〈髄
大4週間）に参加する線利がある

NO 。 さまざま

EU加盟申請国

BG 。 さまざま

℃1 。 さまざま

EE 。 さまざま

CY ・0 t必修：年期4持関｛中等教育教員のみ〉
議択：各教員に対して151待関

LV ・0 年諾12時間
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コース 年間の最小期間

LT ．。 必棒： 5年陪で15時i簿。 5年間 (1日につき6授築時開〉で80捜業時間（45分間）に相当する。

HU ． 60～120時間
PL ・0 さまざま

RO 。 48～96時間

SI 。 初襲寺鰐

S京 。 2持！滋～1遊間

出典：：記urydice

・必鋒コース 0 ース

獲量
オランダ：年間鰻修時間（1659時間〉の10パーセントは， 「専門科目コースjのため北鶴り当てられなければ
ならない。教員にとって選択である現議教員研修は，必修こ3…スの一部にすぎない。

ポーランド：外鵠錯を教える資格がなく，現議教員研接により資格を取得する教員を除いて，現議教員研諺誌選

択である。ただし，現職教員研修にコースに参加することが，その教員の給撃や昇進の機会に影響をよチえる。

3.2” コース内容
4.12に示されているように外国紺教育法の分野のテ…マが，すべての間々の現職教員研修

コースの内容として最も多く扱われている。スウェーデンでは，現職教員研修コースのカリキュラム

に含まれている新教授法ならびに特別な配慮の必要がある生後に対する外国語教育に重点を韓いてい

る。連合王国〈イングランド，ウエールズ，北アイルランド）では，最近む現職教員研修コースで，

カリキュラムの改革，教育法，特別な教育的配患の必要な生徒に対する外国語教育，就職に関連のあ

る外国語の学瞥のような内容が含まれていた。

ほとんどのEU加盟申諸国では，教育法が学腎テーマの現職教員研修は，新教科書と新カリキュラ

ムの分析を含んでいる。ルーマニアでは 1998/99年震以後施行された教育省による最近の勧告によ

り，新カワキュラムの実施と新評語法の適用が，中等教育の現験教員研修の重要な部分を形成し，

内調盈機関による定期的な評植の際に考議されることが確証されている。スロベニアでは，とりわけ

教育法，評イ抵新教科書の習熟度，教材がコースのテーマでになっている。スロベニアの教員に対す

る現職教員研修の際のその他の重要なテーマは，早期外国語教育である。

言語能力を向上させ，対象昔話の閣の文化についての知識を深めることは，明らかに多くの悶々の

上級コ…スのテーマである。ギリシアでは例えば関心のある教員は，対象言語の患の文化の教育も

含めて，奨文化問に関するコ…スに参加する。

最後に，新しい情報工学とコミュニケーシ泣ン工学の外国語教背法への応用が，多くの爵々での現

職教燥研諺の最近よく取り上げられるテーマである。

122 -

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



図表4.12 初等教育および〈前期および後期〉中等教育の外題語教員に対する現職教員研修での

よく取り上げられるテーマー 1998/99年度

教育法
対象設語の 対象苦語の 情報工学とコミュ

上級コ…ス 国の文化 ニトション工学

E U 

殴fヤ 里：：＞

軍基d！事 1'.'.) 、：＝

Bl nl () 

DK 主主 主3 () 0 

0 () と3 〈：主 〈：事

EL 窃 0 f) 

言i 電：＝ R；事 i：主 《事

F 芝草 て主 ぞ3 〈》

限主 主主 正E 〈：事 a》

C') を：￥

L 主主 〈》

NL (.) t'l 

A. き》 むき £量 a 

p () () 〈》 () 

FIN () 1亡霊 f士事 ;;:) 

5 主主 ('.;I 

UK (E.~帽mo ＇~ 9：；事 て主 () 

U区梅崎 て亙 乞主 (J () 

EFTA/EJ豆A

15 ξ亙 (l て3 《＇.）

主I て主 《F () 告

”。 t：官 f》 活 ｛と主

EU加線市議器

酒E注 () 

a. ぐ；事 c, 言；主

震震 ι事

(.l" () ℃主

LV' て亙 () ('.) 

主τ c:i ｛；事 主主 。》

制U (l 

司~L 者三事 む事

狗。 () 9：：事 f：事

SI eこき え長 0 ('J 

事箆 (!I 正3 c:i 

出典：Eurydice

機量

ヱストニア：対象言語の上級コース，対象言語の国の文化に関するコース 脅報工学とコミュニケーション工学

に関するコースも，外国語教員が関心を持てば，開設することができる。
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3.3織 対象雷鵠の国でを〉現職教員研修プログラム

3.3.1. 外国でのコースの機関と財政支援
ヨーロッパの多くの間々では，外国語教員に対する現磯教員研｛壌は，多くの様々な機関によって関

れている。そのような機関はコースを設寵するだけでなく，渡航の実路や教材の作成と普及など

のようなさまざまな種類の教育活動を行っている。とのようにして，現職教員掛修はそのコースの目

的や内容にしたがって，さまざまな静態をとっている。

関諜4.13 初等教育および〈前期および後期〉中等教育の外態語教員のための外国滞在を実擁し，
財政支援する，あるいはそのどちらか1つを行う機関ー 1998/99年度

大学／養成機関 公共機関 私立機関 教員連盟

E U 

lfr "" 可3

Bdm .:,) 

態銭i な3

DK 〈〉 {) 今治

D ぜ！事 {) 〈ヲ く；E

EL 0 -;) イ3 ·~） 

E ~） /.) 

f 法 。よ3 () 

IRL ー：J ず：〉 、；3

ミ） え：）

主 ＂》

"L よ＇） <") 

事弘 ，・3 〈主 ,•',) ィ；F

p 、：3 つ vよ〉

”” 
ξ亙 Q {) ν？〉

s 匙；喝事 <) () 

協和1Wml) お； ヘ；3 ".') く主

む箆結待 () ＼主 ぉ：：3 〈〉

EI・'f'A/EEA
E器 r：；事 。 ぷて〉

ま3 く3

”。 {) 、：3 .;) 

E U市議関

聾G 暗；》 <) 
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まずほんどの場合 教員が自主的に外臨の再教育コースを受講することは，注目に笹する。外国語

教員は自分の外国語読力を向上させるために，外留接航をしようと努力している〈いくつかの思々で

は， f自発的なj活動について話されている〉。外国で特裂な現職教員研務コースに参加しようと

思っている教員は，そのようなコースを開設し，ーまれではあるが…既設支援する様々な機関と連絡

を取ることができる。

大学と教員養成機関は，外国での現職教員研諺活動を支援するととで，重要な役割を摸じているよ

うに思われる。デンマークでは， Danm品主主s Lcererh0jskoleおよびその学科は，デンマ…クでも
外国でも現職教員研修を黍径されている。 folkeskole教員の約20パーセントは，毎年との機関の支
援で，コースに参加している。スペインでは， Institutosde Ciencias de la Educac始以之 （ぢ
まざまな独立共同体では，別の名称で呼ばれていることも議うる） Centros de Profrsores y 
Recursosと協力して，研諺日的で外国渡航をしたい〆教員に対して，技帯的支援をしている。アイス
ランドでは，大学は研務のための外国渡航を支援する現職教員研務機関を持ってい

外国語教員の研修ための外国滞在の実施と指政支援をするために，公官庁は決して無読できない役

割を掛っている。それらの官公庁には，しばしば教育番多文化省，外務省が合まれている。

数年前からベルギーのフランス語地域で，教育省の主導により，外国語教員が外国での現職教員研

諺コースに捗加できるようになっているo Inspecorat pour les lang誌esmodernesはCentre
d普autoforma討onet de formation continueと協力して，成果を授業に反映させ，教育改欝の
方法を研究し，成果に基づいて作成される教材を発展させる機会者数員に与えるために，教員に対し

て独患の支援をしている。ドイツでは，研修コースはLander（州）の教育省の番任を受けた
Padagogische Austauschdienst，外務省，ヨーロッパ委員会，ヨーロッパ会議によって開設さ
れている。

アイJvランドでも，教育省が大捷館の文化局や外国語教育促進連盟と協力して，外国での夏期コー
スを実施している。オーストリアのような国々では 他の層々の教育省と共通の養成プログラムを作

成した。そのような共開計闘の下で，岳発的に外国渡航をする教員は 財政支援を受けることができ

る。

すべての中央ヨーロッパおよび東ヨ一口ッパでは，いくつかの省が外国語教員の首語能力向上のた

めに，ヨーロッパの他の器々と相証協定を結んだ。にもかかわらずこれらすべての国々では，限られ

た数の教員しか外国に渡航できないり例外はチェコで 70～80パーセントのフランス語教員と30～

50パ〕セントのドイツ語教員 (1990年～1998年〉が，外臨での現職教員研疹コ…スに参加できた。

一方リトアニア，ル…マニア，ポーランドでは， 2～10パーセントの外摺語教員しか対象苦語の国で
の現職教員研修コースに参加でぎなかった。

同時に対象諮語の盟の詩語と文生の普及のための公共機関も 技術的支援や教員のためのコースを

関設し，その国への渡航を実擁している。ヨー口ッパのさまざまな国々に最も広く設置されている機

関には， 〈英語の） Britisch Council, 〈フランス語の） Alliance franc;aise, 〈ドイツ語の〉
Goe註ie叩Insti tut 〈スペイン婚の） Instituto Cervantes （イタワア認の） Instituto 
italiano di Culturaがある。ギリシアとキプBスでは，そのような機関は持に外国でのコースの実
施のための技術的支援をする擦に，教育省と密接に協力している。連合王留では， Bri註shCouncil 
の一部でるるCentralBureau for International Education and Trainingが，外国での現職
教員研修1ースについて助詮し，調整する。

グラーツ〈オーストリア〉にあるヨーロッパ外国勝センタ…は， EU加護申諮問も含め外国語教員

の替語能力の向上のために有効な事業を行っている。

ほとんどの国々では，教員連盟も外国滞在の実施と財政支援に積極的に関与している。

若干の国々では，まだ多くの私立の教員養成機関が活動している。 EU加盟申請国では，他の国公

立や私立の機関の他にも， Soros財団がそのようなコースを開設している。いくつかの罷々では，北
アメリカ起源の機関も現職教員研修コースを設量している。

外国語教員の現職教員研修コースおよび再教育コースに対する参加の機会は，年ごとに増えつつあ

る。すなわち，外国語教育の新しい試みについての情報と考察の可能性を教員に与える目的で，
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的に教員養成の需要に応えて，コースが開設されている。大学，教員連盟，公共の機関，私立の専門

機関も，教員がこの変化に気づき，対応できるコースを開設している。

3.3.2. 現職教員研修コースの調整の際の官公庁の役割
前節で述べたように，多くのさまざまな機関が現職教員研修コースを開設している。そのため公官

庁はまた，コースの実施や調整が，外国語能力の向上という教員の要望を適切に満たしているかにも

注意を払っている。

すべての国々で，外国語教員に対する現職教員研修コースに対して，教育省はコースの調整を中央

または地方の機関に委任する傾向がある。その結果，コースは非常にさまざまな方法で実施されるこ

とになる。

教育省により設置され，調整された教員養成コース
教育省および、その下部組織が，現職教員研修コースの設置と，時には評価に対しても権限を有して

いるという状況が，頻繁に生じているd ギリシアでは，現職教員研修コースは16の教員養成センター

(PEK）と協力して，教育省により開設されている。 Pedagogiko Institoutoと教育研究センター
は，初等教育と中等教育の教員の現職教員研修を調整し，推進する権限を有している。イタリアで

は，養成コースは類似の方法で，中央政府により調整され，推進されている。教育省は現職教員研修

コースの目標と基準を定め， IRRSA~ (lnstituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e 
Aggiornamento Educativi)，大学，地方の教育官庁に，正確な現職教員研修の課題を割り当て
ている。教育省はまた現職教員研修コースを開設している教員連盟と他の機関を認可している。にも

かかわらず学校と教員は，各自の教育課題に最も適したプログラムを自由に選んでいる。

学校監督官庁は，ときどき他の機関と協力して，現職教員研修コースの開設と監督を担当してい

る。ベルギーのドイツ語地域では，教育省は教育監督機関やPadagogische Arbeitsgruppeを通
して，調整と財政支援を行っている。フランスでは，年度ごとにRecteurde l'Academieの責任の
下に，現職教員研修計画が作成されている。その計画では， 1年間の枠内で教育省が定めた方針と優

先順位が考慮されている。にもかかわらずコースの内容は 地方レベルでのAcademieの現職教員研
修を委任された者と担当教育監督官によって決定されている。ポルトガルでは，研修コースは初等教

育課，中等教育課，科学技術教育課，教育改革研究所，現職教員研修のための科学・教育会議のよう

なさまざまな行政機関によって調整されている。教育監督庁がこのコースを管理している。キプロス

では，教育文化省の外国語教育監督官が教育学研究所と協力して，研修コースの計画と実施を担当し

ている。

E U加盟申請固に関しては，ある程度の地方分権化も見られる。ルーマニアでは，中等教育教員の

現職教員研修コースを調整し，推進する責務は中央官庁にある。しかしながら地方分権化の過程を速

める現在の改革は，現職教員研修フログラムの計画と開設および、教員の職歴への影響についての評価

も含めて，重要な責務を地区の教育監督庁に委任している。チェコでは，学校は教育省から現職教員

研修コースのための運営費をもらっている。学校にはある程度の決定の自由があるが，教育省に許可

されている機関しか使用できない。

地方官庁により設置され，調整された教員養成コース
広く地方分権が進んでいる政治体制の国々では，現職教員研修コースはさまざまな地理的レベルで

設置され，運営されることができる。ドイツでは，現職教員研修は，中央レベルと地方のLander
（州）レベルで設置されている。現職教員研修コースは，学校で，あるいは指導を受けて独学の形で

行われる行われることが可能である現職教員研修コースの活動組織を中央に集中させるために，すべ

てのLanderは教育省，文化省，科学省の管轄下にある国立の現職教員養成機関を創設した。地方レ
ベルの現職教員研修は，各Landerで，教員養成機関とその部門，ならびに中等教育および、初等教育
レベルの学校監督庁（Schulamter）によって，異なった方法で管理されている。学校監督庁は，
地方レベルでの現職教員養成機関の開設に対しでも権限を有している。スペインでは，自治体が，
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（さまぎまな自治体では，加の名称で呼ばれているとともある，）養成コースの需要と供給を調整す

る権援を手ぎする地方のContrasde Profesores y Rεcursosで，現職教民研接コースを開設してい
る。

フィンランドとスウェ…ヂンでは，現職教員研修に関する権限が，一般的な行政の地方卦権化の流

れの中で，地方自治体に委ねられた。地方自治体は，すべての教員に対して，現職教員研修コース記

参加する機会を保証している。アイスランドでは，大学および教員養成機関も，現職教員研務コース

を監督し，調整する。リトアニアでは，教育者が地域の教育センターならびに外国語教員の現職教員

研修に携わっている大学の現職教員研議所で，現職教員研修コースを財政支援し，調整している。

地方分権化が，舗々の学校レぺんにまで遼することがある。オランダ，連合王国（イングランド，

ウエールズ，立アイルランド），エストニア（1りでは，現職教員研修コ…スに対する財政支援は，か

なりの程度まで需要に適したコ…スと機関者選ぶ個々の学校に任されている。

すでに述べたように，官公庁は中央レベル，地方レベル，学校レベルで，絶えず増大する洪給合調

整と計爾の際に，積極的に対応している。この目的のために，教育改革研究所，教育学斜，現職教員

研修センター，教背監督庁のようなさまざまな機関が，特別に創設された。それらの機関すべては，

現職教員研修の他に，外国語教育の内容と教育法足ついで議論したり，研究したりする機会を与えて

いる。

官公庁は，器際関係も按進する。この点でヨーロッパのさまざまな国々の教育省と外務省との合同

イニシャティブは，協力，教員の交流方法，外国の機関の養成コースについての協定に関して，特加

重要な役割を演じている。

3‘3.3. 教員の交換
教員の交流に関して，ほとんどの間々では，徐々に外関語教員の交流を容易にする計磁を立ててい

る（12）。しかしながらこの制震は，まだ低学年の学校でしか利用されていないし，ほんの綬ちれた数

の教員にすぎない。参考になる例を少しあげておく。

べJvギーでは， 3言語地域で， OperationTr1をfieの主導で，教員の交換が行われた。
ヂンマーク文化研究所は， 1990/91年度以後，外国の教員との交換を者聾している教員を支援する

交換プログラムを実施している。

ギリシアでは，中等教背の外国語教員は，特別の初期養成および現職教員研修プログラム

(EPEAEK）の中の交換プログラムに参加できる。この専門家同士の7～158聞の交換は，教育省
が栂当している。

スペインでは，教育賓と外務省がドイツ，フランス，連合王国との外国語教員相主主交換プログラム

を実施している。教育省が実施している他のプログラムでは，教員にはアメリカ合衆国へ行く機会が

ある，

アイルランドでは，髄分前からフランスと中等教曹のフランス語語教員の小規模な相互交換ブ2グ

ラム（3か月か1年間）， ドイツとのドイツ語教員の交換プログラム（3か月〉がある。このプログ

ラムは，フランスないしはドイツとアイルランドとの文化協定の一部であり，それぞれの大誌館と合

同で，教育省が実施している。

最後に連合王国では， CentralBureau for International Education a設dTraininきがオ－ー
ストリア，フランス， ドイツ，スペイン，スイスとの教員の相互交換を担当している。

(11）＿エストニアでは，しかしながち運営費のごく一部は，現職教員研修の優先頭設の関係で。省レベルか地方

自治捧レベルで，集中管理されている。

(12）本語はEU言語プログラムの範囲外で実施され，長才致支援された外盟諸教員の相互交換を扱っている。 EU

グラムでの教員の交換については，第G章に載っている。
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付録

2-l二生豆旦Jま上教員の初期養成のコアカリキュラムでの外国語〈繋語習得，教育法，教育英習〉に関
する時間割－ 1998/99年度

専門科呂関織の養成 教育学・教育実習養成

言語響詩 外国語教事手法 外国語教青実習

実態していない（十分な言語能力を有 約6～10週間 すべての科目について

ずることが議捷条件）。学生は必修科 フランス語教育法 1年次： 2～3難問
Bde 自として，紛等教脊3年次からフラン 24'次： 4～6灘関

ス語， 1年次から外線毅コ…スを履鯵 3年次： 10～協議関

している。

B nl （：） ｛：〉 （：） 

。 さまざまな学習プログラム 1きまざまな学習プログラム 第1養成期間：数議鶏

第2義成期間： 24か月予議案穏

F IUFMは正確な時間割そ定めていないが，外国語教育を10：才以上のすべての生誕に拡大するととが進行中なので，学生と教
員のための必鋒または選択の時様鶏の学生数を増やす傾向が強まっている。

議小21の年間コ…ス（1600時間）のう 最小21の年間コース (1600時間）のう 400時間の教育実習。外諜謡が加わる

ち，少なくとも2コースは設鰻習得の ち，少なくとも1コースは外関義語教育 かは， Eまだ決まっていない。養成コ…

内容である。 法の内容である。
スの内容と詳細は，各大学と教育省と

の協定に含まれている。

実施していない〈十分な設語能力を有 ドイツ諦： 180時間 ヱ年次： 10時間

することが蔀提条件） 0 この養成時点 フランス題： 150時間 2年次： 8週間

工
で，高望者はすでにドイツ語とフラン 3年次： 8遊間
ス絹を完全に習持していなければなら 合計：261持関

ない。志壊者は60持簡のフランス語学
かドイツ語学を選択する。

認L アイルランド語を選択した学生に交をし 約60時間
て110～2801時掲

奨揚していない〈十分な言語能力を有 4年i懇で約40時間 必ずしも可能ではない。学生が行う教

ずることが前提条件）。この義成時点 育実習鶴間数は，全年度で0～10時間
NL までに，志謀者はすでに7年譜必接科 である。

日として英語を学習しているとと。む

しろ外関紺教育法に麓点がある。

〈一〉 112時期 教育実智は初等教育学校での4遊興の

F弘
実習の一部であるα ぞとでは英言警は必

修科目であり，ぞれゆえ教育議欝生に

より教えられる。

p eusino bおicoの第1教育レベルでは，時間欝は機関ごとに異なっている。外関翻教軍事詰必穆ではないので，詩語習得，教
育法，教育実習は選択科目になっている（すなわち，教員養成のコアカワキュラムには含まれていない）。

Peruskoulu/ grundskolaの初期6年 Peruskoulu/ grundskolaの初期6年認に対して： 35学習単設 (1400時間）の
FIN 簡に対して： 15学習単位 CMO時間） 教育学。大学ごと紅葉なった比務で，理論と主義欝に配分される。

コ＝600時間

s 40週間行年間〉は替紙背得に定めら 10週間 (1学年40漉簡の仲内で〉
れている。

UK カワキュラムには詩諮習得は含まれていない。

出/WINI) 北アイルランドでは，初期養成のための図のカリキュラムはない。

UK (SC) 選択 825時間（Bachelorof Education) 

IS 140持問 60時鰐 学期をまたいで4i壁際｛口401時間）

12学務単設住5分間） ; First 

LI 
Cambridge C出掛.cateを取得するため

外関械に対してはまをめられていない。
に対象言語が話されている闘で6選
関の言語コース
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専門科目関連の義成 教育学・教育実智議長成

言語習鐸 bi 
/ F司”村山隊 {A 外国語教育実習

NO 認runnskoleの第1教育レベルに対して：灘択

CZ （：） （：） （：〉

英語かドイツ議のをぎ鰭習持：475時間 英露かドイツ謡の外国語教宵71~ : 授業参観： 3年開にわたり16時間
EE 作文： 37持際審済学： 87時間 145持鑓 第2～第4教育レベル： 14～15持関

詰宅講読：84時開会綴： 50時間 第S～第6教育レベル： 11～訪韓撰j

CY 70時間 カリキュラムには含まれていない 選択

LV 416時間 64時間 96時間

LT 
4年聞にわたり13.5～28.5学習単位 2～2.5学費単位 1学期開盤懇下で， 3～4週間の教1努

(1単｛立口40持襲警〉 実習

ジェネラリスト教員養成：必修外岡諦 ジェネラリスト教員義成： ジェネラリスト教員養成：

SI で45～60持諮。 お接待問なし 必接持関なし

早期外国語教育： 615時間 早期外協語教育： 135時限 早期外盟諸教育： 50時開（2趨部〉

_Z＿~雪友ャリスト教員の初期養成のコアカリキュラムでの外盟諸〈言語習得，教育法，教育英溜）に関

する時間耕一 1998/99年度

専門科目関連の養成 教育学・教育実習養成

設鵠習得 外国語教育法 外悶締教審実習

さまざまな学問プログラム さ家ざまな学習プログラム さまざまな学菅プログラム

B fr, 伊iえば，前期中等教育の教員義成 例えば，前期中等教育の教員養成 例えば，前期中等教育の教員義成

Bde (regent) : 1年次： 75待問 (I・egent) : 1年次：50時間， (regent) : 1年次： 175時間，

2年次： 100持摺 2年次： 175持諮， 3年次：3501時間

B nl 1年間で3週間， 3年間で16｝腹開

後難中等教育 (ISCED3）の教民 後索中等教育 (ISCED3）の教員 後期中等教育 (ISCED3）の教段
DK 養成：：さまざまな時間割 議成： 2～4日聞に加えて， 2～48 議議： 120時間

関の教育学理論

D 機関によって換なる 機関によって異なる 第1養成期間：…部は数遊間

第2養成期障： 24かJi予儲実習

216時間〈接請） ' 26殺寺関（フランス 132時間（英語） , 144待問（フランス i襲択
EL 語） ' 250待関〈ドイツ昔話｝ , 624時間 語） ' 50～100待問〈ドイツ語），必

〈イタリア議〉 修65時間小選択78時間（イタリア総）

親等教育：最抵160時間 :ro等教育：；議録160時間
綴等教育：320時間

E 
中等教資：最低240時間 中等教育：ほとんどの大学で含まれて

中等教育：選択
いる必惨カリキスラムのー認ではない

F 
科際関溜の養成で， 2年間で400～750 全科目蓑成と科目関連接戒の2年次 1年次：；2～3i議開

時間，全科目議議で300～450時開 で，教育法に重点が議室かれている。 2 .{f-次： 1灘踏に4～6P寺詰i

IRL 機関むよって箆なるe 100持鰐

I (13) 機関によって誕なる。 機関によって異なる。 〈ー〉

実麗していない。ルクゼンブルクで 議成期間中に，教員志望者は指導教員 主立揺養成は外関で行われるが， 30話題

L ば， Eド等教育教員J事盟者の梼期養成法 の車在韓下で，教青学，教育法むコース の教育実習の養成機関は，ルクセンブ

ない（養成は外国で行われる〉。 を受講する。 ルクで行われる。 1年次： 1灘間に6

時間， 2年次： 1選憶に12時間

(13) 1999/2000年度より，専門科目養成での外国語教育法；少なくとも5つの§か廷の，将来の教育科自である

教育学コース， （少なくとも700時間〉。専門科昌養成での外態語教育実習；少なくともqOO時間。
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専門科目関連の養成 教育学・教育実習養成

言語習得 外国語教育法 外国語教育実習

大学でない機関での養成： 4年間で2217時間。その約3分の1が応用言語学，文 大学でない機関での養成：教員志望者

明／文化に割り当てられている。昔話習得，教育法は補充コースとして行われ は最低200時間自力で教えなければな

る。 らない。通常教育実稗は4年間で1300

～1680時間行われる。

NL 
大学での養成：言語習得は入学許可の 大学での養成： 1年間で840時間 大学での養成：教員志望者は最低120

前提条件 時間自力で教えなければならない。

（たいてい教育実習に含まれる250～
840時間はすでに学校で済ませていな

ければならない。

Allgemeinbildende hohere Schute Allgemeinbildende hohere Schute Allgemeinbildende hohere Schute 

A : 68時間（言語習得を優先） : 105時間 ：約100時間

Ha up臼.chuleとPolytechnische HauptschuleとPolytechnische HauptschuleとPolytechnische
SchulE~ : 480～520時間 Schute: 128～146時間 Schute: 192時間

p 前期中等教育に対して最大70／＼＇】セント

後期中等教育に対して最大80/¥'-tント

最小20～30パーセント，教育実習の1年を含む

FIN 機関によって異なる 35学習単位（1400時間）の教育学。大学ごとに異なった比事で，理論と実習に配

分される。

s 40週間 (1年間）は言語習得に定めら 20週間（その学年を含む40週間の枠内

れている。 で）

第1学位コース（通常Bachelorof イングランドとヴェールズの初期養成 全時間制のPGCEコースは最短で36週
A此s）のための学習時間数は必要では の国のカリキュラムには，外国語教育 間続く。実践的養成と教育実習からな
ない：ほとんどの言語学習コースは， 法の時間数は載っていないし，北アイ る少なくとも24週間は，学校で過ごさ

UK 毎年30時間で4年間続く。外国語の専 ルランドでは，初期養成コースの国の ねばならない。

(E/W/NI) 門科目を含むPostgraduate カリキュラムはない。しかしイングラ

Certificate in Education (PGCE）コ｝ ンド，ヴェールズ，北アイルランドで
スの志望者は，通常最初の雷語研究の 教員資格を取得するために，志望者は

学位を有していなければならない。 効果的な教育法を使うことを実証しな

ければならない。

志望者は自分が教える外国語に合格 全時間制のPGCEコースは最短で36週
し，大学修了資格を有していなければ 間続く。そのうち少なくとも18週間

ならない。さらにPGCE義成の入学前 は，学校での実習でなければならな
UK (SC) に，その外国語が話されている国で， lt~. 

少なくとも6か月間，第2外国語につ

いては当該国に少なくとも3か月滞在

していなければならない，

IS 1170時間 650時間 。0時間）
LI 

対象言語の国で4か月間， 4年間の専 1年間（大学の1週間につき30学習時
60学習時聞を2期間行う学校実習

門科目関連養成に充当される。 間）

NO 大学：連続コース： 200～100時間 大学：連続コース： 50時間 60時間

並列コース； 50～100時間 並列コース； 50～100時間

BG 1680時間（大学によって異なる） 120時間（大学によって異なる） 150時間

208時間（音声学，音韻論，文法，語 110時間 150時間

CZ 禁論など），対象言語で教えられる歴

史，文化，文学のコースに付加され

る。

552～576時間（音声学，背韻論，文 128～160時間 32～60時間

EE 法，語葉論など），対象言語で教えら

れる歴史，文化，文学にコースに付加

される。

キプロス大学での英語の学位授与： 70時間 20時間

CY 140時間（言語学分野） +420時間

（必修文学コース） =560時間
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専門科呂関連の灘成 教育学・教宵実習養成

替語習得 外関語教腎法 外語語教育実習

LV 1872時間 48持関 96時開（2×6組問〉

並列方式：；大学によって主主なる。 1～ 並列方式： 4年濡で約100時間（25学
議列方式：320時間（8週間〉

2の外題難疫学習するかどうかも大学 響単位〉。
議総方式： 200時間（5趨隈〉

LT 
によって巣なる。全養成の60パーセン 議競方式：最初の大学穆了後の1年間

目下態議中の191期毅成の薪撰懇による

ト（96～98学習準設〉。 の教育学養成。
と，学校での実習鑓摺が少なくとも16
週捕に蹴長される。

206時開〈と算定される〉。しかし大 52時間〈と算定される），最近の1年 聴講生として15～20コース〈と算定さ
Hむ 学によって異なるし，選択された外悶 開。 れる〉。

請によっても異なる。

PL 1100時間 500時間 150時間

長。 811時謂（4年間で｝ 52略鰐 10必11}鰐（2～3年次）

大学で議成するスペシャワスト教員の 大学で主義｝泌するスペシャリスト教員の 大学で義成ずるスペシャリスト教員の

2外国語：2160時滞 (1外国語あたり 2外国語：300時間（教合？去90時間， 2外国語： 4選摺教育実習〈全部で6

1080持鑓〉令部時間マルチメディア教 心顔学90時間，方法論研究60持関〉， 灘間／150持諮〉。

SI 
育。 1外韻語につき150時間o 大学で義戒するスペシャリスト数民の

大学で養成するスペシャリスlト教員の 1外協議：270時間～810時間（捜灘挺
1外間離：2445～2505時間（教育紘 曹と兆般の形での教育実習｝

心理学，マルチメディア教育，方法議議

研究の210時簡を含む）。

SK 機関により典なる；：最器39011寺問 機擬により異なる；；最誕1601時間 磯関により異なる；；最低64時間

主主·~－.x竺主夕立Zト教践の初期養成のコアカリキュラムでの外関鰭｛嘗語習得，教育法，教腎挺
習）！こ関する時間審j…1998/99年度

専門科目関連め養成 教育学・教育実習養成

・- 外盟諸教事手法 外国語教育実習同謡音ます綜T王子

folkeskole (ISCED 1と2）の教員に対 folkeskole (ISCED 1と2）の教員立対して：060FfE口24灘間
DK して：0.55FI窓口22遊間〈プログラム

の4学期間で）

ensino basicoの第2教育レベル記対 ensino basi亡。の築2教育レベル記対して；さ荻ざま｛最低30パーセントは主主審議

p して；さまざま〈議抵70パーセントは 背得に割り当てられねばならない〉の

雷藤望号簿に割り当てられねばならな

い〉。

peruskoulu/ grundskolaの6年次に peruskoulu/ grundskolaの6年次に対して：35’学習単控（1却0時間）教育学
FIN 対して： 15学務場位（各40時限〉口 大学によって異なって，理論と爽習へ割り当てられる。

600時鰭

IS 1406時間 60時間 I 1学期で州問（＝鶴時間
NO grunnskoleの第2教育レベル：選択

CY 70時間 カリキュラムには含まれていない。 ｜選択
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第5章

外臨語教育のカリキュラム

序文

との章では、初等教育及び前期中等教育における必修の外国語教育のカリキュラム及び公式ぬ動告に

ついて述べる。

第1節では、外盟語教育カワキュラム作成におけるさまざまな段階について説明し、カリキュラム作

成相当委員会の構成員や活動内容について詳轄を述べる。

第2節では、外昌語教育カリキュラムを載せた公式文書が公表された時期、状況、

なる外国語などについて取り上げる。

と対象と

第3第は教育目標及び、教育内響、カリキュラムの中で掻奨されている教授法についての分析である。

特にコミュニケーションと外国語教育の文法的・社会文化的側面に重点を置いて述べる。

最後の第4館は外国語教育の多議な観点iごついての国別調査と評植の結果についてである。このよう
な瞬査により、カリキュラムが教育現場でどのように実施されているか確認することが可龍になる。

1. カリキュラムの作成方法

外国語教育のためむカリキュラムの作成方法は、的の教科と違いが島るわけではない。作成過程の主

要3段捲は、現行カリキュラム改訂の決定、新カリキュラムの作成、新カリキュラムの採用である。
それは法令、政令、通達、回状その抱の法規定の形で行なわれる。外菌語教育のための薪カリキュラ

ムを作成する当局は、通常的の教科のカリキュラム作成も担当している。新カリキュラムの作成

施に携わっているむは、中央の当局、地方の当局、または各学校を管轄する当馬など鵠によって異

なっている。

外国語教腎用カリキュラムの作成には、組の教科の場合と同じ方法が適用される。図5.1はカワ

ラム作成会行なう委員会の国ごとの携或員を示している。カワキュラム作成は通常、教青香によって

特別に径命され、教育省に対して費在を負う研究チームに委設される。ほとんどの冨の研究チーム

は、多様な構成員で成り立っており、その顔ぶれは実にさまざまで、たとえば教員、学校長、視学

、教員養成者、教育学者、 PrA代表または生徒の代表などで構成されている。しかしいくつかの間

の研究チームは、教員または教育の専門家などの一部の教育関係者だけで携或されている。

数は少ないが、フィンうンド、イギワス、ラトピア、リトアニア、 Jvーマニア、スロパキアのように
教育者に前錯する常任委員会が、カリキュラム作成を行なうか、またはそのための研究チームを任命

している関もある。アイJvランドとオランダではカリキュラムは教背省から独立した磯関によって作
或されている。
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関払1：外国語教育力リキュラム作或担当議員会（1998/99年度〉

教育省が侵命したカザキュラム作成担当楼員会または特別研究チーム

日fr 教員、視学官、研究者から成る研究チーム

B de 教員、視学官かち成る研究チーム（研究者を含む場合もある〉

B nl 教践、教員義成者、研究者、学校顧問から成る研究チーム

DK 
教員 PTA代表、外関舗の専門家、教育現場の専門家で構成される特別カリキュラム委員会。議方の当局の代表

及び後期中等教育相当職議も参加。

。 主として教員（学校長を合む）、教育替の代畿、各州の研究機関の代表、研究者で構成される黍員会

寂し
大学教員1名、 PedagogikoInstitoutoの試補1名、英語担当の学校顕関1名、初等教育及び中等教育の教員5

名で構成される議員会

主 教員、視学龍、薪究者から成る研究チ…ム

視学官、大学教員、中等教育の教員から成る研究チーム。との研究チームは研究結果をConseilNational des 

F Programmes （全菌カリキュラム評議会）の審議にかけ、この評議会が各教育段階のカリキュラムに一翼性を持
たせるようはかり、専門家として見解を表明する。

教員、保護者、公務員、政治家、専門家で構成される議員会

し
初等教育：教員、規学留で構成される委員会

中等教育：専科教員（フランス語、ドイツ髄等〉で講成される全国カリキュラム委員会

A 教員、読岡崎－＂－ fj 模学宮、研究者、 公務員から成る研究チーム

p 
英語、フうンス語、ドイツ語のカリキュラムは均質な研究チ…ム立よって作成される。

スペイン鰭のカリキュラム作成者泣スペイン大使館と漉絡を敢ち合う。

専門家で構成される特別議員会。ただし文書の決定稿は、教育省の職員が作成する。カリキュラムの内考察の議要

s な点むついては罰金で決議する。教員、研究者、生後は誼接には新カリキュラムの作成立参加しないが、意見を

求められる注Io 

(1998年に教育者により設寵された） Action Group for Languagesは、教習現場における外関銭教背の支

UK (SC) 
援・促進を目的とする。この研究チームは、さまざまな教育分野、たとえば学校、大学、護学替、地方の当局、

PTA、ScottishConsultative Council on the Curriculum、ScottishQualifications Authority、Scottish

Association of Language Teachers、及tJ.行政官などの代表により講成されている。

IS 教脊省職員が、教員、専門家から成る研究チームと共同で行なう。

しl
研究チーム設教育省の監督の下、教員のチームと共同で作業する。研究チームのコーヂィネーターは教育省が経

命する設揺の専門家が務める。

教員 大学教員から成る静別研究チーム。英語、選択外国語、ノルウェー舗のカリキュラム作成に携わる各研究

NO 
チームは緊密な共同作業費行なっているo また彼らは少数言語であるサミ舗及び第2言語としてのノルウェ一括
のカリキュラム作成を様さきする研究チームとも連絡を取り合っている。さらに作成の最終段藷はおいて教育省の

研究チームがカリキュラムのクオワティに寅艇を持つ。

以3 専門家〈大学教員及びその砲の教員）の研究チーム

CZ 教育省職員、教草案員組合あるいは教職員連盟、親究者、教育噂門家、外国語専門家など

店 教員、教犠翼連盟代表、教育省職員、研究者から成る研究チ…ム

視学官、教員、教員養或者で構成される各委員会。さらに特別委員会が、各外国語のカワキュラム作成に携わ

CY る。英掛教育統一カワキュラム強請委員会は、事茨宵黄泉榔〈初等教育及び中等教宵）の枠を越え包括的に作撲を行

なう。フランス語のカリキュラム作成の轄には、アランスの大学のアドバイザーが議員会に出席する。

HU 専門家チーム〈教員幾成者、教授法の専門家、中等教宵教員）

Pし
教員から成る持費な毒事門家チーム、あるい誌、韓定の外国語のカリキュラム非成に従事する多彩なメンバーかも

成る研究チーム

SI 
研究者（大学教員友び外冨語の専門家）及び外屈語教員から主主る研究チーム。作賭されたものは、各段階におい

て鈎80%の現役外国語教員とカリキュラムを管轄する簡得議賂にチェックされる。

注1 この方法注額カリキュラム作成の際に適揺される。その後金悶教育周が、カリキュラムを定期的に改訂する。政鰐は金問

教背局の提鷺喪受け、こめようなカリキュラム改訂奇決定する。
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関5.1 （続き〉：外国語教響力リキュラム作成担部議員会（1998/99年度〉

カリキュラム作或や、そのための研究チーム・委員会の殺置を控う教育省の常任委員会

Opetushallitus/U tbildningsstyrelsen 

FIN この国の専門家委員会は、教員、研究者、専再家、地方当局代表、被彊用者間体代表、 PI'A:代表、その他の労控
関連間体の代裁らと協議する。

Qualifications and Curriculum Authority (QCA）は、法定機関であり、そのメンバーには教響労識者長官によ

UK （町
り桂命され、一般教育機関及び韓議教育機関、また高案提務、金融、鞍能的業務における経験を有する人物が合

まれてい誌ければならない。カリキュラム作成に様し、 QCAのメンパ…は教員やそり緯の関係者が参加している

研究チームの助言を踏まえた上で、より嘱広く社会の意見を艶く。

定ualiflcations,Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC）は法定機構であ号、イングラン

ドにおけるQCAと問じような業務を行なっているc メンパーはウェ…）＼，－ズ国民議会により任命され、一般教宵護

UK(W) 関及が犠業教育機関における経験を有する人物が含まれていなければならない。高業実務、金融、職能的業務に
おける経験を有する人物が含まれていても構わない。カリキュラムの作成に際し、 ACC ACのメンパーは教員や
その他の関係者の代表が参加している研究チームの助言を踏まえた上で、より幅広く社会的意克を開く。

Northern Ireland Co山icilfor the Curriculum，お姶minationsand Assesment (CCEA）は法定機関であり、

UK (NI) 
そのメンバー（教育界、産業界、経済界の代表〉詰北アイJvランド教背省により長脅される。カリキュラムの作
成立際し、 CCEAのメンバーは教員やその錦の関係者の代農が参加している研究チームの助曾を踏まえた上で、
より幅広く社会の意見を聞く。

Scottish Consultative Council on the Curriculum及びScottishQualifications Authority。これちの機関

UK (SC) は、各委員会を運営する。また各教腎分野、たとえば学校、視学官、大学、地方当局、 PTA、教職員連盟、政府
などの代表で織成される研究チームを毅議することができる。

しV
カリキニスラム・試験センター(lzglitibassatura un eksaminacijas centrs,Valodu zinibu data）。間センターの
外冨謡器内は主に教員、専門家、大学教員で構成されている。

しT Pedagogikos institutaso研究者から成る均質な研究チーム、専門家チーム

RO 
｜教員 視学官も教青専門家、研究者から成る研究チ…ム。この研究チームをコ…ヂィネ…トする委員会が、律成

されたカリキュラムを留のカワキュラム評議会記提出する。

SK 
Statny Pedagogicky U stav。この機関は、研究者、大学教員の代器、 StatnyPedagogicky U試avの外国鵠部
同代表から成る研究チームを設関する。

関5.1（続き〉：外国賠教膏カリキュラム作成担当委員会（1998/99年度〉

教膏雀から独立したセンター、研究摂、委員会に所属するアドバイザ…

National Council for Curriculum and Assesment (NCCA)は、拐等教育及び中毒事教育の各教科のため

！内L に委員会苦召集し、そのメンパーを任命する。議員会を構成するのは、教員連盟校索、専科教鎖連盟弐

表、学校長連盟及び学校経営者連盟代表、撰学官2名、大学教職員の代表である。

NL 
Stichting voor Leerolanontv¥枝記ling(SLO）は、教員、視学官、研究者、生徒で構成される研究チ…
ムを設量ずる。

出典：：Eurydice

2. 外国語教育カリキュラムの主な特徴

2.1. 讃査対象とした文替について

調査対象とした外国語教育カリキュラムのテクストは、担当の教育省が公表する公式文書に基づくも

ので、多くの場合、政令、通湾、国状、法令などの形で公表されるものである。ほとんどの簡におい

て外盟諸教育は覆数ぬ文書によって規定されている。
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との輩仁おいては、初等教育及び、前期中等教背における必修外韻語教育を扱った公式文番のみを調査

そのためベルギ…のオラン夕、語密部、ドイツ加、イギリス〈イングランド、ウェ…Jvズ、北ア
イルランド〉、ブルガリアは、初等教脊欝査の対象にしていない。スコットランドでは初等教青にお

ける外国語学習は非常に環励されている。しかし教員の指針となるカリキュラムは欝定的なもので、

公式なものでも規範的な殻格のものでもなく、唯一効力を持つものでもない。アイルランドは今聞の

調査対象に入っているが、議密には必修の外国語教曹を行なっている訳ではない。

公式文欝の名称は国によって異なっており、 fプ口グラムj f授業計調Jあるいは「カリ

などとそれぞれの言語で記述注れているが、この講では一貫してよ役摸念である

キュラムj及び fコア・カリキュラムJを箆用する。

この調査は、義務教宵の枠内で外国語教育を行なう教員に向けた最小限の規定を記載した、すべての

公式文書を対象としている。

ほとんどの閣では、このような公式文書の也に、同じく教育省から認可された別の各撞文書や参考用

の刊行物を発行している。これらは教員に方法論的・教授法的助言を年えるのが主な目的であるが、

このような刊行物は非常に数が多いため、今自の研究ではこれらの刊行物誌調査対象に合めなかっ

た。

外盟諸教育カリキュラムについて記載した文番は、持定の外盟諸または全外層語向けに教育目標や教

育内容を定めたり、教授法についての助替を述べたり、部額基準取を定めることができるが、さまざ

まなカワキュラムにおいてこのような観点すべてについて考議されている訳ではない。通常は、

が到達あるいはマスターするべき教育目標と教育内容に臆点が置かれてい

典型的なカリキュラムは以下のような構成で作られている：

ここで法外国語習得の基本的問題について電り上げ、各教授法の選択の接携が述べられて

序文 いる。また、しばしば現在の癌障情勢ζおいて、なぜこの外国語〈あるい詰また別の外国

昔話）を教えることが議擦であるかという問題についても触れられている。

…般的白書
ここには、生徒がある教宵段階の修了時に綴刻としてどのような曾鵡的知識や龍力を身に

つけているべきかとついて書かれている。

特殊な教育問機と学響内容
ここでは4つの基本的技能〈轄解、会縮、読解、作文）及び、文法的側面また社会文化的
｛副題にかかわる教背自諜と教育内容について述べられている。

ここでは、生誕が学習した外鴎懇のさまざまな要議をどの額蔑饗得しているかを判断する

評議 鍔綴基準について記されている。このような記載地通常、外開語教青だけに限られるもの

ではない。

上記の各項目において、教育目標と教育内容の関にいつでも明確な底部がある訳ではない。その表現

形式において、外盟諸教育のための教育目標は、多くのカリキニェラムの中で、特有の教背内容と密接

に関連づけられている。たとえば教腎日棟についての文書が、留得すべき文法携遣の剖示に終始する

可語性もある。本研究における留別の一覧表は、教育目標と教育内容を同じ見出し語にすることでと

の問題を解決している。教授法上のアドバイスが文毒化されている場合は、通常上記の見出しの中に

入れられており、足IJ枠での記載ほされていない。

した国民の一覧表（URL:www.eurydice.org）には、コア・カリキュラムに合まれる最も

ユツセルの学校においてのみ、初等教育の外盟諸習得が必修となっている。

後3ドイツでは各州に独自のカリキュラムが存在する。中等教育用だけで、英語及びフランス諾のための約240の

カリキュラムがある。これらのカリキュラムすべてを調査することはできなかったため、この章では主とし

て、すべての州に適用される規定を敦り上げる（Standardsfiir den Mittleren Schulabschluss in den路chem

Deutsc弘Mathemati主underste Fremdsprache）。

法4評価慕準についてはこの調査では考慮していない。通常、外国語に特有のものではないからである。
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重要な規定が記載されている。この一覧表の中で特定のテーマについて何も替及されていない場合の

解釈には注意がお粟である。たとえばある国の欄には、方法論的観点に関する詳細がより多く

れているが、それは、このような観点がその閣のコア・カワキュラムに記載されているかちであるo

}JIJの国的欄にはそれについてまったく記載がないか、あったとしてもごくわずかであるが、それはそ

のカリキュラムがそれらの観点に触れていないからである。つまりこの一覧表は、各国のコアー

カリキュラムの内容を碍現しているにすぎず＼教員向けにどのような情報が提保されているかどうか

について普及するものではない。

2.2.現行のカリキュラムが公表された時期

以下の図は、現行の外語語教育カリ中ュラム注5のほとんどが90年代に公表されたことを示してい

る。いくつかのもの誌最近公表されたばかりである。たとえばアイスランドとポーランドでは1999
に新カリキュラムが認可され、現在導入されつつある。

しかし今なお80年代あるいは70年代に作成されたカリキュラムに叢って外国語教背を行なっている

国もおる。たとえばイタリアでは初等教育及び前期中等教育のカリキュラムはそれぞれ1985年と

1979年に公表されたもので事る。ルクセンブルクでは初等教育におけるフランス語及びドイツ語教

育は1989年のカリキュラムに従っている。オーストリアでは前期中等教膏の英語及びフラ

育は主に80年代未に公表されたカリキュラムに撲っている。

いくつかの患では80年代のカリキュラムとそれよりも新しいカワキュラムとを併用しているが、援者

は提供される外国語の種類の増加に対認するものになっている。ベルギーのフランス話題及びドイツ

語留では中等教育において、 1985年に公表されたゲルマン誇用カリキュラムが、 1的2年に公表され

た泣マンス諮用カワキュラムと静男されている。アイルランドでも1985年の中等教背におけるフラ

ンス諮及び、ドイツ語教育のためのJuniorCertificate Programmeと共に1993年に公表されたイタワ

ア諮及びスペイン語カリキュラムが使用されている。後者は、その内容がフランス語及びドイツ語カ

リキュラムと調和したものになるように記嘉されている。その的の題、たとえばフランスやキブロス

ではカワキュラムの公表時期の違いは、教育段階の違いに対忘している。

ス出ベニアでは Osnovnasolaの第2段階の英語教育カリキュラムが1983年に認可された。このカ

ワキュラムが教員によって利用されることはほとんど、なかったが、教員は最初の数年間は、カリキュ

ラムに沿う構想で作られた教科書を使用していた。 80年代末には、しばしば公式カリキュラムから著

しく漁脱した教科書が認可された。 1999年4丹に新カリキュラムが導入された。この新カリキュラ
ムは公式には1983年のカリキ品ラムの新パージ3ンであり、 IBカリキュラムを改訂するものとされ

ている。

初等教育における外国語教育の長い依統を持つ国々は、最近カワキュラムの改訂を行なっている。こ

のような改訂は90年代後半によく行なわれた。さらと90年代初めに初等教育に品諺外関語を導入し

は、それとほぼ開時にしかるべきカリキュラムを作成した。リヒテンシュタインでは英語教育の

カリキュラムと、英語教育が8才から行なわれねばならないという規定が同じ年に採択された。スペ

インでは1990年に初等教育における外盟諸教腎が導入され、翌年しかるべきカリキュラムが採択さ
れた。その徳、ギリシャ、フランス、ポルトガルなどでも、関じような経過をたど、った。つまちカリ

キュラム改訂の時期とその新カワキュラム公表時期との需にはあまり関ぎがなかった。

ベルギーのフランス話題とイタリアにも言及しておかねばならない。岡田では今なお初等教育におい

て外国語が必修科日として導入（1998年／1992年〉される前に公表（1988年／1985年）されたカリ

キュラムを設用している。新カリキュラムが導入されるまで両国の教育省は教員向けに外国語教青に

ついての祷足的勧告を文替の形で提換していた。

リキュラムではなく referentiels（参考用文書）によって鏡定されている。
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図5.2: 外国語教育カリキュラムが記載された文書の公表された年。 1998/99年度！こ、初等教替と

前期中等教育（一般課程〉において施行されていたもの
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撞註
ドイツ： 1995年i之、ドイツ樹、数学、第1外国語の各科吾における中等教育務γ資格のための基準が公殺された。これはすべ
ての婦に拘東力を持つ。

オーストワア： 2000部9月以降、前期中等教育〈基幹学校及びそれ訟緯の一般教育課毅〉において新しいカワキュラムが導入
される。これはすべての外国語に対し共通の教育基準を定めている。

ポJレトガル： 2001/02年度i之、義務教育のための新しいカワキュラムが発勢する。
スウェーデン： 2000年秋から、ヨーロッパ評議会での識論を土舎に作成された新カリキュラムが発効する。
イギリス〈芝／W/NI) : 2000年8月以階、イングランド、ウェーんズの学校において NationalCurriculumの改訂版が導入

された。

イギリス（SC) : 1総3年から初等教育最終の2学年において外国語教育が導入されている。 2000年夏にこの教育課樫の教員
向けにガイドラインが合表され、教員は現在、暫定的文書に従って授業を行なっている。

アイスランド：義務教育のための全国的規模の新ガイドラインが19鈴年審に公表された。各学校は、 19鉛／2000年度に導入を

始め、 3年の年月をかけて完全に実施する。
ラトゼア：英詩、ドイツ舗、口シア懇のカリキュラム誌1992年のものである。フランス語のカリキュラムは設97年に公表され
た。すべての外国語のための新しいカワキュラムは2000年12足立完成予定で‘ 2001/02年度ぬ需に試験的に各学校において導

入されることになっている。

ハンガリー； 1998/99年度はも第1学年と第7学年におけるカリキュラム導入の最初の年である。
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ポーランド： 1999/2000年度から誤下のカリキュラムが発効した。 Podstawa programowa ksztatcenia ogolnego dia 
szescioletnich回kolpodstawowych i gimnazjow ( 6年間の拐等教普及び3年間の gimnazjaにおける一舷教育観糠のため
のカリキュラム）。

スロパキア：統一教管課程及び8年掃のgymnazuimのためのカリキュラム註調方とも1997年に念表されている。

2.3. カリキュラム｛こ記載された教育内容の構成

一般義務教青〈初等教育及び、前期中等教膏〉の枠内i之島けるカリ
るように、留により異なることもある。

ラムの内容構成は、震5.3にあ

国5.3：外盟語教育カリキュラムの教育内容の、学年、教育期間、教育器寝による下位区分

一初等教宵及び前期中等教育－1998/99年度

カリdドュラムで規定 カリキュラムの教書内容凌区分する期摺
された教育内容が
義務教輔の全期障に 教務諜程 接数年にわたる
適用される 教宵期間

藍U

B fr ... 可V

Bde 

Bnl 可F

。K ． 。
EL ． 可F

E ． 
F 

IRL T ． 
L ． 
総主 司島

A ... 
p ． 
Fl隙 ． 
s ． 
UK (E/W/NI) 可F

UK (SC) 可V

EFTA/EEA 

様態申請闇

BG T 

Cl ． 
EE ． 
CV ． T 

LV ． 
LT 

HU ． 
PL ． 
RO 

SI 

SK T 

出典： Eurydice‘

A初等教育 V前線炉等教育 ・初等教育及び‘前期中等教育次たは続一教育過程

撞註

学年

可V

． 
可F

ーー

． ． ． 

ドイツ：；このデータはすべての械のカリキュラムの内容を示すものであり、一覧表に記載されている各州文部大医の定例会織

により出されたドイツ輔、数学、第1外国語における中等教育修了資格の義宣告との隣違法ない。

ギリシャ；；鵠等教育及び中等教育用の共通カリキュラム、英語のみ。前期中等教脊用フランス語及びドイツ語カリキュラム。

スペイン：前期中等教育は、いわゆる f教育課程Jではなく、むしろ中等教育における「教官鑓関jである。
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オーストリア：外国語入門（カリキュラムの枠を超えた科固または独自科目として設定されている）、及び外国語の読解力、

作文力の習得に関連する初等教育カリキュラムは、いくつかの異なる教育期間に区分されている。

エストニア：カリキュラムは、 12才（第6学年）から義務教育修了（16才）の聞に達成されるべき到達目標により区分されて

いる。

キプロス：初等教育及び中等教育のための共通カリキュラム、英語のみ。

義務教育の全期間に適用されるカリキュラムを持つ国は、デンマーク、アイスランド、ラトビアだけ

である。ギリシャ、キプロスには義務教育の全期間に適用される英語教育カリキュラムがある。しか

しほとんどの場合、カリキュラムの内容は教育課程、数年ずつまたは 1年ずつの教育期間によって細

かく分けられている。教育内容が数年間の教育期間ごとに構成されている例が最も多い。オーストリ

アの初等教育カリキュラムは、外国語の読解力と作文力に関してのみ、いくつかの教育期間に区分さ

れている。

2.4. 外国語教育カリキュラムの各言語への対応状況

各国の教育制度の中で教えられる外国語が、カリキュラムの中でどのように扱われているかは国に

よって異なるが、図5.4に示したように3通りのケースがある：

－ひとつの共通カリキュラムがすべての言語に適用される。

－カリキュラムは共通のコア・カリキュラムと、各言語独自の記載部分から構成される0

．各言語にそれぞれ独自のカリキュラムがある。

最も多いのは、上記の2番目と 3番目のケースである。

図5.4: 外国語教育カリキュラムの各言語への対応状況

（初等教育及び前期中等教育、 1998/99年度）

初等教育 前期中等教育

札

U

口 教えられているすべての外国語のための共通カリキュラム
口 共通のコア・カリキユラム＋各外国語のための独自の記載． 各言語にそれぞれ独自のカリキュラム
回 外国語教育カリキユラムがない

出典： Eurydice

盤並

この章では、初等教育及び中等教育における必修外国語教育について記載のある公式文書のみを調査した。そのため初等教育

の調査は、ベルギー（Bnl)桟6、ドイツ、イギリス（E/W/NI）、ブルガリアは対象としていない。

スコットランドでは初等教育における外国語教育は必修である。しかし現在教員がカリキュラムとして使用している文書は暫

定的なもので、公式なものでも規範的な性格のものでもなく、唯一効力を持つものでもない。

注6初等教育における外国語が必修なのはブリュッセルの学校だけである。
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アイルランドでは前期中等教育のためのカザキュラムのみが帯五議されているο

撞抵

ベルギー｛Bfr, B de）：中等教育掲げに、各首鱒グJvーブ（ゲルマン議及びロマンス額）に対しそれぞれ強畠のカワキュラムが
ある。

ドイツ：すべての州が各外爵語向けに独自のカリキュラムを作成している。

フィンランド：教えちれているすべての外国語に対しひとつの共通カリキュラムがある。しかし、両公用語〈スウェーヂン

語、フィンランド語〉また〈外展語としての）サミ鰭のための規定は、それぞれ別の章に記議されている。

イギリス｛E/W):2000年8見に導入された新カワキュラム NationalCurriculumには、 〈拘束力のない〉拐等教育用の外留
語教育カリキュラムが記載されている。

イギリス｛SC）：初等教育における外層語教曹のための鶴告が、 Advicefor Schools及びTopicFramworksという文書に記
載されている。

ノルウェー：：器等教育及び詣・後期中等教育にお狩る英語教育向けに、それぞれ新しい猿闘のカリキュラムがある。前・後霧

中等教育におけるドイツ語もフランス語、フィンランド謡向けとも、それぞれ狼践のカリキュラムがある。

ラトピア：新カリキュラムが2000年12月に完成し、 2001/02年麗中に試験的に導入されることむなっている。
リトアニア：教えられているすべての外国舗に同じカリキスラムが適用されている。外国語のコミュニケ…ション機能につい
ては、各外器語ごとにそれぞれ猿自の文書に蝉定されている。

ポーランド：教えられているすべての外関語に関じカリキュラムが適用されている。しかし各外国語または外出掛群拘けに、

独自の文蓄を作成することができる。

ス口バキア：zakladnaskola及び8年期のgymnaziunにおいて教えられている帯外国語向？？に猿自のカリキュラムがある。

同じ国の中でも、異なる教育課程の関で違いが存在することもある。ベルギー（フランス諮問、ドイ

ツ語圏）、フランス、オランダ、オーストワア、リヒテンシュタインでは外国語教育カリキュラムは

初等教背向けと中等教育向けでは違う形になっている。初等教育では通常教えられているすべての外

岡鰭向けに、ひとつの共通のカリキュラムがあるが、中等教育では通常各曾語用に猿自のカリキュラ

ムがある。 （ただしオランダとりとテンシュタインには共通カワキュラムまたは共通のコア・カリ

キュラムが~る。）

今自調査の対象とした留の庄機的多数は、生徒が選択できるように、外国語の詳離なリストを作成し

ている。しかしいくつかの冨は外国語専用のカワキュラムや、カリキュラムの中に独自の章を設けて

いない。そのことは特にEU加盟国についてあてはまることであるが、それに対しほとんどの加盟申

請留で辻、外国鰭教育は各曾能向けの独自のカリキュラムあるいは少なくとも独自の章において規定

されている。スペイン、フィンランド、ハンガワーの3ヶ闘だけは、詳細な外国語リストを作成して

いない。この3ヶ国は、各外国時のための翻JJIJのカリキュラムも独自の講もなく、すべての替掛に共

通のひとつのカリキュラムがあるだ、けである。

3. 外国語教育カリキニ1ラムり内容の分析

鶏査の核心に入る前に、いくつか述べておかねばならないことがあるο まず第一にととで調査したカ

リキュラムは、初等教育及出前期中等教育のものに限定される。第二にこの調査は、カリキュラムの

文冨よりも内容にW 重点が置かれている。第三に、カリキニスラムの内容が制度上非常に多様であるた

め、教育内容や教育目標の教膏期間内における進行については扱わない。教育自襟や教育内郡はカリ

ラムにより異なる権成になっており、教育課程、または教育期間、あるいは学年で底分されてい

る。鵠賓の対象となったカリキュラムが非常に似通っているため、また得られたデータが多岐に渡わ

たっているため、焦点を絞って分析密行なうことが求められた。各カリキュラムの詳細についてはこ

の調査では詳しく検討することはできないが、詳細なデータは、一覧表（www.eurydice.org）で見
ることができる。

この調査においては、比較対象としている事現の具体例は事まり多く挙げられていない。一覧表の中

でそれが明示的に示されている国を併示しているだけである。しかしそれは他の国民の表の中で相pr;
する事例が見られる可能牲を排除するものではない。したがって挙げられた具捧椀をそれがすべてで

約アンケートによる情報収鱗の方法は、本研究のー殻約序文で述べちれている。
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あると見なしてはならない。付録の表に記載された内容が本文中で無駄に議迭されるのを避けるた

め、このような方法を取っているおである。

次節は全4項から成る。第1項では一般的自擦と教際法について述べる。第2項は独自の学習目標と

教青目標、コミュニケーションに関連する教授法上のアドバイスについてである。との項では、コ

ミュニケーションのための基本4技能〈穂解、会話、読解、作文）及び言語の構造的要素（文法、発

音、稲葉）に重点が置かれる。第3環では異文化理解を説野に入れた教育目標と教授法上のアドバイ

スiごついて述べる。最後の第4項は、外国語を学習することによって生徒の人接的発速の提進を目指
すという、カリキュラムの枠そ号越えた包括的な教育目標についてである。

3.1. 一般的教育目標と教授法

3.1.1.教育目標

外展語教育の一般的信擦は、 3つむ大きなカテゴワーに分けられる。外国語教育はまず何よりも、生

徒に外韻語をコミュニケ…ションの手段として使う能力を与えるものでなければならない。この

は、閣によってはさらに広い意味に解釈され、生徒は母語において、また場合によっては外盟諸にお

いても必要な、一殻的コミュニケーション能力を習持ずべきであるとされている。第二に、外盟語教

腎は生徒に異文化を発見し、自文化的特識と向き合うことによって、自分自身の社会的・文化的アイ

デンティティを構築する可能性を与える。このような文化的規点を持つことで他者への寛容や尊敬と

いった価値観の発達も可能になる。また外国語教膏は、いくつかの出においては生徒にそむ言語（場

合によってはさらに多くの言語）の学習への動機づけを行ない、タ主題語を学ぶことが、職業にも鶴人

的にも役立つものであることを認識させるという意味もある。外国語教育は同時に生誌の全般的な認

識能力の発達を提し、特により自立的な学習方略を発達させる助けになる。

初等教育用に特別に作成されたカリキュラム榔の一般的目標は、すでに述べた教青自標とほとん

いはない。学翌日標が、段措的に護雑になることを除けば、それほど大きな違いは見られない。スペ

イン、ルーマニアのようないくつかの国のカリキュラムは、外盟語教育の目標として、生徒を外盟語

に慣れさせ、外国絡に対する鋭敏な感覚を持たせ、外冨語に導くべきである、と述べている。

3.1.2.教授法

ほとんどのカリキュラムには教校法上のアドバイスが記載されているが、これに従うかどうかは教員

の自由裁盤に任されている部。特定の教科書が指定されているのはギリシャ、キブ口ス、んクセンブ

ルクのカリキュうムだけである Ovクセンブルクほ英語のみ）。ドイツでは教員は箆用ずる教科書
を、文部省の認定を受けた参考リストから選択しなければならないが、言分が選んだ論助教材を併用

することもできる。

一般的皆様に関して見られたような一点集中の傾向誌、どの教授法を控奨するかということになると

よりいっそう頭著である。実際、明示されているかどうかむ差はあれ、推奨されているの泣いつもコ

ミュニカティブ・アブローチで易る。この教授法によれば、コミュニケーションが成立することが、

糊ペルギ…〈フランス鰭醤、ドイツ語圏）、スペイン、フランス、イタリア、 Jvクセンブルク、オランダ、才一
ストリア、リヒテンシュクイン、 Jvーマニアに誌器等教育用に猿畠のカリキュラムがある。スコットランドの
初等教育におけるお修外国指教青法暫定的文書をよちどころにしているが、その文警は唯一の効力を持つもの
でもなく、公式なものとも規範的な性務のものとも見なすことはできない。今回の比較欝査においては、この
ような暫定的文書からのデータは考慮していない。 2000年夏以降5～14才の生哉のための外関語教育の新し
いガイドラインが穫期されるようになる。

断デンマークのカリキュラムは教育邑擦のみを定め、教授法に関する記述誌ない。しかし教脊省が刊行している

法的な拘束力がないパンフレットにはカリキュラムについてのガイドラインや推奨される教援法が記載されて
いる。
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形式的な正確さよりも重要である。との観点からは、文法、発音、諮葉を教えることも最終的にはコ

ミュニケーションに役立たせるたきちというととになる。ギリシャの中等教育向けのカリキュラムで

は、とのような見解に賛同しながちも、集中的な復習、持の 1節全部の暗唱鰐読、さらには翻訳も含

めた伝統的な教授法も同時に推奨されている。ルクセンブ）｝／クでは、すでに初等教青から

（フランス語とドイツ語）が始められるという特種事構のため、コミュニカティブ・アプ口…チとと

もに、母語の授業で行なわれている方法も用いている。

コミュニカティブ・アブ口一チでは、間違いの扱い方が狼特であるが、これについてはとの教投法を

採用しているすべての菌のカリキュラムに記載されている。間違いは新しい言語システムを徐々

得しつつある兆換と見なされる（スペイン、ノJvウェ一、ス訂ベニアなど〉。また、コミュニケー
ションの流れ、特にオーラルコミュニケーションの流れを遮らないよう｛アイスランド、リトザー

ア、スロパキアなど〉、また、生徒の間違いを訂正するのは、その間違いのために満足なコミュニ

ケ…ションが不可能になる場合に甑るよう推紫されている〈ギワシャ、ポーランドなど〉。ポJvトガ
ルのカリキュラムでは、当該の課題ぬ特定の目標を逸脱するような関違いでなければ、需違いと見な

してはなちないとされている。

コミュニカティブ・アプローチにおいては、生徒ができるだけ頻繁に目諜言語に触れることが非常に

重要である。教員と生徒が、その外臨語をできるだけ多く使い、母語に頼るのをできるだけ少なく

ることが推奨されている。この点に普及しているカワキュラムはすべて問じような論拠を挙げてい

る。ただしいくつかは、教員が母語を使っても構わない以下のような特担な状況をあげている。すな

わち、文法を説明するため〈ベルギーのフランス語轄とドイツ掛鶴、ギワシャ、ブルガワア、ポーラ

ンドなど〉、生徒が授業内容を理解したかどうか確認するため〈ギリシャ、スロベニアなど）、授業

時間をできるだけ効果的に科濯するため（ス口ベニアなど）である。生徒が母掃を使用してもよいの

は、練習開題で母踏の長男が想定されている場合（イギワスのイングランド、ウエールズ、北アイル

ランド、スロベニアなど〉、あるいは考えを他の言葉で表現する場合（ベルギーのフランス鰭鶴とド

イツ語菌など）である。またブルヌfワアのカリキュラムには、外留語習得への母語の有害な彰響をど
のように避けるかについて一連のアドバイスが記載されている。

このような観点から、各カリキュラムは外陣語教育に形の上でも内容的にも、可能な限り真正で多彩

な教材（歌、挟曹、持、料理のレシピ、広告文など）を使用するととを奨めている。しかしブルガリ

アのカワキュラムは、非母語話者でも音声教材を作成できると指摘している。教材が子供たちにふさ

わしく、彼らの興味を喚溜ずるものであることも欠かせない。また、多くの闘が新しいチクノロ

を情報源、コミュニケーションの手段、生徒の自主学習を可能にする道具として活用することを奨励

している。

最設に、カリキュラムには教授法記ついての一般的なヒントがいくつか記載されている。大多数のカ

リキュラムで、さまざまな方法を交互に用いることが麓饗であると強課されている。子提たちの日

的経験と関連のある練習問題、ゲーム〈特に初等教育において〉、 fスパイラルなjつまり学ぶべき

内容を周期的に採り上げる方法などによって、教員は授業を実地に泣い形に作り上げることが求めら

れる。実践的アプローチと理論的アプローチの組み合わせや、学際的なアプローチを支持するカリ

キュラムもある。さらに誌教員は授業を生能が中心の活気あるものにする必要がある。金徒は学習・

教育プロセスの出発点であり、同時に主役でもある。各生徒の檀人的ニーズに謹窃に応えられる援業

方法の麓要性が強調されているカリキュラムや、教育自標達成のためには、生徒問士のインターアク

ションの役額を強調し、生捷が一人で、またはこ人で、あるいはグJv…ブで学習できるように、授業
締成立変化を持たせるよう薦めているカリキュラムもある。

3.2. コミュニケーション

3.2.1コミュニケ…ション能力： 4つの基本技能
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外関語で効果的なコミュニケーションを行なうためにほ、生徒がかなりのコミュニケーシ器ンカを有

していることが前提となる。ほとんどのカリキュラムはこれらの技能を臆解、会話、読解、作文の4
つの主要カテゴワ…に区分している。しかしながら、とれらの技能は民の方法で区分することもでき

る。たとえばアイルランドでは受容的技能〈容解／読解〉と佐藤的技能〈会話／作文）に区分してい

る。スウェ…ヂンでは f話しことばJ （聴解／会話〉に関する技能と f書きことばj （読解／昨文〉に
関するものとに分けている。

ション能力は替詩的な鶴麗に限定されるわけで誌ない。そのためカリキュラムには、ノ

ンパ…バJJ,oコミュニケ…ション能力の習得を目指した一連の教青自壊が定義されている。このよう

な能力は、外盟語における知識不足を構ったり、あるいは単に互いにメッセージを伝えあうのを容易

にするためのものである。たとえばオーラルコミュニケーシ羽ンでは、特定む身ぶりや表情の意味を

理解することが重要になる。

4つの基本技能に関する教育自標の記述は、表現は異なっているが、内容は非常に叡還っている。た
とえばフィンランドの教育自擦は、ごく一般的な表現で、 「生徒は peruskoulu/grundskola 

期の終わりには、日常的な状祝に第一外留語で対処できることが求められるj となっているが、逆立

教育目標を非常に独特かっ具体的に記述している臨もある。アイルランドのカリキュラムは、 「雲寺物

について話すJ f道を尋ねるj 「他人に道を教えるjなど、あらゆるコミュニケーシ日ン機能を列挙

している。この2つは開場端の伊iであるが、カリキュラムによって、また問じカワキュラムの中にお
いてさえ、ごく一般的な表現から詳細な具体的記述まで、表現はまちまちである。しかしこのような

形式上の相違誌もかかわらず、コミュニケーションに関する教背詰擦は、ほぼ1つに集結されてい

る。それは内容的に主に3つの要素であり、第一にコミュニケーション活動やコミュニケーショ

略を含むコミュニケーション方法、第二にコミュニケ…ション内容、第三にその内容が作り出される

コミュニケ…シ5ン状況の定義についてである。

多くのカリキュラムには、真正のコミュニケーシsン状況を作り出すことを自指した一連の教授法上
のアドバイスが書かれている。真正のコミュニケーション状混とは、生徒が本当に言いたい事を表現

するために外国語を使う状祝のことで毒る。しかしこの原期は、生徒に特定の技能、たとえば過去形

の用法を習得させるための、いわゆる「説コミュニケーシsン的な練習j を排除するものではない。

聴解

f諒解Jという基本技能に関連するコミュニケーシ泣ンのための教育目標は、次のようにまとめられ

る；穂けるということは、さまざまな種類のメッセ…ジを理解するために、さまざまなコミュニケー

ション状況下でさまざまな方略を尽くすことである。

方法（行動と方略）

内容〈形式とテーマ）

コミュニケーシ到ン状況

－理解：全体として理解する、詳細を璃解する、など
・メッセ…ジの内容安予灘、推論し、コンテクストや予め持っている知識を活用
し、構成袈燕を見分け、メッセ…ジの鍵となる要素をとらえる、など

・長いメッセ…ジ、簡単なメッセ…ジ、生捷がよく知っている言語構造を含む
メッセ…ジ怒ど
・さまざまな声、 〈社会的・地域的）方言を含むメッセージ。話さ
ゆっくり、中ぐらい、通常など
・教員が指示を出す。教科書の本文、天気予報、京告など
・生徒の年齢や興味に合うテーマ

－日常的状況：駅で、など
・カセットテ…ブPを使った、為るいは話し手がじかに語るメッセ…ジ
・理解してもらうために、話し手が行なうべき事柄など

いくつかのカリキュラムには、 「聴解j という基本技能をどうやって教えるべきかについて詳維な教
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授法上のアドパイスが警かれている。カリキュラムに挙げられている口頭によるメッセー少の多様な

特徴もそのひとつである。たとえばいろいろな声を穏かせる、諦葉や構文が難解過ぎない日常的な雪

葉によるメッセ…ジを聴かせるなどである。そのような麗解の言＂練を行なう方法についても繰ち返し

述べられている。ここで重要なことは、誌かせるメッセージを、しかるべきコンテクストに挿入し、

生徒が穣機的に聴くようにさせること、たとえばメッセージの内容について予想、させる、彼定した内

容告詳しく説明させるととなどである。

会話

「会話jという基本技能に関連する教育目標は、 「聴解jの場合と同様にさまざまな形で表現されて

いる。これらの教育自擦の連成のためには最低でも2つの基本技能を前提とするという点で、自壊の

いくつかは統合型の教育自標になっているo たとえばデンマークの伊jでは fさまざまな種類のテクス

トを理解し説明する能力があるj となっている。ドイツのカワキュラムは、生徒が授業の中で外題詩

を使える状況を見つけられるようになることを求めている。

方議（行動と方略）

内容（形式とテーマ）

コミュニニケーシ恐ン技況

・再現する、報告する、描写する、質問する、要約する、批評する、説得する、
補足する、答える、歌うなど。
し手に、もう一度繰り返して震うよう、あるいは加の言い方を箆うよう頼
む、メモを使うなど0

・時常的なテーマ、生徒自身のとと〈好容なもの、嫌いなもの、要求、意見）
彼らの患など。
・外国語の簡単、多様、流暢な用法
・言語の規範に合った、首尾一貫した明確註メッセ…ジ、メッセージの一部の
暗記

－すべての自常的状説
• 1人また誌複数の対話相手とのディスカッション、的の母語を話す人とのつき
あいにおける、対話相手の（不足している〉経験の考慮、コミュニケーション
状況における予測できる喪素と予測できない要素など
・基本的な（社会的〉ルーんへの注意

教授法上のアドバイスでは、生誌が授業中にできるだけ多く、自発的に発言するよう促すよう求めら

れている。フランスなど、いくつかのカリキュラムでは、再現練欝よりも先に発信練習を行なうべき

であると述べられている。生徒の自由な表現が、適切な励ましによって保されるような口頭表現の誤

諌も推奨されている（チェコなど〉。反復練謬〈ドリJv）も、特に学穏の初期段階では非常に役ヒ立
つ可能性がある（キプロスなど〉。

議解

「読解jという基本技能に関する教膏自擦は、通常2つの観点と関連がおる。まず第一に、文学によ
るメッセージを理解するために、生徒がどのようなタイフむ読解ができなくてほならないか、そして

どの方略や技術を梗わなくてはならないかという問題である。第ニ点目は、形式と内容の両面か

たテクストの特徴である。読解能力にかかわるコミュニケーション状況は、何を話的として読むかに

よって決まり、読む目的に合わせて適切な方略を用いる必要がある。つまり読む目的はある特定む読

み方という務につながるのである。アイスランドとノルウェーのカリキュラムの独自性は詮自に値す

る。両者はあるテクストをデンマ…ク語で読む能力を静得させることが、他のスカンジナピア語でテ

クストを読む龍力を与えることになると指擁している。ルクセンブルク、スウェーヂンなどいくつか

の簡では、中等教青課税の生徒が外盟諸のテクストを、誌の教科の1警報源として読めるようになると
とが期持されている。
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・大意をつかむために読む、あるいは織かいところまで理解するために読む、
楽しむために読む、特擦な1警報を探し出すために読む、テクストの策的側面を
認識する、大き金持で読むな
－行関を読むことを覚える、事調と意見を阻}jljできる、嘗話の論理的構造を認識

方法（行動と方略） する、テクストの内容を予綿する、知らない単語の意味を文糠あるいは諜生態
から誰定するなど。

－いろいろな辞書を使って自力で読む
・読む速さを読む目的に合わせる
・情報を比較する

－簡単なテクスト、真正のテクスト、あるい法手告加えられたチクスト

内容（形式とテーマ）
・文学的テクスト事るいは挺照的テクスト；生徒にとって興味深いテクスト；
授業で行なう糠題について書かれたメッセージなど、
・日常語や諜準語

カリキュラムには読解の技術や方略について数多くの教授法上のアドバイスが書かれている。教員は

生築に、個々の単語の意味をすべて知らなくてもテクストを理解できるとと、その都度読む自的に舎

わせたいろいろな読み方があることを教える必要がある。リヒテンシュタインでは読解〈と作文）

辻、 2年間の授業を経てようやく鈴々に導入される。いくつかのカリキュラムでは音読についての見
解が述べられている：特にチェコでは教員は、学年が進むにつれ音読をやめ、静読に移行するよう求

められている。それに対しアイルランドでは静読は全く奨励されていない。

作文

その他の基本技能の場合と関様、作文に関する教育目標もかなり似通っている。文字による表現能力

の習祷に加え、デンマークなどいくつかのカワキニェラムは、議き言葉と話し言葉、あるいはフォーマ

とインフォーマんな脅葉の基本的な違いに対する理解をも生後に奨励することを求めてい

る。 Jvクセンブルクでは初等教育のドイツ語教育の目標は、部分的に母語の教育カワキニLラム
てあるものに非常に似ている：特に「正確で諜和のとれた文を書けるようにすること、活字誌が統め

て、書けるようにすること、筆記体も徐々に番げるようにすることjが求められている。このような

カリキュラムになっているのは、 ｝j;クセンブルクの生徒たちがドイツ語で読み番きを習うことも理由

の一つである。

・書器等す、メモを取る、用紙に記入する、猿自のテクストを作成する、予め
設定されたパタ…ンにしたがって書く、自由 、など

方法（行動と方霊長〉 ・接続詞を鈍い、論理的構成を作る、チクストの構成を考える
－続んだもの、生徒自身が立頭で表現したもの、あるいは静警で得た知識を活用
して書く

－首尾一貫した、論理的な、構造的な、欝単な短いメッセージ、
大なり小なち しているものから取り出した内容に基づくもの

内容〈影式とテーマ） 会話の場合よりも、形式上の正確さに気を配ること
・鵠人的またはフォーマルな手紙、意克や判断を表現するためのテクスト、
空想をテーマにした倖文など

ユミュニケーション状況
－受け手に合わせて

－コミュニケ…ションのニ…ズに合わせて

教員は生徒がよく知っているテーマについての短くて簡単な作文練習をさせるよう求められている。

これらの短い練習開題はたびたび行なわれ、教員はそれをできるだけ即康に漆離すべきで毒る。教育

目標との関連では、基本技能「作文jの役割がそれほど重要でないことは、いくつかの教授法上のア

ドバイスにも記されている。リヒテンシュタインの初等教脊では、作文は鵠の器本技能の静得を促進
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するという機能を果たしている。イタワアの初等教寄カリキュラムは教員に対し、生徒に筆記による

スト作成を促すことを求めているが、渦大なプレッシャーをかけてはならないとも述べている。

3.2.2 4つの器本技能の麓要性とその相互依存

教育目標の記述にあたっては大多数のカリキュラムが4つの基本技能に優先；11創立をつけることはして

いなし~o 特記作文を優先させているカリキュラムはひとつもない。初等教背及び中等教育向けに異な
る文書が存在し、この問題について異なる立場を取っている場合誌は、初等教育用文書では通常

し言葉jの技能の欝得により重点が麓かれているのに対し、中等教育用文書では4つの基本技詑が間
格に扱われている。

鶴5.5: 教育困撲の設定における f話し言灘Jまたは f書き言葉jの技能の優先JI譲位

総書 BdeBnl OK 0 王L 王 F IRL I BG CZ EE CY LV LτHU PιRO SI SK 

初等教育のみ φ 中等教育のみ 場初等教育及び中等教育あるいは統一教宵課程

出典： Eurydice

撞量

ドイツ：とのデータはすべての少時的カリキュラムの内容を訴すものであり、一覧表に記議されている得州文部大監の常設会識

によるドイツ語、数学、築工外国語における中等教宵修了資轄の基準との関連はない。

イギリス（SC）：前顛中等教育では日露関表現、穂解、統解が罷免されている。また作文は前期中等教曹では必修で誌ないが後期
中等教育では必携である。

理解能力を譲先させて国々が少数あるが、発借能力を援先させている揺はない。理解能力を議捜して

いるのは、初等教育専用のカリキュラムであることが多い。また、特筆すべきことであるが、オラン

ダの初等教青カリキュラムは、 f作文Jという基本技能が教育目標としてまったく挙げられていない

唯一のものである。

図5.6: 教育呂擦の設定における「発倍能力jまたは f理解能力jの儀先原位

Bir Bde B鈴1DKOELE  F i干司t I L NL A P FIN S UK UK IS ιi NO BG CZ EE CY LV Lτ HU PL RO SI SK 
EIWINI SC 

。初等教育のみ 中等教育のみ ．拐等教習及び中等教育あるいiま統…教育謀種

出典： Eurydice

撞抵

ドイツ：このヂータ詰すべての州のカリキュラムの内容を示すものであり、一覧表に記載されている各州文部大霞の常設会識

によるドイツ語、数学、第l外国語における中等教育諺ア資格の基準との関連はない。

イギリス（SC）：発倍能力に関しては、前期中等教脊ではまだ必修で誌ない簿記表現より、口頭表現が鑓先される。

し言葉J （聴解と会話）む技能及び理解能力〈聴解と読解）を擾先させ、それむより「聴解j と
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いう基本技能の重要性を強調しているのは以下の国々である；ルクセンブルク、オランダ、オースト

ワア、ワヒテンシュタイン、ルーマニア｛初等教育）、アイルランド、スコットランド〈前期中等教

、キプロス〈拐等教育及び、前期中等教膏〉。したがってとれらの昌々では、 「作文Jという基本

技能の重要性はそれより低く位置づけられている。

図5.7: 教育問機的設定における f揺し言葉j f書き繋譲Jの技能と発情・稽解能力の
優先順位

理解・発機

優先嬢佼えまし 理解の明求的援党 発イ替の明示的援先

Bnl, DK, D，正l.,

選
E, F (s), 

l (s), NL (s), A (s), P, 

罷先順位なし FIN,UK, LI (s) 

結柿
IS,NO, 
BG, EE, LV, 

LT, HU, SI, SK 

IRし
Bfr,Bd霊i,F(p), l (p, first stage), 

~ 陶械 i寵脅し言葉jの技能鑑先 I, S, NL (p), A (p), 

CZ, PL，録。（s) U(p), 

結
CV, RO (p), 

「書き首葉Jの技能嬢先

P器初等教育 s m 中等教事事

出典： Eurydice

表の観明

f都等教背jあるいは f中等教腎jという注意書きが示されているのは、高教脊課栂I：：異なるカリキュラムがあり、これらの
カワキュラムがこの問題について異なる立場を取っている場合のみである。

挫践

ドイツ：このデータはすべての州のカリキュラムの内宅撃を示すものであり、一麓衰誌記載されている各州文部大垣の常設会議

によるドイツ語、数学、第1外国語における中等教腎穆7資格の基準との関漉はない。

大多数のカリキュラムが教育自糠を4つの基本技能ごとに別々に設定しているが、その多くは教捜法

上のアドバイスを記述する離には、教育におけるこれらの技能の相立依碍性を考患に入れている。ス

ペイン、イギリス（イングランド・ウエールズ・北アイルランド〉、ノルウェ一、キプロスは教員

に、 4つの基本技能を統合したアプEーチを行なうよう求めている；また外国語の理解能力と会話能
力を同時に向上させる口頭練留を推奨している。読解練習は口顕表現おるいは筆記表現の練習に先行

しでも構わない。いくつかのカリキュラム（イタリア、スロベニアなど〉は、読解と作文は、生徒が

新しく学習した昔話に f話し言葉Jで轡熱してから導入するよう奨めている。

3.2.3. コミュニケーションに必襲な知識：言語の構造的観点

外国語でコミュニケーションするためには、言語の構造や本費に関する基本的知識が必要である。こ

れらはカリキュラムの中では文法、発吾、語葉む3つの領域に大射されている。この3つはそれ自身

のためではなく、コミュニケーション能力の獲講のために教えられるもりであるから、とれらの領域

の教育目標は、どのカワキュラムにおいてもコミュニケーションという教青呂擦に従講ずるものとし

て位雷づけられている。この点で外国語教背のカワキュラムはコミュニケーシaン翠授の教授法の基
本原知に沿うものであると言える。言語の構造的な要素を習得することは、自己表現むための手段に

すぎないので事る。曾語の構造に関する教育目標が、コミュニケーションに関する教青目標に対して

どの程浸従；議するものとして位置づけられているかは、カリキュラムごとに異なっている。いくつか
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のカワキュラムでは言語の捧造に関わる教育目標が全く記述されていないか、
いるにすぎない。

ごく控えめに示されて

文法

全体の半数以上のカリキュラムで、文法についての目標設定と教育内容が明示的に記述されている。

このような日議が明示されているカリキュラムには、ほとんどの場合文法構造の一覧表が含まれてい

る。リトアニア以外の加盟申請国は、すべてとのカテゴリーに含まれることは注目に伍する。このよ

うな一覧表を公表していない国々のカリキュラムは、達成目標のみを記載したものか、あるいは教育

攻策雄限が地方に分散化しているために、最小販のカリキュラムになっている。

図5.8: カリキュラムにおける文法項目

文法分野における教育自標設定についての明確なデータなし

I I I I I I I OG• I・0I I• I I •I I 
文法分野における教脊目標設定についての明擁なヂータあり

官官r~~. 1 ~ I I i I ~ • I I I ~ I占｜
廿mしu!Jl!U！占lUl~ ゐ

I I I I I• I I I I I 

ゆら今必 i “や~~
UUUUUl 

初等教育のみ 中等教育のみ ．初等教育及び中等教育あるいは統一教育課程

出典： Eurydice

撞註

ドイツ：乙のデータはすべての弼のカワキュラムの内容を示すものであり、一覧表に記載されている各州文部大臣の常設会擁

立よるドイツ議、数学、第1外陣穏における中等教育修7資格の碁準との関連はない。

この意味において多くのカワキュラムの教捜法上のアドバイスでは、習得すべきコミュニケーシ3ン

技能を念頭において文法項目を教えることが求められている。ベルギー（フランス時醤とドイツ語

閤）、オーストリア、フィンランドでは、その言語がどのような規則に従っているかを生捷に自分で

発見させるような形で文法的問題を扱うことが推奨されている。ブルガワアなどのいくつかのカリ

キュラムは、学習の初期段階では文法は非明示的に提示されるべきであるが、後の段階でより明示的

に教えても構わないとも指摘している。イタリアのカリキニスラムは、母語む教員と外国語の教員が閉
じ文法用語を使うことを奨めている。

発音

アイJvランド、イタリア、オランダ（中等教育〉、スウェーヂン、リヒテンシュタインのカリキュラ
ムは、発音花関連する明確な教育内容を定めていない。それ以外の国のカリキュラムでは、番語のア

クセント（強勢）、ワズム、イントネーション、各言語に特有の膏棄と書記素の対応関係が音声学的

及び韻徳論的i三重要であるとされている。多くのカワキュラムが、生徒の発音ができるだけ正確で、
できるだけ標準的なものに近づくべきである〈オ…ストリアなど〉、またできるだけ多くの人が理解

でき、誤解を招かないものである（ドイツ、アイスランド、ハンガワーなど〉べきことを強調してい

る。しかしス出ベニアのカリキュラムでは、生徒が母語話者と同じように発音できることは期待され

ていない。ノルウェー、ブルガリア、ラトピアなどのカワキュラムは、学習した外国語の地域的・民

旗的な変種を理解できることも重要である（ただしそれを再現できる必要はない〉と指擁している。

また、オーストリア、ラトピア、リトアニアなどのカリキュラムでは、生徒が間際青標文字を設える

ようになることが教育目標の1つになっている。ノルウェーでは教員は生徒をこの音標文字に習熟さ
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せるべきであるとされているが、その競用についてはカリキュラムには記載されていない。

発音に関する教授法上のアドパイスでは、生後をその脅語の本物の発話にできる限り多く触れさせる

ととの重要産が強調されている。フィンランドのカリキュラムは、生徒にいろいろな種類のなまりを

聞かせることも鵠案している。オーストリア、スウェーヂン、チヱコなど多くりカリキュラムが、よ

い発音を身につけるための訓練は学習の初期段構から行なわれるべきであり、その後も営に継続され

なければならないと指捕している。また教員に対しさまざまな活動（調者練習、識別練習など）を遇

して発音の技能を個別に訓練したり、あるいは〈大きな戸で読ませる、模倣させるなどによって〉発

音を総合的に練習させることを奨めている。ブルガリア、チエコなどいくつかのカリキュラムの指摘

によると、学習対象の外国務の特徴を明確にするためにその言語独特の音声を母語の音芦と比較する
のも意味合あることである。

謡襲

語葉の問題についてカリキュラムの中で明確な教背自標と教育内容を記載していないのは3つの患だ

けである。庄担！的多数の国々のカワキュラムが、欝熟すべき諾野を列挙しており、加盟申諒鴎のカリ

ラムiごは、いずれもそのようなリストが合まれている。語野リストを持たないカワキュラムの多
くには、文法的目標む明示的記述や文法構造の一覧表も欠けている。

留5.9: カリキュラムにおける語野

語養分野における教育目標設定についての明確なデータなし

LI NO 限G CZ 韮E

務葉分野における教育自標設定についての明確なヂ…タあり

祷等教育のみ 中等教育のみ ．初等教育及び中等教育あるいは統一教育課穂

出典： Eurydice

撞註

ドイツ：；このヂータはすべての州のカリキュラムの内容を示すものであり、一覧表記記載されている各雑文部大臣の営設会議

によるFイツ輔、数学、第1外国語における中等教背修了資惑の基準との機連誌ない。

語禁に関する明織な教青目標を文書化しているカリキュラムは、実務の日常的コミュニケーション状

祝（家鋸生活、家族、余暇の渦ごし方、食べ物など〉で使用され、生徒も興味を持つような基本語棄

を習得することの必要性を強調している。との基本舗葉集は、学年が進むごとにますます轄広いもの

になり、最終的には非常に多彩な同義語、反義語、同音異義語と専門用語をカバーするまでになる。

べJvギー（フランス語態とドイツ語鱒〉やチエコなどいくつかの留は、生徒が轡得すべを正確な語講
数を定めている。またベルギー〈フランス語轄とドイツ語麗〉とルクセンブルクは、生徒が龍動的あ

るいは受動的に腎得すべき諮奨を区別している。

多くむカリキュラムが、稲葉の学欝はそれだけを切り離して行なわれるべきではなく、コミュニケー

ションのコンテクスト・状況の中で締繋を替得させるべきであると強調している。しかしながら生徒

の諮葉力を強化したり語棄の知識を再び活性化させるような、語葉に特イじした練習問題を使用するこ

とは否定されていない。そのような活動は、ゲーム的要素を取り入れたり（ハンガリー、ス口ベニア

など〉あるいはまた伝統的な方法で読解とデクスト学留（フランス、ルクセンブルクなど〉を行なう
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など、多様なものであるべきである。被数のカリキュラムが、教員が教えるべき諾禁；ごついての助言

を与えており、掛葉はさ主徒が習熟すべきテーマやコミュニケーシaン状況にふさわしいものになるよ
う保証すべきである（ベルギーのフランス諮鰭とドイツ語聞など〉、教員は能動的諮奨と受動的語葉

とを区別すべきである〈フランスなど）、母語の場合と同様な概念を捧築できるようにするべきであ

る（ギワシャなど〉、などとされている。オーストリアとブルガリアのカリキュラムは、翻訳を言葉

の意味を教えるための唯一の手段にすべきではないと指摘している（推奨されているのは、開識語や

ジェスチャ…などの利用で島る。）

言語についての考察

書諮の構造に関する以上の3つの分野の誌に、ほとんどのカワキュラムが、教育芭椋として言語につ

いて考えることを挙げている。だだし、初等教青専用とされるカリキュラムでそのような日課設定が

されているものはほとんどない。部j外はフランス、イタリア、 jレクセンブルクのカリキュラムであ

る。

罷5.10: 雷鶴についての考察に関する目標設定

Bir Bde811I DI< D EL E F I険L I L NL A P FIN S UK U拭 IS LI NO BG CZ. EE CY LV LT HU PL RO SI SI< 
EIWI特ISC 

。初等教脊のみ 中毒事教育のみ ．初等教育及び中等教育あるいは統…教育課税

出典： Eurydice

描量

ドイツ：；このデータはすべての弾のカリキュラムの内容を主主すもので島り、一覧表に記載されている各州文部大臣の常設会議

によるドイツ橋、数学、第1外留語における中等教育議了資格の基準との関連誌ない。

いて考えることによって、金徒は外関語がどおように機能するかをよりよく理解し、母語の

知識を深め、もっと一般的に言えば、言語能力とコミュニケーシaン能力をより発速させるととがで

きる。 2つの詩語の古語的特徴を比較することは、そのような考察に取りかかるたゐの非常に有効な

手段である。アイスランドのカワキュラムはデンマーク語を学習する生徒に、スウェーヂン語、ノJv
ウェー語、アイスランド語との類似性に気づかせることを奨励している。

3.3 異文化に対する開放性：異文化を持つ人々を知り、理解すること

外国語を学ぶことは、その言語を話す共肉体の文化に心を開くことである。そのような開放性が新し

い知識の獲得だけでなく、異なる文化的背景を持つ桔手への尊敬と理解の気持ちが金まれることをも

可能にするのである。外国語教育についての章で、文化的病察力の習得に関する教育目標を明示的に

挙げていないのは、ごく一部の初等教資カリキニLラム〈ベルギーのアランス語閣とオランダ〉だけで

ある。リヒテンシュタインは1999年に導入された新しいカリ中ュラムの中で、そのような教育目標

を取り上げている。尊敬や理解の態度の養成を教背自標として明示していない閣はかなりある。ベル

ギー（オランダ諮臨）、フランス〈中等教育〉、アイルランド、ルクセンブルク〈初等教育）、オラ

ンダ〈拐等教育〉、スウェーデン、イギリス〈スコットランド）、ヱストニア、ラトゼアである。こ

れらの国々ではこのような目標設定は通営…般的教育自楳の中で行なわれている。

生徒はまず、何よりも、言語と文化の間の関係を認識するととを求められる。彼らが習得すべき文化的

知識は極めて多様であり、昌嬢言語が話されている国や地域の日常的なしきたりから、地理学、設治
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議j度にまで及んでいる。アイスランドのカワキュラムは、生徒がデンマーク語とデンマークの文化の

学留を通して、あらゆる北欧系民族の慣習や文化について概観できるようになるはずであると述べて

いる。文化的知識に関する自様設定がこのように内容的に非常に異なっていることの理由のひとつ

は、文化的知識の活用の仕方が留によって異なっているためである。ベルギーのフランス語閣とドイ

ツ語調、ルクセンブルクなどいくつかのカリキュラムは、生徒は、誤解やコミュニケーションの決裂

を避けるため、文化に特有の行動規範に習熟すべきで.t>るとしている。ポルトガル、ブルガリアなど
のカリキュラムは、異質の文化と向き合うことで、考えるきっかけが数多く生まれると強課してい

る。たとえば、生捷自身の文化が持つある特定の鶴顕在より客懇的に評価したり（アイルランドな

ど〉、多文化・多言語社会の利点と問題を認、識した号〈ドイツなど〉するきっかけを与えられるので

ある。

異文告の様々な側面を学ぶことで、鵠者とのコミュニケ…ションや拙者について考えることに対して

生徒に興味を持たせるだけでなく、能者への尊敬と理解の態度を溜養ずることができる。この何より

重要な教育目標は、ひとつの連続体として表わすことができ、その一方の揺は好奇心や開放性であ

り、もう一方の端は他者への共感能力である。これら2つの開に、別の価値観への寛容性、鶴見や先

入観を持たないとと、ステレオタイプの克服、違いを受け入れることなどの目標がある。ポルトガ

ル、ハンガワーなどのカワキュラムには、ヨーロッパ的鑑鐘観に対するポジティブな楽勢の形成や連

帯のような価鐘観の掛獲について述べられている。

カリキニスラムには、他者に対する知識を深め、他者への理解を促すという教育目標を達成するため

に、いくつかの教授法上のアドバイスが書かれている。教員は、現実に即したものや生徒にふさわし

いチーマから始めるととが求められ、教員中心の教育、知識を詰め込むだけの教育、観念的な教習を

作なうべきでないとされている。そのためフランスのカリキュラムでほ、文化的側部を外国語教育一

般（コミュニケーション能力、文法力及び語糞力の向上）から切り離すべきではないと述べられてい

る。イタリア、オーストリア、ワトアニアなどのカリキュラムでは、自身の文化と外国の文化との比

較を通してき住徒の寛容性や開放性を養うことが推奨されている。フィンランド、アイスランド、スロ

ベニアなどいくつかの間は、教科の枠に捕われない教員の簡の協力を促進することを薦めている。さ

まざまな閣の生徒同士の文通や交流活動の支援・提進によっても生徒の視野を広げるととができる

（ギリシャ、ポーランドなどが推奨〉。またフランスのカリキュラムは、他者の詩語を正確に知るこ

とは、それ告体がすでによ与よい相直理解のための大きな一歩であると指識している。

3.4 自主学留と人格形成わ挺進

すべての閣において自主学曹の奨励と生徒の人務形成が教育一殺における包括的目標とされている。

これらの自標は外出語教脊カリキュラムの中だけでなく、他の教科むカリキュラム立も見られるが、

この調査では、外国語教青カリキュラムに記載されているものだけを援う。

複数のカリキュラムが、生徒をよち自主的な学習に導く手段についての教育目標を掲げている。これ

らの教育自標のいくつかは非常に一般的で、他の教科のカリキュラムにも見られるものである。たと

えば、生徒の分析的・統合的思考能力並び、に問題解決方略と観察力を向上させる、などである。それ

以外の教育関擦は外田語教育に特化したもので、たとえば、学欝した他の外盟諸の知識と経験を応用

させる、辞書や文法番の効果的な使い方を学ばせる、話頭及び文字によるメッセージを細部にこだわ

らず、に理解できるようにする、外国語の学び、方について考えさせ、自分立最も滴した勉強方法と学習

テクニックを見つけ出せるようにする、などである。ノルウェーなどいくつかのカリキュうムは、

徒が自ら学留日擦を定め、学習成果を自己評価できるようになることをも求めている。

自主学留の場合と同様に、人棒形成に関連する教育問擦の大部分も非常に一段的で、外国語学習と直

接に関係のある教育昌擦はごくわずかである。社会的技館、創造性、集中力、忍離力や外臨諸に対す

るポジティブな搬度を身につけさせ、できれば外出語学溜への動機づけをすることが期待されてい
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る。コミュニケーシ沼ン能力それ自体ぬ砲に、他の言語で自分の考えを表現できる喜びは、生徒に畠

｛替を与えるはずである。また外出語ほ、別の現実世界を広く見渡せる窓のようなものであり、外盟語

を学ぶことは、語人的にも将来の職業にも多くの可能性を与えてくれることが強調されている。

ι カリキュラムの実践をチヱツクするためのメカニズム

どの教育鰐度でも、カワキュラムがきちんと実践に移されているかどうかをチェックするための強自

の管理機構を持っている。しかしこの機構とその機能の仕方はさまざまである。多くの国では、視学

官がそれを担当している。そ的ような機関を持たない揺では、管轄の教育当局が怒りの対策そ講じて教

目標の達成を保証している。カワキュラムがきちんと実施されているかどうかは全器規模で行なわ

れる外部テストの結果によってもチェックできる。このやり方は損学官のある留でもない国でも用い

ちれている出ヘ

各教科の定期的チェックの他に、非常に多くの国では全国規模で教育現場におけるカリキュラムの実

施状況と外国語教育一般についての調査や評舘を行なっている。これらの全冨調査や評価は主に以下

の3つの観点に関して行なわれる。

・生徒の技能と姿勢

．授業の特徴

・公式文番の入手しやすさ

これらの3つめ観点に関する調査は、ほとんどの場合教育者や教育関係者の関心や優先股般に従っ

て、それぞれ加の日時に行なわれた。しかしいくつかの菌では3つの観点すべてを一諸に、外国語教

育のあり方の包揺的点検の形で概査した。

とのような全摺規模の調査、あるいは数カ留を加えた比較調査によって、カリキュラム記述べられて

いる規定と教育現場の現実との対比が可能になる。もっと一般的に曾えば、このような調査は外堕語

教育の長所や短所安明らかにしてくれる。この種の情報は、政策決定権を持つ人々が授業の運営、教

カワキュラムそのものなどに関して適切な措置を車るお要があるときには非常に役立つもの

である。

4.1. 生徒の技能と姿勢の評偏

外層語に関する生誌の技能と姿勢とは、しばしば全器規摸の調査と評舗の対象となる。

教育政策に携わる人々は、英語のように広く話されている言語に関する生徒の能力レべんを評価する

ととが品要であると考えている。 1995年～96年に、スペイン、フランス、ポルトガル、スウェーデ

ン、フィンランド加などの閣が、少なくとも5年間英語を鰻接した生徒の言語能力の調査を持なっ
。調査の結果明らかになったのは、生徒は筆記による自己表現に苦労している、また男子と女

子の関の違いが見られ、女子の方が男子よりもよくできていたということである。それ以前にも関様

の欝資を実施していた国は、数十年間で能力レベんがいかに変わったかを観察することができた。

アィンランドとスウェーデンでは、龍カレベんは過去10年間にはっきりと向上したことが確認された

がフランスでは以前と同じだった。

設10とこでは無作為に抽出されたものをもとにした全国規模の調査や評鑑だけを対象とする。

袋11}jljの1999年に実施された金摺規模の欄資は、隠れ1skoulu/grundskola錦9学年の生徒の英語の知識につい

て碍農調査したもので為る。調査結果は冨の教育当局によって2000年9月に公表された。
(Opδtushallitus(2000) ,Peruskoulun 9. vusiluokan englannin(Al-kieli) oppimistulosten kansallinen 
arviointi) 

滋12これらの調査結果はG.Bonnet (1998）に記載されている。
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そのような全器規模の調査を、他の国も含めた調査によって矯完しているケースもある。スペイン、

フランス、スウェーデンは、 15才と16才の生徒の英語の知識と技能的評価についての比較研究部奇

共同で行なった。この研究の結果は、スウェ…デンの生徒がフランスとスペインの生議よりも高い能

力であったこと、フランスとスペインは間程度だったことを示している。

また芸！J（］）調査は、特定の言語に限定せずに生徒の外患語能力紳価を実施した。 1996年、イギリスの

訟14OFSTED (Office for Standards in Education）は研究論文注15の中で、 KeyStage 3 (11～14才〉

から五eyStage 4 (14～16才〉にかけての生提の技能レベルカ仁十分には向上しなかったという結論

を発表した。

1998年には、 SζottishExecutive Education Departmentが、スコットランドの後期中等教育にお

ける外国語の人気が下がった原因iごついての識変を依頼された制。その調査によると、大学進学を

目指している生徒たち誌外国語の習得を必要不可欠なものだとは考えていないことがわかった。

1998年にスコットランドの課学官により出された別の報告は、 1994年～1998年注17の拐等教背及び

中等教育における夕、L盟諸教育の震に関するもので、これが外盟諸教育のための特別活動チームの設置
へとつながった。との活動チームの目的は、スコットランドの学校とおける外岡語教育とそのー費控

について調査する注lSととだった。さらに1998年には言時運用能力レぺんの評舗のためのプログラム

の枠内でパイ口ット・フロジェクトが設けられ、 2001年まで輯広い研究が続けられた。外冨語のた

めのAssesmentof Achievement Programme (AAP）は、初等教育の第7学年（11才）の生徒のド

イツ諮とフランス舗における口頭表現及び穂解能力を評揺するもので、中等教育の第2学年（13才〉

の生徒のフランス語とドイツ語の誤解、聴解、口頭及び筆記表現の能力評価も行なうととになってい

る。

また1995/96年度に実施されたブルガリアむ全国規模の研究も、生徒の能力のレベルに関するもので

あった制。この研究のために選ばれたのは、一般中等教育の最終学年あるいは後期中等教背の2ヶ

国語教育を受けている生徒である。この調査結果を基に、担当当局が全国的に有効な生徒の能力評植

のための統一基準を定めることになっていた。この調査は読解能力と筆記能力だけを祷るもので、カ

リキュラムの規定と生徒の龍カレベルとがほぼ一致していることが確認されたが、口頭表現能力が全

く評揺されていないという点で、不完全なものである。この欄査を担当した研究者チームは、口頭表

現能力についても評価すべきであると指癒していた。

キブEスでは、 1997/98年に教育文化省が BritishCouncil注20と共同で、初等教育及び中等教育にお

ける英語教育の評価を行なった。その結果報告書には、生誌の能力に関して、各教育課程向けに定め

ちれた4つむコミュニケーション能力についての教育目標培、もっと具体的に定殺しておくべきで

あったと普かれていた。報告書はさらに義務教育む全期間における各学年及び各分野のために、標準

護13Evaluaci6n comparada de la enseiianza y aprendizaje de la lengua i略lesa.Espana, Francia, Suecia.報告書作成は
Guillema Gil Escudero及びIsabelAlabau Balcells, INCE，話adrid,1997 
注14イギリスの外国語教育及び外国語習熟度に関するナブイールド財簡による最終報告（Languages:the next 

generation）が2000年5丹10日に刊行された。この研究は致掛から依頼されたものではないが、政府はこの
調査の提言を生かすため、省庁の特を趨えた研究チームを設整した。

注15OFSTED.(1996) Subjects and Standards: Issues for School Divelopment Arising from OFSTED 

Inspection Findings 1994-5: Key Stages 3 & 4 and Post-16. London：日羽so.
銭16Foreign Languages in the Upper SeconおおrSchool: A Study of the Causes of Decline (SCRE), 

1998 
注17Standards and Quality in Primary and Secondary Schools, 1994-1998,Modern Languages. 

注18研究チームの報告は2000年に刊行予定。

後l告StefanovaP., Schopov T. (1996). Foreign Language Teaching in Secondary Schools Level：設esults

Survey. Foreign Language Teaching, Nr6. 
銭20Review of English Teaching in State…funded Schools and Institutes in the Republic of Cyprusとい

う題名の文叢が1998年9丹に教育省に提出された。

154 -

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



的達成基準を定めるべきであると指播している。外関語としての英語に対する生徒の姿勢も調査され

たが、数学と体育に次いで3位にランクされているという点で人気のある教科と言える。

ベルギーのドイツ語圏は現在初等教育と前期中等教育の金徒の知識水準についての調査を行なってい

る〈調査の日的は特に、新しい最低合格基準を定めることと、学力調費モデルの立案である）注210 

スペインでも現在 INCE(Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n）が各教育課種における英語教育の

評価を準盤中である。

4.2. 教育の特色の評価

教員の見解や教育の実裁についても教育担当当局の故頼による髄査の対識となった。この研究の中心

誌教員によるさまざまな捜業方法、特に授業中の自標替時の捷用、授業で使用される補助手段や教

材、授業及び能力評価における文法の役割などについてであった。

アイルランドでは19沼年に注22外菌語記当視学官が報告書を刊行した。出された結論は以下の過ちで

ある。

・アうンス語教背でほ、特に聴解と読解について著しい進捗が見られた0

・表現の正確さ、たとえば発者や文法にもっと留窓ずべきである。

－効果の高かったフランス語教宵には、次のような特識があった：生徒と教員の相友作用がうまく

いっている、教員は一貫して上手なフランス語そ話している、 4つの基本技能が統合的に教えられ

ている、教科書の長いガは教員に任されている、能力秤儲テストのための雛智需題や課題が教授法

に大きな影響を与えていない、教科書を装った学習の際には、適度なペースが保たれている、

にあふれ、やる気を引き出す教授法や興味深いテクストなどにより主設は高度な学習動機を持って

いる。

1992年にオランダの規学官が、前期中等教背（basisvorming）の外留語教脊において4つの基本技能

（口頭。筆記表現力、聴解・読解力〉がどのような役壁を出めているかを調査した。分析の重点は口

語表現力と聴解力であった。この調査では、生誌が4つの基本技能に関する重要な目標を達成できる

うになる諮に、文法と語糞の基礎をしっかり教える必要があると非常北多くの教員が考えているこ

とがわかった。しかしその後の流れの中で、器本4技能の指導と評留が、文法や語葉に商接関係する

技能の指導よりも譲先される領向が見られるようになった。規学官は、とれを正しい方向への第一歩

であるととらえている。視学宮の1997年設23の年次報告では、意思疎通の手段としての授業中の目標

替語の夜用が、 1992年のときと同様に、わずかなものにすぎないことが穣認された。 1999年、視学

官は再度問じ結論に査った。教員が自標書簡を捷用しても、生徒がいつでも同様に目標言語を使うわ

けではなかった。また1999年の年次報告では、 82%の生徒が最低合格基準に遣したか、それを上

回ったことが確認された。

イギワスでは上述の OFSTED:;011996伴に公表した外国語教脊の組織運営についての研究が以下のよ

うな結論を出した。

・Key Stage 4の多くの生徒にとって経験や活動お績は十分なものではなかっ

－授業はしばしば自標言語で行なわれ、それは生徒にとって非常に有益だった。ただし呂擦言語を使

用したのはKeyStage4の教員よりもむしろKeyStage 3の教員だっ
・誌とんどの学校において外国語りクラスは、生徒の外国語能力到に編成された。；一部の学校では各

注21視学留はこの鞠査の結論を2001年に公表する予定である。

注22Observation and advice on the teaching of French in post…primary schools, 1992. 

滋総括odernevreemde talen, p.30 -31、Versl昭 vande staat van het onderwijs in Nederland over het 
j加 r1997.’s-Gravenhage: SDU-Uitgeverij, 1998. -Inspectie van het onderwijs. 
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教科に共通の別の基準でクラス譲成を行なったが、この方法は効果的でないことがわかった0

・さまざまな補助教具などの程度讃えているかは各学校によって非常に差があった。 National

Curriculumに連合した教科書がないこともまれではなかった。学校に十分なコンゼューター設備

を持っている外韻語科はわずかであり、コンピュータ…が計画どおりiご利用されるととはまれで
あった。

1996年には NationalFound試ionfor Educational Research (NFER）も、授業中の自標苦語使用の

実態と自標言語使用に関する教員の見解を調べるため、外国語教員に対する調査を実施した制。調

査の結果、ほとんどの教員が、原期的にできるだけ授業中に自襟言語密使用すべきであると考えてい

るにもかかわらず、授業ではそれが実践されていないという矛盾が明らかになった。

キブロスの教育文化省と BritishCouncilとの上述の共同研究では、授業方法も調査の対象となった

が、それによると設時のオーセンティックな使用ほ、用いちれた教材の中に眠られていたという点

で、表罰的なものにとどまっていたことが確認された。

ルーマニアでは1995年から1998年にかけて、教員がどのような方法でカリキュラムを自分の授業環

境に適合させているのかが調査された。調査の結果、カリキュラムには生徒の達成度についても規定

が必擦であることが明らかになった。採点・評揺の裂は変更すべきであり、日段搭評儲のシステムを

放棄し、教科ごとに生徒の達成度を記述するシステムに変えることが推奨されている。そのため、全

リキュラム評議会に以下の提言が出された。

・全留的に適用する評価システムを搾るため、カリキュラムの中に達成度評価蕊講を組み入れるべき

である。

－カリキュラムに誌教授法上のさまざまな提案やアドバイスも取り入れるべきである。これは特記非

常に年齢の低い生徒げ才）の外国語教育には品要である。

・カリキュラムに記載されている選択科目に関しては、選択や授業実施の助けになるように、より明

自で意味のある提案がなされるべきである。この提案は、外器舗については、一殻約額向、テー

マ、教具が対象となる断。

スロベニアは1990年に11-15才までの生徒の英語教育についての研究を公表した制。この研究は

1983年のカリヰニュラムを対象にしたものであるが、とのカリキュラムは1999年に完全に改訂され、

新カリキュラム変わった。との研究で興味深いのは教授法の問題についての結論である。

・義務教育の最後の2年関の授業時間数（週2コマ〉は不十分だった。

はあまりに機械的で、独鎖的、創造的な活動を取り入れる余地が誌とんどない。授業では視聴

覚的アプローチがよく用いられていた。

プロセスの中では文法に重点が置かれていたが、各文法羽島は必ずしも実生活のコンテクスト

との関連づけがなされていないし、持制の対象ほ文法のみであって、外盟諸学習の他の側面はまっ

たく考患されていなかった。

・自標言語ではなく、スロベニア語が主要な授業言語となっていた。

ー長男されている教材は学校によってまちまちであった。 OHPやテーブレコ…ダーはよく使用されて

いたが、ピヂオやコンピュ…ターはめった記使用されていなかった。全体的に、教員が告出に使え

る視聴覚教者や参考資料はわずかだった。

・通常教員の授業の準欝状態はよかった。特換な教育目標を設定することに教員はある種の困難を感

塗24Dickson, P.(1996). Using the target language: a view from the classroom. Slough: NFER. 

緩急5Noul curriculum national: statut, componente, structurao利子子： Programescolare pentru 

invatamantul primar, M豆N,DirectiaおeratiiPublice, bulentinele informative 24, 25, 26, 27, 280 （外
国語教育カリキュラムの実践についてのガイドラインと解説付き〉

注26Neven協 Seliskar(1990）。刊行：Angleskijezik.Evalvacia ziviljenja in dela osnovne sole. Zavod RS za 
solstvo, p. 163 -169所収。
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じていた。ほとんどの教員は十分な能力・資格差持っていた。

その他の国々、ベルギーのフランス語圏部やイタリアも現在、外国語教員の教青実践についての鯛

査を実施してい

4.3. 公式文書の入手しやすさの評鏑

リトアニアでは1996年教育省に認可された義務教育のカリキュラムが護数の調査の対象になった。
これらの調査は1995年と1996年に実施され、新しいカリキュラムの有効性・合目的性の検証がねら

いであった。

キブロスとル…マニアの教育当島は、外国語教育カリキュラムが記載されている文書を教員がどり程

度入苧（利用〉可能であったかを調査した。中ブロスでは1997/98年に実施された調査の結果、カリ

キュラムには教背日擦が明確に記述されていたこと、教員だけでなく、教員養成者、出販社も容易に

カワキュラムを入手できたことが明らかになった。

Jv…マニアで最も定評ある教育雑誌のひとつである TibunaInvatamantuluiの記事では、 1998年に
公表された新外臨語教育カリキュラムに対する、教員たちのポジティブな姿勢が指摘されていた。カ

ワキュラムの形式と内容を教員たちは適切なものであると評倍していて、教員たちはカリヰニュラムの

実践に意欲的だった。しかし被ちは問題点も指摘している。すなわちカリキュラムの中の特殊な用語

を簡素化し、あまりに分析的になっている教育目標の記述を改めるよう全国カリキュラム評議会記提

案したのである。

波nEvaluacion des competences lingui誠司uesen n加 landaisdes bruxellois francophones terminant l'enseignement 

pr加taire，予，48-98,J. L. Wolf. 
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第6章

ヨーロッパ共同体のアクション

序文

加盟国の中での言語能力の向上は、 EUの成功のための重要な要素であるということはこれまでもー

賞して認識されてきた。 EUは、その設立の歴史の中でさまざまな機会に、言語教育を挺進する必要
性を確認、

ソクラテス・プログラムとレオナルド・ダ・ピンチ・プログラム（これちはそれぞ、れ、学校教育と

職業教育にかかわっている）の第2段階は、 2000年に始まり、 2006年迄の7年間にわたる予定でGf>

る。 2001年は fヨーロッパ諸言語年jと宜設された。そこで、言語教育に関する成果を検討してみ

るととが緊急の課題となった。

との撃では、まず、言語教育と言語学習の分野でのEUの政策の発践校辿り、実擦に企留された実践

的アクシ沼ンを概観する。替にソクラテス e プログラムの中のリングァ・アクションの詳細にふ

れ、外国掛教育の分野での主な改革を考察し、最後にこの分野における今後の全体的動向を展望し

てみる。

1 .ヨーロッパ共間体の政策の発展

Eむの詩語学習の分野での最初の活動は、人・資本・もの・サービスが自由に流通する単一市場を創

設することを巨的にした一連の作業の中で行われた。ヨーロッパ市民間に真の意味でのコミュニケ

ーシ日ンが成立するときにのみ初めて、人の自由な往来が事実上可龍になるということが当初から

強く認識されていた。外国語と外国文化の知識は、こ3ミュニケーションの成立のために、あらかじ

め獲得されているべきものと見なされていたし、現在もそうでるるととに変わりはない。

1976年設1に教育閣僚会議は、加盟国に、昔話教育と学習安推進するための実践的アクションを実行

るように要請した。呉捧的には、すべての生徒が少なくとも 1つのヨーロッパの外関語を学ぶと

と、あるいは、外盟諸教育担当の教員とアシスタントの外国での研修期間を提進を保証することで

あった。 1983年部、ヨー口ッパ理事会は、ヨーロッパ共同体は、加盟国の外国語教育を推進、奨揚

し、サボ…トする必要性を認めた。 1984年教育関械理事会的は、外関語教育ならびに学替の新しい

飛躍のためのさまざまな勧告の中でも、生徒達が、義務教青疹ア迄に2つの外国語を翌得し、その

後の教脊段階でその水準を維持することができるような対築の必要性について合意した。

ヨーロッパ共肉体の最認のアクションは、国境を取り払った沼ーロッパでは多詩語主義が経済的・

文化的に重要であることそ加盟国に認識させることを目的としていたが、その後は、言語学習のた

めのアクションがより広範な社会的・文化的背景の中で行われるようになった。 1985年のミラノで

のとまーロッパ理事会出 は、一般市民からなる日一口ッパの設立に多言語がもたらす本賞的貰載を指

播し、書諾の早期習得の援要性を強課した。そして大多数の生徒が、 2つの外国語学ぶべきであり、

注11976年2月9日の閣僚会議決議（Officialjournal NoC38of19 02 76) これは教育の分野でのアクション計四と
外国語教育と学留に関する多数の日擦を含んでいる。
銭21883年のシュツットガルトにおけると3…自ツパ理事会： 丘むに関する正式宣言の文花的協力に関する部分に
おいて国家元首島るいは政府の首脳連は、加盟国の言語教青を促進、奨励、助成する必掛性に特別に言及し
た。 Bulletinof the EC6/83.l.6.l 
間 1984年8月4日のEU理事会内での鵠援会議の決定
制 1985年のミラノでのヨ…口ッパ理事会会議：特別議員会の最終報告 f人民のヨーロッノ＼Jを採択 Bulletin of 
the EC6/85,l.4.4. 
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国際交流ζ参加する可能性を持つべきであると明替した。

1989年7月28日湖、リングァ・プログラムが採択された。その目的は、忌じの言語教育を量的・質的

に改善するととにるった。 1990年にそれは、実擦に施行されるようになった。之のプログラ

組については後で述べるととにする。

1992年のマ…ストリッヒ条約部 は、 126条で教脊の分野に言及している。とうして初めて教育の分

野がEUに関する条約に含まれることになった。条文は「ヨーロッパ共同体は加盟国の協力関捺構築

を奨励することによって、質の高い教育の発展に貢献する。 j また、 「ヨーロッパ共同体のアク

シ沼ンはし．〉特に、加盟国の言語の学留と普及によって、教育のヨーロッパ次元の牒関を自指す
べきであると。 j と述べている。

1995年、 EU理事会決議決7は、この分野でヨーロッパ共同体に与えられた新しい権援を評価し、

の多様殻の提進が教育の核心の一つマあるととを確認した。そしてヨーロッパの市民謡々人が、 EU

の言語の多様性の中に深く根ざしている文化の豊かさを享受できるようにという希望を表明してい

る。さらに、ヨーロッパ共同体の中での言語能力の盤的・質的改善と加盟国の言語教育の多様化の

奨励の必要殺を強読し、特に次の点に言及してい

る。

－教員と学習者の流動性の提進

．革新的教育方法の開発の奨揚

．早期言語教育

・言語教員の能力の定義化

・生徒が母国語以外の2つ言語在最小摂2年間学習する必要性

・普及の棺度が抵く、教育の機会も少註い言語を学校で開設する必要性

はそれぞれその後のヨーロッパ共同体むアクションの対象となった。以下にそれを見

1996年は fヨーロッパ生礎学習年Jでるった。それは、言語学習も含めた学曹は、学校や大学接了

時に終わるのではなく、生涯にわたり、個人の人間としての発展に重要な役割を果たすということ

を広く訴えるためであった。 EUの目的は、後にアムステルダム条約に記されるように、その中で間

入が、生漉にわたり自分の人生設計をする事ができるような知の集積されたヨーロッパを創出する

事である。知の獲得は、もはや怒られた期間にのみなすべきととではなく、持続的で撃壌で多様性

に富んだ皆険としてとらえられることになる。

と生涯穀業教育に関する欧州委員会の白書『教育と学習一企法学習社会へ』糊は、言語龍力

をふくめたいくつかの主要能力は、未来の社会の中で活動するためにすべてのヨ…口ッパ市民に品

となるであろうということを強調している。白書は、そのために、すべてのEUの市民が、母国語

以外にEUの2つの首語をマスターすることを自的とすることを提案している。

EUに関する条約では、公式にヨーロッパ市民権が規定された。加盟国は、ヨーロッパ事民権の中

に、 「ヨ…ロッパの人々が純えず緊密さを深めていく連合であち、その中で、物事の決定が、解放

性の原期を可能な援り尊重し、できる限り市民に近いところで行われるj糊ことを確認した。その

結果、加盟国と企業関の通商関係を促進するためのイニシアチブは市民間さちにはEUと市民間の新

都閣僚理事会決議 89/48怠／CEE,Official JJournal 239, 1989年8月16日
マーストリッヒ条約第126条

後1EUの教育制度の中での言語学審と教育の部進と多様匙に関する1995年3月31日EU理事会決議；Official
Journal No C207 12 08 95 
郡白書：Teachingand learning一割ν-ardsa learning society(COM(95)590final,29Nov1995), EUR-OP, 
Lux.,1996 
出アムスチルダム条給：EU条約A条現の第2段薬の韓正
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しい関擦によって補足されるべきであるとしている。これらの新しい関保が有効に成立するに誌、

市民が自ちの鵜する地方共同体あるいは国家の境界の外でくり玄げられる政治的議論に参加できる

ことが必要であるが、そのためには、ヨーロッパ市民がいくつかの外国語を身につけていれば、

るととも容易になる。言語は文化的アイデンテイチイの媒体であるので、設語を学ぶことに

つて、市民は、自日を能者へ開示し、制異なる握点で世界を見ることができるようになる。すなわ

ち、別の文化、世界の却の見方、 )Jljの価犠体系を理解することができるようになるのである。

1996年に辻、総書『教育・職業教育・研究：留を越えた流動性の鰭惑の克服』注10 は、 「ヨ…詰ツパ

市民が、単一市場の実現が彼らに開く職業上のあるいは偶人的な可能性を享受するためには、少な

くともヨ…口ツパ共同体の中の2つの言語の習得が必要不可欠の条件になったj と結論づけてい

る。

ヨ…口ッパのすべての註語の学習を推進するためのアクシ沼ンを欧州委員会が金問する理由は、

人々のコミュニケーシgンをよりよいものにし、交易において諮語の欝援をなくし、人の往来を容

易にするという顧いのためだけではない。もちろんそれらは非常に重要なことである。しかし、そ

れ以上に、とれらのアクシ器ンの祭出は、番勝能力が、明日のヨーロッパ市民に大切な数々の能力

を彼らに自身にもたらすととになるという確信に根ざしているのである。

2省ヨーロッパ共同体のアクシ恐ンの概観

2.1.1990-1994年のリング7・ブ口グラム

1989年7月28日、リングア’プログラムは採択された。その目的は質・量ともに、主むの中の言語教

ととであった。とのプログラムは1990年1月1日から実行に移された。リングァ・アク

ションは5つの局面からなる。？なわち、言語教員養成機関間の協力、替語教員個人の養成のため
の奨学金、昔話教員の現職教員研務の支援、職業世界での言語能力の提進、言語学習を目的とした

若者の交流、普及壌が低く、教背の機会も少ない言語学智のための教材の開発と補足的対策であ

る。

目前年から1994年迄のリングァ・プ口グラムは：

・19000人の言語教員がそのキャリアの途上で、外国で研修に捗加することを可能にした。

・83000人の若者とその教師が外国の学校と連携した教育プログラムを実行するのを支援した0
．外国語教員の養成を促進する800の冨を越えたのパートナーシッブを創出した。

• 32000人的大学生の留学のために奨学金を支給した。

2.2.1995-1999年のソクラテス“プログラムの中のリング7・アクション

より包括的な2つの新しいプログラムが始動した（1995年3月14時に始まった学校教背の分野のソク

ラテス・プログラムと1994年12月6日に姶まった職業教背の分野でのレオナルド・ダ・ピンチ・プ

ログラムである〉。リングァ・アクションはこれらのプログラムそれぞれを横断する措躍として強化

され、また部分的にこれらのプログラムに組み込京れた。

ソクラテス・プログラムの中でりング・アアクションは以下の5つの異なった言語教育に関するア
クションに分かれる。その詳細については第3章で離れる。

・言語教員養成機関の問での連携プログラム

．現職教員の外国での研修のための奨学金

罰百；1ttp: I /www.europa.eu.int/ cornme/ education/lvhpen.html. 
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－教育機関での昔話教員五望者のためのリングァ・アシスタント制

と言語能力評結のためのツーんの開発

－加盟国の中の異なる留の生徒のグJvープの言語学習を自的とした連携プロジェクト

リングァ・アクシ設ンの中でのプロジェクト以外にも、コメニウス（学校教青における連携〉やエ

ラスムス〈高等教育の連携）といった能的アクションも同様に昔語教育等を目的とする高額そもってい

た。

2.3.1995-1 999のソクラテス・プ口グラムの中のエラスムス・アクション

ソクラテス・プログラムの予算のかなりの部分が、学生が、パートナーシッブを結んだ能の留の大

学の授業を受けるための費用の支援として使われている。交流の充実のために学生が設語の

を必要とケースが多い。学生の出身大学は、学生の留学準備のために、出発前に必要な言語の授業

者提供するととができる。さらに、受け入れ大学は、言語の分野でない学生も合めて、より多くの

学生が、パートナシッフを結んだ受け入れ閣で話されている言語も学ぶことができるように、

の授業を男意することができる。

1996年に開始された詩語の集中準髄講座のおかげで、教育において、普及度が低く、教育の機会も

少ない言語が使用されている国へ行っても、学生は速やかに授業についていくととができた。現在

迄に、 1年に約1000人の学生が、このアクションの恩恵を受けている。

2.4.1995叩 1999のレオナルド・ダ・ピンチ・プログラムの官話アクション

レオナルド・ダ e ピンチ・ブログラムにおいても、言語は職業教青における協力関係の構築のた

め、主袈な要素の 1つである。とのブ口グラムは患家間のパイロット・プロジ、ヱクトと交流プ百グ
ラムを通して職業世界における言語能力の誕進をはかることを目的としている。

との分野では、多詩器使用能力が主要な目標となっている。というのも、自出な往来のヨーロッ

パ、とりわけ労働者のヨー口ッパという観点からみて、いくつもの詩語をマスターしておくこと

は、側人の発展だけでなく、特にヨーロッパ子住民であるという実感を持つことに寄与する。

使用能力は関境を越えた膳用や職業上の流動性に新しい展望を開くことになる。また、多言語夜用

能力により、若者はヨーロッパが職業教育に関して提供するチャンスをより有効に活用するととが

できる。なぜなら、職業教育が行われている国をいくつも選ぶととができるからである。さまざま

な調査研究が、かなり多くの企業が、顧客の言葉で話せないために、無視できない数の市場を失っ

ていることを指摘している。（とりわけ普及度の低い言語の場合がそうである。）

レオナルド・ダ・ピンチ・ブ口グラムの最初の段階において、このプログラムから資金を受けた

3733の国を越えたパートナ…シップのうち、特加に職業のための外調掛教育の推進を目的としたも

のは、 174のパイ口ット・プロジェクト、 13 形態の交流あるいは交流の締結で島った。同じ期間中

に、およそ23ぷ百万ユー口の予算、すなわちしオナルド・ピンチ・プログラムの同年の予算の5%が

上記の金蝿の実行のために与えられた。

レオナJvド・ダ・ピンチ・プログラムの昔話教育プロジェクトは、議康や環境といった職業分野、
あるいは、経理担当者や人事担当者といった職務グループを対象としている。各プロジェクトにお

いては、会社であれ抱の何らかのグループであれ、一閣の研穆の提供者は、パートナ…シップの中

での契約者として行動することになっている。

すべての昔話がレオナルド・ダゼンチ・アログラムの中では支援を受ける資擦があるので、少なく

とも一回は支援の対象になった。少なくとも25以上のプ口ジェクトの目標言語になったものは、

ンマーク語（26）、ギリシャ語（40）オランダ梧（28）ポルトガル語（33）であるが、そのほか

162 -

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked

qir03
ノート注釈
qir03 : None

qir03
ノート注釈
qir03 : MigrationNone

qir03
ノート注釈
qir03 : Unmarked



に、北欧の言語、特にスウェ…ヂン諾とフィンランド鵠への関ilJ、も高くなっている。しかし1995年
と1999年の簡に支援を受けた数の多さでは最もネイチイブスどーカーの多い3つのヨ一口ツ

語が上往のランクを占めている。すなわち英語が147のパ…トナーシップの目標言語となり、ドイツ

語が114、フランス舗が93であった。それに続いてスペイン語が79、イタリア語が57であった。

多くのプロジェクトが間じ産業部門間の連携により行われた。そのこと誌 f商業用話語研修J、

「中小企業（SMEs）のための古語研諺jという研接の名称に伺える。とれらのブ口ジェクトは、プ

ロジェクトの提案を呼びかけた際強課された主要ないくつかの能力に配悲しながら、多くの職議と

職務に通用する数々の専門能力養成を譲先したものだった。

呂すべきことは、観光や海外旅行など明らかに外留諾がお要な部門よりもかなり多くの産業部門

がプロジェクトに参加していることである。たとえば、建設部門（CD-Romでめ多言語対応の個人

の教材開発）、養殖部門（経営者と従業員のための詩語教材〉、大学と産業部門の興味深い

共同作業の中では、フィンランドにおける紙の製造部門（従業員の英語での教育）がある。中小企

(SMEs）ほこれらの連携プロジェクトのすべてに参加してい

かなりの数のプロジェクトが、惑まれていないグループの要求に対応した。そのいくらかは特に雇

用者連合あるいは労働者連合の専従スタッフのためのものであった。これらのプロジェクトもまた

パートナーシッフの中で企画し応募されていた。

最近の職場での話語教育は柔軟性に審んでいる。すなわち、多くのメソッドやさまざまな教材が用

れ、通常それらは組み合わせて痩用されている。イマージ沼ン方式、シミュレ…ション方式等

数々の教育方法が現れた。それらは、学生が、教師とあるいは教師なしで、学督することができる

ようになることを学ばせるためのものである。

プロジェクトの中で多くの刷新的な試みが行われ、情報技術（IT）の新しい進歩によって与えられ

た可能性を余すところなく活用した。 1995年と1999年の間の言語学習のためのソフトウェア開発の

プロジェクト数は法統的な紙に頼るブ自ジヱクトの数を大幅に超えていることが1999年に判明し

た。とほいえ、印刷された資料は、学習形態がどうで為れ、ゃ；まり魅力あるものである。それらは

ソフトウェアによる学習の補助教材として使用されている。オンライン教材ぬ増加に停い、インタ

ットや電子メールの科用や地域のネットワーク構築が急速に盛んになっている。

すべての人々が最新の技術を知りそれを十分に活飛できるためには、それ与を普及させるととが必

要である。そのために、多くの国際的なセミナ…が開催された。呉f本的には、 ITを使つ
について、話語・コミュニケ…シ器ンにおける競争力や能力について、情報技術や言語教員の養成

者についてなどバラエティに富んでいる。

2.5岡地域・少数雷語のためのアクション

ソクラテス・プログラムはEUの公用語とアイルランド語、リュクセンブJvグ語、新しい参加国の盟
家公用語を対象にしている。しかしその惣の多くの昔話も勿論巳じでは話されている。

1983年から、 EU加盟国の一部の人々によって伝統的に話されている土着的な言語を支援し奨励する

プロジェクトへの資金が提保されたの 60の言語共同体の約誌の言語がそれに関係している。

移民の言語と人工昔話は含まれていない。採用されたプロジェクトの例を挙げると、言語講庫、教

と自習用教材、テレビ・ラジオ番組、教員の養成と交流、文化的イベント、出版物、言語の標

準化の作業、地域あるいは少数言語・文詑の存在の意識化等に関したものであった。欧州委員会誌

との領域での経験や情報の交換も支援した。
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2.6.2000四 2006 第2段階のソクラテス・プ口グラムの雪踏に関するアク

ション

リングァ・プログラムの措罷は2000-2006年の第2段階のソクラテス・プログラムでも堅持されてい
る。

言語学習はこのプログラムを還して存在する主要なテ…マでるる。言語教育と学習の促進は、学校

教育〈コメニウス〉、高等教育〈ヱラスムス）、成人教育あるいはその他の教育コ…スによる教育

（グーテンペルグ）を対象にしたアクションを通して実行されるととになる。

アクション4 （リングァ）はこのプログラムの全誌を避して言語学習と言語の多様性の促進を遂行

方針として採用した。とのアクションはEUの中での話語の多様性を奨揚・擁護し、
の質の改善に寄与し、また、生畿にわたり鱒入の必要に応じた言語学欝を促進する対棄を講じるこ

とで能のソクラテスのアクシ活ンを支援しようとしている。

また、このアクションは、ヨーロッパ市民に設語習得の利点を理解させ、宮語学習のそチベ…ショ

ンを喚起し、そのためのよりよい機会が与えちれるようにし、詩語教育の最良の技術に関する情報

を普及するいくつかの新しい活動も取り込んでいる。

2.7.2000そ226 第2段階のレオナル・ド・ダ・ピンチ・プログラムの

書語アクシ藷ン

言語教脊に関する対策は、ソクラテス・プログラムと同様に、 2000…2006年ぬ第2段階のレオナル

ド・ダ・ピンチ・プログラムの中でも、堅持され、新たな燥開をみせている。

プログラムの主要な対策の一つは、 「職業教育の中で、普及度が低く、教育の機会も少ない話語を

も含む言語能力開発の提進と典文化の理解Jを目的としている。その目的は仕事や職業訓練の場に

おける多言語・多文北コミュニケーシ沼ンを活発にすることである。プロジェクトは職業分野また

経済の部門に鴎脊のニーズに対広できる教育教材や革新的な言語学留男のテキストの考案、その試

験的護用、歌認、評鶴、普及を目的としている。これらのプロジェクトにはf必要とされる言語教育

について調査することや、言語の自主学替のための革新的方法やそれらの普及なども含まれてい

る。

その内審誌職業教育における特定のグルーブにターゲットを絞っており、特定の職業に間有の環境

に必要なコミュニケ…シ沼ンと仕事に関する能力に関したものでなくてはならない。とれらのプロ

ジェクトは、会社の経営者、特に中小企業（SMEs）の経営者記、仕事の環境の中で外間語で効果的

に意思を伝達するととの重要性に気づかせること、また適切な言語教背のためにお要なツールを提

供するととにもなるであろう。

以下のタイプのプロジェクトはヨーロッパ共同棒の支援を受ける可能性がある。

とコミュニケーションに必要とされる教育についての調査・診断〈全業、特に中小金業

(SMEs）、行政当局、産業部門がコミュニケーションに関するニ…ズを明確にし、必要な言語の

講産や店主学習のブログラムを作成する際の手助けとなる調査・診断ツ…ル、言語とコミュニ

ケーシ沼ンのためになされるべき教育に関して調査・診断する必要性を広く認識させるための

企画、昔話とコミュニケ…ション教育に関する調査・審査員養成のための教育ツールや手引き

の開発）

－学替や教育のためのツ…ル（教腎ブ口グラム；言語能力を評価・証明・本認するシステム／
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と異文詑理解能力の教育と学習のための教材、方法ならびにメソッド／教員やチュータ

の養成のための教育ツールII認を越えた移動に必要な言語と文化についての準嶺学習のためのツ
…ル）

・普及のためのプロジェクト このプロジェクトの話的は他のブロジェクトによって得られた

成果の適用範躍を広げることであり、それにより、メソッドやツ…ルを地の犠業分野あるいほ

越の首藤へ応用することが可能になる。

3.1995-1999のソクラテス eプログラムの中のリングァ・アクション

この章で誌之2で触れたソクラテス・プログラムのリングァ・アクションの5つのアクションの結果

や成果について詳述する。

3.1.目標言語

目標言語はEUの公式昔話とリュクセンブルグ語とアイルランド語である。ノルウェー語とアイスラ

ンド語はこのブ口グラムに参加していると3…ロッパ経済地域（EEA）の言語であり、同様にこのプ

ログラムの支搬の目標言語となっている。

とのプログラムではとヨー口ッパ共同体の中で普及度が抵く、教育の機会も少ない言語が鍵先され

る。普及度が砥く、教育の機会も少ない雷語の定義ほ、実際には加盟名問の中の地域によって違い

が議うる。たとえば、 EU全体から見れば、デンマーク語は盛んに教宵が行われている替舗とはいえな

いが、 ドイツのいくつかの州では学校教育のカワキュラムにしばしば容在する言語である。その他

の多くの言語に関しても同様のことが蓄えるが、全体的花見た場合、次に挙げる言語が普及度が抵

く、教腎の機会も少ない言語である：デンマーク語、フィンランド語、ギリシャ語、アイルランド

リュクセンブルグ語、オランダ語、ポルトガル語、スウェ…ヂン語

この数年、ソクラテス・プログラムはEUに加盟の串請をしているキプロスと中・東ヨーロッパの

々も対象にしている。従って現在は、ブルガワア、チェコ、ヱストニア、キブロス、ラトビア、

リトアニア、ハンガリ一、ボ…ランド、 J1"…マニア、スロベニア、スロパキアの公用語もプログラ
ムの支援の対象となりうる言語となっている。

ワングァ・アクシ設ンの主要目的は次の2つである。

－言語の教青と学留を容易にする環境を整備するための支援

－ヨー口ッパ市民が外国語としてのEUの言語を学び話すために

さまざまな利用可能な手段を活用することを奨励する。

従って、言語学習用のツールの開発のためのリング、ア・アクション誌、 EUのすべての言掛について

教育・学潤用の適切な教材を提多言することを保証している。その飽のリングァ・アクションは言語

教員の養成の改善を支援している。また、特に、若者が外国語を学ぶととと、実際にその外国語を

使用することとを奨励している。

次章では5つのワングァ・アクションのそれぞれについて金爾実行された活動を概観する。

3.2. 言簡教員の聾成の改善のために

第4章で見たようにも外国語教員の役鵠は近年大きく変化してきたということが言えよう。そして

との韻向は今後も続くものと思われる。ヨーロッパの多言能状況の認識は深まっており、多言語能

力の必要性によって番語教員の需要がとれまで以上に増してきた。新技術によるさまざまな可能性
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によって、言語教員は教育に関する構報と学習ツーんのマネージャーのようなこれまでになかった

役割も担うととになった。閣を越えたフロジェクトや交流の媒体としての彼らの役割は広く認めら

れている。今君、ますます多くの小学校や幼雑閣の教師は子長達に最初の言語の授業を行うように

れている。とれは大きな責任を搾うととである。

教員にをせられた多言語の文化を促進する役鰐はきわめて議大である。教員は自らが教える外国語

の読む、揺す、書く、理解する能力を伝授しなければならないだけでなく、外盟語悲学ぶ動機づけ

を与えなければばならない。低学年の生徒を外国語学習にエネルギーを投じるよう競ますことは容

易なことではないし、それなりの準備も必要である。 1995年のヨ…ロッパ理事会は外閑語教員は最

小限の研拶を受けるべきであるこを明言した。しかしながら、外国語教育は常に効果が上がってい

るわけではない。約90%の若者が学校で外国語を学んではいるが、その言葉で持続的に会話ができ

ることなく学校を卒業するケースが多いのである削断。ぞれ故ソクラテス・プログラムの第一の段

階におけるワングァ・アクシ設ンでは、教員の養成が最優先課題でるった。それは今後も鎌先課題

である。 5つのアクションのうち 3つはとのための活動であった。外国語教員の教育の質を改善す

るために、ヨーロッパ共同体は以下の方法で加盟国と協力している。

・ヨ…口ッパ全体の中で最も有効な実践から七ントを得た教員養成の授業のための教材、モジュ

ール、カリキュラムやコースの創出を加盟国のさまざまな外国語教員義成機関が連携して行う

ことを奨励

e言語能力、教育能力を改善するために外国に2-4週間滞在ができるよう教員恒人への奨学金付与

月間外留の学校に諾在し、言語並びに教育能力を高め、かつ、受け入

れ学校の言語教育に賞献することを可能iとする手段の提供

3.3 嘗語教員養成機関関の共同企画制

ヨーロッパ共同プ口グラムのおかげで、言語教員養成機関はヨーロッパの同様の機

関とより緊密な仕事上の関係を築くととができ、ヨーロッパ全体の最も良質な経験に基づいた実践

的主養成コ…スや教材を開発している。

1991年から2200万ユーロが、外国語教員の養成や研修を改欝することを目的としたプロジェクトの

ための協同基金に付与された。とのプロジェクトは就学前、初等、中等教育、職業教育、成人教育

的教員の教育を改善するととを目的としている。

ヨ…ロッパの連携プ口ジェクトは、リングァが対象とするすべての言語を対象とし、多くの金輔

が、どの言語にも適用できる方法論に基づくものであった。とれらの企画から生み出されたものの

いくつかを以下に例としてあげてみる。

・外国語アシスタントと、ぞれ以外で、言語教育のための教育を受けていないが学校で詩語の授

業をするよう要議されたネイティブスピーカを教育するための9言語に対応した新しい教材
・3才から8才巡の子供に対して、外国語で外国語以外の内容・科目を教える教員のための研修用

教材

－若者向けの外閑語の授業で文学を有効に利用した講座

－昔話教脊の授業におけるITの有効な活用に関する教員のための研修プロジェクト

－外国語以外の教科〈地理、科学、数学等）を外国語で教えている教員の研修モジュール

f外国舗の授業における差異化された教育J （レベル分けしたグループの教育）の

ロ・パロメ…タ－41』1的年7月、次の資料も参照のこと fヨ一口ッパの教育のキーデーター1994』
欧州委員会／Eurydice・ユー口スター編 19部年リュクセンブルグISBN92-826-9142-X
総12 『3ーロッパの若者連』＝ Ii'ユーロ・バロメーター47.2』1997年（実地調査1997年4月一6月

役13I設リングァ・アクションA;2001年からはコメニウスの学校教背スタッブ養成のためのヨーロッパ連携プロ

ジェクト
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運営に関する10カ患をカバーする教員のネットワーク形成

ヨーロッパ連携プログラムへの参加の利点は教員向けの教育の新しいツ…んの開発だけではない。

参加機関にとって、参加盟の言語教員の養成方法・方策のより深い理解、悶境を越えたアイデアや

よりよい実践の交換、新しい知識と方法の開発のための共同金冨への参加などさまざまな可龍性を
苧んでいる。

教員養成機関側からお需要はず、っと高かったし、各ブ口ジェクトに参加した義成機関の平均数は年

毎に増え続ける一方であった。そのととは各プロジェクトに与えちれた助成金の平均がコンスタン

トに増え続けていたこと立も表れてい

図6.1雷語教員養成そ担当する機関の協同プロジェクト

。 。
1991 持続 1993 1994 1鵠5 1紛6 1部7 1鵠8 持99

置年開予算（百万ヱキュ／ユー口）） 鼠 ジェクトごとの平均議参加機関数

出典：歎州委員会

3.4 枝職中の教員の研修のための奨学金注14

1995年から1999年迄に3900万ユ…ロが在職中の教員の研修のための奨学金として与えられてい

1995-1999年の開に34600人のEむと欧州自由貿易連合の国々の教員が在職中に外国での研諺に参加

している。悩上記の数に玲91-1994年のi日リング・アプログラムに参加した19000入を付け加えね
ばならない。

プ田グラムで認められた講習期間は2-4週間であった。教員はEUの奨学金を、旅費、薄在費、研修

費として受け取った。奨学金の額のほとんどは、 500-1500ユー口で、平均すると1100ユーロで為っ

た〈奨学金の額誌、各国のソクラテス・プログラムの専門仲介機関側で決定される）。

多くの場合、講習は教授法と首掛力の向上を目的とするものであった。ただ、いくつかの講路、特

に普及度の低い言語に関する講座には、言語能力の向上だけに特記したものがあった。

このアクションには参加肴議者がとても多かった。完全なヂ…タが入手可能なとの数年だけをみて

みると、臼%の希望者が奨学金を得たことがわかる。外部評舘の報告は、参加者が特にこのアク

シ沼ンを評価し、定期的にこのような研修に参加しようと決め、職業上大きなプラスになったと評

ションB; 2002年からはコメニウスの摺人研諺奨学金
注151998年から中・東歌の加盟困との協定によってこれらの菌の人々もその臨の慰政負担に応じて参加できる。
参加の程度についてはまだいかなる数字も入手できていない。

滋16各国のソクラテス・ブ口グラムの専門仲介機関は各国におかれた公式の機関で、歎州委員会のためにソクラ

テス・プログラムのいくらかの部分を管理・連繋している。
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留していることを明らかにしている。特に半数以上の参加教員が、イギワスとアイルランドでの講

習に参加していることに留意しなければならない。このことは第3輩で見たように、 EUの国々の中

の学校教膏の中での英語の重要性疫反映している。多くの人々に話され、学校でよく教えられてい

る英語以外の言語の講習にも希望者が多い。全体の約20%の夢加者がフランスあるいはベルギー、

約10%がスペインとドイツ諦鶴、 4%を越える人々がイタリアでの識留に参加している。しかしな

がらすべての資格ある言語がアクシ設ンの支援な受けており、およそ4%がデンマーク語、フィンラ

ンド緒、ギリシャ語、アイスランド語、オランダ語、ノルウェー師、ポルトガル語、スウェーデン

語の研修に参加している。これらのあまり普及していない言語を教えている学校数がきわめて少な

いことからみて、との数は、多様な言語を選択できる教育の促進という点で1つの前進であったと

言えよう。そしてまた、まだその数は少ないが、これち普及度が低く、教育の機会も少ない雷語を

学校に導入することを願いかつその能力を持った教員の能力を改帯するという点においてもまた、

一つの前進であったととを示しているといえる。

図6.2.雷語教員の現職研修のための奨学金

10 

8 

6 

4レ－ I 

2ト．． 叫

。
1991 1992 1993 1鱒4 1995 1関6

店年間予算（百万ヱキュ／ユー担）
出典： 歎側委員会

3.5.雷語教員志望者のためのアシスタント制注17

10 

8 

6 

I －ベヰ

I －ベ 2

。
1鈴7 1998 守録型3

悶 参加入数｛単位：千）

1995年〈制限っき予算の試験年）と1999年の聞に、 1320万ユーロがこり新しいアクションに充当さ

れた。 1995-1999年の期爵紅巳Uと欧州自由実易連合の国々の2800入の外国語教員志望者が、リン

グァ・アシスタント奨学金制度凶に捗加したと見積られている。その多くが斡来自国で教えること

になるであろう替語の一つがその患の主要昔話である盟に行ったことが報告されている。ただし、

普及度の低い替語が話される国ヘアシスタントとして行くことを奨励するために、いくつかの例外

的な措置が採られた。

アシスタントの期間は3ヶ月から8ヶ丹である。旅費は後払いで、アシスタントは、受け入れ国の物
額に応じて算出された生活費を月々受け取る。一人につき平均総受給額は約4000ユー口であった。

参加者による評極報告は、リングァ・アシスタント奨学金制度が本人にとっても受け入れ学校に

とっても実り多いもので易るととを裏付けている。アシスタントは、告らの教育技術と受け入れ患

で話されている言掛能力をきわめて有効に向上させることができる。このことによって、彼らは、

外盟諸教員志望者としての研讃を積み実力をつけることができるし、彼らが蒋来担当する生徒連は

彼らの高い能力を享受できる ζとになる。普及度の延い昔話の国へ行くアシスタントは、帰爵接も

それらの言語の学習を続けることに意欲を持っており、後らもまた、将来学校にこれらの言鵡を導

ションCである。 2001年からコメニウス替措アシスタント棋となる．
注181998年以来中・東ヨーロッパの加盟申競盟との協矩により、これらの閣のアシスタントと受け入れ学校も、
関係閣の財設的負担にもとづいて、参加できる。との参加に関してはいかなる数字もまだ入手できていない。
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入するための貴重な人材となるであろう。

受け入れ学校は、授業に研修中の教師である母語話者を導入することができ、教育プログラムに新

しい古語を議足したり、既存の言語の教育を改善した与する事ができる。しばしばアシスタント

は、 EUの錨のフロジェクトの催しに参加する。特に共同教育プロジェクトにおける交流の場合がそ
うである。さらに、披らは勤めている学校の地域を含むプロジェクトでは大いに活躍するととにな

る。

リングァ・アシスタント制度はいくつかの国々の関で以前からある2国間協定で行われているアシ
スタント制とはかなり性質奇異にする。 lJング、ア・アシスタントは外開語教員悲議者である。アシ
スタントが受け入れ学校でまだ教えられていない普諮の話者であるケースがしばしばある。そり場

合、アシスタントは、学校と地域が彼の存在なしには事受できない言葉と文化をもたらす脊在仁な

る。生徒達にヨーロッパの事まり知られていない他の文化への感受性を培い、被らの錦見をうち破

る役割の護要性は、 EUの拡大の中でますます重要になるであろう。そのととは加盟申請顕のアシス

タントと学校がすでにソクラテス・アログラムに参加していることからも伺える。多くのリング

ァ・アシスタントが授業を主な仕事の場としているが、さらに意表をついた活動や革新的な活動を

行うことも可能である。

EUのプログラムによるアシスタントが学校にいることによって、 EUの効果・窓恵とそのさまざま

えま可能性を生装遠が砲に感cることができるし、生徒達自身が間様なプログラムへの参加方法につ
いてより詳しい情報を得たいと思うようになるだろう。それに多くのりングァ・アシスタントはヨ

一口ツパに関することをよく知っているので、生装遠にEUの現実について多くの知識を与えること
ができるし、 Eむについてのステレオタイフな見方と戦いながらも同時に被ちがEUについて批判的

視点を持つようにするととができるだろう。

リングァ・アシスタントはソクラテス・ブ口グラムに参加しているすべての罷へ行っている。アシ

スタントの36%近くが、その主要替語が一般的にみて普及震の低い言語〈デンマーク語、フィンラ

ンド語、ギリシャ語、オランダ語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーヂン語〉の悶へ行き、

これちの営請を勉強したり、レベルアップを計った事実は、とれからのこのフむグラムの継続に希

望を与えてくれるものである。

このアクションの当額から、希望者は飛躍的に増加している。統計が可能なこの数年に関しては、

アシスタント鵠への希望者数は、アシスタント制への割ち当て人数の6倍以上であり、受け入れ学

校の希望数誌2倍になった。

図6.3.言語教員志望者のためのアシスタント輯度

10 
10 

8 
8 

6 
毛主

4 
4 

2 
2 

。 。
t悌6 1銀副8 1997 1998 協側

出典：欧州委員会
園年興予算（百万エキュ／ユ…口） 関 参加入数〈×100)
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3.6 多様なニ…ズに対応する教材ならびにテスト注19の開発と普及

このアクションは、詩語教育の質の向上と、学習者数、並びに教えられ使用される昔話数を増やす

ことによって言語の多様性を提進することを目標にしている。との目的のために、営語教育と言語

能力との評価のための新しいツーんの開発と普及を奨励している。

EUは、まだ市販されていない学習用教栃開発を目的とした、国を越えた共問プロジェクトを支援し

ている。普及度が低く、教育の機会も少ない言語に関するプロジェクト、革新的な方法論に基づく

プロジェクト、あるい誌生徒のいくつかの特殊なニーズに対応するためのプロジェク等、その対象

が限定されているために高業的な文脈の中で開発・生産が難しいものを金闘しているブ口ジェクト

を多く支援している。言い換えれば、このワングァ・アクションは、一般車場が必要なものを提供

していない、あるいは、その特質が伝統的な生産と艶給のルートでは不可能な領域仁おいて、捜業

用テキストや学習ツ…んを開発し普及するのを支援しているといえる。

プロジェクトの活動としては、新しい教育方法や教材やカリキュラムの開発、あるいはずでにある

ものを加の言舗あるいは別の学習グループのための応用的活用、さらに評価ツーんの開発も含まれ

ている。

以下に挙げるのはプロジェクトの数例である。獄。

－言語学習への積極的な態度を培い、メタ言語学的能力を発達させることにより、言語の多様性

に対する子換の感受性を高めることを目指した教材

・13の言献と社会文化的知識の智得のためのマんチメヂィアセット

．学習者の口頭表現能力の向上と評価のための教育教材

－インターネットで配信可能な14の替語の言語能力診断テストの開発

・中等教育の生誕に少なくとも2つのロマンス語系言語を教えるための教材
（多様な組み合わせが可能〉

・原文を用いた、ドイツ語、デンマーク語、オランダ語の読解講座

・聴覚障害の学生めためのデンマーク掛でのマルチメディア学習教材

図6.4‘言語学轡鍵教賓 e能力評儲のための教育ツールの開発
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一吋 20

10 

。
守袋路

国年間予算（X100000ヱキュ／ユ…口） 間採択されたプロジェクト数
出典： i攻州委員会

！日リングァ・アクションD;2001年からはリングァ・アクション2

浅草。現在期発されているプログラムの詳細については、欽州委員会の教育と文化部門のウェブサイトのLingua
Catalogueを参照のこと：
http/ /www .europa.eu.lnt/ comme/ education/ socrates/langua/ tcatalogue/home_en.htm 
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3.7. 意欲ある若い学習者と学校で教えられる言語の数の増加を目指して間

毎年、平均して約30000入のは才以上の年齢の若者が後らの学校教育あるいは職業教育に関連し

プロジェクトに砲の罷の生徒達と共持参加している。とれは、生後自らが実擦に外国へ行き、相手

の生徒の家庭に滞在して生活しながら勉強するという共同教育プロジェクトである。外国語

際に使うことによって、生徒ほ言語能力を向上させるととができ、自己の昔話能力への自信を深

め、さまざまな言語を学ぶ意欲をさちに強く持つようになる。

パートナ…シッブを結んだ国で話されている言語がこのプロジェクトの目標設語である。ブ己ジェ

クトの中での言語学習の役割はカリキュラムの中にパートナーシッブを結んだ閣の言語があるかな

いかによって大きく在右される。もし、その国的言語が教育カリキュラムになければ、移加する生

徒は、滞在前にその国の言語の基礎的授業を受ける。受け入れ家庭に滞在する事によってその国の

言語や文化を学ぶ意欲を高めるととになる。すべてのリングァ・アクシ設ンがそうでみるが、 EUの

で、普及度が抵く、教育の機会も少ない言語が使用されている国がパートナーとして参加してい

るプロジェクトが優先される。結果として、このアクシ沼ンは、多くのヨ一口ッパの生徒に学校で

は学ばなかったであろう言語に接し、それを捷う可能性を与えることになっている。

さらに、生徒にとって、プロジェクトの間に捷われるさまざまな言語の話し替葉の知識が改善され

ることも確かである。いくつかの学校でほこのアクションに参加した後、新しい言語をカリキュラ

ムに導入するというケースも現れ、言語の多議北に関しても好ましい結果が生まれている。 1990年

代窃頭には、参加したすべての学校の中の40%がイギリスとアイルランドとの学校と連携していた

が、 1997年にはすべてのプロジェクトの中で英語翻の盟とパートナーシッブを結んだものは20%以

下であった。フランス語に関してもやや減少傾向を晃せている（23%から15%へ〉。フランス語は

1997年にはドイツ語、スペイン語、イタリア語と同じ程度であった。

ソクラテス・プログラムの最近の外部評縞の際に、資陪された教員達によると、すべての参加者が

モチベーションを高めたと述べている。とのアクションはすべてのヨーロッパの言語が

カパ…され、職業コースの生徒老優先的な対象にしている〈半数以上が職業コースである）という

点で、付加価値の重要性はさらに高くなっている。参加者もとのアクシ5ンの実際的成果を肯定的

に見ている。ワングァへの参加法生徒達にポジティブな影響を与えたといえる。その第一の理由と

して、質問に答えた98%の参加者が、このアクションに参加したことによって言語学習への意欲が

刺激されたと述べている。 75%の関係者が、生徒が話し言葉の理解と口額表現において進歩を遂げ

たと述べている。明らかに、一貫した言語教育という文慌の中に、流動性老導入したととは、生捷

の言語運用能力を高め、被らの教曹の質を高めたといえる。

関6.広言語学習のための連携プロジェクト
4000 4000 

3000 3000 

2000 2000 

1000 1000 

1991 1992 1鉛3 1錨4 す錦S 1銀副8 1錦7

出典：欺州委員会
間 外国に行った生徒数（×10) 圏 外国に行った教員数

らはコメニウス替語プ口ジェクト
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4.雷語教育促進のための新しい試み

歌州委員会はソクラテスとレオナル・ド・ダ・ピンチ eプログラムだけを外国語教育と学習のため

に奨励しているわけではない。欲州委員会はEUが支援していきたそれ以外のいくつかの最近の企画
にも取り組んでいる。

4.1自書 Z教育と学習』

多くの閣で3つの替措を使用することができるのが当たり前だと考えている人が多い。 EUでは、 3

言語使用者は、ヨ…ロッパ市民権と単一市場を十分に活用できる理想的な立場にいることになる。

彼らにとっては、職業上、教育上あるいは他の理出から外国に赴くととが佑の入よりも容易だかち

である。後らの言語能力ピ雇用者は興味を示すととになる。

欧州委員会は、各告がこれらの札去を事受することを願っており、 1995年に、歌州委員会の学校教

育と職業教育に関する自書 f教育と学留一生波学饗社会に向けて』の中で、 EUのすべての市民が3
つの潜語を学ぶのを支援することそ目標として掲げた。

自書はあらゆる年齢騒の言語学留を考察の対象にしており、革新的なアイディアと最も効果ある実

践を重要視している。そとで、白書は最も効果ある実践に「ヨーロッパ認証ラベJvJを授与するこ
とにより、それを挺進するととを提唱し、現在実際に実行に移されている。 (4.2を参照）

さらに白書は次にあげる 5分野での重要な開発と連携を行った。就学前段階と初等教育段階での言

語の「早期j学習／外国語を使った外国語以外の教科の学翠／多言語理解（さまざやまな言語話者間

での〉／言語教育のカリキュラムと教育ツーんの演の向上／槽報の交換

これらは部分的にはソクラテス／IJングァ・アクション並びにレオナルド・ダ・ピンチ・プログラム
記よって財政的支援を受けた。

4闘2.言語教育・学習のための革新的試みに対する rヨーロッパ認証ラベルJ

白このうベルの目的は、就学前の設階から成人の教育迄のどの段畿の教育であっても、詩語学習のた

めの革新的プロジェクトに脚光を当てるととで言語学溜への興味吾引き却とすことである。認証ラ

ベルは、この企画の試験年（1998年）に初めて与えられた。選抜されたプロジェクトはブリュッセル
でのEUのイベントに招待され、そこで、告らのプロジェクトの内容を披露した。この試験年の成功
により、すべての参加罷は認証ラベル計画を堅持し、発展させていくととに同意した。

ラベルは欧州委員会によって運営されているが、その管理は、 EU加盟国、ノルウェ一、アイス

ランドによってそれぞれ分散的に行われている。このうベルはヨーロッパ関定基準と各国の追加基

準に従って、加盟各国の審査員によって与えられる。プロジェクトの発案がどのようなタイプの組

織によるものであっても、言語教育と学習の分野であればすべての企画が選考の対象になる。

した中で選ばれたものは、認証ラベルとその泊ゴを自らが開発したものにつサることができる

伝パンフに欝き込むこともできる。

4;3鎗曹舗の早期学習

外国語学習が小学校で早期にあるいはそれ以前に開始されれば、マルチワンガルな市民のヨ…ロッ

パを創出する可龍性はより大きくなるととは確かであろう。 f早期学習…そして、その後jという

会議が専門家や詩語致策訣定者を集めて1997年リヰクセンフルグで関曜された。 EUの教育閣僚会議
は、加盟国に替婦の阜期教賓と、早期教育を実施している学校間のヨーロッパ規模での協力関係の
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構築の促進する決議（98/C/1）を採択した。

欽州委員会は f就学前・あるいは小学校での外国語：その条件と結果~ f:J;.22 と贈する研究書の完成に

した。ドイツ瓶、英語、フランス掛で出版されたとの本は、すでに行われていたプロジェクト

の分析を基に、成功する早期外国語学轡の条件を明らかにしている。この本法、主に小学校と就学

前の段階の外国語教育の政策、提供、実践に関して責任あるポストにいる人々に向けて脅かれてい

る。

4.4.外掴語による他教科の学習

言語能力を向上させる譲れた方法は、その言語そのものを目的とするよりも、道具としてある目的

に達するために使うことである。つまるところ我々は母舗をそのように複っているのである。

と内容を統合した学瀧は（Contentand Leaguage Integrated Learng-CUL）は外国語で特

定の教科（地理や理科系教科のような〉を教えるととで品る。段州委員会は「ユ…ロクワック

/EuroclicJと名付けたネットワークの構築に協力した。との fニエ…ロクリック／Eurocliじは、

教員と研究者、教員養成者、その謡、学校で教科を外国語を介して教えることに関心の議うる人々に

よって構成されている。とのネットワークは定期的に会報を刊行しており、毎号1つの特別テーマ

を扱っている。そのインターネットサイト聞は、特に、教育教材のデータ…パンクやイベントの日

韓の掲示板となっている。また、特に言語教員と言語アシスタントがよく利用している討論の場と

もなっている。

4.5.多言語理解

て、外冨語iま流暢に話すより理解することの方がたやすい。麿史的理由から、オラン
あるいはイタリア語とスペイン語のように緊密な言語の場合特にそうでまうる。ヨ

ーロッパレベんあるいはインタ…ナショナルなレベルでのコミュニケーシmンは、多言語の会話や
通信への参加者が自らの言語で話し、議くことができるように、より多くの人々が、自らも充分理

解されながら、的の詩語を理解できるようになれば、大いに改善されるだろう。それに、あ

で自らの考えを述べるためには、まずその詩請を開いてよく理解できなければならないというのも

る。

1997年、近一口ッパにおける多言語理解に関するセミナーが欧州委員会の支援を受けてブリュッセ

ルで開擢された注24 0 欧州委員会はこの分野における進展と情報の交流のためのウエッブサイト悩む

構築に協力した。多言語理解の自的は大多数のヨー口ッパの入々が、自らの言語で話しながらも、

理解し合え、相就に影響を与えあうことができるように詰ることである。これは、多く

されているEUの中での現実を兎据えた 1つの選択でるる。

4.6.優れた指標と優れたシステム

るいは教育のプ口グラムと教材の評価とヂザインのための嬢れたガイドブックが関発さ

れた。このガイドブックは、特に現代の外国語学留と教育についてのすぐれたコンセプトへの関心

を高めることを目的としているのすなわち、教棋や養成コースの作成者、教員、教員養成者、出版

Blondon 1998 

加 3http: //www.eurocllc.net. 

総24大学関孫の読者用のレジュメはパワのCentrede recherche en ingenierie multilangue,2 rue de Lille. 
75343PARIS(e-mail :crim@inalco.fr) 
設25http : I I crim.inalco.fr /recomu/ 
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社、研修プログラムの責任者の参考あるいは耗激剤として役に立ち、また、教員、教育あるいはプ

ロジェクトの主任が授業を構想したり、評価したり、教背・研接教材等を再検討したりするの

助けするツールを提洪しようとしている。とのガイドブックはCD-RO混として入手できる。これ

はメソッドや教育ツ…ルを開発する人だけでなく、それらを利用する人にも役に立つものである。
主主総

4鍵7.情報の交流

欧州委員会はLingu@netEuropaの開発に資金を提供している。これは外国語教育・学習のための
バーチャル・ l)ソースセンタ…である。 10カ国の合弁企業が現在その立ち上げのための仕事をして

いる0 1't27 Lingu@netEuropa誌、初期段階辻、教員、教員養成者、政策決定者、教育ツーんの開
そして長期的には‘言語学習者にも、帯用な情報を提供することになるだろう。

このセンタ…はヨー口ッパや的の地域かちの保証付きの靖報、ならびピオンライン・リソースへの

リンクも提供することになる。これによって、生の教材や、講演会、催しの詳細だけでなく、政策

や計画立案に関する資料、研究むたゐの参考文献を含む、リソースの一大総体へのアクセスが可能

になるでるろう。

多言語アクセスとなるが、当初江4言語（ドイツ語・英語・フランス語・オランダ舗）でアクセス

可能である。アクセスしやすい共通のインターフェイスと他の注目すべき関連サイトへのリンク集

が現在構築中である。とのサイトの質に関しては、専門家の意見と利用者の反応とのやちとりで保

証されることになるであろう。

4集8.国際関の共同作業

欧州委員会は昔語教育・学留の分野で能の機関がもたらすことのできる協力に特に関心をはらって

おり、定期的に、国ごとのあるいは国際的な教員や組織の団体、また、ユネスコのような国際機関

との共同作業を行っている。さまざまな活動の能に、特に、 40以上の加盟揺の言語教育と学替の支

援活動を行っているヨーロッパ評議会と緊密な連携を取りながら活動を行っている。たとえば、欧

州委員会は、告らのプロジェクトの中で、ヨー口ッパ評議会が開発した「外国語の教育、学習、

｛援のためのヨ…ロッパ共油参照基準jの使用を奨励している。

4.9. 2001年ヨーロッパ諸雷語年

ヨーロッパ評議会との協力関係の一つの例が、 2001年ヨーロッパ諸言語年で、こむ 1年間、ヨ

口ツパの諸詩語は、様々なイベントの主役になるだろう。その目的は、言語学習が藤を開くという

こと、そして誰もがその扉を開くことができるというメッセ…ジを伝えることによって、人々が外

間語を学び話すととを奨励することである。

滋26このガイドブックに関する情報は次のサイトで入手できる： http:

I !www .europa.eu.int/ comme/ education/langages/lang/teaching.html 
注27その原型は次のサイトですでに見ると己こができる www .linguanet…europa.org. 
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付録

ワングアAアクションの主要統計（言語教員養成機関の援携）

鼠リングアプログラム ソクラテス／リングアプログラム

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

参加希望数 51 62 39 42 56 45 76 

採択されたブ口ジニEクト 12 25 32 38 43 

諜訳されたプロジェクト｛こ参加

した機関数 40 110 130 178 231 200 

1プロジヱクトごとの平均機翻数 3,3 4,4 4，部 4,7 5,4 6,5 

年購予算 ｛百万エZヤュ／ユーロ〉 0,3 1,5 2,0 2,26 3,00 

1プロジェクトへの平均助成金 57 240 59 369 58866 69αぉ

蹴典：欧州接員会

リングア8アクションの主要統計（蜜語教員現職再研修のための鍵学金）

予算本番参加者数

1996 1997 

68 50 

31 38 

260 260 

6,8 6,5 

3,00 3,25 

93 500 85172 

！日リングアプログラム ソクラテス／リングアプログラム
1990 1991 1992 1993 1994 1995門 1996 1997 1998 1999 

委事欝予算 65, 6,5 8,0 8,8 8,8 6,8 7,1 7,5 

Ca万エキユ
／ユーロ｝

1998 1999 

40 33 

219 

6,6 

3.25 3,25 

80625 100606 

総苦f
ソクラテス

リングア

39,0 

参裁人数 516 5257 6 037 6802 7 867 7 790 5684 6 500傘 6 800傘 34 641等

出典：欧州事委員会 傘推算

リングアCアクシ翠ンの主要統計（設語教員志望者のためのアシスタント奨学金制）

予算と参加者数

ソクラテス／IJングアプログラム
I 1995村 I，鵬 11991 I ，鰍 I，撚 Total 

年爵予算

｛苔芳エキ 1,0) 2,91 2,51 2,9 

／ユーロ）

藍加ム塾 201 6so* I 875*1 2815* 
出典：歎剤密員会 ＊推算 ＊＊パイロット年

りングアDアクションの主裂統計｛言語学習・教育・能力部のための教材 e援材開発〕

IBリングアプログラム ソクラァス／リングアブ悶グラム
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19鈴 1999 

参酒希望数 58 52 93 78 162 111 93 76 100 

採択定れたブ詰ジェクト 17 23 43 46 51 43 41 31 41 

採択疲れたプ口ジェクトに事長加

した機関数 238 220 176 263 

1プロジェタトごとの機密韓数数 5,5 5，ヰ 5,7 6，ヰ

略欄？昇 (El｝言エ.!f-::J.Iユ ・i:J) U,:>:> V,l1l1 ~，Ztf .S,J'll 4,Z tl,4 ふ，::i 品 .:S,tftl 

出典：歎州襲員会

リングアEアクションの主要統計（学習、教育、震語能力評価のための教材・機材開発）

19：部 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I 1998 I 1999 
外留に行った生議数 1857 23053 29979 31 670 32 466 29 840 25592 

外劉に狩った教員 1 852 2 435 3 334 3 534 3 693 3 537 3025 

外閣に行ったきた錠と先生 19909 25 488 33 313 35 204 36159 33 377 28617 

出典：除剤義員会

｛漆26）アクションS，ζ去に闘しては年度iま学設年すなわち 8~かも 7 月である
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総括と結論

この調査研究で定義されているような外国語教育の始まりは18世紀に遡るが、外留錯が普通中等教育

課題のカリキュラムの中に正式に組み入れられたのは、ょうやくその1世紀後一産業革命とそれに

続く冨際的交易の飛躍的発震の関ーのととである。第2次世界大戦後、外国語教育は薪たな飛躍そ遊

げ、その摂向は80年代以降にさちに加速した。商ヨ…ロッパでは、とうした状況は、 Eむの成立とそ

の必然的結果である、人・もの・サービスの、域内での自由な移動を充分に活用できる

への欝要の高まちに伴って生じた。中・東ヨー口ッパでは、数十年もり問、外国語教育教腎において

は口シア語が圧欝的に支配的だったが、 90年代t：：なって、政治的大変動とヨーロッパの統合への動き
仁伴って、外国語教育法多様化の方向へ大きく騒進した。とうした変北は、地域・少数詩語と、増え

続けているEU加盟国以外の国々出身の借住者の言語の役訴を、さまざまな教育制農の中でヨーロッ

パという視点から見直したことによって生じたものである。

このように外国語能力と異文化理解能力の必要性の高まりが、参加国（訳者住：この本の考察対象器）の教

育政策に影響を与え、また、日…ロッパ共再体め多くのアクションがそのために創設されることに

えまった。また、それ誌、カリキュラムの作成に影響を与え、すべての教育段諾でより高い能力と資格

た教員の需要の高まりを促した。外臨語能力の重要性が強制されることにより、外国語教育の

義務化が一般的になり、平期に外国語教育が行なわれ始めたり、そうでなくとも、少なくとも異なる

異なる文化への気づきのための授業が早期に行われるようになってきた。同時に、外国語教育

に充てられる時開の増加、提供される外出語の多様化現象も現れてきている。異なる言語・文住を背

とする人々の関のコミュニケーシ沼ンと理解を促進するという呂的を常に見掛えたこれらのすべて

の対応策が、程度の差はあれ、捗加問それぞ、れの教育政策を形作ってきた。

ヨーロッパ：言語と文化の多様性からなる地域

1章で考察されたヨ…口ッパにおける替語と文化の混成の豊かさは、すべての関係閣がそれぞれの

教背制度を還して録持し促進しようとしている貴重な財産である 0 40以上の土器的脅簡の存在と 教

背制度の中でのそれらの積極的な能用はこのヨーロッパの詩掛遺産を守ろうとする意志の明白な証で

ある。すべての臨は教育方法として、 1つあるい誌護数の国家言語に優先的役割を与え、生徒にそれ

を習得することを奨励しているが、問時に、それ以外合意語の話者が母語能力を維持し強化するため

の多くの対策も講じている。

少数繋器の普及促進：カリキュラムの中への教科としての導入から全面的イマージョン

ほかに、地域・少数言語は、そのための教育のインフうが最も発達した営掛である。過去

20年間で多くの研究、資料、勧告が、日…口ッパのさまざまな機関から出版され、住民が話している

1つあるいは複数の地域言語あるいは少数昔話で教育を行うとと（少なくとも部分的に行うこと）を各

国に強く勧めてきた。そのことによって、本書の考察対象国のすべてにおいて、地域語あるいは少数

言語での教育を要求をした学校に対して、充分な数の生誕がいた場合、国は地域言語あるいは少数雷

語の教育を導入することを約束するという状況が生まれた。充分な資金と資格を持った充分な数の教

員、あるいは、そのいずれか1つの条件を溝たすことを示すととが必要とされる場合もある。

地域・少数言語支援の3つの巣なる方法が織認された。（i)全面的イマージョン、 すなわち、地域・

少数言語が唯一の教育用言語で、国家言語は1つのカリキュラム教科として教えられているケース
(ii）部分的イマージ沼ン、すなわち、地域・少数言語と国家昔話がいずれも教育用雷語として用いら

れているケ…ス (iii）それ以外のタイフの支援措置（多くの場合、地域・少数番掛はカワキュラムの中

の教科となっている）。個々の地域が上記3つのタイプ悲機供しているケ…スが多いが、必ずしもす
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べての教育段階、すべての学校においてというわけではない。さらに、顕家言語だけが教育用言語で

ある学校もあるので、保護者は子供の必要性と著望にあった学校を選ぶことができる。ほんの一握り

の地域だけが全面的イマージ、ョンあるいは部分的イマージョンで少数言語を教育用言訟として義務づ

けている。

母語が外国語である子供の統合を促すための対策

母語が外国語の生徒を普通教育の中に組み込ための捨撞は、過去数十年の問i之、 EU内での自由な往
来の原則が適用されるに至ったことと、 EUへの非加盟国の人々の流入が増大したととによって、

全に見直しがなされた。以前誌、大多数の人々と異なる言語と文化を背景としている子供述者対象

彼らをできるだけうまく普瀧学毅に組み入れることだけを目的とした措置がとられていた。相互

異文化への気づき、それに多擦な文化にまたがる能力に主援をおいた異文化教背モデルに各国

が方向転換したのはつい最近のことである。との教育モデルは生徒の文化、話語の背景に関努なく、

彼らが教育によって経験を豊かにすることを目指している。

と誌いえ、在住昌の公用語能力的向上は、現在も外国語を母語とする生徒に向けてのさまざまな措置

の中心にあることに変わりない。しかし、こめ目的の達成のための最善策については、国によっ

えが異なっている。本調査研究の対象国の大多数は、これらの子換を、国家設語あるいは他の公用語

が教育用昔話である普通の教背髄震の中に賠座に組み込むことを奨励している。多くの場合、学校は

生徒が教脊思言語を溜得するのをサポートするために補助的授業を提供している。しかしながら、生

徒は学校環境の中でその言語に附されるだけで必要なレベルの能力に到達することができると信じら

れている国も少ないながらもあり、これらの国でほ、和製な場合の追加的サポートは生徒とその採護

者側の裁量で見つけなければならない。別留の受け入れクラスを設けて、生捷が教育舟設語を徐々に

習得するのをサボ…トするという方法が取ちれている国もいくつかあり、そこでは、生徒は、普通教

中に完全に組み入れられる前に、 1-3年受け入れクラスで過ごし、普通クラスに入った後も議室続

して教育用詩語でサボ…トを受けている。

生徒が母語と出身地の文化を堅持しかっそれを強罷にするための艶惑もまた、母語が受け入れ国の詮

語と異なる生徒に対する教育政策のきわめて重要な要素である。過去においては、出身国に賠関する

場合に、その捧留を潜易にするために母語を維持させるというのがそお主要な動機だった。現在の措

生徒が、言語もその一部をなしている自らの民族的・文化的アイデンチィティを存分に生きて

いれば、生徒の学校教育と社会への適]it,¥はきわめて容易になるという確信に基づいている。生穫の母

語能力向上の責任は、受け入れ閣の貰任とされている場合もるるし、出身冒との相互協定む対象と

なっている場合や、その言語の話者たちの共同体によって引き受けられている場合がある。

学校教育の中で重要性を増している外国語教育

皐期教育の阜期化、 2つの惑修外国語と外国語の専門的な学留の可能性

第3重量で明らかにしたように、本調査研究の対象となっているほとんどの国で、最初の必修外菌語教

育は8 才から口才の聞に始まっている。大多数のヨーロッパ自由貿易連合と日一ロッパ経演地域の

と加盟申請留では義務教育の過程で第2外国語を必修としているのに対し、 Eじでは半数の国だ
けでおる。初等教育段賠での1つの必｛彦外国語の教育の導入、あるいはより早い時期での外国語教育

む必修化が1990年代に多くの国で行われた。すべての生徒に2つの外国語を盛諺科目として義務化
していない場合、少なくとも1つの外国語を必修科目あるいは選択必接科目としている器もある。

タト盟諸教育を学校最j度の中により早い段階で導入しようとする動向は、カリキュラムによって外国語

がすべての生誌に義務化されていない諜韓においては、次む2つの措置として現れている。 1つは、
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主に就学前の段階あるいは初等教育段階で、教育省によって計画・準備され、かつ資金を与えられた

パイロット・プロジェクトであり、もうひとつは、すべての生捷に1つの外国語を必修科告としてあ

るいは選択必修耗日として課すためにかなりの国で行われてる学校に独自のカリキュラムを認めると

いう方法である。

中等後期段階では、外国語教育は、生徒が選択する進路知コ…スによっていくつかのパワエーシ沼ン

がある。生徒はすべての生徒に諜せられた数の古語より多い数の昔話を学ぶこともできるし、コース

として、外国語に特化した外国語コースを専攻するとともできる。中・東ヨ一世ツパのすべての国立

特数的なことは、外国語教育を専門とする学校があるととである。ほとんどの場合、これらの学校へ

の入学には入学試験に合格しなければ丈まらない。 EUの半数の国でもこのような学校が蒋在するが、

加盟申請国と違って、試験に合接するという条件がない。

揖供言語の種類の多さと選択上の制約

大多数の国では生徒はカワキュラムの中の外国語のI)ストの中から自分が学ぶ言語を選択する。提供

ら6つむケース（英語・フランス語 e ドイツ語・スペイン語・ロシア語・イタワア語・

ランダ語）がもっとも多い。特に1990年代にほ提供外国語の多様化への大きな努力がなされたが、

際にカリキニスラムにあげられている言語のすべてを提供している学校法ごく少数である。いくつもの

生徒は第しそれどころか第2必修外題語さえも自分で選ぶことができないことは往詰しなけ

ればならない。その場合、英語が義務づけられているケースが最も多い。

学ばれている外間話ごとの生徒数の分布に関して入手できる統計によると、初等・中等教育資通して

英語を学ぶ生援が最も多い。 EUc国で特にその割合が高くなっている。 EUの数カ国だけ誌フランス

語あるいはドイツ語が第1外国語になっているが、他の菌々では第2外国語として学ばれてい

中・東ヨーロッパでは、口シア語、ドイツ語、英語が第2タ宇宙語である場合が多い。

留によっては政策担当者が第l外盟諸を強制的に課しているところがある。その理由の1つに、国擦

的コミュニケーションの言語として認められた言語に習熟していることを要講ずる経済のグローバル

北がある。しかしとの目標設定は、ヨーロッパ市民によって学ばれる話語の多様化を尊重し、押し進

めるという方針に逆行する。とうした状況の中で、すべての生徒に必修第2外国語を課することがこ
れらの対立する動向そ両立させる 1つの方法となるだろう。このシナリオの中で、普及度の低い言語

の学習を推進するための政策を強化することによって、ヨーロッパの生稜達自身が納得してこれらの

言語を学ぶようにさらなる努力をするととが必要である。

学校教育のすべての段階での外国賠教育のための時間の準加

必修第1外国語に充当された遡あたりの授業時間は、その外国語の導入教育の時期と義務教育後の中

等教育の最初の外国語教育の期間で増加の頬向にある。一般的に、 3-4 時間が割り当てちれている

が、昔話の教育開始の最初の数年間は、これよりいくらか少なくなっていることが多い。

仰の特徴として挙げられるのは、タ主題語教育は中等教育段階で初めて主要科目になることである。そ

のため、カリキュラムの主要2教科（母語と数学）に対して外患語に光当される時間は学校教育課穏を

通してコンスタントに増え続けている。 10才では数学と母語に充てられている時間より少ないが、

16才ではそれらと同じかそれ以上になり、状況は逆になる。

学校教育の中に外国語教育をより早い時期に導入する理由は、すべての若者が路実な外国語能力を獲

得することを目標としているからである。それゆえ、外国語科目を学校教育課程の初期からカリキュ

ラムと時間割の中でより中心に据えることで教青当局によって現在まで遂行されてきた敢り組みはよ
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り多くの成果を得ることができるだろう。

新たな需要に対応する教員養成

特に初等教育教員の需要の増加

ほとんどの国が第1外国語をできるだけ早期に開始する必要性を感じており、そのために、初等教育

の初段階を担当する教員の養成の政策にもその影響が現れ始めている。初等教育初段階の外国語教育

がずっと以前から行われていた国では、すべての教育段階で外国語教員の数は充分に足りている。反

対に、最近開始した国では大量に養成する必要性に直面している。

加盟申請国では、教員の不足が大きな問題となっているが、教員養成のカリキュラムの改革と同時に

採用に関する緊急の解決策も打ち出している。大多数の国では、外国語教育を行える教職員であれば

誰でも、すなわち最小限の外国語教育と教育学の教育を受けていれば、外国語教員として採用できる

ことになっている。

より高いレベルの資格と能力を持った教員を求める傾向

今日各国で盛んな議論が繰り広げられている。すなわち、外国語との最初の接触が単なる外国語の存

在への関心の呼び起こすものであるべきか、それとも、すでに専門的教育とみなして遂行すべきかと

いう議論である。乙の2つのどちらを選択するかで教員像も変わってくる。

第4章の分析によれば、初等教育で最も多い教員のタイプは、すべてのカリキュラム教科を教える免

許を持ち、目標外国語を専門としている教員である場合と、そのどちらか一方の条件を満たしている

場合のいずれかである。

初等教育の教員養成の専門機関では、カリキュラムの中に必修科目として徐々に外国語を取り込んで

いる。とれらの機関が、小学校の外国語教育を専門とするモデ、ュールあるいは課程を設けているケー

スもある。教員養成の専門機関が今後は外国語を教えることができる教員の養成という新たな任務を

引き受けようとしているととの現われといえる。

中等教育段階の外国語教員の初期養成は小学校の教員の場合とは違う問題を抱えている。特に中等前

期段階において、外国語教員が他の教科も教えるケースがいくつかの国でみられるが、大多数の国で

は外国語教員は外国語教科を専門とする人である。

中等教育段階においては、ほとんどの国の教育当局は、初等教育段階が直面しているような教員の補

充と不足の問題には直面してはいない。この段階の教員養成機関では、言語教員志望者が外国語その

ものの充分な能力と、それを教えるために必要な教育方法並びに教育学的能力を獲得できるような教

育を行うことにとれまで以上に取り組んでいる。

カリキュラムの刷新ヘ

初等・中等教育段階のカリキュラムに規定された教育（第5章）を行うために、教員は新しい知識を獲

得し、新しい教育方法のスキルを修得しそれを展開させなければならない。実際、今日、外国語教員

は担当外国語に堪能でその外国語の背景となっている文化的要素を知っているだけではなく、その言

語が話されている国や国々について実際の滞在を通して熟知し、生徒達自身の文化と彼らが学ぶ言語

の文化との交流によって生じるさまざまな問題を理解できていることが要請されている。これらの知

識を伝達するために、教員は、コミュニケーションを促し、外国語学習における文化的側面と異文化
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聞に存在するさまざまな側面へ生徒の関心を高める教育方法を授業に取り入れる術を学んでいなけれ

ばならない。最後に、教員は若者にこれらの知識とノウハウのすべてを伝えなければならない。そす

のために、教員は、外国語学習における心理的メカニズムと教育方法上のメカニズムに深く精通して

いなければならない。

従って、心理言語学が初等教育段階の外国語の教員養成の中に組み入れられることになった。現行の

外国語教育カリキュラムの中で提起されている異文化の諸問題も新しく教員養成の中に取り込まれて

いる。大多数の国では、言語学、目標言語の話されている国や国の文化、文学、歴史についての教育

は中等教育段階の教員養成の中で行われている。とのタイプの教育には言語や文化の比較研究も含ま

れているケースもある。

現職教員研修：教育方法の刷新を実現するための最優先課題

現職教員研修の分野は初期教員養成よりよりダイナミックでより革新性に富んでいる。必ずしも強制

的ではないが、すべての国で、多くの講習が用意されている。民間や公立の機関は、教員の外国語能

力の向上と外国語教授法についての新しい研究成果の知見の深化、さらにカリキュラムが推奨してい

る新しい教育方法の授業への応用方法を修得するためのさまざまな手段を用意している。

諸官庁、 教員養成機関、 大学はそれらをコーデイネートし、推進する役割を果たしている。しかし

ながら、参加は教員の自由意志にまかせられているので、これらの講習の普及の可能性は限られてい

る。

現職教員研修は、カリキュラムによる新しい要請と傾向を授業で実践するために中央教育当局によっ

て導入された措置のなかでも主要なものである。ヨーロッパの現職の教員の大多数が初期養成教育を

20年以上前に受けている。彼らの多くが、今日放棄しなければならない伝統的な教育法の教育を受け

ている。それ故、新しい教育方法の採用の成功は、現職教員研修の質とそれに現職の教員達が容易に

参加することができるか否かにかかっている。現職教員研修が義務化されていない国ではできるだけ

多くの教員が講習に参加するための対応策を検討することが重要である。

コミュニケーションと異文化への自己開放：外国語科目のカリキュラムの優先

目標

外国語のカリキュラムの作成、中央当局の責任

ヨーロッパのほとんどの国で、カリキュラムの作成の責務を負う専門家遼は教育省によって任命さ

れ、その監督の下で作業を行うワーキンググループを結成する。国によっては教育省直属の常設機関

がある。 2つの国だけがカリキュラムの作成を教育省から独立した機関に委ねている。

1998/1999年度のほとんどのカリキュラムが過去10年間に作成されたものである。中・東ヨーロッ

パで現行のものは、この10年間に起こった大きな政治変動に続く教育制度の変化のため、とりわけ最

近作成されたものである。外国語教育の必修化をすべての学校に広げる決定は新しいカリキュラムの

公表とほとんど同時に行われていることがわかる。
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学校の外盟諸教育の中心をなすご3ミュニカティブ＊アプローチ：その条件と評錨

第4粛で行ったカリキュラムの比較分析によって， 外国語教脊の謀本的な目的とその教育方法上の大

きな方向性はすべての国で共通しているということがわかった。事実、すべての国のカリキュラム

は、明白にあるいは時々裏のうちに、コミュニカティブ・アフローに確実に言及している。その第1

の目的は、学習者が外国語でコミュニケ…ションを行い、自らの考えを表明できるととである。よっ

て、すべてのカリキュラムではコミュニケ…ション能力の目的と内容が譲先的に記述されている。そ

れは、聴く、統治、話す、書く（乙れちは4技能といわれる）の4つの分野にわたる技能として記述さ

れており、ほとんどの場合、これら4技能のうちのどれかを譲先させているようなことはない。しか

しながら、話す・聴く能力を重視している留もあり、それちは読む能力に結びついているものとされ

ていることがある。文法の知識は、どの留でも、コミュニケーション龍カを獲得する手段とみなされ

ている。それゆえ、文法の地位と重要性は、コミュニケーションの能力獲得という目標より下位にあ

る。との分野で国家間にみちれる相瀧としては、文法の教育をどの純度コミュニケーシsン能力
段と見るかという程度の差だけであった。従って、カリキごみラムの中には、文法学習の話的をはつ

りと打ち出さず、コミュニケ…ション能力に関する目的だけに限って明自にうたっているものもあ

る。その場合、コミュニケーション能力獲得のためには文法をあるレベルまでマスタ…しておく必要

があることを暗黙のうちに述べている。法っきりと目標としての文法習得を表明し、さらには、教え

るべき文法項目のりストを載せている国もある。

文化的側欝：外国語教驚の重要なー側面

ほとんどすべての留の最近のカリキュラムが規定している外国語教育では、コミュニケ…ション能力

に加えて、生徒が、教えちれている外国語を話す人々とその習環や生活様式についての知識を広げか

っその理解を深めることがでぎるようにしなければならないことになっている。これらの目標は、異

文北への自己の開放という言い方で表されているが、同時に、そのことが自らの文化を個人的に見つ

め臨すための前線にもなることに諮及しているケースが多い。

同時に、多くのカリキュラムが、外題諦の習得者連したある程震の自様性や自主張の獲得、さら

毅的には、個人の人間的成長を目標としてうたっている。かなり多くのカリキュラムが1つあるいは
いくつもの外国語の知識は語人生活の上でも職業上でも豊かな実りをもたらすものだと強調してい

る。

コミュニカティブ・アプローチの実賎：条件と評価

コミュニカティブ・アプローチの実践は、実際にそれを行う教員にとっても教育当局にとっても、そ

れが漉切な手だてを必要とすることから、大きな課題である。自らが教える首語を授業でできる限り

頻繁に使うことができるためには、教員の言語運用能力が高くなければならないし、教員は生徒がで

きる譲りその言語で自らの意見を述べるととがぜきるような授業を行わなければならない。教室ある

いは学校を、可龍な限り本当の現実に近いコミュニケーション状況で外関語が留得できるような場に

ことがもう 1つの大きな課題である。こうした状読の中では、との目的のために行われるべき懇

織の改革についてよく考えてみることが必要になる。いくつかの既蒋の学校機能の形態を維持するか

否かは、コミュニカティブ・アプロ…チによって新たに生じたt必要性との関連で見極められなければ

ならない。

第5章では外国語教育に関して行われたいくつかの評価に触れている。これちの調査、研究は、盟あ
るいは国際的レベルで行われたが、生徒が獲得した外国語龍力と、外国語学習への彼ちの姿勢だけで

なく、現行の授業の特徴も知りたいと駿っている中央教育当局にとってきわめて有用なものとなっ

ている。生徒の言語運用能力に与えた影轡をみる比較研究は、獲得された外盟諸能力の質におけるコ

ミュニカティブ・アプローチのメリットについての議論のためにも、また、コミュニカティブ・アプ
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ロ…チの実践を促す条件を厳密に判断する材料としても必要なものであることがわかる。

辺一ロッバ共同体のアクションと外国語教育のための各国の致策：共通の目的

EUは、加盟国がEU設立の過設において多言語主義の議接控を認識し、外国語教育の分野でのアク

ションを実行するように廷す必要性を折に触れに確認してきた。

教育の分野での協同作業として、ヨーロッパ共同体が提唱した最初のイニシアティブは、第§章に述

べているように、 EUぬ中での言語・文化の豊かさの重要性を人々が認識することを日糠とした。そ

ご守、多くの機会に、域内のすべての悶で話されているすべての替語に支援措罷を行った。ここ数

いくつかのヨ…ロッパ共同体のプ口グラムへ薪たに参加する国々があり、そのととが、外国語教

育の発展に新鮮な刺激となっている。外悶語能力は、今日、｛国人生活においても職業生活においても

常にその上遣のために努力を続けていかなければならない能力とみなされるようになっている。さら

ヨーロッパ市民の形成のための主要な要素の 1つ されている。

1990 年代はヨーロッパレベルでも、各国レぺんでも、外国語教育の挺進のために多くの試みがなさ

れた時期である。第2章で強調されているように、タト韻語教育に関する大きな改革がヨーロッパのさ

まざまな教育組織の中で行われた。ヨ…ロッパ共同体レベんでも、教育に関して新しい一連のプログ

ラム〈リングァ、ソクうテス、レオナ）］／ .ド・ダヴインチ）が創設され、外国語教育もとれらの教背プ

口グラムの中にかなり大がかりに組み込まれた。

外国語教育分野での各冨の教背改革とEUの数々のイニシアチブは同じ方向性を示している。

数年間で、複数の外冨語能力の獲得の奨励、できるだけ早い時期からの教育の開姶、カリ中止ラムの

れる外国語の多様化による多言語主義の文化の推進への殺芯が各国に共通して見ちれるよ

うになった。ヨーロッパ共同体のさまざまな機関と各国の機関は， これらの新機軸の導入には外国語

教員が主要な役観を果たすので、彼らの養成の質の向上が今後は最擾先課題であると認識している。

ヨー口ッパ共関捧弼が外国語教育の分野で取り組んでいるアクションの大部卦は、教員養成機関の鴇

のさらに緊僚な協同作業を進展させることを必要としている。それは、入は部論であるが、専門的知

識や技術の流動性も促進させるためである。ヨーロッパ共同体レベルでの措置は、流動性を促進する

プロジェクトの実行にあたってより多くの困難をかかえている国々の努力をザポートすることが目的

である。

ヨーロッパ共同体のアクシ日ンはヨー口ッパを、各人が母語以外のヨーロッパ共同体の替語を少なく

とも2つ駆使してコミュニケーションできる名実ともに多言掛地域にすることである。外国語学習を

容易にする環境の鰐出や、すべての日…口ッパ市民が生器にわたり外国語能力を向上させるととがで

きるような手段の提棋に関しては大変な進歩を遂げた。

これまで見たきた動向から、近い将来、ヨーロッパが、各人の多言語潜熱によって、人々がより緊密

になることができる地域、自曲な在来、相互理解、連帯意識が言葉の離器によって阻害されることの

ない地域になることを頼っている。
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話URYDICE ヨーロッパの教育に関する情報ネットワーク

翠urydiceネットは教育に関するそれぞれの留の制度と政策に関する信頼でき、かつ比較を可能に

する情報を収集し提保している。また、各国の教育制度の多様性と共通した傾向の両面を浮き彫りに

する観測所の役割を演じている。

政策決定者と教育界のための仕事を遂行しながら、次に挙げることを準犠し、出版している。

－教育制度の編成の記述的分析の定期的更新

－ヨー口ッパが関心を持つ特別のテーマの比較調査研究

－就学前段階から、高等教背迄さまざまな段賠についての

情報提挟

とれ以外にも駕urydiceは自らEURYBAS穏というデーターベースを持つ

育制変の詳細なリファレンスソースとなっている。

り、ヨ…ロッパの教

調査研究の結果を広く公開することによって、 Eurydiceは各国の制度の多様性並びにそれらの輯

く共通の問題の相互理解を関っている。

Eurydiceは1980年に設立され、 1995年ソクラテス・フ口グラムの中に統合された。との構報

ットは各爵ユニット）とヨ…口ッパ・ユニットから構成されている。各器ユニットは各国教育省に

よって設立され、現在30カ国がとのネットワークに加入している。 EU15カ岡、ヨーロッパ自

連合（恕FTA）／沼…ロッパ経済地域活EA）の中の3カ国、中・東欧の10カ国、キブロス、マルタである。

とれらの各国ユニットはネットワークの作業に必要急基礎構報を与え、またそれらの真議を確かめ

欧州委員会のイニシアチブで鎮設されたヨーロッパ・ユニットはブリュッセんに置かれ、との

ネットワークの活動を運営、コーヂィネートし、比較分析とデーターベースの作成を担当している。

諮urydice・インターネットサイト： h七七p://www.eurydice.org
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